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資料編Ⅰ 

 

Ⅰ－１ 

 

静岡県防災会議条例 

 

制定 昭和３７年 10 月 15 日 条例第４２号 

改正 昭和５４年 ７月 20 日 条例第２７号 

 平成１５年１０月２４日 条例第４７号 

 平成１８年 ３月２４日 条例第２７号 

平成１９年 ３月２０日 条例第４２号 

平成２４年１０月２３日 条例第５５号 

 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 15 条第 8 項の規定に基づき、静岡県防災会議(以

下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員及び専門委員） 

第 2 条 知事が指名し、又は任命する委員の定数は、40 人以内とする。 

2 前項に規定する知事が任命する委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 前項本文の規定にかかわらず、知事が必要と認めるときは、第 1 項に規定する知事が任命する委員の任期を短縮する

ことができる。 

4 第 1 項に規定する知事が任命する委員は、再任することを妨げない。 

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（幹事） 

第 3 条 防災会議に幹事 51 人以内を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。 

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

 

（部会） 

第 4 条 防災会議に部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長がこれを指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をこれに充てる。 

4 部会長は、部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（委任） 

第 5 条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議には

かつて定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 54 年 7 月 20 日条例第 27 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 15 年 10 月 24 日条例第 47 号） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例の施行に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、改正後の静岡県防災会議条例第

2 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 16 年 10 月 14 日までとする。 

附 則（平成 18 年 3 月 24 日条例第 27 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年 3 月 20 日条例第 42 号抄） 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 24 年 10 月 23 日条例第 55 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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静岡県防災会議運営要領

（趣旨）

第１条 この要領は、静岡県防災会議条例（昭和 37 年静岡県条例第 42 号）第５条の規定に基づき、静岡県

防災会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（会議の招集）

第２条 会議は、必要の都度会長が招集する。

２ 会議の招集は、会議開催の場所及び日程並びに付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知して行う。

（委員の代理出席）

第 3 条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

２ 委員又は代理者が共に出席できない時は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

（会議の決定）

第４条 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

（専決処分）

第５条 会長は、会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができない

ときは、会議が処理すべき事務のうち、次の各号に掲げる事項について専決処分することができる。

(１) 静岡県地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。

(２) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳、その他必要な協力を求めること。

(３) 市町村地域防災計画の修正について、知事に意見を具申すること。

(４) 緊急事態の発生により早急に決定を要すること。

(５) その他軽易な事項に関すること。

２ 会長は前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告し、承認を求めなければならない。

（書面による決議）

第６条 会長は、やむを得ない理由により会議の招集が困難であるときは、書面により委員の可否を伺い、その

結果をもって会議の議決に代えることができる。

２ 第１項に規定する場合においては、第３条第１項の規定にかかわらず、委員の代理はこれを認めない。

３ 書面による決議は、回答の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

（部会）

第７条 部会の名称及び所掌事項は、次のとおりとする。

救助部会 災害応急対策計画に関すること。

施設部会 災害予防計画並びに水防に関すること。

２ 会長は、必要と認めるときに特別部会を設けることができる。

３ 部会は、部会長が必要と認めたとき招集し、議長となり議事を整理するものとする。

４ 会長は、部会に出席し、発言することができるものとする。

５ 第３条及び第４条の規定は、部会に準ずる。

（議事録）

第８条 会議については、議事録を作り、会長の指名する出席委員２人以上がこれに署名押印しなければならな

い。

（庶務）

第９条 会議の庶務は、静岡県危機政策課において処理する。
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附 則

この要領は、昭和３７年１２月１４日から施行する。

この要領は、平成８年１１月２１日から施行する。

この要領は、平成１３年４月２日から施行する。

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

この要領は、令和３年４月１日から施行する。
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静岡県防災会議委員の任命に関する要綱

第１ 趣旨

この要綱は、静岡県防災会議条例（昭和３７年静岡県条例第４２条）第２条第１項の規定に基づき、知事

が任命する委員の所属する機関及び役職について定めるものとする。

第２ 市町及び消防機関の任命委員

知事が災害対策基本法第 15 条第５項第６号の規定により任命する委員は、次の表に掲げる機関の者とす

る。

第３ 指定公共機関または指定地方公共機関の任命委員

知事が災害対策基本法第 15 条第５項第７号の規定により任命する委員は、次の表に掲げる機関の役員又

は職員とする。

(１) 指定公共機関

(２) 指定地方公共機関

附 則

この要綱は、平成６年１１月２２日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年１０月１５日から施行する。

附 則

機 関 名

静 岡 県 市 長 会

静 岡 県 町 村 会

太 田 川 原 野 谷 川 治 水 水 防 組 合

静 岡 県 消 防 長 会

公 益 財 団 法 人 静 岡 県 消 防 協 会

機 関 名

大 井 川 土 地 改 良 区

静 岡 ガ ス 株 式 会 社

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 Ｌ Ｐ ガ ス 協 会

伊 豆 箱 根 鉄 道 株 式 会 社

静 岡 鉄 道 株 式 会 社

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 ト ラ ッ ク 協 会

静 岡 放 送 株 式 会 社

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 医 師 会

公 益 社 団 法 人 静 岡 県 看 護 協 会

一 般 社 団 法 人 静 岡 県 建 設 業 協 会

富 士 山 静 岡 空 港 株 式 会 社

機 関 名

独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構

日 本 銀 行

日 本 赤 十 字 社

日 本 放 送 協 会

中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社

日 本 郵 便 株 式 会 社

日 本 通 運 株 式 会 社

東 京 電 力 ﾊ ﾟ ﾜ ｰ ｸ ﾞ ﾘ ｯ ﾄ ﾞ 株 式 会 社

中 部 電 力 株 式 会 社

電 源 開 発 株 式 会 社
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この要綱は、平成１４年１０月１５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年１０月２４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月２３日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２8 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年８月 26 日から施行する。
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Ⅰ－４

静岡県災害対策本部条例

昭和３７年１０月１５日 条例第４３号

改正 平成 ８年 ３月２８日 条例第３１号

改正 平成１７年 ３月２５日 条例第 ３号

改正 平成24年 10月23日 条例第 55号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定に基づき、静岡県災害対策

本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成8年条例31号・24年55号〕)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す

る。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

4 副本部長及び本部員以外の災害対策本部の職員(以下「本部職員」という。)は、上司の命を受け、災害対策

本部の事務に従事する。

(一部改正〔平成8年条例31号〕)

(部)

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属する本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員又は本部職員をこれに充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(一部改正〔平成8年条例31号〕)

(方面本部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に方面本部を置くことができる。

2 方面本部に属する本部職員(次項において「方面本部職員」という。)は、本部長が指名する。

3 方面本部に方面本部長を置き、本部長が指名する方面本部職員をこれに充てる。

4 方面本部長は、方面本部の事務を掌理する。

(追加〔平成8年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例3号〕)

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本

部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をこれに充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(追加〔平成8年条例31号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(一部改正〔平成8年条例31号〕)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。
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附 則(平成17年3月25日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月23日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。
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静岡県災害対策本部運営要領

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この要領は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 23条及び静岡県災害

対策本部条例（昭和 37 年静岡県条例第 43 号）第６条の規定に基づき、静岡県災害対策

本部（放射性物質の大量放出による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に設

置する原子力災害対策本部を除く。以下「本部」という。）の運営に関し、必要な事項

を定め、災害応急対策の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。

第２章 本 部

（組織及び分掌事務）

第２条 本部に、その事務を処理するため、別表本部の１に掲げる指令部（以下「指令部」

という。）及びその他の部（以下「各部」という。）を置く。

２ 指令部は、県の災害応急対策の総合調整と対外的な総合窓口機能を所掌し、その事務

を処理するため､別表本部の１に掲げる班及びグループ（以下「指令部各班」という｡）

を置き、別表本部の３に掲げる事務を分掌する。

３ 各部に別表本部の１に掲げる班（以下「各部各班」という。）を置き、別表本部の４

に掲げる事務を分掌する。

４ 本部を設置したときは、「静岡県災害対策本部」の表示をする。

（副本部長）

第３条 副本部長は、副知事及び警察本部長をもって充てる。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副知事がその職務を代理

する。

（危機管理監）

第３条の２ 危機管理監は、本部長の命を受け、本部員及び部長を指揮し本部の事務を処

理する。

２ 危機管理監は、指令部長として指令部の事務を掌理し、所属の要員を指揮監督する。

３ 危機管理監に事故があるときは、危機管理監代理がその職務を代理する。

（本部員）

第４条 本部員は、別表本部の２に掲げる者をもって充てる。

（指令部各班）

第５条 指令部各班に班長及びグループ長（以下｢指令部各班長｣という。）を置く。

２ 指令部各班長は、別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、指令部長を補佐す

るとともに、所属の要員を指揮監督する。

３ 指令部各班長は、第８条に規定する本部員会議に出席するとともに、必要に応じ、所

管業務に関する災害応急対策の実施状況について、本部員会議に報告する。

４ 指令部各班は、指令部各班において災害応急対策に従事する職員（以下「指令部各班

員」という｡）をもって構成し、指令部各班員は、関係部局長の推薦に基づき危機管理監

があらかじめ定めておくものとする。

５ 指令部各班長は、災害応急対策が円滑に行われるように、指令部各班員の勤務ローテ

ーションについてあらかじめ定めておくものとする。

６ 危機管理監は災害の状況に応じ、指令部各班員の構成を変更することができる。

７ 指令部各班員は、本部が設置されたときは、直ちに指定された配置場所に参集する。
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（各部各班）

第６条 各部に部長及び危機担当監を、各部各班に班長を置く。

２ 部長は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部の事務を掌理し、所属の要

員を指揮監督する。

３ 危機担当監は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部長を補佐する。

４ 危機担当監は、所管する職員の中から、代理となる者（以下「危機担当監代理」とい

う。）をあらかじめ定めておくものとする。

５ 各部各班の班長は、別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部長、危機担当

監を補佐するとともに、所属の要員を指揮監督する。

６ 各部各班の班長は、所管する職員の中から、災害応急対策に従事する職員（以下「各

部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。

７ 部長は、勤務外において、各部各班員が不足し、初動体制の確保が困難な班（第22 条

に定める方面本部各班を含む。）がある場合は、部内において必要な調整等を行い、所

管する職員を当該不足する班の事務に従事するよう、各部各班員としてあらかじめ定め

ておくことができる。

８ 各部各班員の指定にあたっては、災害応急対策等が円滑に行われるように、班員の勤

務ローテーションについて、あらかじめ定めておくことができる。

９ 本部長は災害の状況に応じ各部各班及び各部各班員の構成を変更することができる。

10 部長は災害の状況に応じ所管する部の各部各班員の構成を変更することができる。

11 各部は、円滑な災害応急対策等を行うため、指令部と連携を密にするものとする。特

に、くらし・環境部、健康福祉部、経済産業部及び交通基盤部においては、班員を危機

管理センターに派遣し、相互の情報共有や連絡調整業務等を行うものとする。

（業務調整要員）

第７条 本部員、指令部各班員及び各部各班員以外の職員（以下「業務調整要員」という。）

については、危機管理監が別に定める業務に従事するものとする。

（本部員会議）

第８条 本部長は、災害応急対策について協議するため、必要に応じて本部員会議を開催

する。

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。ただし、必要に応じ

て、本部員以外の部長等に出席を求めることができる。

３ 本部員等は、それぞれの所管業務に関する災害応急対策の実施状況について、必要に

応じて、本部員会議に報告する。

４ 本部長は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関の長

に対し、本部員会議への連絡員の出席を要請することができる。

５ 本部長は、対策を的確かつ迅速に実施するため、必要があると認められる時は、国の

職員、その他関係機関の職員等の出席を要請することができる。

（対策会議）

第９条 複数の部にまたがる緊急事案に迅速に対処するため、本部が設置された時をもっ

て本部内に対策会議を設置し、各部局の所管業務に関する災害応急対策の実施状況につ

いて情報共有を図るとともに、危機管理監からの指示を所属する部へ伝達する。

２ 対策会議は、危機管理監又はそれを代理するものが主宰し、危機管理監が必要と判断

し出席を求める危機担当監、及び機関の代表者をもって構成する。危機管理監は、必要

に応じ、対策会議の内容を本部長に報告する。

３ 危機管理監は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関

の長に対し、対策会議への連絡員の参加を要請することができる。

（班長会議）
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第10条 指令部対策グループ長は、災害応急対策について、指令部各班等及び各部各班と

の連絡調整を図るため、必要に応じて班長会議を開催する。

２ 班長会議は、関係班長をもって構成する。

（局地的な災害における本部の設置）

第10条の２ 局地的な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、市町が災害対策本部を

設置した場合において、知事がその対策を必要と認めるときは、本部を設置する。

（配備体制）

第11条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表共通の１に掲げるいずれ

かの配備体制（情報収集体制、警戒体制、特別警戒体制、災害警戒本部及び災害対策本

部）をとる。なお、動員の規模は、状況に応じて拡大又は縮小することができる。

２ 本部が設置された際の本部長、副本部長、本部員、指令部各班員、各部各班員及び業

務調整要員の動員計画については、別表共通の２－１、２－２に定める。

３ 前２項における動員の規模は、その都度本部長等が決定するものとし、災害の状況に

応じて柔軟に編成する。

４ 勤務外における災害に係る連絡体制は、各部各班が別に定める。

５ 本部が設置されたのち、第５条及び第６条に掲げるそれぞれの組織の長が配備につく

までの間における災害応急対策の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上位等

級者が指揮するものとする。

（班員の参集状況報告等）

第12条 指令部各班長及び各部各班の班長は、班員の参集状況を把握し、指令部総務班長

に報告する。

（災害応急対策に従事する要員の方面本部等に対する派遣）

第13条 本部長は、災害応急対策に従事する要員を、必要に応じ方面本部等に派遣するこ

とができる。

（本部の廃止）

第14条 本部長は、本部設置の必要が無くなったと判断したときは、本部を廃止する。

（関係機関への通知）

第15条 本部長は、本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに次に掲げる者のうち必要

と認める者に通知する。

(1) 国の災害対策本部長

(2) 消防庁長官

(3) 防災関係機関の長

(4) 市町長

(5) その他の機関の長

第３章 方 面 本 部

（方面本部の設置）

第16条 本部の地方組織として、別表方面本部の２に掲げる方面本部を置くことができる。

（組織及び分掌事務）

第17条 方面本部に方面本部長、副方面本部長、方面本部員及び班長を置く。

２ 方面本部にその事務を処理するため、別表方面本部の１に掲げる指令班（以下「方面

本部指令班」という。）及びその他の各班（以下「方面本部各班」という。）を置く。

３ 方面本部の所管区域及び方面本部を構成する出先機関は、別表方面本部の２に定める

ところによる。

４ 方面本部各班は、別表方面本部の３に掲げる事務を分掌する。

５ 方面本部を設置したときは、方面本部室に「静岡県災害対策本部○○方面本部」の表
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示をする。

（方面本部長）

第18条 方面本部長は、地域局長をもって充てる。

２ 方面本部長は、方面本部の事務を所掌し、所属の要員を指揮監督する。

３ 方面本部長は、災害の状況に応じ、方面本部各班の構成を変更することができる。

４ 方面本部長は、所管地域内で災害が発生した場合において、災害応急対策実施のため

必要と認めるときは、本部と調整のうえ、他の地域局長に対して、支援を求めることが

できる。

（副方面本部長）

第19条 副方面本部長は、地域局副局長兼（賀茂、東部、中部及び西部）危機管理監その

他あらかじめ地域局長が定めた者をもって充て、方面本部長を補佐し、方面本部長に事

故があるときは、方面本部長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

（方面本部員）

第20条 方面本部員は、別表方面本部の２に掲げる者をもって充てる。

（方面本部指令班）

第21条 方面本部指令班は、方面本部の事務を処理し、方面本部の災害応急対策の総合調

整と対外的な総合窓口機能を所掌するとともに、方面本部管内の市町災害対策本部の運

営を支援する。

２ 方面本部指令班長は、地域局の職員のうち、あらかじめ地域局長が指定した職員をも

って充てる。

３ 方面本部指令班長は、方面本部長を補佐し、所属の要員を指揮監督するとともに、第24

条に規定する方面本部員会議に出席し、必要に応じ、所管業務に関する災害応急対策の

実施状況について報告する。

４ 方面本部指令班は、方面本部指令班において災害応急対策に従事する職員（以下「方

面本部指令班員」という｡）をもって構成し、方面本部指令班員は、関係所属長の推薦に

基づき地域局長があらかじめ定めておくものとする。

５ 方面本部指令班には、別表方面本部の３に掲げる係又はスタッフ（以下、「係等」と

いう。）を置き、災害応急対策に従事する要員をあらかじめ定めておくとともに、方面

本部指令班員の勤務ローテーションについてもあらかじめ定めておくものとする。

６ 係等に係長又はスタッフ長を置く。

７ 方面本部指令班長は、災害の状況に応じ、方面本部指令班員の構成を変更することが

できる。

８ 指令班長は、管内の被害状況を把握するために必要があると認めるときは、安全に十

分に配慮のうえ、所属の要員を現地調査のために派遣することができる。

９ 方面本部指令班員は、方面本部が設置されたときは、直ちに方面本部室又はあらかじ

め定められた参集先に参集する。

（方面本部各班）

第22条 方面本部各班長は別表方面本部の２に定める出先機関の長をもって充てる。また、

班長が副方面本部長である場合には班ごとに適宜上位等級者をもって充てる。

２ 方面本部各班の班長は、班の事務を所掌し、班に所属する要員を指揮監督する。

３ 地域局長が指定する班に副班長を置く。副班長は、あらかじめ地域局長が定めた者を

もって充て、班長を補佐する。

４ 方面本部各班の班長は、所管する職員の中から、災害応急対策に従事する要員（以下

「方面本部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。なお、方面本部物

資班等、他の所属の職員を構成員とする班・係については、関係所属長の推薦に基づき、

地域局長があらかじめ定めておくものとする。
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５ 方面本部各班の班長は、勤務外において、方面本部各班員が不足し、初動体制確保が

困難な場合は、本部において当該班を所管する部長に、部内の他の班の職員を方面本部

各班員として当該班の事務に従事させるよう要請することができる。

６ 方面本部各班員の指定にあたっては、災害応急対策が円滑に行われるように、班員の

勤務ローテーションについて、あらかじめ定めておくことができる。

７ 方面本部各班の班長は、災害の状況その他特別な事由がある場合は、各班員の構成を

変更することができる。

８ 方面本部各班は、円滑な災害応急対策を行うため、所管する職員の中から、方面本部

指令班との連絡調整に従事する職員をあらかじめ定める。特に、健康福祉班及び土木班

は、班員を方面本部室に派遣し、方面本部指令班との相互の情報共有や連絡調整業務等

を行うものとする。

（業務調整要員）

第23条 方面本部員、方面本部指令班員及び方面本部各班員以外の要員（以下「業務調整

要員」という。）については、方面本部長が別に定める業務に従事するものとする。

２ 総合庁舎で業務に就く指令班駐在は、参集した業務調整要員を方面本部長の命あるま

で待機させ、その間は駐在業務に従事させることができる。

（方面本部員会議）

第24条 方面本部長は、方面本部の災害応急対策について協議するため、必要に応じて方

面本部員会議を開催する。

２ 方面本部員会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部員又は方面本部員の属す

る班の副班長をもって構成する。ただし、必要に応じて、方面本部員以外の班長等に出

席を求めることができる。

３ 方面本部員等は、それぞれの所管業務に関する災害応急対策の実施状況について、必

要に応じて方面本部員会議に報告する。

４ 方面本部長は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関

の長に対し、方面本部員会議への連絡員の出席を要請することができる。

（方面本部対策会議）

第25条 複数の班にまたがる緊急事案に迅速に対処するため、方面本部に方面本部対策会

議を設置する。

２ 方面本部対策会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部長が指定する副班長を

もって構成する。

３ 副班長は、それぞれの所管業務に関する災害応急対策の実施状況について、必要に応

じて、方面本部長に報告するとともに、方面本部長からの指示を所属する班へ伝達する。

４ 方面本部長は、被害情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関

の長に対し、方面本部対策会議への連絡員の参加を要請することができる。

（局地的な災害における方面本部の設置）

第25条の２ 局地的な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、市町が災害対策本部を

設置した場合において、知事がその対策を必要と認めるときは、当該地域を所管する方

面本部を設置する。

（配備体制）

第26条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表共通の１に掲げるいずれ

かの配備体制（情報収集体制、警戒体制、特別警戒体制、災害警戒本部及び災害対策本

部）をとる。なお、動員の規模は、状況に応じて拡大又は縮小することができる。

２ 方面本部長、副方面本部長、方面本部員、方面本部指令班員、方面本部各班員及び業

務調整要員の動員計画については、別表共通の２－１、２－２に定める。

３ 局地的な災害における方面本部の体制は、第３章に定める規定に関わらず、指令班を
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中心に方面本部長の判断により柔軟に編成できるものとする。

４ 勤務外における連絡体制は、方面本部各班が別に定める。

５ 方面本部が設置されたのち、第21 条及び第22 条に掲げるそれぞれの組織の長が配備に

つくまでの間における災害応急対策の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上

位等級者が指揮するものとする。

（班員の参集状況等）

第27条 方面本部の各班長は、班員（業務調整要員含む。）の参集状況を把握し、方面本

部長に報告する。

２ 方面本部長は、前項の参集状況を取りまとめ、本部指令部総務班長に報告する。

（市町情報収集要員）

第28条 方面本部長は、必要があると認めるときは、あらかじめ指名した職員（以下「市

町情報収集要員」という。）を市町災害対策本部に派遣することができる。

２ 市町情報収集要員は、指令班長の指揮監督のもと、派遣された市町に関する情報の収

集及び連絡調整等を行うものとする。

（方面本部の廃止）

第29条 本部長は、方面本部設置の必要が無くなったと判断したときは、方面本部を廃止

する。

（関係機関への連絡）

第30条 方面本部長は、方面本部が設置され、又は廃止された場合は、直ちに次に掲げる

者のうち必要と認める者に通知する。

(1) 管内市町長

(2) 方面本部防災関係機関の長

第４章 現地災害対策本部

（組 織）

第31条 本部長は、被災地において人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するた

め必要と認めた場合には、現地災害対策本部を設置する。

２ 現地災害対策本部は、被災地において本部の事務の一部を行なう。

３ 現地災害対策本部は、主な被災地を管轄する方面本部管内に設置する。その際、当該

方面本部の組織は現地災害対策本部に包含される。

４ 現地災害対策本部を設置したときは、現地災害対策本部の設置場所に「静岡県災害対

策本部現地災害対策本部」の表示をする。

（現地災害対策本部長等）

第32条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長及び現地災害対

策本部員を置く。

２ 現地災害対策本部長は、副本部長（警察本部長を除く。）、本部員又は方面本部長の

うちから本部長が指名する者をもって充て、現地災害対策本部の事務を掌理する。

３ 現地災害対策副本部長は、本部員、方面本部長、副方面本部長又は方面本部員のうち

から本部長が指名する者をもって充て、現地災害対策本部長を補佐し、現地災害対策本

部長に事故があるときは、その職務を代理する。

４ 現地災害対策本部員は、本部員、方面本部長、副方面本部長又は方面本部員のうちか

ら本部長が指名する者をもって充てる。

５ 現地災害対策本部において災害応急対策等に従事する要員は、指令部各班員及び各部

各班員のうちから指令部各班長及び各部各班長が指名した要員並びに現地災害対策本部

を設置した方面本部の方面本部指令班員及び方面本部各班員をもって充てる。

（現地災害対策本部長の権限）
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第33条 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部を設置した方面本部及び任務の遂行に

当たり必要な方面本部並びに防災関係機関に対し、必要な指示をすることができる。

（現地災害対策本部の廃止）

第34条 本部長は、現地災害対策本部設置の必要が無くなったと判断したときは、現地災

害対策本部を廃止する。

（関係機関への通知）

第35条 第15 条の規定は、本部長が現地災害対策本部を設置し、又は廃止したときに準用

する。

第５章 防災関係機関との連携

（防災関係機関との連絡等）

第36条 防災関係機関と常に密接な連絡を図り、災害応急対策を的確かつ迅速に行うため、

本部長は、必要に応じ、協力を要請するものとする。

２ 本部長は、防災関係機関の長に対し、本部への連絡員の派遣を要請することができる。

３ 本部に派遣された防災関係機関の連絡員は、本部との連絡調整業務及び災害応急対策

業務につくものとする。

４ 指令部各班長は、関係防災機関の活動内容や地域の調整等を行うため、必要に応じ、

調整会議を開催する。

５ 方面本部長は、防災関係機関の長に対し、方面本部への連絡員の派遣を要請すること

ができる。

６ 方面本部に派遣された防災関係機関の連絡員は、方面本部指令班において災害応急対

策業務につくものとする。

７ 方面本部指令班長は、関係防災機関の活動内容や活動地域の調整等を行うため、必要

に応じ、調整会議を開催する。

（自衛隊等への連絡）

第37条 本部長は、災害が発生し、又は発生のおそれがあると認めるときは、直ちに自衛

隊等に対して、連絡員の派遣を要請するとともに、災害派遣等の準備を要請するものと

する。

（自衛隊等への災害派遣要請）

第38条 方面本部長は、市町長から自衛隊等の災害派遣の要求があったときは、災害状況、

要請事由、期間、出動人員、派遣区域及び活動内容等を明らかにして、本部長に連絡す

るものとする。ただし、本部長から別に指示があった場合は、本部長への連絡は不要と

する。

２ 本部長が前項の連絡を受け災害派遣の要請を決定したときは、危機管理監は次の事項

を行う。

(1) 自衛隊等に対する災害派遣要請

(2) 方面本部に対する通知及び自衛隊等の受入体制等についての指示

３ 方面本部長は、前項の自衛隊等の災害派遣通知を受けたときは、次の事項を行うもの

とする。ただし、管内市町からの複数の自衛隊等の派遣要求に対して、それらの全てに

対応することは困難であると判断される場合は、方面本部長は次の事項を行う前に、自

衛隊等と調整を行ったうえで派遣先市町を決定することができる。

(1) 要求のあった市町長への災害派遣通知及び受入体制の指示

(2) 作業が迅速かつ効果的に行われるための作業計画の作成

(3) 自衛隊等と連絡調整を図るための窓口の明確化

（緊急消防援助隊の受援に係る調整等）

-14-



第 38 条の２ 緊急消防援助隊の受援に係る調整等については、消防組織法の定めによる

ほか、静岡県緊急消防援助隊受援計画に基づき行うものとする。

２ 消防組織法第 44 条の２に基づき消防応援活動調整本部（以下「消防調整本部」という。）

を設置した場合は、本部の分掌事務のうち、別表本部の３の緊急消防援助隊との調整に

関することを消防調整本部が行うものとする。

３ 前項の消防調整本部には、指令部対策グループの中から、あらかじめ要員を定め、当

該業務に従事させるものとする。

４ 緊急消防援助隊の円滑な受援のため、各方面に消防応援活動調整本部を設置する場合

においても、方面本部指令班の中から、あらかじめ要員を定め、当該業務に従事させるこ

とができる。

第６章 服 務 等

（勤務外における職員の措置）

第39条 職員は、勤務外において災害対策本部、方面本部の設置を知ったときは、別表共

通の２－１、２－２に基づき参集するものとする。

（職員の心構え）

第40条 職員は、災害応急対策を支援する自衛隊等の防災関係機関及び自主防災活動を実

施する住民、その他の者に対し、誠実に対応しなければならない。

２ 職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え、若しくは住民の誤解を招き、本部

又は方面本部の活動に反感を抱かせることのないよう注意しなければならない。

３ 職員は、自らの業務に精通するよう努めるとともに、他の部及び班に協力を求められ

たときは、積極的に協力するものとする。

第７章 平 常 時 対 策

（平常時対策の推進）

第41条 部局長及び出先機関の所属長は、本庁及び出先機関の防災に関する平常時対策を

推進するとともに、進捗状況を管理する。

（災害対策に関する研修及び訓練）

第42条 指令部各班長、部局長及び出先機関の所属長は、本部及び方面本部設置時におけ

る職員の迅速かつ的確な初動体制を確保するため、災害対策に関する研修及び訓練を実

施するものとする。

２ 職員は、前項の研修及び訓練に参加しなければならない。

第８章 雑 則

（委任）

第43条 この要領に定めるほか、災害の種類、地域等の特性に応じて運営体制を定めてい

る場合は、その定めるところによるものとする。

附 則

この要領は、昭和 37 年 12 月 14 日から施行する。

この改正は、昭和 57 年５月 18 日から施行する。

この改正は、昭和 58 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 59 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 60 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 61 年４月１日から施行する。
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この改正は、昭和 62 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 63 年４月１日から施行する。

この改正は、平成元年４月１日から施行する。

この改正は、平成２年４月１日から施行する。

この改正は、平成３年４月１日から施行する。

この改正は、平成４年４月１日から施行する。

この改正は、平成５年４月１日から施行する。

この改正は、平成６年４月１日から施行する。

この改正は、平成７年４月１日から施行する。

この改正は、平成８年３月 28日から施行する。

この改正は、平成８年４月１日から施行する。

この改正は、平成９年１月 10日から施行する。

この改正は、平成９年４月１日から施行する。

この改正は、平成 10 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 10 年６月 15 日から施行する。

この改正は、平成 11 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 12 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 13 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 14 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 15 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 15 年７月 25 日から施行する。

この改正は、平成 16 年１月５日から施行する。

この改正は、平成 16 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 17 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 17 年６月６日から施行する。

この改正は、平成 17 年７月１日から施行する。

この改正は、平成 17 年８月 10 日から施行する。

この改正は、平成 18 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 19 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 20 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 20 年 11 月１日から施行する。

この改正は、平成 21 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 21 年 10 月 15 日から施行する。

この改正は、平成 22 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 22 年４月 19 日から施行する。

この改正は、平成 23 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 24 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 25 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 26 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 27 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 28 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 29 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 30 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 31 年４月１日から施行する。

この改正は、令和元年７月 10日から施行する。

この改正は、令和２年４月１日から施行する。
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この改正は、令和２年４月 27日から施行する。

この改正は、令和３年４月１日から施行する。

この改正は、令和３年７月８日から施行する。

この改正は、令和４年４月１日から施行する。
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員
を

動
員

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
※

４
　

指
示

に
よ

り
参

集
す

る
。

※
５

　
危

機
管

理
部

以
外

の
職

員
は

、
指

示
に

よ
り

参
集

す
る

。
・

風
水

害
に

お
け

る
交

通
基

盤
部

の
配

備
体

制
は

、
水

防
計

画
に

お
け

る
水

防
配

備
基

準
を

優
先

適
用

す
る

が
、

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

は
、

水
防

本
部

は
災

害
対

策
本

部
に

統
合

さ
れ

る
。

・
地

域
局

に
お

け
る

配
備

基
準

は
、

特
別

警
戒

体
制

以
下

の
場

合
、

管
内

で
発

生
し

た
事

象
に

お
い

て
適

用
す

る
。

そ
の

他
、

多
数

の
死

傷
者

が
発

生
し

、
通

常
の

消
防

力
で

は
対

応
が

困
難

と
思

わ
れ

る
事

故
が

発
生

し
た

と
き

、
又

は
そ

の
他

知
事

が
指

示
し

た
と

き
は

、
状

況
に

応
じ

て
必

要
な

体
制

を
執

る
。

・
空

港
振

興
局

は
、

「
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

」
、

「
地

震
災

害
」

、
「

風
水

害
等

一
般

災
害

」
を

対
象

と
し

て
配

備
体

制
を

と
る

。
こ

の
う

ち
、

「
風

水
害

等
一

般
災

害
」

は
、

当
該

事
象

が
島

田
市

又
は

牧
之

原
市

に
発

生
し

、
且

つ
、

特
に

被
害

が
予

想
さ

れ
る

場
合

（
台

風
の

進
路

に
当

た
る

場
合

な
ど

）
と

す
る

。

全
庁

的
な

情
報

共
有

体
制

の
も

と
、

直
ち

に
全

庁
的

な
災

害
応

急
対

策
を

実
施

す
る

体
制

（
災

害
の

状
況

に
応

じ
、

適
宜

体
制

の
拡

大
等

を
行

う
）

情
報

収
集

体
制

警
戒

体
制

特
別

警
戒

体
制

災
害

警
戒

本
部

災
害

対
策

本
部
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別
表

共
通

の
２

－
１

　
「

災
害

応
急

対
策

要
員

動
員

計
画

（
地

震
災

害
）

」

勤
務

中
　

※
１

勤
務

外
　

※
１

指
令

部
各

班
員

各
部

各
班

員

危
機

担
当

監

危
機

管
理

主
幹

課

方
面

本
部

長

副
方

面
本

部
長

方
面

本
部

員

方
面

本
部

指
令

班
員

市
町

情
報

収
集

要
員

勤
務

す
る

所
属

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

派
遣

先
市

町
で

業
務

に
就

く
直

ち
に

指
定

さ
れ

た
市

町
に

参
集

し
、

業
務

に
就

く

直
ち

に
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く
直

ち
に

参
集

し
、

方
面

本
部

の
業

務
に

就
く

拠
点

要
員

直
ち

に
あ

ら
か

じ
め

指
定

さ
れ

た
場

所
へ

参
集

し
業

務
に

就
く

直
ち

に
あ

ら
か

じ
め

指
定

さ
れ

た
場

所
に

参
集

し
業

務
に

就
く

土
木

班
直

ち
に

方
面

本
部

の
業

務
に

就
く

直
ち

に
参

集
し

、
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く

共 通
勤

務
す

る
所

属
で

待
機

し
、

指
示

さ
れ

た
業

務
に

就
く

直
ち

に
居

住
地

周
辺

の
総

合
庁

舎
に

参
集

し
、

指
示

さ
れ

た
業

務
に

就
く

※
２

　
(注

２
)　

上
記

以
外

の
場

合
は

、
連

絡
に

よ
り

配
備

体
制

に
就

く
。

時
　

点
災

害
対

策
本

部
設

置
時

区
　

分 本
部

長

副
本

部
長

本
部

員

方
面

本
部

各
班

員

業
務

調
整

要
員

　
※

１
　

「
勤

務
中

」
と

は
、

勤
務

時
間

の
内

外
を

問
わ

ず
勤

務
所

で
業

務
に

従
事

し
て

い
る

状
況

を
い

い
、

勤
務

時
間

外
に

現
に

勤
務

し
て

い
る

場
合

は
「

勤
務

中
」

に
該

当
す

る
。

　
※

２
　

静
岡

市
内

に
居

住
す

る
県

庁
勤

務
者

は
所

属
に

参
集

す
る

。

　
(注

１
)　

出
張

や
帰

省
な

ど
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
場

所
に

参
集

で
き

な
い

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
調

整
し

た
場

合
を

除
き

、
最

寄
り

の
総

合
庁

舎
　

　
　

　
に

参
集

し
、

業
務

調
整

要
員

と
し

て
の

業
務

に
就

く
も

の
と

す
る

。

直
ち

に
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く
直

ち
に

参
集

し
、

方
面

本
部

の
業

務
に

就
く

災 害 対 策 本 部

直
ち

に
災

害
対

策
本

部
の

業
務

に
就

く
直

ち
に

参
集

し
、

災
害

対
策

本
部

の
業

務
に

就
く

方 面 本 部
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別
表

共
通

の
２

－
２

　
「

災
害

応
急

対
策

要
員

動
員

計
画

（
地

震
災

害
以

外
）

」

勤
務

中
　

※
１

勤
務

外
　

※
１

指
令

部
各

班
員

危
機

管
理

部
職

員
以

外
勤

務
す

る
所

属
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
指

令
部

の
業

務
に

就
く

自
宅

等
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
参

集
し

、
指

令
部

の
業

務
に

就
く

危
機

担
当

監

業
務

を
有

す
る

班
員

上
記

以
外

の
班

員
勤

務
す

る
所

属
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
災

害
対

策
本

部
の

業
務

に
就

く
自

宅
等

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

参
集

し
、

災
害

対
策

本
部

の
業

務
に

就
く

方
面

本
部

長

副
方

面
本

部
長

方
面

本
部

員

方
面

本
部

指
令

班
員

勤
務

す
る

所
属

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

方
面

本
部

の
業

務
に

就
く

自
宅

等
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く

市
町

情
報

収
集

要
員

勤
務

す
る

所
属

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
市

町
に

参
集

し
業

務
に

就
く

自
宅

等
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

市
町

に
参

集
し

業
務

に
就

く

業
務

を
有

す
る

班
員

勤
務

す
る

所
属

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

参
集

し
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く
自

宅
等

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

参
集

し
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く

拠
点

要
員

勤
務

す
る

所
属

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

場
所

で
業

務
に

就
く

自
宅

等
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
場

所
へ

参
集

し
、

業
務

に
就

く

上
記

以
外

の
班

員
勤

務
す

る
所

属
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く
自

宅
等

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

参
集

し
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く

共 通
勤

務
す

る
所

属
で

待
機

し
、

指
示

に
よ

り
災

害
対

策
本

部
又

は
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く
自

宅
等

で
待

機
し

、
指

示
に

よ
り

居
住

地
周

辺
の

総
合

庁
舎

に
参

集
し

、
指

示
さ

れ
た

業
務

に
就

く
※

２

　
(注

２
)　

上
記

以
外

の
場

合
は

、
連

絡
に

よ
り

配
備

体
制

に
就

く
。

時
　

点
災

害
対

策
本

部
設

置
時

区
　

分 本
部

長

副
本

部
長

本
部

員

業
務

調
整

要
員

　
※

１
　

「
勤

務
中

」
と

は
、

勤
務

時
間

の
内

外
を

問
わ

ず
勤

務
所

で
業

務
に

従
事

し
て

い
る

状
況

を
い

い
、

勤
務

時
間

外
に

現
に

勤
務

し
て

い
る

場
合

は
「

勤
務

中
」

に
該

当
す

る
。

　
※

２
　

静
岡

市
内

に
居

住
す

る
県

庁
勤

務
者

は
所

属
に

参
集

す
る

。

　
(注

１
)　

出
張

や
帰

省
な

ど
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
場

所
に

参
集

で
き

な
い

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
調

整
し

た
場

合
を

除
き

、
最

寄
り

の
総

合
庁

舎
に

参
集

し
、

　
　

　
　

　
業

務
調

整
要

員
と

し
て

の
業

務
に

就
く

も
の

と
す

る
。

直
ち

に
災

害
対

策
本

部
の

業
務

に
就

く
直

ち
に

参
集

し
、

災
害

対
策

本
部

の
業

務
に

就
く

各 部 各 班 員

直
ち

に
災

害
対

策
本

部
の

業
務

に
就

く
直

ち
に

参
集

し
、

災
害

対
策

本
部

の
業

務
に

就
く

直
ち

に
方

面
本

部
の

業
務

に
就

く
直

ち
に

参
集

し
、

方
面

本
部

の
業

務
に

就
く

方 面 本 部 各 班 員

災 害 対 策 本 部 方 面 本 部
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別
表

本
部

の
１

　
「

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
編

制
図

」

（

対 策 グ ル ー プ

情 報 グ ル ー プ

支 援 調 整 グ ル ー プ

総 務 班

広 報 班

原 子 力 班

通 信 班

知 事 直 轄 部

経 営 管 理 部

く ら し ・ 環 境 部

ス ポ ー ツ ・

文 化 観 光 部

健 康 福 祉 部

経 済 産 業 部

交 通 基 盤 部

出 納 部

企 業 部

が ん セ ン タ ー 部

議 会 部

人 事 委 員 会 部

監 査 委 員 部

労 働 委 員 会 部

収 用 委 員 会 部

教 育 部

警 察 部

知 事 直 轄 総 務 班

知 事 戦 略 班

政 策 推 進 班

デ ジ タ ル 戦 略 班

地 域 外 交 班

総 務 班

行 政 経 営 班

財 務 班

地 域 振 興 班

く ら し ・ 環 境 政 策 管 理 班

県 民 生 活 班

建 築 住 宅 班

環 境 班

ス ポ ー ツ ・ 文 化 観 光 政 策 管

理 班

ス ポ ー ツ 班

文 化 班

総 合 教 育 班

観 光 交 流 班

空 港 振 興 班

健 康 福 祉 総 括 班

医 療 救 護 班

感 染 症 対 策 班

要 配 慮 者 支 援 班

健 康 支 援 班

生 活 衛 生 班

物 資 班

経 済 産 業 政 策 管 理 班

産 業 革 新 班

就 業 支 援 班

商 工 業 班

農 業 班

農 地 班

森 林 ・ 林 業 班

水 産 ・ 海 洋 班

交 通 基 盤 政 策 管 理 班

建 設 経 済 班

建 築 管 理 班

道 路 班

河 川 砂 防 班

港 湾 班

都 市 班

出 納 第 １ 班

出 納 第 ２ 班

総 括 班

水 道 企 画 班

地 域 整 備 班

が ん セ ン タ ー 県 庁 駐 在 班

総 務 班

議 会 班

災 害 情 報 連 絡 班

人 事 第 １ 班

人 事 第 ２ 班

人 事 第 ３ 班

監 査 班

労 働 班

収 用 班

教 育 総 務 班

教 育 政 策 班

教 育 Ｄ Ｘ 推 進 班

財 務 班

教 育 施 設 班

教 育 厚 生 班

義 務 教 育 班

高 校 教 育 班

特 別 支 援 教 育 班

健 康 体 育 班

社 会 教 育 班

警 察 班
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（
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（
（
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（
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（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（
（

総 務 課

知 事 戦 略 局

政 策 推 進 局

デ ジ タ ル 戦 略 局

地 域 外 交 局

総 務 局

行 政 経 営 局

財 務 局

地 域 振 興 局

政 策 管 理 局

県 民 生 活 局

建 築 住 宅 局

環 境 局

政 策 管 理 局

ス ポ ー ツ 局

文 化 局

総 合 教 育 局

観 光 交 流 局

空 港 振 興 局

政 策 管 理 局 他

医 療 局 ・ 健 康 局 他

感 染 症 対 策 局

福 祉 長 寿 局 ・ こ ど も 未 来 局 他

障 害 者 支 援 局 他

生 活 衛 生 局 他

政 策 管 理 局 他

政 策 管 理 局

産 業 革 新 局

就 業 支 援 局

商 工 業 局

農 業 局

農 地 局

森 林 ・ 林 業 局

水 産 ・ 海 洋 局

政 策 管 理 局

建 設 経 済 局

建 築 管 理 局

道 路 局

河 川 砂 防 局

港 湾 局

都 市 局

会 計 総 務 課 他

用 度 課

経 営 課

水 道 企 画 課

地 域 整 備 課

が ん セ ン タ ー 局 県 庁 駐 在

総 務 課 ・ 秘 書 室

議 事 課

政 策 調 査 課

総 務 課

給 与 審 査 課

職 員 課

監 査 課

調 整 審 査 課

審 理 調 整 課

教 育 総 務 課

教 育 政 策 課

教 育 Ｄ Ｘ 推 進 課

財 務 課

教 育 施 設 課

教 育 厚 生 課

義 務 教 育 課

高 校 教 育 課

特 別 支 援 教 育 課

健 康 体 育 課

社 会 教 育 課

災 害 対 策 課
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）
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）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）
）

）

本
部

長
（

知
事

）

副
本

部
長

（
副

知
事

、
警

察
本

部
長

）

本
部

員

危
機

管
理

監

教 育 長

教 育 部 長

政 策 推 進 担 当 部 長

デ ジ タ ル 戦 略 担 当 部 長

地 域 外 交 担 当 部 長

危 機 管 理 部 長

危 機 管 理 監 代 理 兼

危 機 管 理 部 部 長 代 理

危 機 管 理 監 代 理

兼 危 機 報 道 官

危 機 管 理 監 代 理

経 営 管 理 部 長

く ら し ・ 環 境 部 長

ス ポ ー ツ ・ 文 化 観 光 部 長

健 康 福 祉 部 長

経 済 産 業 部 長

交 通 基 盤 部 長

出 納 局 長

企 業 局 長

指
令

部

空
港

現
地

運
用

班
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別表本部の２　「静岡県災害対策本部編制表」

危機管理監 危機管理監

部長及び危機担当監、班長 　班　　　　　員

指令部

対策グループ 危機対策課長

情報グループ 危機情報課長

支援調整グループ 危機政策課長

総務班 危機管理部総務課長

広報班 広聴広報課長

原子力班 原子力安全対策課長

通信班 危機対策課長

知事直轄部

知事直轄総務班 総務課長

知事戦略班 知事戦略局長

政策推進班 政策推進局長

デジタル戦略班 デジタル戦略局長

地域外交班 地域外交局長

経営管理部

総務班 総務局長

行政経営班 行政経営局長

財務班 財務局長

地域振興班 地域振興局長

くらし・環境部

くらし・環境政策管理班 くらし・環境部政策管理局長

県民生活班 県民生活局長

建築住宅班 建築住宅局長

環境班 環境局長

スポーツ・文化観光政策管理班 スポーツ・文化観光部政策管理局長

スポーツ班 スポーツ局長

文化班 文化局長

総合教育班 総合教育局長

観光交流班 観光交流局長

空港振興班 空港振興局長

健康福祉部

健康福祉総括班 健康福祉部政策管理局長

医療救護班 医療局長

感染症対策班 感染症対策局長

要配慮者支援班 福祉長寿局長

健康支援班 健康局長

生活衛生班 生活衛生局長

経済産業部

物資班 経済産業部政策管理局長

経済産業政策管理班 経済産業部政策管理局長

産業革新班 産業革新局長

就業支援班 就業支援局長

商工業班 商工業局長

農業班 農業局長

農地班 農地局長

森林・林業班 森林・林業局長

水産・海洋班 水産・海洋局長

区　　　分 構　　　成　　　員

本部長 知事（災害対策基本法第２３条第２項に規定）

副本部長 副知事（担任地域のある副知事は、原則として担任の地域に駐在する）、警察本部長

教育長、教育部長、政策推進担当部長、デジタル戦略担当部長、地域外交担当部長、危機管理部長、

危機管理監代理兼危機管理部部長代理、危機管理監代理兼危機報道官、危機管理監代理、経営管理部長、

くらし・環境部長、スポーツ・文化観光部長、健康福祉部長、経済産業部長、交通基盤部長、出納局長、企業局長

本部員会議 本部長、副本部長、本部員

対策会議 危機管理監、危機管理監が必要と判断し、出席を求める危機担当監及び機関の代表者

部及び各班

部長　　　危機管理監、
　　　　　　危機管理部長、危機管理監代理兼危機管理部部長代理、危機管理監代理兼危機報道官、
　　　　　　危機管理監代理、危機管理部参事（政策調整担当）、
　　　　　　危機管理部理事（災害医療）、危機管理部理事（防災技術）、知事戦略局長

部長　　　　政策推進担当部長、デジタル戦略担当部長、地域外交担当部長
危機担当監　知事直轄組織総務課長

部長　　　　経営管理部長
危機担当監　総務局長

部長　　　　くらし・環境部長
危機担当監　政策管理局長

部長　　　　健康福祉部長
危機担当監　政策管理局長

部長　　　　経済産業部長
危機担当監　政策管理局長

本
部
員 その他

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

スポーツ・文化観光部
部長　　　　スポーツ・文化観光部長
危機担当監　政策管理局長

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　関係部局長の推薦に基づき危機管理監があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

-22-



交通基盤部

交通基盤政策管理班 交通基盤部政策管理局長

建設経済班 建設経済局長

建築管理班 建築管理局長

道路班 道路局長

河川砂防班 河川砂防局長

港湾班 港湾局長

都市班 都市局長

出納部

出納第１班 会計総務課長

出納第２班 用度課長

企業部

総括班 経営課長

水道企画班 水道企画課長

地域整備班 地域整備課長

がんセンター部

がんセンター県庁駐在班 経営努力室長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

議会部

総務班 総務課長

議会班 議事課長

災害情報連絡班 政策調査課長

人事委員会部

人事第１班 総務課長

人事第２班 給与審査課長

人事第３班 職員課長

監査委員部

監査班 監査課長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

労働委員会部

労働班 調整審査課長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

収用委員会部

収用班 審理調整課長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

教育部

教育総務班 教育総務課長

教育政策班 教育政策課長

教育ＤＸ推進班 教育ＤＸ推進課長

財務班 財務課長

教育施設班 教育施設課長

教育厚生班 教育厚生課長

義務教育班 義務教育課長

高校教育班 高校教育課長

特別支援教育班 特別支援教育課長

健康体育班 健康体育課長

社会教育班 社会教育課長

警察部

警察班 災害対策課長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

中央連絡部

中央連絡班 東京事務所次長 　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

部長　　　　交通基盤部長
危機担当監　政策管理局長

部長　　　　出納局長
危機担当監　出納局次長

部長　　　　企業局長
危機担当監　企業局参事

部長　　　がんセンター局長

部長　　　議会事務局長

部長　　　人事委員会事務局長

部長　　　監査委員事務局長

部長　　　労働委員会事務局長

部長　　　収用委員会事務局長

部長　　　教育長
危機担当監　教育部参事（政策管理担当）

部長　警備部長

部長　ふじのくに大使館公使（東京事務所長）

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める

　所管する職員の中から、班長があらかじめ定める
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班

1 　危機管理監の特命事項に関すること。

2 　情報発信の管理に関すること。

3 　要請対応の調整に関すること。

4 　対策実施状況の記録及び表示に関すること。

5 　陸上支援部隊との調整に関すること。

6 　緊急消防援助隊との調整に関すること。

7 　海上支援部隊との調整に関すること。

8 　ヘリ等航空機の運用の調整に関すること。

9 　緊急輸送ルートの調整に関すること。

10 　物流機関との調整に関すること。

1 　本部発信情報の取りまとめに関すること。

2 　被害地図の作成に関すること。

3 　情報のトリアージに関すること。

4 　指令部内の情報共有に関すること。

5 　各部への情報伝達に関すること。

6 　関係機関等への情報伝達に関すること。

7 　一斉ＦＡＸに関すること。

8 　各種情報の取りまとめに関すること。

9 　ISUTとの連携に関すること。

10 　SNSからの情報収集に関すること。

11 　FUJISAN等からの情報収集に関すること。

12 　方面本部との連絡調整に関すること。

1 　本部員会議の運営に関すること。

2 　県本部各部との連携に関すること。

3 　国（現地本部等）との連携に関すること。

4 　応援職員の調整に関すること。

5 　燃料の確保・調整に関すること。

6 　ライフライン機関との調整に関すること。

7 　ボランティアとの連携に関すること。

8 　災害救助法の適用に関すること。

1 　災害対策本部の経理に関すること。

2 　国の現地対策本部の受入れ及び支援に関すること。

3 　静岡県地震防災センターにおける本部後方支援に関すること。

4 　本部要員の生活維持に関すること。

5 　業務調整要員の配置調整に関すること。

6 　職員参集状況の取りまとめに関すること。

別表本部の３　「静岡県災害対策本部指令部各班事務分掌」
　事　務　分　掌

対策
グループ

情報
グループ

支援調整
グループ

総務班
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班

1 　新聞、テレビ、ラジオ等報道機関を通じた、災害応急対策実施状況などの災害
関連情報の提供に関すること。

2 　記者発表における報道機関への対応に関すること。

3 　県ホームページ、SNS等を利用した情報の発信に関すること。

4 　災害応急対策の実施状況の記録写真等の収集整理に関すること。

5 　広報に要する経費について報道機関との負担区分の協議に関すること。

6 　県幹部、指令部及び各部への取材調整に関すること。

7 　災害時の県民からの問合せへの対応に関すること。

8 　市町、その他機関の要請に基づく広報に関すること。

1 　原子力発電所に関すること。 

※原子力災害対策（警戒）本部を設置する場合は、当該業務を優先する。

1 　防災行政無線等の利用、調整に関すること。

2 　防災行政無線、ふじのくに防災情報共有システム（FUJISAN）

等及び国との情報伝達手段の機能確保に関すること。

3 　災害対策本部の情報映像機器の操作等に関すること。

　事　務　分　掌

原子力班

広報班

通信班
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別表本部の４　「静岡県災害対策本部各部各班事務分掌」

 (1) 各班共通事務

事              務              分              掌

１  所属職員の安否の確認に関すること。

２  班の設置及び運営に関すること。

１  所管県有施設の被害状況の把握に関すること。

２  災害復旧事業に関係する被害調査に関すること。

３  災害復旧事業計画の策定に関すること。

４  災害復旧事業の実施に関すること。

５  所管災害応急対策業務に係る災害記録の収集及び整理に関すること。

６  所管災害応急対策業務に係る他県等応援職員の要請及び受入れに関すること。

７  その他特命事項に関すること。

(2) 班別事務分掌

事              務              分              掌

知事直轄部

知事直轄総務班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

知事戦略班

秘書課 １ 本部長（知事）及び副本部長（副知事）の秘書に関すること。

２ 本部長及び副本部長の災害地現地視察に関すること。

３ 皇室の災害見舞の応援に関すること。

知事戦略課

政策推進班

総合政策課

財政課 災害対策の予算措置に関すること。

デジタル戦略班

デジタル戦略課 CATV施設の被害状況の確認に関すること。

電子県庁課 １ SDOネットワーク（インターネット系を含む）及び県庁クラウドの機能確保に関すること。

２ SDOネットワーク（インターネット系を含む）及び県庁クラウドの機能復旧に関すること。

３ 人事給与システム、財務会計システムの復旧に関すること。

データ活用推進課

統計調査課

地域外交班

地域外交課 １ 駐日外国公館との連絡調整に関すること。

大阪事務所 ２ 海外報道機関への対応の支援に関すること。

３ 震災に関する海外調査団受入手続きの支援に関すること。

４ 外国人からの見舞状の受付、感謝状等の作成についての支援に関すること。

経営管理部

総務班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

法務文書課 １ 官報報告及び県公報の発行に関すること。

２ 条例、規則の審査に関すること。

３ 文書の収受・発送及び公印の管理に関すること。

４ 情報公開（公文書開示）に関すること。

行政経営班

行政経営課

人事課 １ 県の行う災害応急対策のための職員配置等人的措置に関すること。

２ 職員の安否調査及び対策に関すること。

福利厚生課 １ 被災職員の住宅確保の支援に関すること。

２ 災害応急対策のための要請に係る職員互助会及び共済組合との連携に関すること｡

３ 職員の災害補償に関すること。

健康指導課 本部及び方面本部職員の健康管理に関すること。

財務班

税務課 災害による県税の救済措置及び県税関係システムの機能確保に関すること。

資産経営課 １ 県有財産の災害応急対策への活用に関すること。

２ 本庁舎及び総合庁舎の被害調査に関すること。

３ 本庁舎の機能維持に関すること。

４ 県庁自衛消防隊の活動に関すること

５ 庁内電話システムの機能確保措置に関すること。

地域振興班

地域振興課

市町行財政課 １ 市町行政の応援に関すること。

２ 各種選挙の執行管理に関すること。

３ 市町財政の応援に関すること。

区        分

区        分

組織運営に係る事務

事業執行に係る事務
該当する事務の所管室
（課）に共通
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事              務              分              掌区        分

くらし・環境部

くらし・環境政策管理班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

経理課 ２ 部関係の被害の取りまとめに関すること。

３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

県民生活班

県民生活課 １ 生活関連物資の価格需給動向の調査、情報提供及び国の緊急措置の要請に関すること。

２ 不当取引事業者の指導に関すること。

３ 消費生活相談及び県民相談に関すること。

４ 震災復興相談センター調整会議の運営に関すること。

５ ＮＰＯ活動の支援に関すること。

６ ふじのくにＮＰＯ活動支援センタ－の被害調査及び災害応急対策に関すること。

くらし交通安全課 １ 交通事故相談の実施に関すること。

２ 交通安全関係団体との連絡調整に関すること。

男女共同参画課 １ 男女共同参画の視点からの災害応急対策に係る情報収集・提供に関すること。

２ 被災者や支援者に対する男女共同参画の視点からの相談に関すること。

３ 男女共同参画センターの被害調査及び災害応急対策に関すること。

４ 男女共同参画センター周辺の緊急避難者への対応に関すること。

５ 男女共同参画団体に対する応援協力要請に関すること。

多文化共生課 １ 旅券事務の執務体制の確保に関すること。

２ 災害時多言語支援センターの設置及び運営に関すること。

建築住宅班

住まいづくり課 １ 住宅（公営住宅を含む）の被害調査に関すること。

公営住宅課 ２ 住宅被災者に対する災害融資、建築及び入居相談等支援に関すること。

３ 応急仮設住宅の建設・借上げ及び公営住宅への一時入居に関すること。

４ 災害復興公営住宅の供給及び建設・指導等に関すること。

５ 県営住宅の応急修理に関すること。

6 災害対策本部経営管理部財務班、方面本部土木班との連携・支援に関すること

建築安全推進課 １ 建築物の被害調査に関すること。

2 地震被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定に関すること。

3 建築制限と仮設建築物に対する制限緩和実施区域の指定に関すること。

4 震災建築物の被災度区分判定・災害復旧の技術指導等に関すること。

５ 災害対策本部交通基盤部建設支援班、方面本部土木班との連携・支援に関すること。

環境班

環境政策課 フロン回収に関すること。

環境ふれあい課 県民の森及び県立森林公園の被害調査及び災害応急対策に関すること。

自然保護課

廃棄物リサイクル課 １ 清掃指導並びにし尿、生活系ごみ、がれき、残骸物の処理に関すること。

２ 廃棄物処理施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 廃棄物の処理に係る県民、事業者の指導に関すること。

４ 災害廃棄物処理事業及び廃棄物処理施設災害復旧事業に係る国庫補助に関すること。

生活環境課 １ 大気汚染に係る発生源監視に関すること。

２ 水質汚濁に係る発生源監視に関すること。

３ 有害物質による二次災害未然防止対策に関すること。

水資源課 １ 飲料水、生活用水の確保及び供給に関すること。

２ 水道施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 水道施設災害復旧に係る広域支援に関すること。

４ 水道施設の復旧指導に関すること。

盛土対策課 盛土造成箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

スポーツ・文化観光部

スポーツ・文化観光政策管理班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

経理課 ２ 部関係の被害の取りまとめに関すること。

企画政策課 ３ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

（東静岡周辺地区 ４ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

整備担当） ５ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

スポーツ班

スポーツ政策課

スポーツ振興課 県武道館、県立水泳場及び富士水泳場の災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

文化班

文化政策課 １ 県立美術館及びふじのくに地球環境史ミュージアムの災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

２ グランシップ及び舞台芸術公園の災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

文化財課 １ 文化財の被害調査に関すること。

２ 文化庁への応援依頼に関すること。

３ 文化財等の応急措置に関すること。

富士山世界遺産課 静岡県富士山世界遺産センターの災害応急対策の応援及び連絡調整に関すること。

企画政策課（移
住・定住担当）
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総合教育班

総合教育課

大学課 県立大学及び静岡文化芸術大学の災害応急対策の支援及び連絡調整に関すること。

私学振興課 １ 私立学校の被害状況調査及び応急教育に関すること。

２ 教育部及び関係機関との連絡に関すること。

観光交流班

観光政策課 １ 観光関係の被害調査に関すること。

観光振興課 ２ 観光客の避難状況等の動向調査に関すること。

３ 県有観光施設の災害応急対策及び連絡調整に関すること。

４ 公営国民宿舎等に対する２次的避難者の収容の協力要請に関すること。

５ 二次的避難所としてのゴルフ場施設の確保、あっせんに関すること。

空港振興班

空港管理課 １　静岡空港の被害状況の把握に関すること。

空港振興課 ２　定期便・チャーター便等航空機の運行状況の把握に関すること。

３　空港利用者の混乱防止、避難誘導等の空港の安全確保に係る取組状況の把握に関すること。

４　空港保安管理規程等に基づき運営権者が行う緊急時対応の適正な実施の確保に関すること。

空港管理課空港調整室 空港周囲部の施設に係る被害状況の把握及び応急復旧に関すること。

健康福祉部

健康福祉総括班

総務課 １ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

経理課 ２ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

企画政策課 ３ 部内各班の連絡調整に関すること。

各局総務班 ４ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

５ 健康福祉部関係の県有施設の被害状況の把握に関すること。

６ 健康福祉部関係の被害の取りまとめに関すること。

７ 災害救助法に関する国との調整及び救助費の精算に関すること。

８ 災害救助法に基づく救助を市町長が行うこととする通知に関すること。

９ 災害救助法に係る市町への指導に関すること。

１０ 災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給に係る国との調整及び申請に関すること。

１１ 災害援護資金の貸付に関する国との調整及び申請に関すること。

１２ 災害弔慰金の支給等に関する法律に係る市町への指導に関すること。

1３ 被災者生活再建支援金に係る(財)都道府県会館との調整及び申請書の取りまとめに関すること。

1４ 被災者自立生活再建支援金（県単）の支給に関すること。

１５ 応急仮設住宅の必要戸数の把握に関すること。

医療救護班

医療政策課 １ り災者の医療救護に関すること。

地域医療課 ２ 医療救護施設の開設状況の把握に関すること。

３ 医療救護施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

４ 医師その他の医療従事者の確保に関すること。

５ 災害時の遺体の検案医師及び身元確認に必要な歯科医師の確保に関すること。

６ 広域医療搬送活動に関すること。

７ 救護班の受入に関すること。

８ り災妊産婦、新生児の医療に関すること。

９ ＤＭＡＴの受入・活動調整に関すること。

１０ 応援ヘリコプター（ドクターヘリ）の受入及び応援活動に関すること。

薬事課 １ 輸血用血液の確保及び供給に関すること。

２ 薬剤師等の確保及び派遣に関すること。

３ 医薬品等の確保及び供給に関すること。

４ 毒物、劇物取扱施設の被害状況の把握に関すること。

疾病対策課 難病患者等の支援に関すること。

障害福祉課 １　精神科病院の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２　ＤＰＡＴの受入・活動調整に関すること。

国民健康保険課 保険診療の取扱いの特例に関すること。

感染症対策班

感染症対策課 １　感染症指定医療機関及び結核病床を有する医療機関の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２　り災地の防疫に関すること。

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策企画課 １　新型コロナ患者受入病院の災害応急対策に関すること

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策推進課 ２　新型コロナ患者宿泊療養施設の被害調査及び災害応急対策に関すること
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要配慮者支援班

地域福祉課 １ 生活福祉資金の貸付に関すること。

２ 保護施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

福祉長寿政策課 １ 社会福祉施設の被害調査及び災害応急対策の取りまとめに関すること。

２ 県災害ボランティア本部・情報センターとの連携に関すること。

３ DWATの受入・活動調整に関すること。

４ 義援金に関すること。

こども未来課 児童福祉施設（保育所、認定こども園）等の被害調査及び災害応急対策に関すること。

こども家庭課 １ り災児童、母子世帯の援護に関すること。

２ り災児童のメンタルヘルスに関すること。

３ 児童福祉施設（児童養護施設等）の被害調査及び災害応急対策に関すること。

介護保険課 １ り災老人の援護支援に関すること。

福祉指導課 ２ 老人福祉施設等高齢者関係施設の被害調査及び災害応急対策支援に関すること。

３ 災害時の介護保険の取扱いに関すること。

障害者政策課 １ り災障害（児）者の援護に関すること。

２ 障害（児）者福祉施設の被害調査及び災害応急対策に関すること

障害福祉課 り災障害（児）者の援護に関すること。

健康支援班

健康増進課 １ り災者の健康支援に関すること。

健康政策課 ２ 保健師、栄養士等の受入に関すること。

障害福祉課 １　り災者の精神保健対策に関すること。

精神保健福祉センター ２　ＤＰＡＴの受入・活動調整に関すること。

生活衛生班

衛生課 １ 火葬場の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 遺体の埋火葬の広域調整に関すること。

３ 生活衛生営業サービス（公衆浴場、理容等）の確保に関すること。

４ 動物園等の被害調査及び安全対策に関すること。

５ 動物の愛護管理に関すること。

６ 食品衛生の確保に関すること。

７ と畜場及び食鳥処理場の被害調査及び災害応急対策に関すること。

８ 遺体収容所の設置状況の把握に関すること。

９ 遺体搬送車両の調達及びあっせんに関すること。

10 遺体措置に係る資器材の調達及びあっせんに関すること。

疾病対策課 り災地の防疫に関すること。

経済産業部

物資班

総務課 １ 緊急物資の広域物資輸送拠点ごとの配分調整に関すること。

２ 広域物資輸送拠点の運営に関すること。

３ 緊急物資調達に関すること。

経済産業政策管理班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

経理課 ２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

産業政策課 ３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 農林水産業に関する激甚災害指定の取りまとめに関すること。

６ 部所管県有施設の被害状況の取りまとめに関すること。

７ 中小企業に関する激甚災害指定の取りまとめに関すること。

８ 産業被害全般にわたる災害の取りまとめ及び総合調整に関すること。

組合検査課

産業革新班

産業イノベーション推進課 １ 農林水産物等被害の技術対策の支援に関すること。

２ 被災中小企業に対する技術支援に関すること。

新産業集積課 被災中小企業に対する技術相談に関すること。

マーケティング課 県内業者からの緊急物資（副食）の調達及びあっせんに関すること。

エネルギー政策課 災害時の電力需給逼迫警報に係る調整に関すること。

就業支援班

労働雇用政策課 １ 被災後の労働相談に関すること。

２ 労政会館・いこいの家（おおとり荘）の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 就業相談に関すること。

職業能力開発課 １ 被災離職者の再就職促進のための職業能力開発に関すること。

２ 技術専門校・あしたか職業訓練校の訓練生の安否等に関すること。
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商工業班

商工振興課 １ 産業経済会館及びインキュベートセンターの被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 商工業関係の被害の取りまとめに関すること。

企業立地推進課 １ 浜松内陸コンテナ基地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 静岡県医療健康産業研究開発センターの被害調査及び災害応急対策に関すること

商工金融課 １ 中小企業に対する災害金融支援に関すること。

２ 労働金庫の業務指導に関すること。

経営支援課 商工3団体の被害状況の把握に関すること。

地域産業課 １ 鉱山及び休廃止鉱山の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 緊急物資（生活必需品）及び復旧資材の調達及びあっせんに関すること。

農業班

農業戦略課 １ 農作物・生産施設等の被害の取りまとめに関すること。

２ 農作物等被害の技術対策に関すること。

３ 農業団体に対する災害応急対策の応援協力要請に関すること。

４ AOI-PARC(先端農業推進拠点)の被害調査及び災害応急対策に関すること。

農業ビジネス課 １ 農林大学校の学生の安否等に関すること。

２ 農業災害補償に関すること。

３ 農業者の災害金融に関すること。

地域農業課 保管農薬の安全対策に関すること。

お茶振興課 １ 農作物等の被害調査の支援に関すること。

２ 農作物等被害の技術対策の支援に関すること。

農業振興課 １ 農作物等の被害調査の支援に関すること。

２ 農作物等被害の技術対策の支援に関すること。

３ 県内業者からの緊急物資（主食）の調達及びあっせんに関すること。

畜産振興課 １ 家畜、家きん及び畜産施設の被害調査に関すること。

２ 家畜飼料及び畜産物に関すること。

３ 家畜の衛生対策に関すること。

農地班

農地計画課 １ 農地・農業用施設 の被害の調査及び災害応急対策に関すること。

２ 関係機関との連絡・総合調整に関すること。

農地整備課 １ 農地・農業用施設 の被害の調査及び災害応急対策に関すること。

２ 県有土地改良施設（農地防災ダム）の被害状況等の連絡及び報告体制の整備に関すること。

農地保全課 １ 農地班の防災関係業務の取りまとめに関すること。

２ 農地・農業用施設の被害の調査及び取りまとめに関すること。

３ 土地改良施設の地震防災応急対策の促進に関すること。

４ 県有土地改良施設（農地海岸）の被害状況等の連絡及び報告体制の整備に関すること。

農地利用課 農地・農業用施設の被害の調査及び取りまとめに関すること。

森林・林業班

森林計画課 １ 森林・林業班の防災関係業務の取りまとめに関すること。

２ 森林・林業全般にわたる災害の取りまとめ、及び総合調整に関すること。

林業振興課 １ 林産物及び林業施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 応急復旧製材品及び合板の調達及びあっせんに関すること。

３ 林業団体に対する災害応急対策の応援協力要請に関すること。

４ 林業者の災害金融に関すること。

森林整備課 １ 造林地等の被害調査に関すること。

２ 森林火災の被害調査に関すること。

３ 林道関係の調査及び災害応急対策に関すること。

４ 県営林の被害調査に関すること。

森林保全課 １ 治山関係の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 保安林の被害調査に関すること。

３ 県有防災林の被害調査に関すること。

４ 林地開発許可地の被害調査に関すること。

水産・海洋班

水産振興課 １ 水産物・水産関係施設、水産業団体等の被害の取りまとめに関すること。

２ 水産業団体に対する災害応急対策の応援協力要請に関すること。

３ 漁船、養殖施設等水産関係の災害復旧に関すること。

４ 漁業災害補償に関すること。 

５ 漁業者の災害金融に関すること。

６ 県内業者からの緊急物資（水産物）の調達及びあっせんに関すること。 

7 漁業高等学園の学生の安否等に関すること。

水産資源課 １ 部所管取締船舶による海上輸送に関すること。

２ 海上輸送に係る漁船調達の要請に関すること。
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事              務              分              掌区        分

交通基盤部

交通基盤政策管理班

総務課 １ 部内職員の参集状況及び安否の取りまとめに関すること。

２ 部内各班の連絡調整のうち総務的分野に関すること。

３ 応援計画に基づく部内職員の動員及び派遣に関すること。　

経理課 １ 国等機関との対応に関すること。

２ 災害復旧事業の予算の取りまとめ。　

３ 部内の庁舎、公舎、設備の被害の取りまとめに関すること。

４ 部内の庁舎、公舎、設備の災害応急対策の取りまとめに関すること。　

建設政策課 部内の災害対策に係る広報の窓口。　

建設経済班

建設業課 建設業者の災害出動状況の取りまとめに関すること。

公共用地課 廃川廃道敷の被害調査及び災害応急対策への応急使用に関すること。

技術調査課 土木事務総合電算システムの機能復旧に関すること。

工事検査課 農林土木工事積算施工管理システムの機能復旧に関すること。

建築管理班

建築企画課 １ 解体関係団体との連絡調整に関すること。

建築工事課 ２ 施工中の県有建築物、県有建築設備の地震災害応急対策に関すること。 

設備課 ３ 災害対策本部くらし・環境部建築住宅班、方面本部土木班との連携・支援に関すること。

４ 管財課の支援に関すること。

道路班

道路企画課 有料道路通行料金の減免措置に係る連絡調整に関すること。

道路整備課 工事中の県管理国道及び県道の二次災害防止措置の連絡調整に関すること。

道路保全課 １ 工事中の県管理国道及び県道の二次災害防止措置の連絡調整に関すること。

２ 静岡県道路通行規制情報提供システムの運用に関すること。

３ 道路及び橋梁の被害情報の収集に関すること。

４ 災害時における道路の通行規制に関すること。

５ 緊急輸送路その他道路施設の災害応急復旧､緊急輸送ルートの確保に関すること｡

６ 災害時における有料道路等の一時無料開放に関する協定の実施に関すること。

７ 災害時における道路占用者との連絡調整に関すること。

河川砂防班

河川砂防管理課 災害時における河川占用者との連絡調整に関すること。

河川企画課 １ ダムの被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 直轄管理の河川施設及び海岸保全施設における被災情報の収集に関すること。

河川海岸整備課
１ 河川管理施設（ダムを除く）及び海岸保全施設（港湾・漁港除く）の被害調査及び災害応急対策
に関すること。
２ 河川海岸の津波、高潮対策に関すること。

土木防災課 １ 部内職員の非常招集に関すること。

２ 災害対策本部交通基盤部の設置、運営に関すること。

３ 部内各班の連絡調整のうち情報、対策的分野に関すること。

４ 水防本部及び水防活動に関すること。

５ 公共土木施設災害復旧事業の総括に関すること。

砂防課 １ 砂防関係施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 土砂災害危険箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

３ 斜面危険度判定に関すること。

４ 土砂災害警戒情報の発表等の運用に関すること。

港湾班

港湾企画課 １ 港湾内の緊急物資集積場所の確保に関すること。

港湾振興課 2 港湾の被災情報の収集に関すること。

3 災害時における管理水域内の危険箇所等への標識の設置に関すること。

港湾整備課 １ 防災拠点港湾及び防災港湾等の港湾施設の応急復旧に関すること。

２ 緊急物資保管等の港湾内用地及び航路啓開等の緊急輸送機能の確保に関すること。

３ 港湾海岸保全施設の応急復旧に関すること。

漁港整備課 １ 漁港施設等の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 防災港湾等の漁港施設の応急復旧、航路啓開等緊急輸送機能の確保に関すること。

都市班

都市計画課
都市復興基本計画を基にした都市計画案の作成指導及び決定（被災市街地復興推進地域の決定を含
む。）に関すること。

土地対策課 １ 施行中の土地利用事業箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 施行中の大規模な開発行為箇所の被害調査及び災害応急対策に関すること。

景観まちづくり課 1 都市班の防災関係業務の取りまとめに関すること。

２ 施行中の土地区画整理事業地、市街地再開発事業地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

街路整備課 1  施行中の都市施設（街路）の被害調査及び災害応急対策に関すること。

2 都市施設の被害の取りまとめ及び国への報告に関すること。

生活排水課 １ 下水道・流域下水道の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 下水道施設の復旧に係る広域支援に関すること。

３ 流域関連公共下水道の使用の制限に関すること。

４ 農業集落排水施設の被害調査に関すること

公園緑地課 都市公園の被害調査及び災害応急対策に関すること。

地域交通課 自動車運送業者による臨時バスの要請に関すること。

-31-



事              務              分              掌区        分

出納部

出納第１班

会計総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 災害時の義援金の保管に関すること。

会計支援課 １ 災害時の会計処理体制に関すること。

２ 指定金融機関等の営業状況の情報収集に関すること。

出納審査課 災害時の会計書類の保管に関すること。

集中化推進課  給与・旅費等の支払に関すること。

出納第２班

用度課 １ 車両用燃料の緊急調達に関すること。

２ 本部必要物品の調達支援・相談に関すること。

３ 本庁集中管理車（協定に基づく調達車両を含む。）の配車に関すること。

４ コピーセンターの機能確保に関すること。 

企業部

総括班

経営課 １ 部内各室の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 企業部関係の被害及び災害応急対策の取りまとめに関すること。

水道企画班

水道企画課 １ 部所管の工業用水道及び水道施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

２ 部所管の工業用水道及び水道施設の復旧に係る広域支援に関すること。

地域整備班

地域整備課 １ 分譲・造成中の地域振興整備事業用地の被害調査及び災害応急対策に関すること。

がんセンター部

がんセンター県庁駐在班

がんセンター局県庁駐在 １ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

２ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

３ 県立静岡がんセンターとの連絡調整に関すること。

４ 県立静岡がんセンターの被害調査及び災害応急対策に関すること。

議会部

総務班

総務課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 部関係の被害の取りまとめに関すること。

６ 職員との連絡に関すること。

秘書室 正副議長との連絡に関すること。

議会班

議事課 議会の会議に関すること。

災害情報連絡班

政策調査課 議員との連絡及び調査活動に関すること。

人事委員会部

人事第１班

総務課 １ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の連絡調整に関すること。

２ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の災害応急対策の推進に関すること。

３ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の動員及び要員の確保に関すること。

４ 人事委員会部、監査委員部及び労働委員会部の各部各班の安否の取りまとめに関すること。

５ 人事委員会委員の安否に関すること。

人事第２班

給与審査課 災害時の給与分割支給に係る承認申請に関すること。

人事第３班

職員課 災害時の職員採用試験の実施等に関すること。

監査委員部

監査班

監査課 １ 監査委員部の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

２ 監査委員及び監査委員部の職員の安否に関すること。

労働委員会部

労働班

調整審査課 １ 災害時の労働委員会部の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

２ 災害時の労働委員会委員及び労働委員会部の職員の安否に関すること。
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事              務              分              掌区        分

収用委員会部

収用班

審理調整課 １ 部内の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 委員の安否確認に関すること。

教育部

教育総務班

教育総務課 １ 教育委員の安否に関すること。

２ 他県に対する応援教職員等の派遣要請及び受入れ調整に関すること。

教育政策班

教育政策課 １ 総合教育センター研修生の安全確保の支援に関すること。

２ 被災児童生徒の教育相談に関すること。

３ 教育総合ネットワークシステムの機能確保に関すること。

４ 教育総合ネットワークシステムの機能復旧に関すること。

教育ＤＸ推進班

教育ＤＸ推進課 １ 教育総合ネットワークシステムの機能確保に関すること。

２ 教育総合ネットワークシステムの機能復旧に関すること。

財務班

財務課 １ 災害対策事業の予算のとりまとめ

教育施設班

教育施設課 １ 教育施設の応急危険度判定に関すること。

２ 教育施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

教育厚生班

教育厚生課 １ 教職員の災害補償に関すること。

２ 被災時に係る共済組合及び教職員互助組合との連携に関すること。

３ 被災教職員の教職員住宅確保の支援に関すること。

４ 教職員の健康管理に関すること。

義務教育班

義務教育課 １ 市町立学校（園）の応急教育に関すること。

２ 市町立学校（園）に係る教科書、学用品の確保に関すること。

３ 市町立学校（園）の教職員の確保に関すること。

４ 教育再開に向けた対応に関すること。

高校教育班

高校教育課 １ 県立高等学校の応急教育に関すること。

２ 県立高等学校に係る教科書、学用品の確保に関すること。

３ 県立高等学校の教職員の確保に関すること。

４ 教育再開に向けた対応に関すること。

５ 所管船舶による海上輸送に関すること。

特別支援教育班

特別支援教育課 １ 県立特別支援学校の応急教育に関すること。

２  県立特別支援学校に係る教科書、学用品の確保に関すること。

３ 県立特別支援学校の教職員の確保に関すること。

４ 教育再開に向けた対応に関すること。

健康体育班

健康体育課 １ 部内各班の連絡調整に関すること。

２ 部内の災害応急対策の推進に関すること。

３ 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

４ 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

５ 教職員の動員及び調整に関すること。

６ 公立学校（園）の幼児、児童、生徒の避難その他の対策に関すること。

７ 公立学校（園）の被害状況の情報収集に関すること。

８ 公立学校（園）における災害応急対策に関すること。

９ 公立学校（園）への避難所設置に伴う運営協力等に関すること。

10 公立学校（園）の給食施設の災害時の活用に関すること。

11 休校その他学校管理に関すること。

12 教育関係広報の取りまとめに関すること。

社会教育班

社会教育課 １ 社会教育施設の災害応急対策と連絡調整に関すること。

２ 青少年団体のボランティア活動に関すること。

３ 青少年教育施設の災害応急対策と連絡調整に関すること。

４ 避難所としての青少年施設のあっせんに関すること。

警察部

警察班

災害対策課 １ 警察の実施する災害応急対策の本部長への報告に関すること。

２ 関係部との連絡調整に関すること。

中央連絡部

中央連絡班

東京事務所 １ 政府、政党、上級機関に対する広報、陳情に関すること。

２ 中央情報の収集に関すること。
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別表方面本部の１　「静岡県災害対策本部方面本部編制図」
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副方面本部長（地域局副局長兼（賀茂、東部、
中部及び西部）危機管理監その他あらかじめ地
域局長が定めた者)
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市町情報収集要員

交通誘導係(東部、西部に限る)

広域物資輸送拠点係

航空搬送拠点係（東部、中部、西部に限る）

※一方面本部管内に同一部局の出
先機関が複数ある場合において
は、方面本部が設置される庁舎に
ある出先機関又は直近の出先機関
の長を方面本部員とする。
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別表方面本部の２　「静岡県災害対策本部方面本部編制表」
賀茂方面本部 東部方面本部 中部方面本部 西部方面本部

下田市、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、
松崎町、西伊豆町

熱海市、伊東市、沼津市、
三島市、裾野市、御殿場市、
富士市、富士宮市、
伊豆の国市、伊豆市、
函南町、清水町、長泉町、
小山町

静岡市、藤枝市、焼津市、
島田市、牧之原市、
吉田町、川根本町

浜松市、湖西市、磐田市、
袋井市、掛川市、御前崎市、
菊川市、森町

賀茂地域局長 東部地域局長 中部地域局長 西部地域局長

下田財務事務所長 伊豆観光局長 藤枝財務事務所長 磐田財務事務所長

賀茂健康福祉センター所長 沼津財務事務所長 中部県民生活センター所長 西部県民生活センター所長

賀茂農林事務所長 東部県民生活センター所長 中部健康福祉センター所長 西部健康福祉センター所長

下田土木事務所長 東部健康福祉センター所長 志太榛原農林事務所長 中遠農林事務所長

東部農林事務所長 島田土木事務所長 袋井土木事務所長

沼津土木事務所長 企業局西部事務所長

企業局東部事務所長

財務班 下田財務事務所 熱海財務事務所 静岡財務事務所 磐田財務事務所

沼津財務事務所 藤枝財務事務所 浜松財務事務所

富士財務事務所

復興相談班
賀茂地域局（賀茂広域消費生
活センタ－）

東部県民生活センター 中部県民生活センター 西部県民生活センター

健康福祉班 賀茂健康福祉センター 熱海健康福祉センター 中部健康福祉センター 西部健康福祉センター

東部健康福祉センター

御殿場健康福祉センター

富士健康福祉センター

物資班 賀茂農林事務所 東部農林事務所 志太榛原農林事務所 中遠農林事務所

富士農林事務所 中部農林事務所 西部農林事務所

農林班 賀茂農林事務所 東部農林事務所 志太榛原農林事務所 中遠農林事務所

富士農林事務所 中部農林事務所 西部農林事務所

土木班 下田土木事務所 熱海土木事務所 静岡土木事務所 袋井土木事務所

沼津土木事務所 島田土木事務所 浜松土木事務所

富士土木事務所 清水港管理局 御前崎港管理事務所

田子の浦港管理事務所 焼津漁港管理事務所

出納班 賀茂出納室 東部出納室 中部出納室 西部出納室

企業班 企業局東部事務所 企業局西部事務所榛南出張所 企業局西部事務所

その他の班 農林技術研究所伊豆農業研究センター 伊豆観光局 消防学校 三方原学園

水産・海洋技術研究所伊豆分場 看護専門学校 県立美術館 磐田学園

吉原林間学園 環境衛生科学研究所 食肉衛生検査所

静岡がんセンター 農林技術研究所果樹研究センター 動物管理指導センター

畜産技術研究所 水産・海洋技術研究所 農林技術研究所

水産・海洋技術研究所富士養鱒場 工業技術研究所 農林技術研究所茶業研究センター

工業技術研究所沼津工業技術支援センター 漁業高等学園 農林技術研究所森林・林業研究センター

工業技術研究所富士工業技術支援センター 工科短期大学校 畜産技術研究所中小家畜研究センター

工科短期大学校沼津キャンパス 計量検定所 水産・海洋技術研究所浜名湖分場

あしたか職業訓練校 中央図書館 工業技術研究所浜松工業技術支援センター

静東教育事務所 焼津青少年の家 農林環境専門職大学・短期大学部

静岡県富士山世界遺産センター 埋蔵文化財センター 浜松技術専門校

女性相談センター 静岡県総合教育センター

ふじのくに地球環境史ミュージアム 観音山少年自然の家

環境放射線監視センター 静西教育事務所

ふじのくに茶の都ミュージアム

区分

所管区域

方面本部長

副方面本部長

方面本部員会議

方面本部対策会議

副班長

方面本部指令班

方面本部各班

方面本部員

地域局副局長兼（賀茂、東部、中部及び西部）危機管理監その他あらかじめ地域局長が定めた者

方面本部長、副方面本部長、方面本部員又は副班長

あらかじめ地域局長等が指名した者で構成

あらかじめ地域局長等が定めた者

方面本部長、副方面本部長、方面本部長が指定した副班長
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別表方面本部の３　「静岡県災害対策本部方面本部各班の事務分掌」
(1) 各班共通事務

事                務               分               掌
１ 所管業務に係る情報伝達及び発信に関すること。
２ 所属職員の所在及び安否の確認に関すること。
３ 所属職員の動員に関すること。
４ 関係機関等との連絡に関すること。
５ 班の設置及び運営に関すること。 
１ 所管県有施設の被害状況の把握に関すること。
２ 所管施設及び所管業務の災害応急対策の推進に関すること。
３ 災害復旧事業に関係する被害調査に関すること。
４ 災害復旧事業計画の策定に関すること。
５ 災害復旧事業の実施に関すること。
６ 所管災害応急対策業務に係る記録の作成及び整理に関すること。
７ 所管災害応急対策業務に係る他県等応援職員の受入れに関すること。
８ その他特命事項に関すること。

(2) 班別事務分掌　　
事               務               分               掌

＜総務係＞
１ 方面本部の設置及び運営に関すること。
２ 方面本部員会議及び方面本部対策会議に関すること。
３ 方面本部の経理に関すること。
４ 県現地災害対策本部の受入れに関すること。
５ 方面本部各班との連絡調整に関すること。
６ 方面本部要員の生活維持に関すること。
７ 国、他県等関係機関への要請、陳情等の調査・整理に関すること。
８ 国の機関、国会議員・県議会議員等の視察・調査に関すること。
９ 管内市町、その他機関の広報要請の受理及び県本部への伝達に関すること。

10 資料提供等報道機関への対応に関すること。
11 災害応急対策の進捗状況写真及びその他の状況の写真の収集整理に関すること。
12 災害時の県民からの問合せへの対応に関すること。
13 災害ボランティア活動の支援に関すること。
14 県災害ボランティア市町支援チームの受入れに関すること。
15 方面本部内の職員配分の調整に関すること

16
管内の被害状況、災害応急対策実施状況等の取りまとめ及び方面本部員会議等に係る資料
の調製に関すること

17 職員の参集状況の取りまとめに関すること。
18 業務調整要員の調整に関すること。

＜対策係＞
１ 方面本部各班の災害応急対策の実施の総括に関すること。
２ 原子力発電所に関すること（中部・西部に限る。）。

※原子力災害対策（警戒）本部を設置する場合は、当該業務を優先する。

３ 各ライフライン及び危険物施設の被害状況の取りまとめ及び復旧促進に関すること。

４
管内市町、防災関係機関、企業及び県民等に対する指示、協力要請及び連絡調整に関する
こと。

５ 県民からの要請の処理に関すること。
６ 災害救助法の適用申請に関すること。

７ 県本部指令部対策班空港現地運用班への職員派遣の調整に関すること（賀茂を除く。）。

８ 救助作業隊の派遣に関すること。
９ 他県等応援職員の受入れに関すること。

10 管内の災害応急対策の実施の総括に関すること。
11 方面本部各班の災害応急対策の調整に関すること。

12 管内の広域応援部隊等（DMATを除く）の受入・活動調整に関すること。

13 緊急輸送ルートの選定及び指示に関すること。

14
管内の道路、港湾、ヘリポート等災害応急対策の実施に必要な施設等の情報の収集・整理
に関すること。

15 港湾、空港を使用した緊急物資の受入指示に関すること。
16 被災者生活再建支援法の適用申請に関すること。

17 管内市町の重要施設に関する燃料備蓄状況の把握に関すること

＜交通誘導係＞
進出拠点の設置運営に関すること（東部・西部に限る。）。

区          分

班　　名

組織運営に
係る事務

事業執行に
係る事務
（該当する
事務の所管
所属に共
通）

指令班
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事                務               分               掌区          分
＜情報係＞

１ 管内の被害情報及び災害応急対策実施状況の整理・分析に関すること。
２ 地震、気象情報、交通情報、社会状況等、情報の収集伝達に関すること。

３
管内市町、方面本部各班の被害報告の取りまとめ、記録の作成及び県本部への報告に関す
ること。

４ 市町情報収集要員の派遣に関すること。

５ 市町村行政機能チェックリストのとりまとめに関すること。

６
管内市町における災害応急対策実施状況の収集及び県本部からの指示・情報の受領に関す
ること。

７ 防災行政無線等の利用調整に関すること。

８
県防災行政無線、ふじのくに防災情報共有システム（FUJISAN）等の情報伝達手段の機
能確保に関すること。

９ 市町からの支援要請に係る文書の収受に関すること。

＜市町情報収集要員＞
派遣された市町に関する情報の収集及び連絡調整等に関すること。
＜支援係＞

１ 市町災害対策本部の運営支援に関すること。
２ 管内市町の災害応急対策の代行調整に関すること。
３ 管内の市町に対する応援に関すること。
４ 他の係の業務支援に関すること。

＜駐在スタッフ＞
１ 総合庁舎内方面本部要員の生活維持に関すること。
２ 総合庁舎内各班の業務等の情報収集に関すること。
３ 参集する業務調整要員の参集状況の把握及び管理に関すること。
４ 総合庁舎の地震防災応急対策実施に関すること（北遠総合庁舎に限る）。
５ 参集する航空搬送拠点要員の参集状況の把握に関すること（浜松総合庁舎に限る。）。
６ 総合庁舎内の各班の業務支援に関すること（熱海総合庁舎に限る。）。

１
総合庁舎の被害状況の取りまとめ及び緊急機能確保措置（故障等不具合への対応等）に関
すること。

２ 災害による県税の救済措置の実施に関すること。
１ 震災復興相談センターの運営に関すること。

２
生活必需物資の価格需給動向の調査及び安定供給の確保並びに苦情処理の対策に関するこ
と。

１ 災害救助法及び被災者生活再建支援法による応急救助事務の実施に関すること。
２ 健康福祉センター所管事項の被害の調査及び取りまとめに関すること。

３ り災低所得者、身体障害者、知的障害者、児童、老人、母子世帯等の援護に関すること。

４ 市町社会福祉協議会が行なう生活福祉資金の貸付に関すること。
５ 市町に対する災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。
６ 義援金に関すること。
７ り災者の健康支援に関すること。
８ り災者の精神保健対策に関すること。
９ 救護所等の設置に関すること。

10 医療救護の調整に関すること。
11 医師その他の医療応援班の派遣に関すること。
12 医療救護施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。
13 災害時の遺体の検案医師及び身元確認に必要な歯科医師の確保に関すること。
14 被災地の防疫に関すること。
15 難病患者等の支援に関すること。
16 り災妊産婦、新生児の医療に関すること。
17 食品衛生及び生活衛生営業サービス（公衆浴場、理容等）の確保に関すること。
18 動物園等の被害調査及び安全対策に関すること。
19 動物の愛護管理に関すること。
20 遺体収容所の設置状況の把握に関すること。
21 遺体搬送車両の調達及びあっせんに関すること。
22 遺体措置に係る資器材の調達及びあっせんに関すること。
23 火葬場の被害調査及び災害応急対策に関すること。
24 遺体の埋火葬の広域調整に関すること。
25 医薬品等の確保及び供給に関すること。
26 薬剤師等の派遣に関すること。
27 清掃指導並びにし尿、生活系ごみ、瓦礫、残骸物の処理に関すること。
28 廃棄物等の処理に係る県民、事業者の指導に関すること。
29 災害廃棄物処理事業制度の運用に関すること。

財務班

復興相談班

指令班

健康福祉班
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事                務               分               掌区          分
30 環境衛生施設の復旧指導に関すること。
31 水道施設の被害調査及び飲料水、生活用水の供給に関すること。
32 救護班・保健師の受入に関すること。
33 毒物、劇物取扱施設の被害状況の把握に関すること。
34 航空搬送拠点の要員の派遣に関すること(東部、中部、西部に限る。）。
35 航空搬送拠点の運営支援に関すること（東部、中部、西部に限る。）。

＜航空搬送拠点係＞
１ 航空搬送拠点の設置運営に関すること（東部、中部、西部に限る。）。
２ 広域医療搬送活動に関すること（東部、中部、西部に限る。）。

広域物資輸送拠点の運営支援に関すること。
＜広域物資輸送拠点係＞
広域物資輸送拠点の設置運営に関すること。

１ 農畜産物及び林産物の被害調査に関すること。
２ 農林業者の災害金融に関すること。
３ 飼料及び畜産物に関すること。
４ 家畜衛生伝染病予防及び防疫に関すること（家畜保健衛生所）。
５ 農業災害に関する技術対策の支援に関すること。
６ 農林業関係団体に対する災害応急対策の応援協力と体制に関すること。
７ 保管農薬の安全管理に関すること。
８ 農協施設等共同利用施設の被害調査に関すること。
９ 農林業者の生活維持対策指導に関すること。

10 土地改良財産の被害調査に関すること。
11 農地防災ダムの状況報告に関すること。
12 工事中の施設の二次災害防止対策に関すること。
13 農地及び農業用施設の被害調査に関すること。
14 農地及び農業用施設災害の応急復旧に関すること。
15 治山施設及び山地災害危険地区の被害調査に関すること。
16 林業災害の応急復旧事業に関すること。
17 応急復旧用製材品及び合板の斡旋に関すること。
18 森林火災に関すること。
19 造林地等の被害調査に関すること。
20 県営林の被害調査に関すること。
21 孤立防止、代替輸送機能に関する農林道の整備に関すること。
22 農林土木工事設計積算施工管理システムの機能復旧に関すること。
23 保安林の被害調査に関すること。
24 県有防災林の被害調査に関すること。
25 大井川用水施設の点検及び操作に関すること（志太榛原農林事務所）。
１ 通信手段の運用に関すること。
２ 所有車両の運用に関すること。
３ 緊急輸送路の輸送機能の確保に関すること。
４ 港湾・漁港による輸送機能の確保に関すること。
５ 水防活動に関すること。
６ 防災情報施設の操作に関すること。
７ 津波防護施設の操作に関すること。
８ 水面に関すること。
９ 貯木場利用者に対する流出対策の実施の要請に関すること。

10 所管公共施設の被害情報収集及び被害調査に関すること。
11 工事中の施設の二次災害防止対策に関すること。
12 公共施設災害復旧事業の計画及び実施に関すること。
13 建設業者の確保対策に関すること。
14 土木総合電算システムの機能復旧に関すること。
15 各種台帳の管理に関すること。
16 備蓄資材の使用調整に関すること。
17 緊急物資集積場所として提供可能な空地（施設）の確保協力に関すること。
18 斜面判定士の派遣要請に関すること。
19 地震被災建築物応急危険度判定士の派遣要請及び受入れに関すること。

20
被災建築物の応急解体又は震災建築物の被災度区分判定・災害復旧の技術指導等に関する
こと及び建築物の被害調査に関すること。

21 管内市町の公共土木施設に係る被害情報の収集並びに応急復旧対策の指導に関すること。

22
施工中の開発行為、土地区画整理、土地利用事業箇所等の被害調査及び災害応急対策の指
導に関すること。

23 所管県営住宅の被害情報収集および被害調査並びに応急修繕に関すること。

24 応急仮設住宅の建設・借上げ及び公営住宅への一時入居に関すること。

物資班

健康福祉班

農林班

土木班

土木班
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事                務               分               掌区          分
25 住宅被災者に対する災害融資、建築・入居相談等支援に関すること。
26 流域下水道施設被災に係る関係機関との連絡及び広域応援に関すること。
27 水洗便所の使用制限についての流域市町への連絡に関すること。
28 港湾・漁港を利用した緊急物資の受入に関すること。
29 緊急輸送ルートの選定に関すること。

30
災害対策本部交通基盤部建設支援班、くらし・環境部建築住宅班との連携・支援に関する
こと。

１ 集中管理車（協定に基づく調達車両を含む）の配車に関すること。
２ 災害時の会計事務に関すること。
３ 指定金融機関等の営業状態の把握に関すること。
１ 所管の工業用水道及び水道施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。
２ 所管の事業用地の被害調査及び災害応急対策に関すること。
３ 施工中の所管事業用地の被害調査及び災害応急対策に関すること。
１ 所管施設及び所管業務における固有の災害応急対策に関すること。
２ 他の班の応援に関すること。

出納班

企業班

その他の班
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静
岡

県
災

害
対

策
本

部
（

伊
豆

東
部

火
山

群
対

策
）

体
制

運
営

方
針

平
成

２
年

２
月

２
３

日
作

成

令
和

４
年

４
月

１
日

修
正

静
岡

県
危

機
管

理
部

第
1

策
定

の
目

的

伊
豆

半
島

東
部

で
予

想
さ

れ
て

い
る

群
発

地
震

及
び

火
山

噴
火

に
係

る
災

害
応

急
対

策
等

に
的

確
か

つ
迅

速
に

対
応

す
る

た
め

、
「

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
運

営
要

領
」
（

昭
和

3
7

年
1

2

月
1

4
日

施
行

）
に

基
づ

き
、

静
岡

県
本

庁
及

び
出

先
機

関
に

係
る

警
戒

監
視

及
び

事
前

配
備

体
制

並
び

に
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

及
び

方
面

本
部

に
係

る
体

制
の

整
備

に
つ

い
て

、
方

針
を

定
め

る
。

第
2

本
部

体
制

伊
豆

半
島

東
部

で
予

想
さ

れ
て

い
る

群
発

地
震

及
び

火
山

噴
火

の
規

模
・

態
様

や
そ

れ
に

伴
う

社
会

の
状

況
は

、
複

雑
多

岐
に

変
化

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

た
め

、
県

本
部

（
県

本
庁

関
係

部
局

関
係

課
）

は
常

に
即

応
で

き
る

よ
う

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

等
に

応
じ

た
万

全
の

配
備

体
制

を
確

保
す

る
も

の
と

す
る

。

そ
の

他
の

各
部

各
班

（
課

）
に

お
い

て
は

、
職

員
応

援
等

の
要

請
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

日
常

業
務

の
調

整
、

部
内

の
連

絡
体

制
の

確
立

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

第
３

方
面

本
部

（
出

先
機

関
）

の
体

制

伊
豆

半
島

東
部

で
予

想
さ

れ
る

群
発

地
震

及
び

火
山

噴
火

に
伴

い
、

直
接

的
に

災
害

応
急

対
策

等
の

対
応

が
必

要
と

さ
れ

る
賀

茂
・

東
部

方
面

本
部

（
賀

茂
地

域
局

・
東

部
地

域
局

及
び

管
内

出
先

機
関

）
は

、
要

員
の

参
集

、
指

令
班

の
係

・
分

掌
・

要
員

配
備

、
県

本
部

又
は

市
町

と
の

情
報

伝
達

、
出

先
機

関
相

互
の

連
携

及
び

そ
の

他
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

体
制

を
確

立

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

他
の

方
面

本
部

（
中

部
・

西
部

地
域

局
及

び
管

内
出

先
機

関
）

に
お

い
て

は
、

県
本

部
か

ら
賀

茂
・

東
部

方
面

本
部

及
び

関
係

市
町

等
へ

の
職

員
応

援
要

請
が

あ
っ

た
場

合
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

日
常

業
務

の
執

行
・

運
営

に
配

慮
す

る
と

と
も

に
、

地
域

局
は

管
内

出
先

機
関

と
の

連
絡

体
制

を
確

立
す

る
も

の
と

す
る

。

第
４

要
員

の
参

集

(１
)

勤
務

中
の

場
合

県
危

機
管

理
部

が
、

県
本

庁
関

係
部

局
関

係
課

、
関

係
地

域
の

地
域

等
に

配
備

体
制

・
要

員
の

参
集

を
伝

達
す

る
。

(２
)

勤
務

外
の

場
合

県
危

機
管

理
部

が
、

県
本

庁
関

係
部

局
関

係
課

の
要

員
及

び
関

係
地

域
の

地
域

局
等

に
配

備
体

制
･
要

員
の

参
集

を
伝

達
す

る
。

第
５

対
応

部
局

(１
)

事
前

配
備

体
制

（
災

害
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

る
前

）

県
本

庁
関

係
課

等
、

賀
茂

地
域

局
・

東
部

地
域

局
（

管
内

出
先

機
関

を
含

む
。
）

に
よ

り
対

応
す

る
。
（

別
紙

１
概

要
図

参
照

）

(２
)

災
害

対
策

本
部

体
制

県
本

部
（

県
本

庁
関

係
課

等
を

含
む

）
、

賀
茂

・
東

部
方

面
本

部
（

管
内

出
先

機
関

を
含

む
。
）

に
よ

り
対

応
す

る
。
（

別
紙

２
概

要
図

参
照

）

そ
の

他
の

方
面

本
部

（
中

部
・

西
部

方
面

本
部

）
に

つ
い

て
は

、
応

援
が

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

。

第
６

防
災

関
係

機
関

へ
の

協
力

・
応

援
要

請

防
災

関
係

機
関

と
緊

密
な

連
絡

体
制

を
確

保
し

、
事

態
の

推
移

に
伴

い
適

切
な

協
力

又
は

応
援

を
求

め
、

的
確

な
災

害
応

急
対

策
等

を
実

施
す

る
。
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第
７

そ
の

他
必

要
な

事
項

そ
の

他
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

別
に

定
め

る
。

※
「

伊
豆

東
部

の
地

震
活

動
の

見
通

し
に

関
す

る
情

報
」

に
応

じ
、

危
機

対
策

課
長

又
は

危
機

情
報

課
長

が
必

要
と

認
め

る
と

き

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
警

戒
・

対
応

の
段

階
静

岡
県

本
部

・
方

面
本

部
の

体
制

対
応

部
局

備
考

レ
ベ

ル
１

（
活

火
山

で
あ

る
こ

と
に

留
意

）

常
時

警
戒

監
視

静
岡

県
火

山
警

戒
班

危
機

管
理

部
通

常
時

の
対

応

群
発

地
震

に
対

す
る

警
戒

情
報

収
集

体
制

関
係

課
等

、
出

先
機

関
別

紙
１

の
概

要
図

を
参

照

有
感

地
震

に
対

す
る

警
戒

警
戒

体
制

関
係

課
等

、
出

先
機

関
別

紙
１

の
概

要
図

を
参

照

レ
ベ

ル
４

（
避

難
準

備
）

低
周

波
地

震
に

対
す

る
警

戒
災

害
警

戒
本

部
本

部
、

方
面

本
部

別
紙

２
の

概
要

図
を

参
照

レ
ベ

ル
５

（
避

難
）

火
山

性
微

動
に

対
す

る
警

戒
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

本
部

、
方

面
本

部
別

紙
２

の
概

要
図

を
参

照

災
害

の
発

生
が

切
迫

し
、

救
助

活
動

に
移

行
す

る
準

備
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

本
部

、
方

面
本

部
別

紙
２

の
概

要
図

を
参

照

救
助

活
動

等
の

災
害

応
急

対
策

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
本

部
、

方
面

本
部

別
紙

２
の

概
要

図
を

参
照
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静
岡

県
災

害
対

策
本

部
(伊

豆
東

部
火

山
群

対
策

)の
指

令
部

各
班

等
の

事
務

分
掌

等

事
務

分
掌

の
内

容

指 令 部

対
策

グ
ル

ー
プ

１
災

害
対

策
本

部
の

設
置

及
び

廃
止

の
検

討

２
情

報
発

信
の

管
理

３
要

請
対

応
の

調
整

４
災

害
応

急
対

策
の

検
討

・
促

進
、

記
録

・
表

示

５
要

員
の

配
備

体
制

の
運

用

６
報

告
事

項
、

会
議

資
料

、
そ

の
他

の
資

料
の

作
成

情
報

グ
ル

ー
プ

１
被

害
地

図
の

作
成

２
司

令
部

内
の

情
報

共
有

及
び

関
係

機
関

へ
の

情
報

伝
達

３
方

面
本

部
、

現
地

連
絡

員
と

の
情

報
伝

達
、

収
集

４
各

種
情

報
の

収
集

・
整

理
、

ト
リ

ア
ー

ジ

５
Ｉ

Ｓ
Ｕ

Ｔ
と

の
連

携

支
援

調
整

グ
ル

ー
プ

１
本

部
員

会
議

、
対

策
会

議
の

開
催

２
本

部
員

と
の

連
絡

調
整

３
国

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
連

携

４
応

援
職

員
の

調
整

５
燃

料
の

確
保

・
調

整

６
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
機

関
と

の
調

整

総
務

班
１

災
害

対
策

本
部

の
維

持
及

び
予

算
措

置
の

調
整

通
信

班
１

通
信

統
制

、
防

災
行

政
無

線
の

利
用

・
調

整

２
臨

時
通

信
手

段
の

確
保

、
情

報
映

像
機

器
の

操
作

広
報

班

１
報

道
機

関
の

対
応

・
調

整

２
記

者
発

表
、

報
道

資
料

の
提

供

３
災

害
時

の
県

民
か

ら
の

問
合

せ
へ

の
対

応

対
策

会
議

災
害

応
急

対
策

を
推

進
す

る
上

で
必

要
な

場
合

、
県

本
部

関
係

課

等
（

関
係

班
）

に
よ

る
対

策
会

議
を

開
催

す
る

。

県
現

地
連

絡
室

方
面

本
部

は
、

災
害

応
急

対
策

の
推

進
の

円
滑

化
を

図
る

た
め

、

災
害

現
地

に
連

絡
調

整
の

た
め

の
要

員
を

派
遣

し
、

現
地

連
絡

室
を

設
置

す
る

。

各
部

連
絡

員
各

部
局

と
の

連
絡

調
整
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修
正

履
歴

平
成

２
年

２
月

２
３

日
作

成

平
成

３
年

４
月

１
日

修
正

平
成

８
年

６
月

２
５

日
修

正

平
成

１
０

年
６

月
３

０
日

修
正

平
成

１
１

年
６

月
３

０
日

修
正

平
成

１
６

年
４

月
１

日
修

正

平
成

１
７

年
４

月
１

日
修

正

平
成

１
９

年
１

０
月

１
６

日
修

正

平
成

２
１

年
４

月
１

日
修

正

平
成

２
２

年
４

月
１

日
修

正

平
成

２
４

年
４

月
１

日
修

正

平
成

２
６

年
４

月
１

日
修

正

平
成

２
７

年
４

月
１

日
修

正

平
成

２
８

年
４

月
１

日
修

正

平
成

２
９

年
４

月
１

日
修

正

平
成

３
０

年
４

月
１

日
修

正

平
成

３
１

年
４

月
１

日
修

正

令
和

３
年

４
月

１
日

修
正

令
和

４
年

４
月

１
日

修
正
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別
紙

１

事
前
配
備
体
制
（
災
害
対
策
本
部
（
伊
豆
東
部
火
山
群
対
策
）
が
設
置
さ
れ
る
前
）

※
中
部
･西

部
地
域
局
及
び
そ
の
他
の
市
町
は
応
援
が
で
き
る
体
制
を
準
備
す
る

東
部

地
域

局

賀
茂

地
域

局
市

町

そ
の

他
の

市
町

市
町

県
現

地
連

絡
室

危
機

管
理

部
(総

合
調

整
)

地
域

外
交

局
※

(外
国

対
応

)

く
ら

し
・

環
境

部
県

民
生

活
局

（
外

国
人

対
策

）

ス
ポ
ー

ツ
・
文

化
観
光
部

観
光

交
流

局
(観

光
客

対
策
)

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

(施
設
入
所
者
対
策
、
医
療
救
護
)

交
通

基
盤

部
政

策
管

理
局

（
建

設
対

策
）

交
通

基
盤

部
道

路
局

（
道

路
対

策
）

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

（
河

川
・

砂
防

対
策

）

交
通

基
盤

部
港

湾
局

（
港

湾
・

漁
港

対
策

）

議
会

事
務

局
政

策
調

査
課

(県
議

会
)

教
育

委
員

会
健

康
体

育
課

ほ
か

(生
徒

の
安

全
確

保
)

出
先

機
関

中
部

・
西

部
地

域
局

危
機

管
理

監

知
事

副
知

事

関
係

部
局

長

※
警
戒
体
制
時
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別
紙
２

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
(
伊

豆
東

部
火

山
群

対
策

)
体

制

市
町

東
部
方
面
本
部

県
現
地
連
絡
室

東
部

地
域

局

賀
茂
方
面
本
部

賀
茂

地
域

局

そ
の

他
の

方
面
本

部
(
中

部
・

西
部
）

中
部

・
西

部
地

域
局

※
中
部
･西

部
地
域
局
及
び
そ
の
他
の
市
町
は
応
援
が
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る

本
部

員

１
危

機
管

理
監

(総
合

調
整
）

２
教

育
長

(生
徒
の
安
全
確
保
)

３
教

育
部

長

４
政

策
推
進
担

当
部

長
（
災
害
対
策
予
算
）

５
デ
ジ

タ
ル
戦

略
担
当

部
長

６
地
域
外
交
担
当
部

長
（

外
国

対
応
）

７
危

機
管

理
監

代
理

（
総
合
調
整
補
佐
）

８
経

営
管

理
部

長
（
県
民
生
活
確
保
）

９
く
ら
し
・
環
境
部
長

（
環
境
対
策
・
応
急
仮
設
住
宅
等
）

10
ス

ポ
ー

ツ
・

文
化観

光
部

長
（
観
光
客
対
策
等
）

11
健

康
福

祉
部

長
（
医

療
救

護
）

12
感
染
症
対
策
担

当
部
長

（
感
染
症
対
策
）

13
経

済
産

業
部

長
（
産
業
対
策
・
森
林
対
策
等
）

14
交

通
基

盤
部

長
（
河
川
・
道
路
・
漁
港
対
策
等
）

15
出

納
局

長
（
災

害
時

会
計
）

16
企

業
局

長
（
工

業
用

水
等
）

各
部

連
絡

員
各
部
局
各
班

(課
)

出
先
機

関
(
各
所
属

)

市
町

そ
の

他
の

市
町

気
象
庁
、
静
岡
地
方
気
象
台
、
総
務
省
消
防
庁
、

陸
上
自
衛
隊
第
３
４
普
通
科
連
隊
、

下
田

海
上

保
安

部
、

静
岡

国
道

事
務

所
、

西
日

本
電
信

電
話
㈱

静
岡

支
店

、

東
海

旅
客
鉄

道
㈱
静

岡
支

社
、

東
日

本
旅
客

鉄
道
㈱

横
浜

支
社

、

日
本

赤
十
字

社
静
岡

県
支

部
、

静
岡

県
消
防

長
会
、

東
京

電
力
パ

ワ
ー
グ

リ
ッ

ド
㈱

静
岡
総

支
社

、

静
岡

ガ
ス
㈱

、
そ
の

他

対
策
グ
ル
ー
プ

支
援

調
整

グ
ル

ー
プ

広
報

班
（

報
道

機
関

対
応

）
対

策
会

議

情
報

グ
ル

ー
プ

総
務

班

通
信

班

知
事
（
本
部
長
）

副
知
事

（
副
本
部
長
）

県
警
察
本
部
長
（
副
本
部
長
）
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静
岡

県
災

害
対

策
本

部
（

伊
豆

東
部
火

山
群

対
策

）
体
制

運
営

細
目

 
平

成
 

２
年

 
２

月
２

３
日

作
成

 

平
成

３
１

年
 

４
月

 
１

日
修

正
  

静
岡

県
危

機
管

理
部

 

第
１

 
策

定
の

目
的

 

 
伊

豆
半

島
東

部
で

予
想

さ
れ

て
い

る
群

発
地

震
及

び
火

山
噴

火
に

係
る

災
害

応
急

対
策

等
に

的
確

か
つ

迅
速

に
対

応
す

る
た

め
、「

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
運

営
要

領
」（

昭
和

３
７

年
１

２
月

１
４

日
施

行
）

及
び

「
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

（
伊

豆
東

部
火

山
群

対
策

）
体

制
運

営
方

針
」

に
基

づ
き

、
静

岡
県

本
庁

・
出

先
機

関
に

係
る

警
戒

監
視

及
び

事
前

配
備

体
制

並
び

に
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

・
方

面
本

部
に

係
る

体
制

等
に

つ
い

て
、

細
目

を
定

め
る

。 

 第
２

 
群

発
地

震
・

火
山

噴
火

の
想

定
及

び
本

部
体

制
 

 
伊

豆
半

島
東

部
で

予
想

さ
れ

て
い

る
群

発
地

震
及

び
火

山
噴

火
は

、
そ

の
規

模
・

態
様

が
ど

の
程

度
に

及
ぶ

も
の

か
を

想
定

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

が
、

災
害

対
策

本
部

体
制

を
内

部
的

に
検

討
す

る
過

程
上

の
便

宜
や

要
員

の

災
害

応
急

対
策

の
円

滑
化

を
図

る
う

え
で

の
配

慮
か

ら
、

一
応

の
目

安
と

し
て

そ
れ

ぞ
れ

の
状

況
に

応
じ

た
体

制
を

想
定

し
て

お
く

こ
と

が
効

果
的

と
考

え
、

敢
え

て
次

に
よ

り
対

応
す

る
こ

と
を

示
す

こ
と

と
し

た
の

で
、

時
程

、

地
震

・
噴

火
、

社
会

状
況

の
想

定
趣

旨
に

は
十

分
留

意
さ

れ
た

い
。

し
た

が
っ

て
、

災
害

や
社

会
の

状
況

は
複

雑
多

岐
に

変
化

す
る

の
で

、
県

本
部

各
部

局
各

課
等

及
び

各
方

面
本

部
各

所
属

は
変

化
す

る
状

況
に

常
に

即
応

で
き

る

よ
う

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

等
に

応
じ

た
万

全
の

配
備

体
制

を
確

保
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

第
３

 
各

方
面

本
部

（
出

先
機

関
）

の
体

制
 

 
伊

豆
半

島
東

部
で

予
想

さ
れ

て
い

る
群

発
地

震
及

び
火

山
噴

火
に

係
る

災
害

応
急

対
策

等
に

関
し

て
、

賀
茂

・
東

部
方

面
本

部
（

賀
茂

地
域

局
・

東
部

地
域

局
及

び
管

内
出

先
機

関
）

は
、

要
員

の
参

集
、

指
令

班
の

係
・

分
掌

・

要
員

配
備

、
本

部
又

は
市

町
と

の
情

報
伝

達
、

出
先

機
関

相
互

の
連

携
及

び
そ

の
他

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
体

制
を

確
立

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
そ

の
他

の
方

面
本

部
（

中
部

・
西

部
地

域
局

及
び

管
内

出
先

機
関

）
に

お
い

て
は

、
県

本
部

か
ら

賀
茂

・
東

部
方

面
本

部
及

び
関

係
市

町
等

へ
の

職
員

派
遣

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
対

応
で

き
る

よ
う

、
日

常
業

務
の

執
行

・
運

営

に
配

慮
す

る
と

と
も

に
、

地
域

局
は

管
内

出
先

機
関

と
の

連
絡

体
制

を
確

立
す

る
も

の
と

す
る

。
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時
程

(想
定

) 
地

震
・

噴
火

の
想

定
 

気
象

庁
の

発
表

 
噴

火
警

戒
 

レ
ベ

ル
 

社
会

状
況

の
想

定
 

静
岡

県
本

部
・

方
面

本
部

体
制

 
本

部
要

員
 

配
備

体
制

 
昼

 
夜

 

常
時

 
警

戒
監

視
が

必
要

な
状

況
 

噴
火

予
報

 
 

静
岡

県
火

山
警

戒
班

 
危

機
管

理
部

 
人
 

人
 

地
殻

変
動

 

群
発

地
震

活
動

開
始

 
〃

 
 

情
報

収
集

体
制

 
関

係
各

課
等

 
1

３
 

2
 

警
戒

体
制

 
〃

 
1

8
 

6
 

約
1

週
間

前
 

～
 

約
2

,3
時

間
前

 
顕

著
な

地
殻

変
動

 

活
発

な
群

発
地

震
活

動
 

震
源

の
浅

部
へ

の
移

動
 

伊
豆

東
部

の
地

震
活

動
の

見
通

し
に

関
す

る
情

報
 

レ
ベ

ル
１

 

（
活

火
山

で
 

あ
る

こ
と

に
 

留
意

）
 

住
民

の
不

安
募

る
 

災
害

対
策

本
部

等
設

置
準

備
体

制
 

〃
 

1
8

 
6

 

低
周

波
地

震
の

活
発

化
 

噴
 

火
 

警
 

報
 

火
山

の
状

況
に

関
す

る
解

説
情

報
(臨

時
) 

レ
ベ

ル
４

 

（
避

難
準

備
）

 
要

配
慮

者
の

避
難

始
ま

る
 

１
／

２
体

制
 

4
４

 
2

５
 

約
2

,3
日

前
 

～
 

約
2

,3
時

間
前

 

低
周

波
地

震
の

多
発

 

火
山

性
微

動
の

発
生

 
〃

 
一

般
住

民
の

避
難

始
ま

る
 

１
／

２
体

制
 

4
４

 
2

５
 

火
山

噴
火

 
火

山
噴

火
 

噴
 

火
 

速
 

報
 

噴
 

火
 

警
 

報
 

火
山

の
状

況
に

関
す

る
解

説
情

報
(臨

時
) 

レ
ベ

ル
５

 

（
避

難
）

 

災
害

応
急

対
策

の
実

施
 

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
 

全
員

体
制

 
7

3
 

4
3

 

住
民

帰
宅

 

応
急

対
策

落
ち

着
く

 

沈
静

化
 

地
震

・
噴

火
沈

静
化

 
噴

火
予

報
 

レ
ベ

ル
１

 

（
活

火
山

で
 

あ
る

こ
と

に
 

留
意

）
※

 
国

・
現

地
市

等
と

の
協

議
 

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
 

廃
止

 
 

 

※
 火

山
活

動
が

沈
静

化
し

、
レ

ベ
ル

５
か

ら
レ

ベ
ル

を
下

げ
る

段
階

で
、

火
山

活
動

の
状

況
に

応
じ

て
レ

ベ
ル

３
・

２
が

発
表

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

。
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第
１

章
 

要
 員

 の
 参

 集
 

 第
１

 
情

報
収

集
体

制
 

 
(１

) 
勤

務
中

 

危
機

管
理

部
 

関
係

部
局

長
 

 
関

係
課

等
 

 
要

員
へ

各
課

等
の

待
機

執
務

を
伝

達
 

 
文

化
・

観
光

部
観

光
交

流
局

、
健

康
福

祉
部

政
策

管
理

局
、

 

交
通

基
盤

部
政

策
管

理
局

、
交

通
基

盤
部

道
路

局
、

 

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

、
交

通
基

盤
部

港
湾

局
、

 

議
会

事
務

局
政

策
調

査
課

、
教

育
委

員
会

健
康

体
育

課
他

 

防 災 行 政 無 線  

電 話  

賀
茂

・
東

部
方

面
本

部
 

（
賀

茂
地

域
局

・
東

部
地

域
局

）
 

関
係

出
先

機
関

 

所
属

長
 

要
員

へ
の

伝
達

 

 
(２

) 
勤

務
外

 

 
危

機
管

理
部

 
上

記
の

関
係

部
局

・
関

係
職

員
 

庁
内

電
話

 

電
話

一
斉

配
信

シ
ス

テ
ム

（
手

動
）
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第
２

 
警

戒
体

制
・

災
害

対
策

本
部

等
設

置
準

備
体

制
 

 
(１

) 
勤

務
中

 

危
機

管
理

部
 

関
係

部
局

長
 

 
関

係
局

・
課

等
 

 
要

員
に

対
し

危
機

管
理

セ
ン

タ
ー

へ
の

参
集

を
伝

達
 

 
知

事
戦

略
局

、
地

域
外

交
局

、
く

ら
し

・
環

境
部

県
民

生
活

局
 

文
化

・
観

光
部

観
光

交
流

局
、

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

、
 

交
通

基
盤

部
政

策
管

理
局

、
交

通
基

盤
部

道
路

局
、

 

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

、
交

通
基

盤
部

港
湾

局
、

 

議
会

事
務

局
政

策
調

査
課

、
教

育
委

員
会

健
康

体
育

課
他

 
 

防 災 行 政 無 線  

電 話  

賀
茂

・
東

部
方

面
本

部
 

（
賀

茂
地

域
局

・
東

部
地

域
局

）
 

関
係

出
先

機
関

 

所
属

長
 

要
員

へ
の

伝
達

 

 
(２

) 
勤

務
外

 

 
危

機
管

理
部

 

庁
内

電
話

 

電
話

上
記

の
関

係
部

局
・

関
係

職
員

 
一

斉
配

信
シ

ス
テ

ム
（

手
動

）
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第
３

 
災

害
対

策
本

部
を

設
置

す
る

場
合

 

  
 

(１
) 

勤
務

中
 

 
(２

) 
勤

務
外

 

危
機

管
理

部
 

第
5

章
及

び
6

章
に

示
す

関
係

部
局

・
関

係
職

員
 

一
斉

配
信

シ
ス

テ
ム

（
手

動
）

 

危
機

管
理

部
 

第
5

章
及

び
6

章
に

示
す

関
係

部
局

・
関

係
職

員
 

一
斉

配
信

シ
ス

テ
ム

（
手

動
）
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第

２
章

 
伊

豆
東

部
火

山
群

対
策

に
係

る
県

本
部

、
方

面
本

部
及

び
関

係
市

町
の

対
応

の
経

過
想

定
 

 

Ｉ
 

情
 

報
 

収
 

集
 

体
 

制
 

Ⅱ
 

警
 

戒
 

体
 

制
 

Ⅲ
 

災
害

対
策

本
部

等
設

置
準

備
体

制
 

Ⅳ
 

県
災

害
対

策
本

部
 

Ⅴ
 

県
災

害
対

策
本

部
 

県
本

部
 

呼
 

 
称

 
関

係
各

課
等

1
３

人
体

制
 

関
係

各
課

等
1

8
人

体
制

 
関

係
各

課
等

1
8

人
体

制
 

１
／

２
体

制
 

全
員

体
制

（
７

３
人

）
 

 
 

約
数

日
前

 
 

 
 

 
 

～
 

 
 

 
 

約
数

時
間

前
 

群
発

地
震

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
感

地
震

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
低

周
波

地
震

、
火

山
性

微
動

 

 
 

 
始

ま
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
始

ま
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
始

ま
る

 

火
山

噴
火

 

被
害

発
生

 

災
害

応
急

対
策

の
実

施
 

 

状
況

想
定

 

 
住

民
の

不
安

募
る

 
要

配
慮

者
の

避
難

始
ま

る
 

 

対
応

想
定

 
 

情
報

収
集

、
連

絡
活

動
、

住
民

 

避
難

の
行

政
内

部
の

準
備

 

災
害

時
要

援
護

者
の

避
難

対
応

、
関

係
機

関
の

内
部

対
応

の
依

頼
・

確
認

 
災

害
応

急
対

策
の

実
施

 

県
本

部
 

危
機

管
理

部
 

文
化

・
観

光
部

観
光

交
流

局
 

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

 

交
通

基
盤

部
政

策
管

理
局

 

交
通

基
盤

部
道

路
局

 

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

 

交
通

基
盤

部
港

湾
局

 

議
会

事
務

局
政

策
調

査
課

 

教
育

委
員

会
健

康
体

育
課

他
 

  そ
の

他
必

要
な

各
課

・
室

 

危
機

管
理

部
 

 

知
事

戦
略

局
 

地
域

外
交

局
 

くら
し

・環
境

部
県

民
生

活
局
 

文
化

・
観光

部
観光

交
流

局
 

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

 

交
通

基
盤

部
政

策
管

理
局

 

交
通

基
盤

部
道

路
局

 

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

 

交
通

基
盤

部
港

湾
局

 

議
会

事
務

局
政

策
調

査
課

 

教
育

委
員

会
健

康
体

育
課

他
 

  そ
の

他
必

要
な

各
課

・
室

 

同
 

 
 

左
 

本
 

部
 

員
 

 
知

事
以

下
関

係
部

局
長

 

 指
令

部
職

員
 

 
  

総
括

班
 

 
 

対
策

班
 

 
 

各
部

連
絡

員
 

 
 

情
報

班
（

情
報

管
理

S
）

 

 
 

情
報

班
（

窓
口

S
）

 

 
 

総
務

班
 

 
 

通
信

班
 

 
 

広
報

班
 

 
 

 

各
部

局
各

班
（

課
・

室
）

 

同
 

 
 

左
 

関
係

方
面

本
部

 

東
部

地
域

局
 

賀
茂

地
域

局
 

熱
海

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

下
田

土
木

事
務

所
 

熱
海

土
木

事
務

所
 

沼
津

土
木

事
務

所
 

東
部

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

賀
茂

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

そ
の

他
必

要
な

出
先

機
関

 

東
部

地
域

局
 

賀
茂

地
域

局
 

熱
海

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

下
田

土
木

事
務

所
 

熱
海

土
木

事
務

所
 

沼
津

土
木

事
務

所
 

東
部

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

賀
茂

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

そ
の

他
必

要
な

出
先

機
関

 

現
地

連
絡

室
 

同
 

 
 

 
左

 

東
部

方
面

本
部

 

賀
茂

方
面

本
部

 

  

方
面

本
部

構
成

出
先

機
関

 

 

現
地

連
絡

室
 

 

そ
の

他
必

要
な

方
面

本
部

 

同
 

 
 

 
左

 

関
 

 
係

 

市
 

 
町

 

伊
 

東
 

市
 

 
熱

 
海

 
市

 

東
伊

豆
町

 
 

沼
 

津
 

市
 

三
 

島
 

市
 

 
伊

 
豆

 
市

 

函
 

南
 

町
 

 
伊

豆
の

国
市

 

（
状

況
に

よ
る

市
町

）
 

同
 

 
 

 
左

 
同

 
 

 
 

左
 

同
 

 
 

 
左

 
同

 
 

 
 

左
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第
３

章
 

伊
豆

東
部

火
山

群
対

策
に

係
る

対
応

概
要

図
 

  
 

 
第

1
 

 
情

報
収

集
体

制
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 知
 

 
 

 
事

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 副
 

 知
 

 事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
  

  
  

危
機

管
理

監
 

 
 

  

 
 

 
 

伊
 

東
 

市
 

熱
 

海
 

市
 

 
東

部
地

域
局

 

 
 

 
 

沼
 

津
 

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

文化
・

観光
部

観光
交

流
局
 

(観
光

客
対

策
) 

三
 

島
 

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
健

康
福

祉
部

政
策

管
理

局
 

(施
設入

所者
対策、

医
療救

護
) 

 
 

 
 

伊
 

豆
 

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
交

通
基

盤
部

政
策

管
理

局
 

(建
 設

 対
 策

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊
豆

の
国

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
交

通
基

盤
部

道
路

局
 

(道
 路

 対
 策

) 
 

 
  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

函
 

南
 

町
 

  
 

 
 

 
  

 危
機

管
理

部
（

総
 合

 調
 整

）
 

 
 情

 報
 

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

 
(河

川
・

砂
防

対
策

) 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 連

 絡
 

交
通

基
盤

部
港

湾
局

 
(港

湾
・

漁
港

対
策

) 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
危

機
管

理
部

執
務

室
 

 
 

議
会

事
務

局
政

策
調

査
課

 
(県

議
会

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(教

)健
康

体
育

課
他

 (
生徒

の
安

全
確

保
) 

 
 

 
 

東
 伊

 豆
 町

 
 

賀
茂

地
域

局
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
各

 
課

 
等

 
執

 
務

 
室

 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

※
 

応
援

が
で

き
る

体
制

の
準

備
 

  

関
係

部
局

政
策

管
理

局
・

総
務

課
等

 
関

 係
 部

 局
 長

 

出  先  機  関 

中
部

･西
部

地
域

局
 

そ
の

他
の

市
町
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※
 

応
援

が
で

き
る

体
制

の
準

備
 

第
２

 
 

警
戒

体
制

・
災

害
対

策
本

部
等

設
置

準
備

体
制

 

知
 

 
 

 
事

 

副
 

 
知

 
 

事
 

危
機

管
理

監
 

東
部

地
域

局
 

関
係

部
局

政
策

管
理

局
・

 
総

務
課

等
 

関
 

係
 

部
 

局
 

長
 

出
 

先
 

機
 

関
 

危
機

管
理

部
 

（
総

 
 合

 
 調

 
 整

）
 

知
事

戦
略

局
 

（
報

道
調

整
）

 

地
域

外
交

局
 

（
外

国
対

応
）

 

く
ら

し
・

環
境

部
県

民
生

活
局

 
（

外
国

人
対

策
）

 

文
化

・
観

光
部

観
光

交
流

局
 

（
観

光
客

対
策

）
 

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

 
（

施
設

入
所

者
対

策
、

医
療

救
護

）
 

交
通

基
盤

部
政

策
管

理
局

 
（

建
 

設
 

対
 

策
）

 

交
通

基
盤

部
道

路
局

 
（

道
 

路
 

対
 

策
）

 

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

 
（

河
川

・
砂

防
対

策
）

 

交
通

基
盤

部
港

湾
局

 
（

港
湾

・
漁

港
対

策
）

 

議
会

事
務

局
政

策
調

査
課

 
（

県
議

会
）

 

教
育

委
員

会
健

康
体

育
課

他
（

生
徒

の
安

全
確

保
）

 

 

危
機

管
理

セ
ン

タ
ー

 

伊
東

市
 

（
県

現
地

連
絡

室
）

 

熱
海

市
 

沼
津

市
 

三
島

市
 

伊
豆

市
 

伊
豆

の
国

市
 

函
南

町
 

 

賀
茂

地
域

局
 

東
伊

豆
町

 

中
部

･西
部

地
域

局
 

そ
の

他
の

市
町
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本
 
部
 
員
 

１
 
危

機
管

理
監

 
 
(総

合
調

整
）
 

２
 
教

育
長
  
 (
生
徒
の
安
全
確
保
) 

３
 
知

事
戦

略
監

  
（
報

道
調

整
）
 

４
  

政
策
推
進

担
当
部

長
  
（
災
害
対
策
予
算
）
 

５
  

地
域
外
交
担
当

部
長
  
（

外
国

対
応
）
 

 ６
  
危

機
管

理
監

代
理

  
（
総
合
調
整
補
佐
）
 

７
 
経

営
管

理
部

長
  
（
県
民
生
活
確
保
）
 
 
 

８
  
く
ら
し
・
環
境
部
長
  
（
環
境
対
策
・
応
急
仮
設
住
宅
等
） 

９
 
文

化
・

観
光

部
長

  
（
観
光
客
対
策
等
）
 

10
 
健

康
福

祉
部

長
  
（
医

療
救

護
）
 

11
 
経

済
産

業
部

長
  
（
産
業
対
策
・
森
林
対
策
等
）
 

12
  
交

通
基

盤
部

長
 （

河
川
・
道
路
・
漁
港
対
策
等
）
 

13
  
出

納
局

長
  
 （

災
 害

 時
 会

 計
）
 

14
  
企

業
局

長
  
 （

工
 業

 用
 水

 等
）
 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

  
 
 
  

  
 
 
 
 
  

  
 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

※
 

そ
の

他
の

方
面

本
部

は
、

 
応

援
が

で
き

る
体

制
の

確
保

 

伊
東

市
 

（
県

現
地

連
絡

室
）

 
熱

海
市

 
沼

津
市

 
三

島
市

 
伊

豆
市

 
伊

豆
の

国
市

 
函

南
町

 

各
部

連
絡

員
 

出
先
機
関

 
(
各
所
属

) 

東
伊
豆
町

 

通
 

信
 
班

 

気
象
庁
、
静
岡
地
方
気
象
台
、
総
務
省
消
防
庁
、
 

陸
上
自
衛
隊
第
３
４
普
通
科
連
隊
、
 

下
田

海
上

保
安

部
、

静
岡

国
道

事
務

所
、

 

西
日

本
電
信

電
話
㈱

静
岡

支
店

、
 

東
海

旅
客
鉄

道
㈱
静

岡
支

社
、

 

東
日

本
旅
客

鉄
道
㈱

横
浜

支
社

、
 

日
本

赤
十
字

社
静
岡

県
支

部
、

 

静
岡

県
消
防

長
会
、

 

東
京

電
力
パ

ワ
ー
グ

リ
ッ

ド
㈱

静
岡
総

支
社

、
 

静
岡

ガ
ス
㈱

、
そ
の

他
 

広
報

班
（

報
道

機
関

対
応

）
 

対
策

班
 

対
策

会
議
 

情
報

班
 

総
 
務

 
班

 

第
３

 
 

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
体

制
 

東
部

方
面

本
部
 

賀
茂

方
面

本
部
 

そ
の

他
の

方
面

本
部

 
そ

の
他

の
市

町
 

各
部
局
各
班
 (
課
) 

総
括

班
 

知
事
（
本
部
長
）
 

 
副
知
事
 
（
副
本
部
長
）
 

県
警
察
本
部
長
（
副
本
部
長
）
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第
４
章

 
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

情
報

伝
達

・
回

付
先

系
統図

 
                

 
 

開
催

の
検

討
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

作
 成

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提
 出

 
（

定
例

情
報

・
そ

の
他

情
報

）
 

 
 

 
 

 
     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
Ｎ

Ｔ
Ｔ

公
衆

回
線

（
一

斉
FA

X）
伊

東
市

、
熱

海
市

  
 

Ｎ
Ｔ

Ｔ
公

衆
回

線
（

一
斉

FA
X）

 
 

 
Ｎ

Ｔ
Ｔ

専
用

回
線

（
音

声
、

FA
X）

伊
東

市
 

 

県
出

先
機

関
（

各
班

）
 

気
 

 
象

 
 

庁
 

対
策

班
 

広
報

班
 

総
括

班
 

消
防

庁
等

へ
の

報
告

書
類

 
指

令
部

会
議

資
料

 
関

係
各

室
・

課
対

策
会

議
資

料
 

県
各

部
局

対
応

状
況

 
広

報
提

供
資

料
 

市
町

村
･支

部
 

配 布 

配 布 

東
部

方
面

本
部

 
賀

茂
方

面
本

部
 

 
東

伊
豆

町
 

熱
海

市
 

伊
東

市
 

現
地

連
絡

員
室

 

情
 

報
 

班
 

情
報

管
理

ス
タ

ッ
フ

 

窓
口

ス
タ

ッ
フ

 
静

 
岡

 
地

 
方

 
気

 
象

 
台

 

対
策

会
議

 

本
 

 
 

部
 

 
 

員
 

指 示 受 

報 告 

県
 

各
 

部
 

連
 

絡
 

員
 

県
 

各
 

部
 

局
 

（
 

各
 

班
 

）
 

報 告 

配 布 

送 付 

送 付 

関
係

各
部

連
絡

員
（

警
察

）
 

配
布

 

そ
の

他
の

方
面

本
部

・
市

町
 

配 布 

配 布 
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県
本

部
受理

情
報

・
作

成
資

料
等

の
配

布
先

、
部

数
標

準
（目

安
）

一
覧

 
 

(注
) 

下
記

の
注

意
書

き
に

留
意

の
こ

と
。

数
字

は
配

布
部

数
を

示
す

。
 

回
付

(送
致

)先
 

 受
信

(回
付

)元
 

総
括

班
 

対
策

班
 

総
務

班
 

情
報

班
 

（
窓

口
S
）

 

情
報

班
 

（情
報管

理
S）

 

各
 

部
 

連
絡

員
 

関
係

各
部

 

連
絡

員
 

広
報

班
 

本
部

員
会

議
 

関
係

課
 

対
策

会
議

 
合

 
計

 
取

り
扱

い
情

報
（

資
料

）
等

の
 

概
要

 
（

詳
細

は
事

務
分

掌
）

 

総
 

 
 

括
 

 
 

班
 

 
１

 
１

 
—

 
１

 
1

１
 

—
 

１
 

1
８

 
α

 
3

3
＋

α
 

本
部

員
か

ら
の

指
示

、
徹

底
事

項
 

動
員

、
国

報
告

、
本

部
員

・
対

策
会

議
、

部
局

状
況

、
広

報
等

 

情
報

班
 

（
窓

口
ス

タ
ッ

フ
）

 
—

 
—

 
—

 
 

１
 

－
 

—
 

－
 

－
 

－
 

１
 

方
面

本
部

等
体

制
、

避
難

・
受

入
れ

、
被

害
状

況
、

市
町

対
応

、
防

災
機

関
対

応
等

 

情
報

班
 

（
情

報
管

理
ス

タ
ッ

フ
）

 
１

 
１

 
１

 
１

１
 

 
－

 
１

 
－

 
－

 
－

 
１

５
 

地
震

、
火

山
情

報
、

テ
レ

ビ
情

報
 

各
部

連
絡

員
 

１
 

—
 

—
 

－
 

－
 

 
—

 
－

 
－

 
－

 
１

 
各

部
局

の
対

応
、

受
理

の
情

報
等

 

１
 

太
線

（
－

）
の

上
段

は
内

部
で

作
成

す
る

資
料

等
の

配
布

処
理

で
、

太
線

（
－

）
の

下
段

は
方

面
本

部
、

国
、

防
災

関
係

機
関

等
の

外
部

情
報

の
配

布
処

理
を

示
す

も
の

で
あ

る
。

 

２
 

本
表

は
要

員
が

、
配

布
先

等
を

了
知

し
や

す
い

た
め

の
便

宜
に

作
成

し
た

も
の

で
あ

る
。

 

 
 

状
況

に
よ

り
運

営
の

円
滑

化
を

図
る

た
め

、
配

布
先

、
部

数
等

は
変

更
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
。

 

３
 

太
線

（
－

）
の

下
段

の
係

が
扱

う
情

報
の

配
布

処
理

は
お

お
む

ね
本

表
ど

お
り

に
処

理
可

能
と

思
わ

れ
る

が
、

太
線

（
－

）
の

上
段

が
扱

う
本

部
内

作
成

資
料

等
の

配
布

先
は

内
容

、
状

況
や

各
班

等
（

総
括

班
、

 

対
策

班
、

情
報

班
（

情
報

管
理

ス
タ

ッ
フ

））
の

一
体

的
連

携
を

考
慮

す
る

と
短

絡
的

に
は

示
し

き
れ

な
い

面
も

あ
る

の
で

、
直

接
資

料
等

を
作

成
す

る
情

報
班

（
情

報
管

理
ス

タ
ッ

フ
）

と
対

策
班

は
連

携
を

密
に

し
、

 

配
布

先
、

部
数

等
状

況
に

応
じ

的
確

な
対

応
に

あ
た

る
こ

と
。

 

４
 

情
報

班
（

情
報

管
理

ス
タ

ッ
フ

）
の

１
部

は
、

時
系

列
資

料
作

成
と

機
関

別
保

管
・

整
理

の
便

宜
の

た
め

で
あ

る
。

 

５
 

広
報

資
料

は
広

報
班

へ
統

括
班

か
ら

配
布

す
る

の
で

、
情

報
班

、
各

部
連

絡
員

が
広

報
班

へ
直

接
配

布
す

る
こ

と
は

な
い

。
 

広
報

班
は

、
必

要
部

数
を

整
え

（
コ

ピ
ー

）
て

、
広

報
提

供
に

あ
た

る
。

 

６
 

特
に

、
対

策
班

及
び

県
警

察
各

部
連

絡
員

は
、

相
互

の
情

報
交

換
の

円
滑

化
と

取
り

扱
い

の
適

正
化

に
充

分
留

意
す

る
。
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第
５

章 
県

本
部

・
方

面
本

部
（

伊
豆

東
部
火

山
群

対
策

）
対

応
の

要
員

体
制

 

  
Ⅰ

 
情

報
収

集
体

制
 

Ⅱ
 

警
 戒

 体
 制

 
Ⅲ

 
災害

対策
本

部等
設置

準備
体

制
 

 
Ⅳ

 
災

害
対

策
本

部
 

Ⅴ
 

災
害

対
策

本
部

 

県
 

 
本

 
 

部
 

関
係

課
等

 
関

係
課

等
 

関
係

課
等

 
 

１
／

２
体

制
 

全
員

体
制

 

本
部

員
 

昼
 

１
８

人
 

夜
 

－
人

 

昼
 

1
8

人
 

夜
 

－
人

 

 

危
機

管
理

部
 

知
事

戦
略

局
 

地
域

外
交

局
 

くら
し

・
環

境
部県

民
生

活
局

 

文
化

・
観

光
部

観
光

交
流

局
 

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

 

交
通

基
盤

部
政

策
管

理
局

 

交
通

基
盤

部
道

路
局

 

交
通

基
盤

部
河

川
砂

防
局

 

交
通

基
盤

部
港

湾
局

 

議
会

事
務

局
調

査
課

 

教
育

委
員

会
健

康
体

育
課

他
 

  

合
 

 
 

 
 

 
計

 

昼
 

 
4

人
 

 

 

 

1
 

1
 

1
 

  
1

 

1
 

 
1

  
 

1
 

 2
 

  

1
３

 

夜
 

 
2

人
 

             ２
 

昼
 

 
7

人
 

 
１

 

 
１

 

 
１

 

 
1

 

 
1

 

 
1

 

 
1

 

 
1

 

  
1

 

  
1

 

  
2

 

  

1
９

 

夜
 

 
4

人
 

      ２
       ６
 

昼
 

 
7

人
 

 
１

 

 
１

 

 
１

 

 
1

 

 
1

 

 
1

 

 
1

 

 
1

 

  
1

 

  
1

 

 
2

 

  

1
９

 

夜
 

 
4

人
 

      ２
       ６
 

指
 

令
 

部
 

 
総

括
班

 

 
対

 
 

策
 

 
班

 

 
各

部
連

絡
員

 

 
情

報
班

(窓
口

S
) 

 
情

報
班

（
情

報
管

理
S

) 

 
総

 
 

務
 

 
班

 

 
通

信
班

 

広
 

 
報

 
 

班
 

 

4
４

 

 
９

 

 
４

 

1
6

 

 
3

 

 
４

 

 
３

 

 
3

 

 
2

 

 
 

  

４
４

 

 

2
５

 

 
５

 

 
３

 

 
7

 

 
2

 

 
３

 

 
３

 

 
1

 

 
1

 

 
 

  

２
５

 

 

7
3

 

 
1

４
 

 
５

 

3
4

 

 
6

 

 
５

 

  
３

 

 
4

 

 
2

 

 
 

  

７
３

 

 

4
3

 

 
９

 

 
３

 

1
7

 

 
4

 

 
３

 

 
３

 

 
2

 

 
2

 

 
 

  

４
３

 

 

東
部

方
面

本
部

 

賀
茂

方
面

本
部

 

方
面

本
部

の

定
め

る
 

と
こ

ろ
 

以
 

下
 

同
 

じ
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修

正
履

歴
 

 

 平
成

 
２

年
 

２
月

２
３

日
作

成
 

平
成

 
３

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

 
８

年
 

６
月

２
５

日
修

正
 

平
成

１
０

年
 

６
月

３
０

日
修

正
 

平
成

１
１

年
 

６
月

３
０

日
修

正
 

平
成

１
６

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

１
７

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

１
９

年
１

０
月

１
６

日
修

正
 

平
成

２
１

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

２
２

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

２
４

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

２
６

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

２
７

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

２
８

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

２
９

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

３
０

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

平
成

３
１

年
 

４
月

 
１

日
修

正
 

-58-



 

第
６

章
 

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
要

員
配

備
数

 

  
Ⅳ

 
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

要
員

配
備

数
 

 
 

１
／

２
体

制
 

（
単

位
：

人
）

 

    

危
機

管
理

部
 

知
事

直
轄

組
織

 
経

営
管

理
部

 
く

ら
し

･
 

環
境

部
 

文
化

・
観

光
部

 

(観
光

交
流

局
) 

文
化

・
観

光

部
(空

港
振

興
局

) 
 

健
康

福
祉

部
 

交
通

基
盤

部
 

出
納

局
 

企
業

局
 

県
議

会
 

 
事

務
局

 

教
 

育
 

 
委

員
会

 

警
 

察
 

 
本

 
部

 
合

 
計

 

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 

指
 

令
 

部
 

2
2

 
1

4
 

4
 

2
 

４
 

2
 

2
 

1
 

２
 

1
 

１
 

 
１

 
1

 
３

 
１

 
1

 
 

1
 

 
1

 
１

 
1

 
1

 
1

 
1

 
4

４
 

2
５

 

総
括

班
 

8
 

 
4

 
1

 
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9

 
5

 

対
 

策
 

班
 

3
 

2
 

 
 

1
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 

３
 

各
部

連
絡

員
 

 
 

1
 

 
１

 
 

2
 

1
 

２
 

1
 

１
 

 
１

 
1

 
３

 
１

 
1

 
 

1
 

 
1

 
１

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

6
 

7
 

情
報

班
 

(窓
口

ス
タ

ッ
フ

) 
3

 
2

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3

 
2

 

情
報

班
 

（情
報

管
理

ス
タッ

フ
）

４
 

３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 

３
 

総
務

班
 

2
 

2
 

 
 

１
 

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
 

３
 

通
信

班
 

2
 

1
 

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3

 
1

 

 

広
報

班
 

 
 

２
 

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
 

1
 

 
合

 
 

 
計

 
2

2
 

1
4

 
4

 
2

 
４

 
2

 
2

 
1

 
２

 
1

 
１

 
 

１
 

1
 

３
 

１
 

1
 

 
1

 
 

1
 

１
 

1
 

1
 

1
 

1
 

4
４

 
2

５
 

  
 

（
注

）
 

１
 

状
況

に
よ

る
が

、
目

安
と

し
て

は
昼

（
0

8
:0

0
 
～

1
8

:0
0

 
）
、

夜
（

1
8

:0
0

 
～

翌
朝

0
8

:0
0

 
）

と
す

る
。
（

以
下

同
じ

）
 

 
 

 
 

 
 

２
 

経
営

管
理

部
の

総
務

班
は

財
務

局
、

通
信

班
要

員
は

管
財

課
と

す
る

。
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Ⅴ

 
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

要
員

配
備

数
 

 
 

全
員

体
制

 

（
単

位
：

人
）

 

    

危
機

管
理

部
 

知
事

直

轄
組

織
 

経
営

管
理

部
 

く
ら

し
･
 

環
境

部
 

文
化

・
観

光
部

 

(観
光

交
流

局
) 

文
化

・
観

光

部
(空

港
振

興
局

 

健
康

福
祉

部
 

交
通

基
盤

部
 

出
納

局
 

企
業

局
 

県
議

会
 

 
事

務
局

 

教
 

育
 

 
委

員
会

 

警
 

察
 

 
本

 
部

 
合

 
計

 

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 
昼

 
夜

 

指
 

令
 

部
 

3
2

 
2

1
 

６
 

４
 

５
 

３
 

4
 

2
 

４
 

２
 

２
 

１
 

２
 

１
 

８
 

３
 

2
 

1
 

2
 

1
 

2
 

１
 

2
 

1
 

2
 

2
 

7
3

 
4

3
 

総
括

班
 

1
2

 
8

 
2

 
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

4
 

9
 

対
 

策
 

班
 

4
 

2
 

 
 

1
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
 

３
 

各
部

連
絡

員
 

 
 

２
 

1
 

２
 

１
 

4
 

2
 

４
 

２
 

２
 

１
 

２
 

１
 

８
 

３
 

2
 

1
 

2
 

1
 

2
 

１
 

2
 

1
 

2
 

2
 

3
4

 
1

7
 

情
 

報
 

班
 

(窓
口

ス
タ

ッ
フ

) 
6

 
4

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6

 
4

 

情
 

報
 

班
 

（情
報

管
理

ス
タッ

フ
）

5
 

3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
 

3
 

総
務

班
 

2
 

2
 

 
 

１
 

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
 

３
 

通
信

班
 

3
 

2
 

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4

 
2

 

 

広
報

班
 

 
 

２
 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
 

２
 

 
合

 
 

 
計

 
3

2
 

2
1

 
６

 
４

 
５

 
３

 
4

 
2

 
４

 
２

 
２

 
１

 
２

 
１

 
８

 
３

 
2

 
1

 
2

 
1

 
2

 
１

 
2

 
1

 
2

 
2

 
7

3
 

4
3

 

  
 

（
注

）
 

1
 

経
営

管
理

部
の

総
務

班
要

員
は

財
務

局
、

通
信

班
要

員
は

管
財

課
と

す
る

。
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第
７

章
 

 
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

（
伊

豆
東

部
火

山
群

対
策

）
の

各
班

各
係

等
の

事
務

分
掌

 
 

班
 

・
 

係
 

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

掌
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

担
 

 
当

 
 

課
 

指
 

令
 

部
 

総
括

班
 

１
 

災
害

対
策

本
部

の
開

設
・

廃
止

の
検

討
 

 
 

災
害

対
策

本
部

の
設

置
、

廃
止

等
の

体
制

に
関

す
る

検
討

を
行

う
。

 

２
 

総
括

、
指

揮
 

 
 

指
令

部
要

員
の

掌
握

と
業

務
全

般
の

総
括

を
行

い
、

災
害

応
急

対
策

の
推

進
、

実
施

に
関

す
る

具
体

的
な

指
揮

と
統

制
を

行
う

。
 

３
 

本
部

員
と

広
報

班
と

の
連

絡
調

整
 

 
 

本
部

員
で

あ
る

危
機

管
理

監
、

危
機

管
理

監
代

理
及

び
広

報
班

長
で

あ
る

広
聴

広
報

課
長

と
緊

密
な

連
携

を
図

り
、

災
害

応
急

対
策

の
的

確
化

及
び

報

道
機

関
へ

の
広

報
事

務
の

円
滑

化
を

図
る

。
 

４
 

本
部

員
会

議
、

対
策

会
議

の
開

催
 

 
 

本
部

員
及

び
対

策
会

議
の

開
催

の
検

討
、

調
整

を
図

る
。

 

５
 

情
報

班
と

の
連

携
 

 
 

各
種

の
情

報
を

集
約

、
整

理
、

保
管

す
る

情
報

班
に

対
し

て
、

消
防

庁
等

へ
の

報
告

書
類

、
本

部
員

会
議

・
対

策
会

議
、

各
部

局
対

応
状

況
の

取
り

ま

と
め

及
び

広
報

提
供

に
関

す
る

資
料

の
作

成
等

を
指

示
す

る
。

 

６
 

指
令

部
各

班
等

へ
の

指
示

伝
達

、
庁

内
放

送
 

 
 

災
害

応
急

対
策

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
た

め
、

各
部

連
絡

員
、

情
報

班
、

通
信

班
へ

必
要

な
指

示
を

行
う

。
ま

た
、

必
要

に
応

じ
危

機
管

理
セ

ン
タ

ー

に
お

い
て

庁
内

放
送

を
実

施
し

、
情

報
の

共
有

を
図

る
。

 

７
 

自
衛

隊
等

へ
の

派
遣

要
請

 

 
 

市
町

か
ら

自
衛

隊
等

の
災

害
派

遣
要

請
が

あ
っ

た
場

合
は

、
そ

の
内

容
を

検
討

し
、

総
括

班
に

報
告

・
指

示
を

受
け

、
災

害
派

遣
に

必
要

な
手

続
き

と

調
整

を
行

う
。

 

８
 

国
へ

の
報

告
、

応
援

等
要

請
 

 
 

国
本

部
へ

の
被

害
報

告
、

災
害

応
急

対
策

等
に

関
す

る
報

告
、

応
援

等
の

要
請

を
行

う
。

 

９
 

要
員

の
配

備
体

制
の

調
整

 

 
 

状
況

の
変

化
に

即
応

し
た

要
員

の
配

備
体

制
の

検
討

と
、

各
部

局
へ

の
要

員
確

保
、

配
備

の
要

請
等

を
行

う
。

 

１
０

 
地

震
情

報
、

火
山

情
報

の
伝

達
 

 
 

情
報

班
か

ら
回

付
さ

れ
た

地
震

情
報

、
火

山
情

報
を

方
面

本
部

、
市

町
等

へ
伝

達
す

る
。

 

１
１

 
消

防
庁

、
内

閣
府

等
へ

の
情

報
伝

達
 

 
 

対
策

班
か

ら
指

示
の

あ
っ

た
消

防
庁

、
内

閣
府

等
に

対
す

る
情

報
、

報
告

を
伝

達
す

る
。

 

１
２

 
消

防
庁

、
内

閣
府

等
へ

の
報

告
書

類
の

作
成

 

 
 

情
報

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
集

約
、

整
理

し
た

情
報

を
基

に
、

被
害

報
告

等
の

必
要

な
報

告
書

類
を

作
成

す
る

。
 

１
３

 
本

部
員

会
議

に
関

す
る

資
料

の
作

成
 

 
 

情
報

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
本

部
員

会
議

に
関

す
る

資
料

を
作

成
す

る
。

 

１
４

 
対

策
会

議
に

関
す

る
資

料
の

作
成

 

 
 

情
報

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
対

策
会

議
に

関
す

る
資

料
を

作
成

す
る

。
 

１
５

 
県

各
部

局
対

応
状

況
の

取
り

ま
と

め
資

料
の

作
成

 

 
 

情
報

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
県

各
部

局
対

応
状

況
を

資
料

と
し

て
、

取
り

ま
と

め
作

成
す

る
。

 

１
６

 
広

報
提

供
資

料
の

作
成

 

 
 

情
報

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
広

報
提

供
資

料
を

作
成

す
る

。
 

 

危
機

管
理

部
 

知
事

直
轄

組
織
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班
 

・
 

係
 

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

掌
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

担
 

 
当

 
 

課
 

対
策

班
 

１
 

防
災

体
制

の
把

握
 

 
 

各
方

面
本

部
、

市
町

の
防

災
体

制
の

把
握

に
努

め
る

ほ
か

、
災

害
対

策
本

部
の

運
営

に
関

し
、

総
括

班
を

補
佐

し
、

必
要

な
調

整
を

行
う

。
 

２
 

災
害

応
急

対
策

の
促

進
 

 
情

報
班

及
び

各
部

連
絡

員
か

ら
収

集
し

た
被

害
情

報
等

を
分

析
し

、
各

部
連

絡
員

、
防

災
関

係
機

関
等

と
協

議
し

て
、

災
害

応
急

対
策

の
検

討
と

促
進

を
図

る
。

 

 

危
機

管
理

部
 

経
営

管
理

部
 

 

各
部

連
絡

員
 

１
 

連
絡

調
整

 

 
 

総
括

班
若

し
く

は
対

策
班

か
ら

災
害

応
急

対
策

の
推

進
に

関
し

て
要

請
が

あ
っ

た
場

合
、

部
局

に
要

請
内

容
を

伝
達

す
る

等
、

災
害

対
策

本
部

と
各

部

局
間

の
連

絡
調

整
に

あ
た

る
。

 

２
 

災
害

対
策

本
部

（
総

括
班

等
）

へ
の

報
告

 

 
 

各
部

局
に

お
け

る
災

害
対

策
実

施
状

況
、

関
係

施
設

の
被

害
状

況
等

を
総

括
班

若
し

く
は

対
策

班
に

報
告

す
る

。
 

３
 

対
策

班
、

情
報

班
か

ら
依

頼
さ

れ
た

事
務

の
処

理
 

 
 

対
策

班
又

は
情

報
班

か
ら

依
頼

さ
れ

た
事

務
を

処
理

す
る

。
 

知
事

直
轄

組
織

 

経
営

管
理

部
 

く
ら

し
・

環
境

部
 

文
化

・
観

光
部

 

健
康

福
祉

部
 

経
済

産
業

部
 

交
通

基
盤

部
 

出
 

 
納

 
 

局
 

企
 

 
業

 
 

局
 

議
会

事
務

局
 

教
育

委
員

会
 

警
察

本
部

 

情
 

報
 

班
 

 （
窓

口
ス

タ
ッ

フ
）

 １
 

防
災

体
制

情
報

の
収

集
 

 
 

方
面

本
部

、
市

町
災

害
対

策
本

部
の

開
廃

、
規

模
等

に
関

す
る

情
報

を
収

集
し

、
配

布
す

る
。

 

２
 

災
害

関
係

情
報

の
収

集
、

伝
達

 

 
 

方
面

本
部

、
市

町
か

ら
被

害
、

対
策

等
に

係
る

災
害

関
係

情
報

を
収

集
し

、
総

括
班

、
対

策
班

、
情

報
班

、
関

係
各

部
局

連
絡

員
へ

回
付

す
る

。
 

 
（

方
面

本
部

か
ら

の
被

害
情

報
は

、
パ

ソ
コ

ン
に

よ
り

受
理

、
集

計
す

る
。
）

 

３
 

方
面

本
部

、
市

町
、

県
派

遣
職

員
へ

の
情

報
伝

達
 

 
 

総
括

班
等

か
ら

情
報

伝
達

の
指

示
要

請
が

あ
っ

た
場

合
は

、
電

話
又

は
フ

ァ
ッ

ク
ス

に
よ

り
関

係
方

面
本

部
・

市
町

宛
へ

の
個

別
又

は
全

県
一

斉
の

方

法
に

よ
り

情
報

を
伝

達
す

る
。

 

 
 

な
お

、
防

災
行

政
無

線
フ

ァ
ッ

ク
ス

に
よ

り
情

報
を

伝
達

す
る

場
合

は
、

通
信

班
と

調
整

す
る

。
（

勤
務

時
間

内
は

危
機

対
策

課
防

災
通

信
班

が
伝

達

す
る

。
）

 

３
 

災
害

関
係

情
報

の
収

集
 

 
 

防
災

関
係

機
関

か
ら

被
害

状
況

、
対

策
等

の
災

害
関

係
情

報
を

収
集

し
、

総
括

班
、

対
策

班
、

関
係

各
部

連
絡

員
へ

配
布

す
る

。
 

４
 

防
災

関
係

機
関

へ
の

情
報

伝
達

、
要

請
 

 
 

統
総

括
等

か
ら

情
報

伝
達

及
び

要
請

事
項

の
内

容
を

伝
達

す
る

よ
う

指
示

が
あ

っ
た

場
合

は
、

電
話

又
は

フ
ァ

ッ
ク

ス
等

に
よ

り
伝

達
、

要
請

す
る

。
 

 

危
機

管
理

部
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班
 

・
 

係
 

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

掌
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

担
 

 
当

 
 

課
 

情
 

報
 

班
 

 

（
情

報
管

理
ス

タ
ッ

フ
）

 １
 

地
震

情
報

、
火

山
情

報
の

受
理

 

 
 

地
震

情
報

、
火

山
情

報
を

受
理

し
、

情
報

班
（

方
面

本
部

等
）
、

総
括

班
、

対
策

班
、

情
報

班
（

窓
口

ス
タ

ッ
フ

）
へ

配
布

す
る

。
 

２
 

テ
レ

ビ
、

ラ
ジ

オ
情

報
の

収
集

 

 
 

テ
レ

ビ
、

ラ
ジ

オ
放

送
等

を
通

じ
て

、
県

内
外

各
地

の
情

報
を

収
集

し
、

必
要

に
応

じ
て

収
録

化
を

図
る

と
と

も
に

、
資

料
と

し
て

取
り

ま
と

め
、

総
括

班
、

対
策

班
、

情
報

班
（

窓
口

ス
タ

ッ
フ

）
へ

配
布

す
る

。
 

３
 

新
聞

報
道

記
事

の
切

り
抜

き
、

保
管

 

 
 

新
聞

（
朝

・
夕

刊
）

記
事

を
切

り
抜

き
、

総
括

班
、

対
策

班
、

情
報

班
（

窓
口

ス
タ

ッ
フ

）
へ

配
布

す
る

。
 

４
 

情
報

の
集

約
、

整
理

、
保

管
 

 
 

情
報

班
、

各
部

連
絡

員
か

ら
配

布
さ

れ
た

情
報

を
集

約
、

分
類

、
整

理
、

保
管

す
る

。
 

 
 

配
布

さ
れ

た
情

報
の

分
類

は
、

時
系

列
、

機
関

別
と

す
る

等
活

用
の

利
便

を
考

慮
し

、
工

夫
を

こ
ら

す
こ

と
。

 

 
 

被
害

状
況

等
時

系
列

に
パ

ソ
コ

ン
等

で
逐

次
、

作
成

す
る

。
 

５
 

情
報

の
掲

示
 

 
 

危
機

管
理

セ
ン

タ
ー

に
コ

ピ
ー

ボ
ー

ド
、

模
造

紙
等

に
よ

り
、

必
要

な
情

報
を

掲
示

す
る

。
 

６
 

資
料

等
の

作
成

 

 
 

総
括

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
そ

の
指

示
・

要
請

に
よ

り
資

料
を

作
成

し
、

必
要

な
係

、
部

署
等

へ
配

布
す

る
。

 

 

危
 機

 管
 理

 部
 

   

総
 

務
 

班
 

１
 

災
害

対
策

本
部

の
維

持
及

び
予

算
措

置
に

係
る

調
整

、
対

応
 

 
 

総
括

班
、

対
策

班
及

び
関

係
課

・
室

と
緊

密
な

連
携

を
図

り
、

災
害

対
策

本
部

の
運

営
、

維
持

に
必

要
な

予
算

措
置

に
関

す
る

調
整

を
行

う
と

と
も

に
、

複
写

機
、

電
話

、
臨

時
フ

ァ
ッ

ク
ス

そ
の

他
必

要
な

資
機

材
の

準
備

手
配

、
食

糧
、

物
品

等
の

調
達

、
補

給
を

す
る

。
 
 

２
 

視
察

員
等

に
対

す
る

対
応

 

 
 

総
括

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
国

、
そ

の
他

関
係

機
関

の
災

害
視

察
に

対
す

る
準

備
、

接
遇

、
調

整
を

行
う

。
 

３
 

要
員

の
仮

眠
所

の
設

置
 

 
 

管
財

課
と

連
携

を
図

り
、

別
館

８
階

和
室

に
要

員
の

仮
眠

所
を

開
設

す
る

。
 

 
 

状
況

に
応

じ
て

は
、

地
震

防
災

セ
ン

タ
ー

の
宿

泊
施

設
の

開
設

を
行

う
。

 

４
 

予
算

措
置

の
検

討
、

対
応

 

 
 

本
部

体
制

の
維

持
、

運
営

に
必

要
な

予
算

措
置

を
検

討
し

、
対

応
す

る
。

 

 

危
 機

 管
 理

 部
 

 

経
営

管
理

部
財

務
局

 

通
 

信
 

班
 

１
 

通
信

統
制

及
び

行
政

無
線

施
設

の
保

全
 

 
 

防
災

行
政

無
線

、
Ｎ

Ｔ
Ｔ

フ
ァ

ッ
ク

ス
等

の
通

信
手

段
の

統
制

と
保

全
を

行
う

。
 

２
 

臨
時

通
信

手
段

の
確

保
 

 
 

総
括

班
、

対
策

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
臨

時
的

な
防

災
行

政
無

線
（

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

）
及

び
Ｎ

Ｔ
Ｔ

臨
時

電
話

回
線

等
を

開
設

す
る

。
 

３
 

フ
ァ

ッ
ク

ス
送

受
信

（
勤

務
時

間
内

）
 

 
 

フ
ァ

ッ
ク

ス
の

送
受

信
を

危
機

対
策

課
防

災
通

信
班

に
て

行
う

 

 危
機

対
策

課
 

 

経
営

管
理

部
管

財
課

 

 

広
 

報
 

班
 

１
 

報
道

機
関

の
対

応
 

 
 

報
道

機
関

の
取

材
等

に
つ

い
て

窓
口

と
な

る
。

 

２
 

記
者

発
表

、
報

道
資

料
の

提
供

 

 
 

総
括

班
と

緊
密

な
連

携
を

図
り

、
記

者
発

表
の

場
の

設
定

と
、

報
道

資
料

の
提

供
に

あ
た

る
。

 

 
 

報
道

資
料

は
総

括
班

か
ら

広
報

班
に

送
致

し
、

広
報

班
は

必
要

部
数

を
整

え
て

（
作

成
）

報
道

機
関

へ
提

供
す

る
。

 

 
 

報
道

機
関

へ
の

状
況

説
明

、
応

答
等

は
、

特
別

の
場

合
の

ほ
か

は
広

報
班

が
行

う
。

 

 

知
事

直
轄

組
織
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班
 

・
 

係
 

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

掌
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

担
 

 
当

 
 

課
 

対
策

会
議

 
１

 
総

括
班

は
、

本
部

員
（

知
事

以
下

関
係

部
局

長
等

）
か

ら
指

示
が

あ
っ

た
場

合
、

又
は

本
部

員
と

の
調

整
を

図
る

う
え

で
必

要
な

場
合

、
そ

の
他

災
害

応
急

対
策

等
を

推
進

す
る

う
え

で
必

要
な

場
合

は
、

県
本

部
関

係
課

等
（

関
係

班
）

に
よ

る
対

策
会

議
を

開
催

す
る

。
 

２
 

関
係

課
等

（
関

係
班

）
へ

の
対

策
会

議
開

催
の

連
絡

方
法

は
、

総
括

班
が

、
関

係
部

局
総

務
監

・
総

務
課

等
を

経
由

す
る

か
又

は
関

係
課

等
に

直
接

電

話
連

絡
す

る
。

 

３
 

関
係

課
等

（
関

係
班

）
は

、
総

括
班

か
ら

対
策

会
議

の
開

催
の

連
絡

を
受

け
た

場
合

は
、

内
容

の
趣

旨
を

勘
酌

し
、

係
長

相
当

職
以

上
の

職
員

を
出

席

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

防
災

関
係

機
関

へ
の

協
力

出
席

依
頼

 

 
 

状
況

に
よ

っ
て

は
、

対
策

会
議

へ
防

災
関

係
機

関
の

協
力

出
席

を
依

頼
し

、
対

策
策

定
の

円
滑

化
、

的
確

化
を

図
る

。
 

 

関
 
係

 
課

 
等

 

 

県
現

地
連

絡
室

 

（
伊

東
市

へ
派

遣
）

 １
 

東
部

方
面

本
部

（
東

部
地

域
局

）
は

伊
東

市
に

、
県

現
地

連
絡

室
要

員
を

派
遣

（
伊

東
市

派
遣

職
員

）
す

る
。

 

２
 

県
現

地
連

絡
室

要
員

は
相

互
に

協
調

、
連

携
を

図
り

、
次

の
任

務
に

あ
た

る
。

 

 
・

伊
東

市
か

ら
現

地
の

状
況

を
収

集
し

、
こ

れ
を

県
方

面
本

部
（

東
部

地
域

局
）

に
報

告
す

る
。

 

 
・

県
方

面
本

部
（

東
部

地
域

局
）

か
ら

の
情

報
を

、
伊

東
市

へ
伝

達
す

る
。

 

 
・

県
方

面
本

部
（

東
部

地
域

局
）

と
調

整
を

図
り

、
伊

東
市

が
災

害
応

急
対

策
等

を
行

う
う

え
で

必
要

な
情

報
の

提
供

や
助

言
等

に
あ

た
る

。
 

 

県
方

面
本

部
派

遣
要

員
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第
８

章
 

 
 

県
本

部
初

動
措

置
（

準
備

）
 

  群
発

地
震

が
始

ま
り

、
｢
情

報
収

集
体

制
｣
を

と
っ

た
場

合
、

関
係

部
局

（
課

）
は

次
の

初
動

措
置

（
準

備
）

を
と

る
。

 

 

関
係

部
局

 
項

 
 

 
 

 
 

 
目

 
内

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

危
 
機

 
管

 
理

 
部

 

1
 

危
機

管
理

セ
ン

タ
ー

の
開

設
 

２
 

対
策

会
議

準
備

 

３
 

要
員

呼
び

出
し

対
象

者
の

確
認

 

４
 

防
災

関
係

機
関

の
確

認
、

連
絡

 

５
 

被
害

集
計

の
F

U
J
IS

A
N

活
用

 

６
 

パ
ソ

コ
ン

の
設

置
準

備
 

７
 

気
象

庁
と

の
連

絡
体

制
の

確
認

 

８
 

情
報

伝
達

様
式

の
確

認
、

徹
底

 

９
 

消
防

庁
と

の
連

絡
体

制
の

確
認

 

1
０

 
防

災
関

係
機

関
控

室
の

準
備

 

1
１

 
国

災
害

対
策

現
地

本
部

の
準

備
 

1
２

 
防

災
行

政
無

線
機

器
の

点
検

 

1
３

 
防

災
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
の

要
請

 

 

・
映

像
機

器
の

点
検

、
災

害
臨

時
電

話
の

開
設

準
備

、
筆

記
用

具
の

調
達

 

・
映

像
機

器
の

作
動

、
災

害
臨

時
電

話
・

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

の
開

設
等

の
準

備
 

・
筆

記
用

具
の

調
達

、
庁

内
放

送
設

備
の

開
設

 

・
危

機
管

理
セ

ン
タ

ー
に

関
係

室
・

課
が

集
合

し
て

対
策

会
議

が
で

き
る

よ
う

、
地

図
、

テ
レ

ビ
、

N
T

T
臨

時
回

線
等

の
設

置
 

・
災

害
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
の

要
員

と
し

て
配

備
に

つ
く

者
の

連
絡

先
（

勤
務

時
間

内
・

外
）

の
確

認
 

・
防

災
関

係
機

関
の

連
絡

先
（

勤
務

時
間

内
外

）
確

認
と

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

の
協

力
要

請
 

 
（

事
情

に
よ

っ
て

は
、

県
庁

へ
の

派
遣

協
力

に
つ

い
て

事
前

の
打

診
等

）
 

・
F

U
J
IS

A
N

を
活

用
し

て
被

害
集

計
す

る
場

合
の

準
備

・
確

認
 

・
本

部
員

会
議

の
設

置
準

備
の

検
討

 

・
地

震
情

報
、

火
山

情
報

等
の

伝
達

経
路

の
確

認
、

要
員

（
情

報
係

、
国

担
当

）
へ

の
徹

底
 

・
避

難
確

認
、

被
害

報
告

等
の

情
報

伝
達

様
式

の
確

認
と

方
面

本
部

、
関

係
市

町
へ

の
徹

底
 

・
被

害
報

告
等

の
連

絡
先

の
確

認
、

要
員

（
情

報
、

国
担

当
）

へ
の

徹
底

 

・
防

災
関

係
機

関
本

部
員

室
（

別
館

８
階

）
の

机
、

椅
子

等
の

整
理

、
災

害
臨

時
電

話
の

開
設

等
 

・
国

災
害

対
策

現
地

本
部

室
（

別
館

７
階

）
の

机
、

椅
子

等
の

整
理

、
災

害
臨

時
電

話
の

開
設

、
テ

レ
ビ

の
配

備
 

・
防

災
行

政
無

線
、

移
動

系
無

線
機

等
の

点
検

、
配

備
準

備
 

・
ヘ

リ
テ

レ
に

よ
り

、
伊

東
市

上
空

か
ら

の
映

像
を

危
機

管
理

セ
ン

タ
ー

へ
受

信
す

る
こ

と
及

び
本

部
長

等
が

ヘ
リ

を
活

用
し

て
現

地
視

察
す

る
場

合
に

備
え

て
ヘ

リ
の

準
備

に
つ

い
て

県
警

航
空

隊
等

と
事

前
調

整
 

経
営

管
理

部
管

財
課

 

1
 

Ｎ
Ｔ

Ｔ
臨

時
回

線
の

設
置

検
討

 

2
 

仮
眠

室
・

休
憩

室
の

確
保

 

3
 

庁
内

放
送

設
備

の
開

設
 

4
 

本
部

関
係

室
の

確
保

準
備

 

・
危

機
管

理
部

危
機

対
策

課
等

と
協

議
し

、
Ｎ

Ｔ
Ｔ

臨
時

回
線

の
設

置
を

検
討

 

・
別

館
８

階
和

室
を

仮
眠

室
と

し
て

確
保

 

・
危

機
管

理
セ

ン
タ

ー
及

び
共

同
会

見
室

に
か

か
る

庁
内

放
送

設
備

の
点

検
、

開
設

 

・
平

常
時

に
会

議
室

と
し

て
使

用
し

て
い

る
広

報
班

室
等

の
本

部
関

係
室

の
確

保
準

備
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第
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章
 

 
 
要

員
の

心
構

え
 

  

１
 

臨
機

の
対

応
 

 
災

害
及

び
そ

れ
に

対
す

る
社

会
や

住
民

の
状

況
は

時
々

刻
々

に
変

化
す

る
た

め
、

そ
の

都
度

、
状

況
に

即
応

し
た

適
切

な
対

応
を

と
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

要
員

は
常

に
状

況
を

的
確

に
把

握
し

、
原

則
を

踏
ま

え
つ

つ
も

臨
機

応
変

に
対

処
す

る
こ

と
｡

 

２
 

積
極

的
行

動
 

 
災

害
応

急
対

策
へ

の
移

行
は

平
常

時
の

事
務

分
掌

の
処

理
感

覚
で

は
対

応
で

き
な

い
面

が
あ

り
、

こ
の

不
安

感
や

不
慣

れ
か

ら
と

も
す

れ
ば

消
極

的
姿

勢
に

陥
り

や
す

い
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
が

、
県

民
の

生
命

に
直

接
関

わ
る

職
務

で
あ

り
、

要
員

は
そ

の
使

命
と

責
任

の
重

大
性

を
自

覚
し

積
極

果
敢

な
行

動
を

す
る

こ
と

。
 

３
 

協
調

性
の

維
持

 

 
各

係
内

や
他

の
係

と
の

協
調

や
連

携
な

く
し

て
県

の
責

務
を

十
分

に
果

た
す

こ
と

が
で

き
な

い
の

で
、

要
員

は
対

応
に

あ
た

っ
て

、
自

己
の

分
掌

処
理

の
み

な
ら

ず
他

の
係

か
ら

依
頼

又
は

指
示

さ
れ

た
事

項
等

に
つ

い
て

も
応

援
処

理
に

努
め

る
こ

と
｡
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Ⅰ－８                              資料編Ⅰ 

○静岡県地震対策推進条例施行規則 

平成8年3月29日 

規則第7号 

静岡県地震対策推進条例施行規則をここに制定する。 

静岡県地震対策推進条例施行規則 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号。以下「条

例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(避難路) 

第2条 条例第15条第5項の規則で定める避難路は、次に掲げる道路(市町村地域防災

計画において幹線避難路として設定されているものを除く。以下同じ。)とする。 

(1) 地震災害危険予想地域(地震による津波、山崩れ若しくは崖崩れ又は建築物の

火災により著しい被害の発生が予想される地域に限る。)から住民等が避難する

ため必要な道路のうち、市町村地域防災計画において避難路として設定され、か

つ、知事が必要があると認める道路 

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項の都市計画において定められ

た容積率の限度が400パーセント以上の商業地域又は近隣商業地域内の建築基準

法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項の道路 

(一部改正〔平成28年規則57号〕) 

 

(自動販売機の据付け基準) 

第3条 条例第18条第1項の規則で定める自動販売機の据付け基準は、日本産業規格

(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をい

う。)B8562に定める基準(以下「日本産業規格の基準」という。)とする。ただし、

日本産業規格の基準により難い場合においては、日本産業規格の基準によるものと

同等以上の据付けの安全性が確保される基準とする。 

(一部改正〔令和元年規則3号〕) 

 

(判定士の身分証明書) 

第4条 条例第32条第4項の身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。 

 

(災害応急対策に関する協定) 

第5条 条例第35条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 情報の収集及び伝達等に関する事項 

(2) 被災者の救助に必要な収容施設の提供に関する事項 

(3) 被災者の救助に必要な食料、生活必需品等の供給に関する事項 
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(4) 物資等の緊急輸送に関する事項 

(5) 救出救助及び医療救護に関する事項 

(6) 公共の施設及び設備の応急復旧等に関する事項 

(7) 交通指導に関する事項 

(8) 被災地域の社会的安全に関する事項 

(9) 清掃、防疫その他保健衛生に関する事項 

(10) その他災害応急対策の実施のため必要な事項 

 

(立入調査員の身分証明書) 

第6条 条例第37条第2項の身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成8年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成9年3月28日規則第36号) 

この規則は、平成9年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成12年3月31日規則第90号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

 

―――――――――― 

○市町村合併により村が廃されたことに伴う関係規則の整理に関する規則

(抄) 

平成19年3月20日規則第1号 

(静岡県地震対策推進条例施行規則の一部改正に伴う経過措置) 

第4条 この規則の施行の際現に交付されている前条の規定による改正前の静岡県

地震対策推進条例施行規則様式第1号による身分証明書は、同条の規定による改正

後の静岡県地震対策推進条例施行規則様式第1号による身分証明書とみなす。 

附 則(平成19年3月20日規則第1号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

―――――――――― 

 

附 則(平成28年10月25日規則第57号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和元年7月1日規則第3号) 

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行

の日(令和元年7月1日)から施行する。 
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様式第1号(第4条関係)(用紙 縦5.4センチメートル、横8.5センチメートル) 

(一部改正〔平成19年規則1号〕) 

(表) 

 

第     号 

 

静岡県地震被災建築物応急危険度判定士身分証明書 

氏名 

生年月日 

登録証番号 

登録年月日 

上記の者は、静岡県地震対策推進条例第32条第3項の規定により、被災建築物

の応急危険度判定をするため立入調査を行う者であることを証明する。 

年  月  日 

 

静岡県知事  氏       名 印 

 

 

(裏) 

 

静岡県地震対策推進条例(抜粋) 

 

(応急危険度判定士) 

第32条 

2 知事又は市町長は、応急危険度判定を実施するときは、判定士に対し、そ

の業務に従事することを要請することができる。 

3 前項の規定による要請を受けて応急危険度判定の業務に従事する判定士

は、その業務に必要な限度において、被災した建築物及びその敷地に立ち入っ

て調査することができる。 

4 前項の規定による立入調査をしようとする判定士は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 
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様式第2号(第6条関係)(用紙 縦5.4センチメートル、横8.5センチメートル) 

(一部改正〔平成19年規則1号〕) 

(表) 

 

第     号 

 

身分証明書 

所属 

職名 

氏名 

生年月日 

上記の者は、静岡県地震対策推進条例第37条第1項の規定により、立入調査又

は質問をする職員であることを証明する。 

年  月  日 

静岡県知事 

又 は   氏       名 印 

市町長 

 

 

(裏) 

 

静岡県地震対策推進条例(抜粋) 

 

(資料の提出、報告、調査等) 

第37条 知事は、第15条から第18条までの規定の施行に必要な限度において、

既存建築物、落下対象物、ブロック塀等又は自動販売機(以下「既存建築物等」

という。)の所有者等に対し、既存建築物等の地震に対する安全性の確保に関

する資料の提出若しくは報告を求め、又はその職員に既存建築物等若しくは

その敷地に立ち入り、地震に対する安全性の確保に関し調査させ、若しくは

関係者に必要な事項について質問させることができる。 

2 前項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 
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Ⅰ－９

静岡県地震災害警戒本部条例

昭和５４年１０月２９日 条例第３０号

改正 平成１７年 ３月２５日 条例第 ３号

（趣旨）

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第17条第９項の規定に基づき、静

岡県地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 地震災害警戒本部長（以下「本部長」という。）は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督

する。

２ 地震災害警戒本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

３ 地震災害警戒副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員（以下「本部職員」という。）は、警戒本部の所掌

事務について、本部員を補佐する。

（部）

第３条 警戒本部に部を置く。

２ 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

３ 第１項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員又は本部職員がこれに当たる。

４ 前項の部長に事故があるときは、第１項の部に属する本部職員のうちから前項の部長があらかじめ指名す

る者が、その職務を代理する。

（方面本部）

第４条 警戒本部に方面本部を置く。

２ 前項の方面本部に属すべき本部職員（以下「方面本部職員」という。）は、本部長が指名する。

３ 第１項の方面本部に方面本部長を置き、本部長が指名する方面本部職員がこれに当たる。

（委任）

第５条 前各条に定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

＜平成17年3月25日条例第3号＞
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静岡県地震災害警戒本部等運営要領

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この要領は、大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号。以下「法」と

いう｡）第 17 条及び静岡県地震災害警戒本部条例（昭和 54 年静岡県条例第 30 号）第５

条に基づく静岡県地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という｡）の運営並びに静岡県地

域防災計画（地震対策編）に基づく東海地震に関連する情報発表時の配備体制に関し、

必要な事項を定め、地震防災応急対策等の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。

第２章 警 戒 本 部

（組織及び分掌事務）

第２条 県庁に設置する警戒本部に、その事務を処理するため別表本部の１に掲げる指令

部（以下「指令部」という。）及びその他の部（以下「各部」という。）を置く。

２ 指令部は、県の地震防災応急対策の総合調整と対外的な総合窓口機能を所掌し、その

事務を処理するため、別表本部の１に掲げる班（以下「指令部各班」という。）を置き、

別表本部の３の事務分掌欄に掲げる事務を分掌する。

３ 各部に別表本部の１に掲げる班（以下「各部各班」という。）を置き、別表本部の４

に掲げる事務を分掌する。

４ 警戒本部を設置したときは、県庁別館及び静岡県危機管理センターに「静岡県地震災

害警戒本部」の表示をする。

（副本部長）

第３条 地震災害警戒副本部長（以下「副本部長」という。）は、副知事及び警察本部長

をもって充てる。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副知事がその職務を代理

する。

３ 副本部長のうち、担任地域のある副知事は、原則として担任の地域に駐在する。

（危機管理監）

第３条の２ 危機管理監は、本部長の命を受け、本部員及び部長を指揮し災害対策本部の

事務を処理する。

２ 危機管理監は、指令部長として指令部の事務を掌理し、所属の要員を指揮監督する。

３ 危機管理監に事故があるときは、危機管理監代理がその職務を代理する。

（危機管理監補佐）

第３条の３ 危機管理監補佐は、別表本部の２に掲げる者をもって充て、危機管理監の命

を受け、災害応急対策に関する各部間の総合調整を行う。

（本部員）

第４条 本部員は、別表本部の５に掲げる職にある者をもって充てる。

（指令部各班）

第５条 指令部各班に班長（以下「指令部各班長」という。）を置く。

２ 指令部各班長は、別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、指令部長を補佐す

るとともに、所属の要員を指揮監督する。

３ 指令部各班長は、第８条に規定する本部員会議に出席するとともに、必要に応じ、所

管業務に関する地震防災応急対策の実施状況について、本部員会議に報告する。

４ 指令部各班は、指令部各班において地震防災応急対策に従事する職員（以下「指令部

各班員」という。）をもって構成し、指令部各班員は、関係部局長の推薦に基づき危機

Ⅰ－１０
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管理監があらかじめ定めておくものとする。

５ 指令部各班長は、地震防災応急対策が円滑に行われるように、指令部各班員の勤務ロ

ーテーションについてあらかじめ定めておくものとする。

６ 危機管理監は地震防災応急対策の実施状況に応じ、指令部各班員等の構成を変更する

ことができる。

７ 指令部各班員は、警戒本部が設置されたときは、直ちに指定された配置場所に参集す

る。

（各部各班）

第６条 各部に部長及び危機担当監を、各部各班に班長を置く。

２ 部長は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部の事務を掌理し、所属の要

員を指揮監督する。

３ 危機担当監は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部長を補佐する。

４ 危機担当監は、所管する職員の中から、代理となる者（以下「危機担当監代理」とい

う。）をあらかじめ定めておくものとする。

５ 各部各班の班長は、別表本部２に掲げる職にある者をもって充て、部長、危機担当監

を補佐するとともに、所属の要員を指揮監督する。

６ 各部各班の班長は、所管する職員の中から、地震防災応急対策に従事する職員（以下

「各部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。

７ 部長は、勤務外において、各部各班員が不足し、初動体制の確保が困難な班（第22 条

に定める方面本部各班を含む。）がある場合は、部内において必要な調整等を行い、所

管する職員を当該不足する班の事務に従事するよう、各部各班員としてあらかじめ定め

ておくことができる。

８ 各部各班員の指定にあたっては、地震防災応急対策が円滑に行なわれるように、班員

の勤務ローテーションについて、あらかじめ定めておくことができる。

９ 本部長は、地震防災応急対策の実施状況に応じ各部各班及び各部各班員の構成を変更

することができる。

10 部長は、地震防災応急対策の実施状況に応じ所管する部の各部各班員の構成を変更す

ることができる。

11 各部は、円滑な災害応急対策等を行うため、指令部と連携を密にするものとする。特

に、くらし・環境部、健康福祉部、経済産業部及び交通基盤部においては、班員を危機

管理センターに派遣し、相互の情報共有や連絡調整業務等を行うものとする。

（業務調整要員）

第７条 本部員、指令部各班員及び各部各班員以外の職員（以下「業務調整要員」という。）

については、危機管理監が別に定める業務に従事するものとする。

（本部員会議）

第８条 本部長は、地震防災応急対策について協議するため、必要に応じて本部員会議を

開催する。

２ 本部員会議は、本部長、副本部長、本部員及び危機担当監（複数の危機担当監を置く

部にあっては、部長が指定する危機担当監１名が代表する）をもって構成する。ただし、

必要に応じて、本部員以外の部長に出席を求めることができる。

３ 県職員以外の本部員は、それぞれの所属する機関と警戒本部との連絡調整に当たるた

め、必要に応じ警戒本部に参集し、又はその代理者を警戒本部に派遣することができる。

また、本部長は、県職員以外の本部員又はその代理者の警戒本部への派遣を要請するこ

とができる。

４ 本部員は、それぞれの所管業務に関する地震防災応急対策の実施状況について、必要
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に応じて、本部員会議に報告する。

５ 県職員以外の本部員又はその代理者は、必要に応じて、それぞれの所属する機関が実

施する地震防災応急対策の実施状況を把握し、本部長に報告する。

（対策会議）

第８条の２ 複数の部にまたがる地震防災応急対策に迅速に対処するため、警戒本部が設

置された時をもって、本部内に対策会議を設置する。

２ 対策会議は、危機管理監及び危機管理監が指定する危機担当監及び危機管理監が必要

と判断し、出席を求める機関の代表者をもって構成し、危機管理監は、必要に応じ、対

策会議の内容を本部長に報告する。

３ 危機担当監は、それぞれの所管業務に関する地震防災応急対策の実施状況について、

必要に応じて、危機管理監に報告するとともに、危機管理監からの指示を所属する部へ

伝達する。

４ 危機管理監は、情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関の長

に対し、対策会議への連絡員の参加を要請することができる。

（班長会議）

第９条 指令部総括班長は、地震防災応急対策について、指令部各班及び各部との連絡調

整を図るため、必要に応じて班長会議を開催する。

２ 班長会議は、関係班長をもって構成する。

（配備体制）

第10 条 東海地震に関連する情報の発表があったときは、別表共通の１に定める配備体制

をとる。

２ 本部長、副本部長、本部員、指令部各班員、各部各班員及び業務調整要員の動員計画

については、別表共通の２に定める。

３ 勤務外における連絡体制は別に定める。

４ 第５条及び第６条に掲げるそれぞれの組織の長が配備につくまでの間における地震防

災応急対策の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上位等級者が指揮するもの

とする。

（班員の参集状況報告等）

第11 条 指令部各班長及び各部各班の班長は、班員の参集状況を把握し、指令部総務班長

に報告する。

（地震防災応急対策に従事する要員の方面本部等に対する派遣）

第12 条 本部長は、警戒本部において地震防災応急対策に従事する要員を必要に応じ、方

面本部等に派遣することができる。

（警戒本部の廃止）

第13 条 本部長は、法第19 条第２項の規定により警戒宣言が解除されたときは、速やかに

地震防災応急対策の事後処理を行ったうえ、警戒本部を廃止する。

（関係機関への連絡）

第14 条 本部長は警戒本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに次に掲げる者のうち必

要と認める者に通知する。

(1) 国の地震災害警戒本部長

(2) 消防庁長官

(3) 防災関係機関の長

(4) 市町長

(5) その他の機関の長

（災害対策本部への引継）

第15 条 大規模地震が発生し、静岡県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）が

-87-



資料編Ⅰ

設置されたときは、法第19 条第１項の規定に基づき、警戒本部は廃止する。

２ 前項の場合において、警戒本部が実施した地震防災応急対策の状況、その他災害応急

対策の参考となる事項を、災害対策本部に引継ぐ。

３ 第１項の規定により警戒本部を廃止したときは、前条第１項の規定にかかわらず、警

戒本部の廃止の通知は行わないものとする。

第３章 方 面 本 部

（方面本部の設置）

第16 条 警戒本部の地方組織として、別表方面本部の２に掲げる方面本部を置く。

（組織及び分掌事務）

第17 条 方面本部に方面本部長、副方面本部長及び方面本部員を置く。

２ 方面本部にその事務を処理するため、別表方面本部の１に掲げる指令班（以下「方面

本部指令班」という。）及びその他の各班（以下「方面本部各班」という。）を置く。

３ 方面本部の所管区域及び方面本部を構成する出先機関は、別表方面本部の２に定める

ところによる。

４ 方面本部各班は、別表方面本部の３に掲げる事務を分掌する。

５ 方面本部を設置したときは、方面本部室に「静岡県地震災害警戒本部○○方面本部」

の表示をする。

（方面本部長）

第18 条 方面本部長は、地域局長をもって充てる。

２ 方面本部長は、方面本部の事務を所掌し、所属の要員を指揮監督する。

３ 方面本部長は、地震防災応急対策の実施状況に応じ、方面本部各班の構成を変更する

ことができる。

（副方面本部長）

第19 条 副方面本部長は、地域局副局長兼（賀茂、東部、中部及び西部）危機管理監その

他あらかじめ地域局長が定めた者をもって充て、方面本部長を補佐し、方面本部長に事

故があるときは、方面本部長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

（方面本部員）

第20 条 方面本部員は、別表方面本部の２に掲げる者をもって充てる。

（方面本部指令班）

第21 条 方面本部指令班は、方面本部の事務を処理し、方面本部の地震防災応急対策の総

合調整と対外的な総合窓口機能を所掌するとともに、方面本部管内の市町災害対策本部

の運営を支援する。

２ 方面本部指令班長は、地域局の職員のうち、あらかじめ地域局長が指定した職員をも

って充てる。

３ 方面本部指令班長は、方面本部長を補佐し、所属の要員を指揮監督するとともに、第24

条に規定する方面本部員会議に出席し、必要に応じ、所管業務に関する災害応急対策の

実施状況について報告する。

４ 方面本部指令班は、方面本部指令班において災害応急対策に従事する職員（以下「方

面本部指令班員」という｡）をもって構成し、方面本部指令班員は、関係所属長の推薦に

基づき地域局長があらかじめ定めておくものとする。

５ 方面本部指令班には、別表方面本部の３に掲げる係又はスタッフ（以下、「係等」と

いう。）を置き、災害応急対策に従事する要員をあらかじめ定めておくとともに、方面

本部指令班員の勤務ローテーションについてもあらかじめ定めておくものとする。

６ 係等に係長又はスタッフ長を置く。

７ 方面本部指令班長は、災害の状況に応じ、方面本部指令班員の構成を変更することが

できる。
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８ 方面本部指令班員は、方面本部が設置されたときは、直ちに方面本部室又はあらかじ

め定められた参集先に参集する。

（方面本部各班）

第22 条 方面本部各班長は別表方面本部の２に定める出先機関の長をもって充てる。また、

班長が副方面本部長である場合には班ごとに適宜上位等級者をもって充てる。

２ 方面本部各班の班長は、班の事務を所掌し、班に所属する職員を指揮監督する。

３ 地域局長が指名する班に副班長を置く。副班長は、あらかじめ地域局長が定めた者を

もって充て、班長を補佐する。

４ 方面本部各班の班長は、所管する職員の中から、地震防災応急対策に従事する要員（以

下「方面本部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。なお、方面本部

物資班等、他の所属の職員を構成員とする班・係については、関係所属長の推薦に基づ

き、地域局長があらかじめ定めておくものとする。

５ 方面本部各班の班長は、勤務外において、方面本部各班員が不足し、初動体制確保が

困難な場合は、警戒本部において当該班を所管する部長に、部内の他の班の職員を方面

本部各班員として当該班の事務に従事させるよう要請することができる。

６ 方面本部各班員の指定にあたっては、地震防災応急対策が円滑に行なわれるように、

班員の勤務ローテーションについて、あらかじめ定めておくことができる。

７ 方面本部各班の班長は、地震防災応急対策の実施状況その他特別な事由がある場合は、

各班員の構成を変更することができる。

８ 方面本部各班は、円滑な災害応急対策を行うため、方面本部指令班と連絡を密にする

ものとする。特に、健康福祉班及び土木班は、班員を方面本部室に派遣し、方面本部指

令班との相互の情報共有や連絡調整業務等を行うものとする。

（業務調整要員）

第23 条 方面本部員、方面本部指令班員及び方面本部各班員以外の要員（以下「業務調整

要員」という。）については、方面本部長が別に定める業務に従事するものとする。

２ 総合庁舎で業務に就く指令班駐在は、参集した業務調整要員を方面本部長の命あるま

で待機させ、その間は駐在業務に従事させることができる。

（方面本部員会議）

第24 条 方面本部長は、方面本部の地震防災応急対策について協議するため、必要に応じ

て方面本部員会議を開催する。

２ 方面本部員会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部員又は方面本部員の所属

する班の副班長をもって構成する。ただし、必要に応じて、方面本部員以外の班長等に

出席を求めることができる。

３ 方面本部員等は、それぞれの所管業務に関する地震防災応急対策の実施状況について、

必要に応じて方面本部員会議に報告する。

４ 方面本部長は、方面本部の所管区域を所管する防災関係機関（以下「方面本部防災関

係機関」という。）の長又は代理者の方面本部員会議への出席を求め、又は必要な資料

の提供を求めることができる。

（方面本部対策会議）

第24 条の２ 複数の班にまたがる地震防災応急対策に迅速に対処するため、方面本部に方

面本部対策会議を設置する。

２ 方面本部対策会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部長が指定する副班長を

もって構成する。

３ 副班長は、それぞれの所管業務に関する地震防災応急対策の実施状況について、必要

に応じて、方面本部長に報告するとともに、方面本部長からの指示を所属する班へ伝達

する。
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４ 方面本部長は、情報等の収集、災害応急対策の調整等を行うため、防災関係機関の長

に対し、方面本部対策会議への連絡員の参加を要請することができる。

（防災関係機関との連携）

第25 条 方面本部長は、方面本部防災関係機関の長に対し連絡員の派遣を要請することが

できる。

（配備体制）

第26 条 警戒宣言が発令されたときは、別表共通の１に定める配備体制をとる。

２ 方面本部長、副方面本部長、方面本部員、方面本部指令班員、方面本部各班員及び業

務調整要員の動員計画については、別表共通の２に定める。

３ 勤務外における連絡体制は別に定める。

４ 第21 条及び第22 条に掲げるそれぞれの組織の長が配備につくまでの間における地震

防災応急対策の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上位等級者が指揮するも

のとする。

（班員の参集状況等）

第27 条 方面本部の各班長は、班員（業務調整要員含む。）の参集状況を把握し、方面本

部長に報告する。

２ 方面本部長は、前項の参集状況を取りまとめ、本部指令部総務班長に報告する。

（市町情報収集要員）

第28 条 方面本部長は、必要があると認めるときは、あらかじめ指名した職員（以下「市

町情報収集要員」という。）を市町災害対策本部に派遣することができる。

２ 市町情報収集要員は、派遣された市町に関する情報の収集及び連絡調整等を行うもの

とする。

（方面本部の廃止）

第29 条 方面本部は警戒本部が廃止されたときは廃止する。

（災害対策本部方面本部への引継）

第30 条 大規模地震が発生し災害対策本部方面本部が設置されたときは、第 15 条第２項

の規定に準じて、警戒本部の方面本部が実施した地震防災応急対策の状況、その他災害

応急対策の参考となる事項を、当該方面本部に引継ぐ。

第４章 東海地震注意情報発表時の体制及び事務

（配備体制及び動員計画）

第31 条 東海地震注意情報が発表されたときは、別表共通の１に定める配備体制をとり、

要員の動員計画は別表共通の２に定める動員区分によるものとする。

２ 勤務外における連絡体制は別に定める。

（警戒本部設置前の体制及び事務）

第32 条 前条第１項の規定に基づき配備についた知事、副知事、警察本部長及びその他の

部局長は、直ちに別館５階危機管理センターに参集し、地震防災応急対策の準備等、必

要に応じて協議を行う。

２ 指令部各班長等及び指令部各班員は、直ちに指定された配置場所に参集し、別表本部

の２に掲げる班に準じた体制をとり、別表本部の３に掲げる事務の準備等を行う。

３ 各部各班の部長、危機担当監、班長及び各部各班員は、直ちに別表本部の２に掲げる

部及び班に参集し、同表に掲げる部及び班に準じた体制をとり、別表本部の４に掲げる

事務の準備等を行う。

４ 前３項に掲げるそれぞれの組織の長が配備につくまでの間における地震防災応急対策

の準備等の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上位等級者が指揮するものと

する。

５ 第８条、第８条の２、第９条、第11 条及び第12 条の規定は、地震防災応急対策の準備
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等に必要な場合に準用することができる。

（方面本部設置前の体制及び事務）

第33 条 方面本部長、副方面本部長、方面本部各班長及び方面本部各班員は、直ちに別表

方面本部の２に掲げる班に参集し、同表に掲げる班に準じた体制をとり、別表方面本部

の３に掲げる事務の準備等を行う。

２ 前項に掲げるそれぞれの組織の長が配備につくまでの間における地震防災応急対策の

準備等の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上位等級者が指揮するものとす

る。

３ 第23 条、第24 条、第24 条の２、第25 条及び第28 条の規定は、地震防災応急対策の準

備等に必要な場合に準用することができる。

第５章 東海地震に関連する調査情報（臨時）発表時の体制及び事務

（配備体制及び事務）

第34 条 東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表されたときは別表共通の１に定める

配備体制をとり、配備された職員は情報収集、連絡活動等の事務を行う。

２ 勤務外における連絡体制は別に定める。

第６章 服務等

（勤務外における職員の措置）

第35 条 職員は、勤務外において東海地震注意情報が発表されたときは、別表共通の２の

区分により参集し、本部又は方面本部の設置の準備等に従事し、さらに警戒宣言が発令

されたときは、引き続き所定の場所において防災業務に従事するものとする。

（本部員及び職員の心構え）

第36 条 本部員及び職員は、地震防災応急対策を支援する自衛隊等防災関係機関及び自主

防災活動を実施する住民、その他の者に対し、誠実に対応しなければならない。

２ 職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え、若しくは住民の誤解を招き、警戒

本部又は方面本部の活動に反感を抱かせることのないよう注意しなければならない。

３ 職員は、自らの業務に精通するよう努めるとともに、他の部及び班から協力を求めら

れたときは、積極的に協力するものとする。

第７章 平常時対策

（平常時対策の推進）

第37 条 部局長及び出先機関の所属長は、本庁及び出先機関の本庁及び出先機関の平常時

対策を推進するとともに、進捗状況を管理する。

（地震防災応急対策に関する研修及び訓練）

第38 条 指令部各班長、部局長及び出先機関の所属長は、警戒本部及び方面本部設置時に

おける職員の迅速かつ的確な初動対応行動を確保するため、地震防災応急対策に関する

研修及び訓練を実施するものとする。

２ 職員は、前項の研修及び訓練に参加しなければならない。

第８章 雑則

第39 条 前各条に定めるもののほか、警戒本部等の運営に関し必要な事項は、知事が定め

る。

附 則

この要領は、昭和 54 年 11 月 14 日から施行する。

この改正は、昭和 57 年５月 18 日から施行する。

この改正は、昭和 58 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 59 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 60 年４月１日から施行する。
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この改正は、昭和 61 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 62 年４月１日から施行する。

この改正は、昭和 63 年４月１日から施行する。

この改正は、平成元年４月１日から施行する。

この改正は、平成２年４月１日から施行する。

この改正は、平成３年４月１日から施行する。

この改正は、平成４年４月１日から施行する。

この改正は、平成５年４月１日から施行する。

この改正は、平成８年４月１日から施行する。

この改正は、平成９年４月１日から施行する。

この改正は、平成 10 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 10 年６月 15 日から施行する。

この改正は、平成 11 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 12 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 13 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 14 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 15 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 15 年７月 25 日から施行する。

この改正は、平成 16 年１月５日から施行する。

この改正は、平成 16 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 17 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 17 年７月１日から施行する。

この改正は、平成 17 年８月 10 日から施行する。

この改正は、平成 18 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 19 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 20 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 20 年 11 月１日から施行する。

この改正は、平成 21 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 21 年 10 月 15 日から施行する。

この改正は、平成 22 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 23 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 24 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 25 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 26 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 27 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 28 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 29 年４月１日から施行する。

この改正は、平成 30 年４月１日から施行する。
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危 対 第 3 3 2 号

平成 30 年２月１日

知事戦略局広聴広報課長 様

危機管理部各課長 様

危機対策課長

「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）発表時の県が実施する

防災対応における事前配備体制について

「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）発表時の県が実施する防災対応につい

ては、平成 29 年 10 月 27 日付け危政第 118 号危機管理部長通知において、「「東海地

震に関連する情報」（東海地震調査情報（臨時）、東海地震注意情報）に対応した静岡

県地域防災計画で定めている防災対応に準じた形で運用する」とされたところです。

このうち、南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した旨の

臨時情報発表時の対応である事前配備体制（情報収集体制）については、地域防災計

画及び静岡県地域防災計画に基づく東海地震に関連する情報発表時の配備体制に関

し必要な事項を定めた静岡県地震災害警戒本部等運営要領の定めを、別記のとおり読

み替えて運用するので、所属職員への周知をお願いします。

担当 対策班 木村

電話 内線 3601
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（別記）

１ 読み替え対象

・ 静岡県地域防災計画（地震対策の巻）第４章第１節１「東海地震に関連する情

報の発表時の配備体制とその基準」

・ 静岡県地震災害警戒本部等運営要領別表共通の１「東海地震に関連する情報の

発表時の配備体制とその基準」

２ 読み替え内容

３ 読み替え後

読み替え前 読み替え後

警戒体制 情報収集体制

で情報収集及び連絡活動を行い、事

態の推移に伴い、状況により他の職

員を動員できる

所要の人員による、情報収集及び連絡活

動を主とした

東海地震に関連する情報である「東

海地震に関連する調査情報（臨時）」

南海トラフ沿いの大規模な地震と関連

するかどうか調査を開始した旨の臨時

情報

危機管理部 危機管理部、企業局、教育委員会事務局

必要な地域危機管理局
必要な地域危機管理局、企業局東部事務

所、企業局西部事務所

配備体制 配備基準 配備局等

事
前
配
備
体
制

【情報収集体制】

各所属所要の人員

による、情報収集

及び連絡活動を主

とした体制

気象庁が南海トラ

フ沿いの大規模な

地震と関連するか

どうか調査を開始

した旨の臨時情報

を発表した時

本
庁

知事戦略局広聴広報課、文

化・観光部空港振興局、交通

基盤部、危機管理部、企業局、

教育委員会事務局

出
先

土木事務所、港管理局、港管

理事務所、空港管理事務所、

漁港管理事務所、必要な地域

危機管理局、企業局東部事務

所、企業局西部事務所

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）
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災害応急対策要員及び地震防災応急対策要員指名要領

１ 目的

静岡県災害対策本部条例（昭和37年条例第43号）第２条第４項に規定する本部職員

（以下「災害応急対策要員」という。）及び静岡県地震災害警戒本部条例（昭和54年条

例第30号）第２条第３項に規定する本部職員（以下「地震防災応急対策要員」という。）

の指名に関し、その手続き等を次のとおり定める。

２ 要員

(1) 要員区分

災害応急対策要員及び地震防災応急対策要員（以下総称する場合「要員」という。）

を次のとおり区分し、職員（再任用職員を含む。以下同じ。）をいずれかの要員に指

名する。

なお、各要員が属する組織及び分掌事務は、静岡県災害対策本部運営要領（昭和

37年12月14日施行）又は静岡県地震災害警戒本部等運営要領（昭和54年11月14日施

行）の定めるところによる。

① 指令部員

指令部の事務を処理する要員。

② 方面本部指令班員

方面本部指令班の事務を処理する要員。

③ 市町情報収集要員

市町災害対策本部又は市町地震災害警戒本部に派遣され、被害情報の収集及び

連絡調整等の事務に従事する要員。

④ 各部（方面本部）各班員

各部（方面本部）各班の事務を処理する要員。

⑤ 拠点要員

航空搬送拠点又は広域物資輸送拠点（以下総称する場合「拠点」という。）にお

いて、重症患者等の搬送又は緊急物資の荷捌き調整等の事務に従事する要員。

⑥ 業務調整要員

上記①から⑤のいずれにも属さず、本部長又は方面本部長が指示する業務に従

事する要員。

なお、発災初期においては、原則として方面本部指令班応援要員として、方面

本部指令班の事務を補助するものとする（賀茂危機管理庁舎並びに東部、藤枝及

び中遠総合庁舎に参集する者に限る。）。

(2) 時間帯による区分

災害時等において迅速な災害応急対策等の事務に従事させるため、次のとおり勤

務中・勤務外に区分して要員指名を行うものとする。

① 勤務中要員

上記(1)の要員のうち、原則勤務中に災害が発生し、又は南海トラフ地震臨時情
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報が発表された場合に従事する要員。

② 勤務外要員

上記(1)の要員のうち、原則勤務外に災害が発生し、又は南海トラフ地震臨時情

報が発表された場合に従事する要員。

なお、本要領でいう「勤務」とは、勤務時間の内外を問わず勤務所で業務に従

事している状況をいい、勤務時間外に現に勤務している場合は、「勤務中」として

取り扱う。

(3) 任務上の区分

① 基幹要員

上記(1)の要員のうち、各組織の運営の中心となる要員をいい、原則として勤務

中・勤務外を問わず要員として従事可能な職員をもって構成する。

② 応援要員

上記(1)の要員のうち、基幹要員の事務を補佐する要員。

３ 指名の手順

(1) 前年度中に行う事務

以下の区分ごとに記載した順番で指名する。

① 本庁職員

ア 指令部員

イ 空港現地運用班員

ウ 市町情報収集要員（注１）

エ 各部（方面本部）各班員

オ 拠点要員（応援要員）（注１）

カ 業務調整要員（注２）

② 出先機関職員

ア 方面本部指令班員

イ 空港現地運用班員

ウ 市町情報収集要員（注１）

エ 方面本部各班員

オ 拠点要員（基幹要員）

カ 拠点要員（応援要員）（注１）

キ 業務調整要員（注２）

（注１）前年度に指名されていた職員のうち、引き続き指名可能な職員。

（注２）いずれの要員にも指名されていない職員（暫定的に指名）。

(2) 年度当初に行う事務

危機管理監又は各地域局長は、原則として４月下旬までに以下の①～③の順番で

指名する。各部局長及び各出先機関の長は、前年度中に要員指名されていない職員

（暫定的に業務調整要員として指名される職員）を、様式４により危機管理監又は

各地域局長に推薦する。
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① 市町情報収集要員

② 拠点要員（応援要員）

③ 業務調整要員

４ 要員区分ごとの指名手続き

(1) 指令部員（空港現地運用班員を除く）

① 構成

指令部員は、危機管理部職員と各部局長から推薦された者で構成する。

② 推薦手順

各部局長は、本庁に勤務する部局内職員の中から、別紙１に定める人員を健

康状態、住所、防災業務経験等を考慮のうえ、様式１により危機管理監に推薦

する。

なお、推薦者は、原則として入庁３年以上の職員とし、健康状態が概ね良好

な職員の中から、徒歩、自転車、バイクで原則として30分程度で参集できる者

とする。

③ 留意事項

ア 各部局長の推薦に当たっては、防災業務経験者を優先する。

イ 人事異動や健康状況等の特段の事情のない限り、原則指名を継続する。

ウ 各部局において、災害応急対策又は地震防災応急対策に必要となる専門の技

術職員については、推薦対象者から除外することができる。

エ 介護又は保育等を行う必要がある職員について配慮すること。

オ 各所属のＢＣＰ（業務継続計画）に配慮すること。

(2) 空港現地運用班員

① 推薦手順

各部局長は、本庁に勤務する部局内職員の中から、別紙１に定める人員を健

康状態、住所、防災業務経験等を考慮のうえ、様式１により危機管理監に推薦

する。

なお、推薦者は、原則として入庁３年以上の職員とし、健康状態が概ね良好

な職員の中から、徒歩、自転車、バイクで富士山静岡空港まで原則として60分

程度で参集できる者とする。

② 留意事項

ア 各部局長の推薦に当たっては、防災業務経験者を優先する。

イ 人事異動や健康状況等の特段の事情のない限り、原則指名を継続する。

ウ 各部局において、災害応急対策又は地震防災応急対策に必要となる専門の技

術職員については、推薦対象者から除外することができる。

エ 介護又は保育等を行う必要がある職員について配慮すること。

オ 各所属のＢＣＰ（業務継続計画）に配慮すること。

③ その他

別紙２に掲げる人員については、地域局長（賀茂を除く）が管内出先機関の職
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員の中から危機管理監に要員を推薦し、危機管理監は３月末までに要員を指名す

る。

(3) 方面本部指令班員

① 構成

方面本部指令班員は、地域局の職員と各出先機関の長から推薦された者で構成

する。

② 推薦手順

ア 推薦者数の割当て

地域局長は、別紙２を参考に方面本部指令班を構成する要員数を定め、その

数を管内の出先機関に割り当てる。

なお、別紙２は管内市町数等を基礎に指令班員数の目安を示したものであり、

地域局長は、方面本部の実情に応じて変更することができる。

イ 推薦要領

上記アにより割当てを受けた出先機関の長は、所属職員の中から、健康状態、

住所、防災業務経験等を考慮のうえ、様式２により地域局長等に推薦する。

なお、推薦の対象者は、原則入庁３年以上の職員とし、健康状態が概ね良好

な職員の中から、徒歩、自転車、バイクで原則として30分以内で参集できる者

とする。また、東部地域局管内の出先機関の長は、所属職員に熱海市居住者(出

先機関の課長以上及び前年度から継続して指名する市町情報収集要員を除く)

がいる場合は、上記アにより割当てられた人数に関わらず、熱海総合庁舎にお

ける要員とするために東部地域局長に推薦する。

③ 留意事項

ア 推薦に当たっては、防災業務経験者を優先すること。

イ 人事異動や健康状況等の特段の事情のない限り、原則指名を継続すること。

ウ 各出先機関において、災害応急対策又は南海トラフ地震臨時情報発表時に県

が実施する応急対策に必要となる専門の技術職員については、推薦対象者から

除外することができる。

エ 介護又は保育等を行う必要がある職員について配慮すること。

オ 各出先機関のＢＣＰ（業務継続計画）に配慮すること。

(4) 市町情報収集要員

「静岡県災害対策本部運営要領等に基づき市町に派遣する職員の取扱い（通知）」

に定めるところによるほか、以下の手続きにより指名を行うものとする。

① 各部局及び各出先機関の長は、所属職員のうち、前年度に市町情報収集要員と

して指名されていた職員について、人事異動状況、本人の健康状態等を考慮のう

え、継続して指名可能な要員を、様式３－１及び様式３－２により勤務中・外の

別に地域局長に推薦する（本庁各部局にあっては、危機対策課経由とする。）。

② 上記アにより必要な要員数を確保できない場合は、地域局長は各部局及び各出

先機関から提出された様式４をもとに、関係する部局及び出先機関に要員の割当

てを行い、関係する各部局長及び各出先機関の長に推薦を依頼する。
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③ 上記イにより割当てを受けた部局長及び出先機関の長は、所属職員の中から住

所等を考慮し、勤務中・外の要員別に様式４により各地域局長に推薦する。

なお、推薦に当たっては、勤務中・外を問わず市町情報収集要員として従事可

能な職員を優先する。

(5) 各部（方面本部）各班員

① 各部局長及び各出先機関の長は、所属職員（勤務場所が離れている職員を含む）

の中から、その分掌する事務を行わせるために必要な人員をあらかじめ定め、各

部（方面本部）各班員として指名する。

② 勤務外に要員が不足する組織においては、同一部局内で適宜調整を行い、他の

所属に勤務する職員を当該班員として事務に従事させることができる。

ただし、建築関係技術職員については、部を超えて各部（方面本部）各班員と

して事務に従事させることができる。

(6) 拠点要員

① 推薦手順

ア 基幹要員

拠点の運営事務を所管する出先機関の長は、別紙３を参考に当該拠点に係る

運営事務を行わせるために必要な人員をあらかじめ定め、所属職員の中から拠

点要員（基幹要員）を指名する。

イ 応援要員

(ｱ) 地域局長は、拠点の運営事務を所管する出先機関の長と協議のうえ、別紙３

を参考に拠点要員（応援要員）として必要な要員数をあらかじめ定める。

(ｲ) 各部局及び各出先機関の長は、所属職員のうち、前年度に拠点要員（応援要

員）として指名されていた職員について、人事異動状況、本人の健康状態等を

考慮のうえ、継続して指名可能な拠点要員（応援要員）を、様式３－１及び様

式３－２により勤務中・外の要員別に地域局長に推薦する（本庁各部局にあっ

ては、危機対策課経由とする。）。

(ｳ) 上記(ｲ)に定める推薦の対象は、健康状態が概ね良好な職員の中から、徒歩、

自転車、バイクで原則として60分以内で参集できる者とする。

(ｴ) 必要な要員数を確保できない場合は、地域局長は、各部局及び各出先機関か

ら提出される様式４を参考に要員の割当てを行い、関係する各部局長及び各出

先機関の長に推薦を依頼する。

(ｵ) 上記(ｴ)により推薦依頼を受けた各部局長及び出先機関の長は、所属職員の

中から、健康状態及び住所等を考慮し、拠点要員（応援要員）を勤務中・外の

要員別に様式４により各地域局長に推薦する。

(ｶ) 地域局長は、上記(ｲ)又は(ｵ)により推薦のあった職員を勤務中・外の要員別

に拠点要員（応援要員）として指名するとともに、その結果を拠点の運営事務

を所管する出先機関の長に報告する。

② 留意事項

ア 人事異動や健康状態等の特段の事情のない限り、原則指名を継続する。
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イ 拠点要員の指名に当たっては、発災直後の業務の優先度に鑑み、航空搬送拠

点の要員確保に配慮する（航空搬送拠点要員は、業務の収束後、方面本部長の

指示により、広域物資輸送拠点業務など他の業務へ従事することがある。）。

(7) 業務調整要員

危機管理監又は地域局長は、上記(1)から(6)により指名された要員以外の者を業

務調整要員として指名するとともに、業務調整要員の参集先の庁舎を管理する出先

機関の長に報告する。

５ 指名した要員の報告

(1) 各部局長は、所管する部局（本庁のみ）の要員数を、様式５－１により危機管理

監へ報告する。

(2) 各出先機関の長は、所属の要員数を、様式５－１により所管の地域局長へ報告し、

各地域局長は、方面本部の要員数を取りまとめて様式５－１により危機管理監へ報

告する。

また、各地域局長は、方面本部指令班の要員数を、様式５－２により危機管理監

へ報告する。

(3) 地域局長は、市町情報収集要員の指名状況を、様式６により危機管理監に報告す

る。

(4) 各部局長は、所管する各部（方面本部）各班員の指名状況を把握しておく。

６ 要員指名の変更等

各部局長及び各出先機関の長は、職員の人事異動、住所の変更、健康状態若しくは

家庭の事情等により、要員指名の変更が生じた場合、速やかに上記５の報告先に変更

内容を報告する。

７ 再任用職員の取扱い

再任用職員は、職員定数にカウントされ、身分上は一般職員と同様であることから、

原則として要員に指名する。

ただし、再任用職員のうち短時間勤務の職員は、変則的な勤務形態であること等を

踏まえ、各所属が所掌する事務のうち補助的な事務に従事させることを基本とする。

８ 所属長等の責務

(1) 各所属長は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合等における迅速な初動体

制の確立を図るため、所属職員の静岡県危機管理情報一斉配信システムへの登録を

推進する。

(2) 各所属長は、所属職員に要員区分、参集場所、職務内容等を周知するとともに、

勤務外における迅速かつ的確な参集を期するために、所属職員の電話連絡網等を整

備する。

(3) 各所属長は、所属職員に対し、災害時に各人が担当する事務について常に研修さ
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せるとともに、災害時に対処すべき事務等をマニュアル等に整理するなど、日頃か

ら防災事務の的確な準備を欠かさないものとする。

また、勤務外における応援要員として方面本部指令班等における初動対応に従事

することとなる者に対する研修・訓練について配慮するものとする。

(4) 所属長の職務代理者の指名

各所属長は、居住地その他の事情等により、直ちに本部又は方面本部の業務に就

くことが困難な場合を想定し、当該所属職員の中から、職位、健康状態及び住所等

を考慮し、職務代理者をあらかじめ指名しておくものとする。

(5) 事前配備体制時に参集する要員の指名

静岡県災害対策本部運営要領別表共通の１により事前配備体制をとる所属の長は、

事前配備体制時に参集する要員について、当該所属の職員の中から事務分掌、職位、

健康状態及び住所等を考慮し、あらかじめ指名しておく。

９ 個人情報の取扱い

要員指名名簿等に記載された個人情報については、静岡県個人情報保護条例等の関

係規定に基づき、その取扱いについて十分に留意するものとする。

10 その他

(1) 指令部員及び方面本部指令班員の応援要員

危機管理部職員（本庁・出先機関）及び経営管理部地域局職員のうち、勤務外に

職場への参集が困難な者については、最寄りの庁舎（本庁、賀茂、東部、藤枝、中

遠）へ参集し、交通状況が改善するまでの間、本部指令部又は方面本部指令班の応

援要員として、当該事務を補助するものとする。

なお、危機管理部職員（本庁・出先機関）及び経営管理部地域局職員の要員指名

状況については、様式７により関係所属間で相互に情報共有する。

附 則

この要領は、平成24年３月21日から施行する。

附 則

この改正は、平成25年３月19日から施行する。

附 則

この改正は、平成27年３月18日から施行する。

附 則

この改正は、平成28年３月18日から施行する。
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附 則

この改正は、平成29年３月17日から施行する。

附 則

この改正は、平成30年３月16日から施行する。

附 則

この改正は、平成31年３月15日から施行する。

附 則

この改正は、令和２年３月16日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年３月15日から施行する。

附 則

この改正は、令和４年３月14日から施行する。

-126-



別紙１

うち
空港現地
運用班

7 2 3 1 7 32 5 56

広 聴 広 報 課 23 23

デ ジ タ ル 戦 略 局 2 4 4 5 15

上記以外 5 2 3 1 3 5 18

11 14 21 3 13 9 6 74

7 6 2 10 7 1 33

2 2 6 1 3 8 3 24

2 1 8 1 11 2 3 27

3 7 1 2 12

3 5 15 1 24 3 2 52

エ ネ ル ギ ー 政 策 課 1 1 2

上 記 以 外 3 4 15 1 24 3 1 50

2 1 10 4 17

建 設 経 済 局

建 築 管 理 局

上記以外 1 1 9 2 13

6 2 4 12

1 2 3

3 1 4

5 3 1 9

46 42 73 8 81 56 15 14 327

注  １  本表は、災害対策本部及び地震災害警戒本部に係る指令部員の構成に関するものである。

    ２  中長期G要員の推薦にあたっては、知事、副知事の秘書は推薦しないこと。

　　　　また、議会事務局の中長期G要員は総括班業務に従事するとともに、議会との連絡調整業務も担当する。

　　３　対策Gには、消防防災航空隊職員を含み、総務班には、地震防災センター職員を含む。

    ４　災害対策本部等の体制見直しに伴い、今後、構成人数を変更することがある。

指令部各班等の部局等指名状況一覧表

指令部各班 対策G

部   局

知事直轄組織

危機管理部

経営管理部

くらし・環境部

スポーツ・文化観光部

健康福祉部

経済産業部

交通基盤部

出納局

企業局

県 議 会 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

労 働 委 員 会 事 務 局

収 用 委 員 会 事 務 局

教 育 委 員 会 事 務 局

合       計

総務班 支援調整G 情報G 広報班 原子力班 通信班 計

1 1 2 4

1 1 2 4
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別紙２

指令班各係

方面本部

14 14 21 3 3 0 55

28 26 40 10 12 16 132

23 26 24 7 6 0 86

23 28 28 7 9 16 111

74 80 92 27 27 32 332

 注 １  本表は、方面本部の管内人口や市町数等をもとに各方面本部の基準となる方面本部指令班員数を

        示したものであり、各方面本部の実情に応じて指令班員数を変更できるので留意すること。

　　２　支援係については、原則として地域局地域課の職員を複数名充てること（他の係との兼務も可）。

　　３　駐在については、原則として財務事務所、健康福祉センター、農林、土木事務所の職員を充てること。

　　４　表中の情報係の人数には、市町情報収集要員は含まれていない。

    ５  地域局職員を各係に最低１名、配置することを基準として、勤務ローテーションを組むこととする。

賀茂 沼津 富士 静岡 藤枝 磐田 浜松

6 10 6 9 8 8 9

注 １  本表は、方面本部物資班を担当する各農林事務所の要員数である。

注 ２　広域物資輸送拠点係員の人数は、本表の要員数に含まない。  

空港現地運用班

注  東部・中部・西部地域局は、管内の出先機関の職員の中から要員を危機管理監に推薦し、危機管理監が指名する。

　　なお、各地域局の定員の割り振りは、危機対策課が中心となり、その都度調整を行う。

方面本部指令班の基準班員数

賀　　茂

東　　部

中　　部

西　　部

合　　計

方面本部物資班の基準班員数

班　区　分

班別人数

指令部対策班空港現地運用班の基準班員数

班・係名 設置場所 東部・中部・西部

富士山静岡空港 6

総務係 対策係 情報係 支援係 駐在
交通

誘導係
計
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別紙３

(1) 拠点要員の指定基準

　①　方面本部健康福祉班航空搬送拠点係

東部健康福祉センター

沼津財務事務所

その他の所属

計

中部健康福祉センター

藤枝財務事務所

その他の所属

計

西部健康福祉センター

浜松財務事務所

その他の所属

計

注 １  本表は、方面本部健康福祉班航空搬送拠点係を構成する事務所の基本的な編成人員を示したものであり、

       各事務所の実情に応じて人員数を変更できるので留意すること。

　 　　なお、管内の居住者数等の実情により必要な要員数の確保が困難な場合は、参集した業務調整要員の中から優先的

　 　　に当該事務に従事させるなど必要な対応を検討しておくこと。

    ２　１で定めた人員を確保できない場合は、地域局に調整を依頼し、他の方面本部の所管事務所勤務者等で当該

　　　　航空搬送拠点の近傍に居住している者を要員として指名する。

    ３  要員の居住地、地域の実情等に応じて、要員の参集先を別に定めることも可とする。

　②　方面本部物資班広域物資輸送拠点係

賀茂農林事務所

下田財務事務所

その他の所属

計

熱海財務事務所

沼津財務事務所

東部農林事務所

その他の所属

計

富士農林事務所

富士財務事務所

その他の所属

計

拠点要員の指定基準

要員区分

方面本部

12 12

40 40

50 50

12 90 102

12 12

19 19

71 71

12 90 102

12 12

55 55

35 35

12 90 102

合       計 36 270 306

要　員　区　分

方面本部・地域

12 12

4 4

8 8

12 12 24

15 15

10 10

40 40

50 50

65 50 115

22 22

14 14

46 46

36 46 82

基幹要員 応援要員 計 係設置場所 要員参集先

東
部

愛鷹広域公園（沼津
市）

東部健康福祉セン
ター

中
部

富士山静岡空港　　
（牧之原市）

中部健康福祉セン
ター

西
部

航空自衛隊浜松基地
（浜松市）

浜松総合庁舎（１
階災害対策室)

基幹要員 応援要員 計 要員参集先 配置する広域物資輸送拠点

賀
茂

賀茂農林事務所
・㈱河津建設資材倉庫（下
田市）

沼
津

東部農林事務所

富
士

富士農林事務所

東
部

・キラメッセ沼津（沼津
市）
・愛鷹広域公園（沼津市）
・富士市産業交流展示場
（富士市）
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中部農林事務所

静岡財務事務所

その他の所属

計

志太榛原農林事務所

その他の所属

計

中遠農林事務所

磐田財務事務所

その他の所属

計

西部農林事務所

その他の所属

計

注 １  本表は、方面本部物資班広域物資輸送拠点係を構成する事務所の基準となる編成人員を示したものであり、各事務所の

       実情に応じて編成事務所、人員数を変更できるので留意すること。

　 　　なお、管内の居住者数等の実情により必要な要員数の確保が困難な場合は、参集した業務調整要員の中から優先的

　 　　に当該事務に従事させる物資班相互で地域間調整を図るなど必要な対応を検討しておくこと。

    ２　１で定めた人員を確保できない場合は、地域局に調整を依頼し、他の方面本部の所管事務所勤務者等で当該

　　　　参集先農林事務所の近傍に居住している者を要員として指名する。

    ３  要員の居住地、地域の実情等に応じて、要員の参集先を別に定めることも可とする。

　　４　富士山静岡空港（臨時）の要員（５名）は、拠点に常駐し、空港現地運用班の指揮下で活動する。

　③　方面本部土木班が所管する港湾における物資関連業務従事要員

 　防災応急対策の進捗状況に応じ、業務調整要員の中から、地域局長が優先的に

指名する。

(2) 拠点要員の配置基準及び従事業務

注　  本表は、現場業務の標準業務量等をもとに基準となる現場業務要員数を示したものであり、各現場の実情に応じて

      要員数を変更できるので留意すること。

30 30

20 20

34 34

30 54 84

34 34

48 48

34 48 82

36 36

6 6

40 40

36 46 82

34 34

50 50

34 50 84

合       計 247 306 553

区　　　　　　分
要員配置基準

（１拠点あたり）
従事業務

 方面本部健康福祉班航空搬送拠点係 51名×2交代
・担架による患者の搬送
・患者の出入り管理

 方面本部物資班広域物資輸送拠点係 約40名×2交代
・緊急物資の受入、荷捌き
・市町村払出、出納管理

 方面本部土木班が所管する港湾におけ
 る物資関連業務従事要員

約20名×2交代 ・港湾を利用した緊急物資の受入

静
岡

中部農林事務所

藤
枝

志太榛原農林事務所

袋
井

中遠農林事務所

浜
松

西部農林事務所

中
部

・静岡産業支援センター
（静岡市）
・大井川農業協同組合農産
物集出荷場（藤枝市）
・富士山静岡空港（臨時）

西
部

・小笠山総合運動公園（袋
井市）
・浜松市総合産業展示館
（浜松市）
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様
式

１

担
当

所
属

：

担
当

者
名

：

電
話

番
号

：

指
令

部
各

班
名

所
属

部
局

所
属

課
等

住
所

(
番

地
除

く
)

職
氏

 
 
 
 
 
 
名

防
災

業
務

経
験

の
有

無

（
注

）
所

属
部

局
、

所
属

課
・

総
務

監
等

は
新

組
織

に
お

け
る

名
称

を
記

入
す

る
。

　
　

　
「

防
災

経
験

の
有

無
」

と
は

、
過

去
に

防
災

・
危

機
管

理
担

当
部

局
（

出
先

機
関

を
含

む
）
に

在
籍

の
有

無
を

い
う

。

指
 
令

 
部

 
員

 
推

 
薦

 
調

 
書
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様
式

２

担
当

所
属

：

担
当

者
名

：

電
話

番
号

：

係
名

等
所

 
 属

職
氏

 
 
 
 
 
 
名

住
 
 
 
 
 
所

（
番

地
除

く
）

防
災

業
務

　
　

経
験

の
有

無

（
注

）
所

属
は
、

新
年

度
の

組
織

に
お

け
る

名
称

を
記

入
す

る
。

　
　

　
「

防
災
経

験
の

有
無

」
と

は
、

過
去

に
防

災
・

危
機

管
理

担
当

部
局

（
出

先
機

関
を

含
む

）
に

在
籍

の
有

無
を

い
う
。

方
　

面
　

本
　

部
 
 
指

　
令

 
 
班

 
 
員

　
推

 
 
薦

 
 
（

 
 
報

 
 
告

 
 
）

 
 
調

 
 
書
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様
式

３
－

１

担
当

所
属

：
担

当
者

名
：

電
話

番
号

：

＜
勤

務
中

要
員

＞

市
町

名
要

員
区

分
所

属
部

局
・

所
属

事
務

所
所

属
課

等
住

所
(
番

地
除

く
)

職
氏

 
 
 
 
 
 
名

推
薦

（
注

１
）

「
推

薦
」

欄
に

は
、

人
事

異
動

の
状

況
や

、
健

康
状

態
、

住
所

等
を

踏
ま

え
て

、
引

き
続

き
要

員
と

し
て

指
名

す
る

こ
と

が

　
　

　
　

可
能

か
否

か
を

「
○

」
及

び
「

×
」

印
で

明
示

す
る

。

（
注

２
）

推
薦

職
員

に
つ

い
て

は
、

組
織

改
正

に
よ

り
所

属
名

が
変

わ
っ

た
場

合
や

、
職

員
の

姓
が

変
わ

っ
た

場
合

な
ど

、

　
　

　
　

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
る

場
合

は
、

見
え

消
し

で
修

正
す

る
。

市
町

情
報

収
集

要
員

及
び

拠
点

要
員

（
応

援
要

員
）

名
簿

（
前

年
度

か
ら

継
続

し
て

指
名

す
る

要
員

名
簿

 
兼

 
推

薦
調

書
）

３
月

中
に

使
用
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様
式

３
－

２

担
当

所
属

：
担

当
者

名
：

電
話

番
号

：

＜
勤

務
外

要
員

＞

市
町

名
要

員
区

分
所

属
部

局
・

所
属

事
務

所
所

属
課

等
住

所
(
番

地
除

く
)

職
氏

 
 
 
 
 
 
名

推
薦

（
注

１
）

「
推

薦
」

欄
に

は
、

人
事

異
動

の
状

況
や

、
健

康
状

態
、

住
所

等
を

踏
ま

え
て

、
引

き
続

き
要

員
と

し
て

指
名

す
る

こ
と

が

　
　

　
　

可
能

か
否

か
を

「
○

」
及

び
「

×
」

印
で

明
示

す
る

。

（
注

２
）

推
薦

職
員

に
つ

い
て

は
、

組
織

改
正

に
よ

り
所

属
名

が
変

わ
っ

た
場

合
や

、
職

員
の

姓
が

変
わ

っ
た

場
合

な
ど

、

　
　

　
　

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
る

場
合

は
、

見
え

消
し

で
修

正
す

る
。

市
町

情
報

収
集

要
員

及
び

拠
点

要
員

（
応

援
要

員
）

名
簿

（
前

年
度

か
ら

継
続

し
て

指
名

す
る

要
員

名
簿

 
兼

 
推

薦
調

書
）

３
月

中
に

使
用
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様
式

４

担
当

所
属

：

担
当

者
名

：

電
話

番
号

：

市
町

情
報

収
集

要
員

拠
点
要
員

(応
援
要

員
)

業
務

調
整

要
員

市
町

情
報

収
集

要
員

拠
点

要
員

(応
援

要
員

)
業

務
調

整
要

員

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（
注

１
）

３
月

ま
で
に

要
員
指

名
さ

れ
て

い
な
い

職
員

（
暫
定

的
に

業
務
調

整
要

員
に

位
置
づ

け
ら

れ
て
い

る
職

員
）
に

つ
い

て
太

枠
内

を
記

入
す

る
。

な
お

、
勤

務
中

又
は

勤
務

外
の

い
ず

れ
か

の
み

　
　

　
　

指
名

さ
れ
て

い
る
職

員
に

つ
い

て
も
記

入
し

、
そ
の

職
員

に
つ
い

て
は

要
員

推
薦
欄

の
う

ち
、
勤

務
中

又
は
勤

務
外

の
い

ず
れ

か
既

に
指

名
さ

れ
て

い
る

欄
全

て
に

「
×

」
印

を
入

力
す

る
。

　
　

（
注

２
）

市
町

コ
ー
ド

欄
は
自

動
で

表
示

さ
れ
る

た
め

、
入
力

不
要

。
な
お

、
こ

の
欄

が
「

#N
/A
」

と
表
示

さ
れ

た
場
合

は
市

町
名

に
誤

り
が

あ
る

の
で

修
正

す
る

こ
と

。
（

注
３

）
住

所
欄

は
市

町
名
か

ら
記

入
す

る
こ
と

（
郡

名
は
不

要
）

。
な
お

、
大

字
名

（
町
名

）
ま

で
の
記

入
と

し
、
地

番
等

の
記

入
は

不
要

。
（

注
４

）
前

年
度

拠
点

要
員
区

分
は

、
航

空
搬
送

拠
点

係
か
広

域
物

資
輸
送

拠
点

係
か

の
別
を

選
択

入
力
す

る
。

　
　

　
　

な
お

、
前
年

度
の
要

員
区

分
が

拠
点
要

員
以

外
の
場

合
及

び
前
年

度
の

拠
点

要
員
区

分
が

不
明
の

場
合

は
入
力

不
要
。

（
注

５
）

要
員

推
薦
欄

は
、
危

機
管

理
部

又
は
地

域
局

か
ら
の

要
員

割
り
当

て
が

あ
っ

た
場
合

に
、

以
下
に

よ
り

必
要
事

項
を

記
入

す
る

こ
と

。
　

　
　

・
市

町
情

報
収

集
要
員

：
参

集
先

市
町
を

記
入

　
・
拠

点
要

員
：
「

搬
送

拠
点

」
又
は

「
物

資
拠
点

」
と

記
入
し

、
か

っ
こ

書
き

で
担

当
拠

点
名

（
例

：
浜

松
基

地
）

等
を

記
入

（
注

６
）

欄
が

足
り
な

い
際
は

適
宜

ペ
ー

ジ
を
追

加
し

て
記
入

の
こ

と
。
な

お
、

そ
の

際
は
「

市
町

コ
ー
ド

」
欄

の
計
算

式
と

「
前

年
度

拠
点

要
員

区
分

」
の

入
力

規
則

に
つ

い
て

も
併

せ
て

コ
ピ

ー
す

る
こ

と
。

市
町

情
報

収
集

要
員

、
拠

点
要

員
（

応
援

要
員

）
、

業
務

調
整

要
員

推
薦

名
簿

（
 
３

月
中

に
要

員
指

名
さ

れ
て

い
な

い
職

員
名

簿
 
）

要
員

推
薦

欄
　

（
注
５

）

勤
務

中
要

員
勤

務
外

要
員

所
属

部
局

・
所

属
事

務
所

所
属
課

等
職

氏
 
  
 
名

市
町

ｺ
ｰﾄ
ﾞ

(
注

２
)

住
  
 
 所

　
（
注

３
）

前
年
度

拠
点
要
員

区
分

（
注
４

）

備
考

４
月

以
降

に
使

用
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様式５－１

担 当 所 属 ：

担 当 者 名 ：

電 話 番 号 ：

勤務中 勤務外

うち空港現地運用班

(※３）

うち市町情報収集要員

うち建築関係要員　（※２）

(※４）

うち建築関係要員　（※２）

基 幹 要 員

応 援 要 員

小 計 0 0

基 幹 要 員

応 援 要 員

小 計 0 0

0 0

災害応急対策要員及び地震防災応急対策要員数報告書
（令和　　年　　月　　日現在）

要　員　区　分

本 部 員
方 面 本 部 員

指 令 部 員

方 面 本 部 指 令 班 員

各 部 各 班 員

方 面 本 部 各 班 員

業 務 調 整 要 員

合　　　　　　　　　計

※１　勤務中要員、勤務外要員をそれぞれ記入する。

※３　方面本部員と兼務のものは除く
※４　拠点要員は除く

拠 点 要 員
（ 航 空 搬 送 拠 点 係 ）

拠 点 要 員
（広域物資輸送拠点係 ）

※２　経営管理部（営繕関係）、くらし・環境部（建築住宅局）、交通基盤部（土木事務
　　　所）のみ記載
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様式５－２

担 当 所 属 ：

担 当 者 名 ：

電 話 番 号 ：

基準要員数

うち方面本部員と兼任

うち方面本部員と兼任

方 面 本 部 指 令 班 員 等 報 告 書

区　　　　　　分 要員数

指 令 班 長

指 令 班 副 班 長

総 務 係

対 策 係

情 報 係

支 援 係

駐 在

交 通 誘 導 係

市 町 情 報 収 集 要 員

合 計 0

※合計から方面本部員数を除いた人数は、様式５－１の「方面本部指令班員」の
　人数と合わせること
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様式６

担当所属：
担当者名：
電話番号：

要指名
要員数

指名済み
要員数

未指名
要員数

要指名
要員数

指名済み
要員数

未指名
要員数

下 田 市 0 0

東 伊 豆 町 0 0

河 津 町 0 0

南 伊 豆 町 0 0

松 崎 町 0 0

西 伊 豆 町 0 0

0 0 0 0 0 0

沼 津 市 0 0

熱 海 市 0 0

三 島 市 0 0

富 士 宮 市 0 0

伊 東 市 0 0

富 士 市 0 0

御 殿 場 市 0 0

裾 野 市 0 0

伊 豆 市 0 0

伊豆の国市 0 0

函 南 町 0 0

清 水 町 0 0

長 泉 町 0 0

小 山 町 0 0

0 0 0 0 0 0

静 岡 市 0 0

島 田 市 0 0

焼 津 市 0 0

藤 枝 市 0 0

牧 之 原 市 0 0

吉 田 町 0 0

川 根 本 町 0 0

0 0 0 0 0 0

浜 松 市 0 0

磐 田 市 0 0

掛 川 市 0 0

袋 井 市 0 0

湖 西 市 0 0

御 前 崎 市 0 0

菊 川 市 0 0

森 町 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

市町情報収集要員配置状況報告書

勤務中要員 勤務外要員

賀 茂 方 面 本 部 計

東 部 方 面 本 部 計

中 部 方 面 本 部 計

西 部 方 面 本 部 計

県 合 計

方面
本部

市町名

賀

茂

東

部

中

部

西

部
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様式７

所属（課等） 職 氏　　名 現住所 勤務中要員 勤務外要員

危機管理部及び経営管理部地域局要員名簿
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資料編Ⅰ

Ⅰ－12

○ 災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例

制定昭和 37 年 10 月 15 日 条例第 49 号

改正平成 27 年３月 20 日 条例第 32 号

条例第 49 号

災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例をここに公布する。

災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例

(趣旨)

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)第 84 条第 2 項の規

定に基づき、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関し、法令に定めるもののほか必要な事項

を定めるものとする。

(損害補償の種目)

第 2 条 損害補償の種目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

(4) 遺族補償

(5) 葬祭補償

(6) 打切り補償

(補償基礎額)

第 3 条 前条に規定する損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行なうものとする。

2 前項に規定する補償基礎額は、次のとおりとする。

(1) 法第 71 条第 1 項の規定により災害応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働

基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に規定する労働者である者については、災害救助法施行令(昭和 22 年政令

第 225 号。以下「令」という。)第 8 条第 2 項第 1 号の規定の例による。

(2) 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、令第 8 条第 2 項第 2 号の規定の例に

よる。

(3) 法第 71 条第 1 項の規定により災害応急措置の業務に協力した者については、静岡県警察官の職務に協

力援助した者の災害給付に関する条例(昭和 51 年条例第 59 号)第 4 条に規定する基礎額の例により知事が

定める額

(一部改正〔平成 27 年条例 32 号〕)

第 4 条 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償、打切り補償及び補償の重複禁止については、

令第 9 条から第 16 条までの規定の例による。

(一部改正〔平成 27 年条例 32 号〕)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 27 年 3 月 20 日条例第 32 号)

この条例は、公布の日から施行する。
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令和３年 11月 12 日

静岡県（危機管理部）

災害時における安否不明者の氏名等の公表について（方針）

１ 趣旨

災害時、被災地域において安否が分から ない者（ 以下「 安否不明者」と いう 。）

が多数発生するこ と が予想さ れるが、被災者の人命救助活動を 迅速・ 円滑に実

施するためには、 被災者を 早期に特定する必要がある。

安否不明者については、情報の確度が低い状況にあっ ても 、敢えて県がその

氏名等を 公表するこ と によっ て、多数の安否情報が得ら れ、安否不明者の絞り

込みが期待でき る。 こ れによっ て、 被災者に係る情報の確度が高まり 、 人命救

助活動の効率化が図ら れる。

こ のため、 災害時における安否不明者の氏名等の公表について方針を 定め、

災害が発生し た場合には、 市町等と 連携の上、 こ の方針に基づき 、 安否不明者

の氏名等を迅速かつ円滑に公表する。

２ 公表の目的

安否不明者を 絞り 込み、被災者を早期に特定すると と も に、 自衛隊・ 海上保

安庁・ 警察等（ 以下「 関係機関」 と いう 。） 及び消防等による捜索活動や救助

活動の効率化を 図るこ と により 、 被災後の生存率が高い期間内（ 概ね 72 時間

以内） での一刻も 早い人命救助につなげるこ と を目的と する。

また、 実際は無事であり ながら 安否不明と なっ ている 者を 減ら すこ と によ

り 、 家族等の心配の軽減につながるこ と と なる。

３ 安否不明者の定義

安否不明者と は、「 災害が発生し た地域に居住又は滞在し ていたと 思われる

者のう ち、災害発生後の一定時点において連絡が取れない者」（ 本人から 家族・

市町等に連絡でき ない場合、 または、 家族・ 市町等から 本人に連絡し ても 返信

がない場合のいずれかに該当する者） と する。

（ 例）・ 災害が原因で自分の安否を伝えるこ と ができ ない状態と なっ ているた

め、 連絡が取れない者
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・ いずれかの場所に避難し ているが、 電話や伝言等の連絡手段を失っ て

いて連絡が取れない者

・ 旅行や仕事等により 外出し ていて何ら かの理由で連絡が取れない者

（ 参考） 府政防第 972 号、 消防災第 132 号（ 令和３ 年９ 月）

通知「 災害時における安否不明者の氏名等の公表について」

「 安否不明者と は、 行方不明者と なる疑いのある者」 と する 。

「 行方不明者と は、当該災害が原因で所在不明と なり 、かつ、死亡

の疑いのある者」 と する。

４ 公表主体

① 住民基本台帳などに基づいて市町が把握し た安否不明者の氏名等につい

て、 市町が名簿を 作成し 、 県が公表する 。 または、 県と 市町が共同で公表

する。

② 関係機関が安否不明者の情報を 把握し た場合は、 県が情報提供を受け、

公表する。

市町は県が公表し た情報を共有する。

（ 注） 国の防災基本計画においては、 人的被害の人数については、 県が一元的

に集約するこ と と なっ ており 、 氏名等公表についても 、 こ れを 準拠し 、 県

が主体と なっ て行う こ と を 原則と する。

５ 公表する情報

（１）公表する情報

個人情報保護を基本と し た上で、 氏名、 住所（ 大字まで）、 性別（ 住民基

本台帳記載の性別） を公表する。

年齢は原則と し て公表対象と せず、 可能な場合に限っ て公表する。

（ 理由） 住民基本台帳等の生年月日から 年齢を 計算する場合、 業務の負担

が大き く 、 迅速な公表に支障を き たすおそれがあるこ と による。

（２）公表しない場合

ア 被災し たこ と が明ら かであり 、 捜索対象場所が特定さ れている など

行方不明であるこ と が高い確度で判明し ている場合
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イ ド メ スティ ッ ク バイ オレ ンスやスト ーカ ー、 児童虐待等の被害者で

ある場合

ウ 本人の権利利益が不当に侵害さ れるおそれが認めら れる場合

エ 家族等が公表を 明ら かに拒んでいる場合

６ 公表時期の目標

被災後 72 時間が人命救助に極めて重要な期間であるこ と を 踏まえ、 公表は

発災後概ね 48 時間以内を 目標（ 目安） と する。

なお、安否情報を 円滑に収集するため、公表予定時刻の一定時間前（ 約６ ～

12 時間前） までに、 報道機関等に対し 、 公表の時期を 予告すると と も に、 安

否情報の伝達の必要性について、 報道を 通じ て呼びかけても ら える よう 要請

する。

（ 公表時期の早期化は、無事が確認さ れている者も 誤っ て公表し てし まい、後

に苦情が出るおそれがあるが、 公表の効果を理解し 、 早期の公表に努める。）

７ 公表した情報の活用

公表し た情報については、 被災し て所在が分から ない者の捜索活動や救助

活動、避難場所や避難所の設置運営、支援物資の調達などの応急対策に活用す

る。

必要に応じ 、 被災し た範囲内において住戸情報と 安否不明者情報を 相互に

結び付けるこ と により 、 捜索マッ プを作成する。

８ 公表までの作業

安否不明者に関する情報については、 市町が収集・ 確認・ 集約を行い、 公表

用の名簿を 作成すると と も に、 公表後の安否情報を受け付ける連絡先（ 窓口、

電話番号、 メ ールアド レ ス等） を 定めた上で、 以下のと おり 作業を進める。

①市町は、 災害発生後、 人的被害状況を 一定程度把握でき たと き 、 または、

遅く と も 発災から 24 時間以内に、 住民基本台帳又は地図情報に基づき 、

被災し たと みら れる地域の住民の名簿作成に着手する。

②県は、災害状況から 見た必要性に応じ て、電子的地理情報やド ローン撮影

情報等を活用し て、 被災し たと みら れる地域と 住戸の範囲を 明示する。
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③市町は、市町及び消防等、市町の関係機関に寄せら れた安否不明者情報を

名簿に追加する。

④県及び市町は、 住民基本台帳では確認でき ない安否不明者を 把握するた

め、関係機関に対し 、通報のあっ た安否不明者の情報を 提供するよう 依頼

する。

⑤市町は、個人情報保護を 要する者（ 公表し ない場合に該当する者） を 確認

し 、 該当者がいた場合は、 名簿から 除外する。

⑥市町は、市町職員のほか、被災し たと みら れる地域の自治会役員や近隣住

民等から の情報及び避難者（ 避難施設の入所者） の情報等に基づき 、 安否

が確認でき ている者を名簿から 削除する。

⑦市町は、 自ら が把握し た安否不明者と 関係機関から 情報提供のあっ た安

否不明者について、重複し ている者を 確認し た上で、重複者を 市町の名簿

に掲載する。

⑧名簿掲載者については、 家族等が公表を明ら かに拒んでいる場合を 除き 、

同意は得ないこ と と し てやむを 得ない（ 同意を 得るこ と は作業上困難）。

⑨市町は、と り まと めた名簿を県に送付する。旅行者など市町を 特定でき な

い安否不明者については、 県が関係機関から 情報提供を 受ける。

⑩発災から 48 時間以内に、 県は、 市町から 提供を受けた情報と 関係機関か

ら 提供を受けた情報の内容を 精査・ 確認し 、市町・ 関係機関と 公表方法を

調整し た上で、公表する。公表する対象者が多数で全員分の名簿を整備す

る時間的な余裕がない場合は、 把握分から 先行し て順次公表する。

⑪なお、公表時期について、作業の進捗状況を 見つつ、事前に概ねの日時と 、

その時点の安否不明者数を公表する。 こ れにより 、 積極的な情報提供を促

す。

９ 公表及び追加情報の受付方法

（１） 公表の方法

県及び市町が各ホームページに名簿を 掲載する と と も に、 記者会見や資

料提供の方法により 報道機関に情報提供する。

名簿の内容に変更・ 追加があっ た場合は、市町は内容を 更新し て県に送付

する。 県は、 関係機関についても 同様に、 情報提供を受ける。
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県は更新後の名簿を ホームページに掲載（ 差し 替え） すると と も に、 報道

機関に資料提供する。

（２） 情報収集の方法

公表する際、 県・ 市町・ 関係機関の安否情報受付先（ 窓口、 電話番号、 メ

ールアド レ ス等） を 公示し て、 情報提供者の便に資する など円滑な情報収

集・ 情報集約に努める。

10 安否が確認できた場合の取扱い

氏名等の公表により 安否（ 無事又は行方不明、死亡） が確認でき た者につい

ては、安否の結果情報は公表せず、その都度、名簿から 氏名等の情報を削除す

る。

無事の場合は、 公表の目的に鑑み、 無事であるこ と を 公表する必要はない。

（ 仮に公表すると し た場合は、本人の同意を得る必要があるが、同意を得るこ

と に労力を 費やすこ と で、 優先すべき 災害対応業務に支障を き たすため）。

死亡・ 行方不明の場合、その者の氏名等の公表は別に定める方針に基づいて

行う 。

なお、安否情報の提供等に関する取扱いについては、公表と は別の対応と し

て、 災害対策基本法第 86 条の 15 の規定に留意する。

11 公表期間

公表後、 概ね 1 週間を 経過し ても 安否不明の状況が継続し 、 行方不明者と

判断さ れた場合には、安否不明者と し ての氏名等の公表は終了し 、行方不明者

の氏名等の公表の取扱いに切り 替える。
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【参考】

１ 関連法令等

(1) 静岡県個人情報保護条例（条例第 58 号）

ア 本人以外の者から 個人情報を 取得でき る場合

第 6 条（ 取得の制限） 第 2 項 第 3 号

「 人の生命、 身体又は財産の保護のために緊急に必要があると き 」

イ 実施機関が、 利用目的以外の目的のために個人情報を 利用、 提供で

き る場合

第 11 条（ 利用及び提供の制限） 第 2 項 第 4 号

「（ 抜粋） 本人以外の者に提供するこ と が明ら かに本人の利益にな

ると き 、その他保有個人情報を提供するこ と について特別の理由があ

ると き 」。 ただし 、 第 2 項では「（ 抜粋） 本人又は第三者の権利利益を

不当に侵害する おそれがある と 認めら れる と き は、 こ の限り ではな

い。」 と 規定。

(2) 災害対策基本法

第 86 条の 15（ 安否情報の提供等） 第 1 項

「（ 抜粋） 知事又は市町村長は、 災害の被災者の安否に関する情報につい

て照会があっ たと き は、 回答するこ と ができ る。」

２ 熱海市伊豆山土砂災害の事例

7 月５ 日早朝（ 災害発生から 約 44 時間後）、 県が熱海市と 協議し 、 安否不

明者の公表方針を 決定。 市、 警察が該当者の名簿作成に着手。

被災し たと みら れる地域の住民の名簿作成に当たっ ては、住宅地図ではな

く 、 住民基本台帳を 活用し て、 地番から 住民を抽出し て名簿を 作成し た。

その後、 被災地域の町内会長等を市役所に呼んで安否情報を 聞き 取っ た。

併せて、 市が住民基本台帳の閲覧制限等の情報を 確認し 、 ド メ スティ ッ ク バ

イ オレ ンス等による個人情報保護を要する 者を特定し た。

住民基本台帳から の抽出作業は数時間を 要し たが、膨大な作業にはなら な

かっ た。

市が把握し た住民基本台帳によ る 名簿と 警察が把握し た通報情報によ る

名簿の照合作業については警察が行っ た。

名簿作成後の公表に当たっ ては、 市は家族等の同意は取ら なかっ た（ 同意
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を 得るこ と を 条件と すると 、 迅速な公表は困難） が、 警察では、 届出を 受理

し た者について、 関係法令に基づき 、 届出人の意思等を 確認し た上で、 公表

する氏名を県に提供し た（ 警察情報は親族等から の届出によるも のであり 、

届出人の意思等を確認する必要があるほか、公表の妥当性について確認を必

要と し たため）。

7 月５ 日 20:30（ 災害発生から 約 58 時間後）、 県が、 市把握分 64 名の氏名

等を公表。 7 月６ 日 13:15（ 約 74 時間後）、 県と 警察が共同で警察把握分５

名の氏名等を 公表し た。

公表後は、 続々と 安否情報が入り 、 7 月 6 日までに 41 名の安否が判明し

た。市、警察が用意し た受付用電話は混乱（ 輻輳） するこ と はなく 機能し た。

市の名簿には２ 名の追加があり 、安否不明者と し て氏名等が公表さ れた者

は計 71 名と なっ た。 その後の安否判明により 、 行方不明と なっ た被災者は

27 名に特定さ れた。

３ 事前準備（あらかじめの備え）

(1) 基本的事項

熱海市の事例では、 公表を あら かじ め予定し ていなかっ たので、 公表決

定後、 手探り の作業と なっ た。 本方針において、 手順や留意点も 示し てい

るので、 それら を 参考にし 、 安否不明者の氏名等公表の訓練を 行う こ と が

求めら れる。

(2) 個別事項

ア 市町における個人情報保護の取扱いの確認

公表は県が主体的に行う も のと する が、 市町は、 各々の個人情報保護

条例等の内容を 確認する必要がある。

イ 安否情報受付用連絡先の設置

住民等から の安否情報連絡を受け付ける電話（ 番号・ 回線） やメ ール

アド レス等の連絡先を 用意する必要がある。

ウ 大規模災害を想定した事前準備

南海ト ラ フ 地震等の大規模災害を 想定し た被災地域の住民名簿の作

成、 安否不明者の抽出などの方法を検討する必要がある。
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令和３年 11月 12 日

静岡県（危機管理部）

災害時における行方不明者の氏名等の公表について（方針）

１ 公表の趣旨及び目的

安否不明者の氏名等を 公表し て概ね１ 週間を 経過し ても 、 安否情報が得ら

れない場合は、一時的に連絡が取れないのではなく、その者は被災した可能性

がきわめて高いことから、 行方不明の状況にあると 推定さ れる。

効率的な捜索・ 救助活動を 継続するため、安否不明者を行方不明者に切り 替

えて、 氏名等を 公表する。

なお、災害によっ ては、 安否不明者が存在せず、 早期に行方不明者が特定さ

れるこ と も 想定さ れるが、こ の場合も 捜索・ 救助活動の効率化につなげるため、

こ の方針に基づき 、 市町と 調整の上、 行方不明者の氏名等を 公表する。

２ 行方不明者の定義

行方不明者と は「 当該災害が原因で所在不明と なり 、 かつ、 死亡の疑いのあ

る者」 と する。

（ 消防庁災害報告取扱要領（ 平成 24 年３ 月消防応第 49 号） による）

３ 公表主体

行方不明者の氏名等について、 市町・ 関係機関（ 自衛隊・ 海上保安庁・ 警察

等） から の情報に基づいて、 県が公表する。 または、 県と 市町が共同で公表す

る。

（ 注） 国の防災基本計画においては、 人的被害の人数については、 県が一元

的に集約するこ と と なっ ており 、氏名等公表についても 、こ れを準拠し 、

県が主体と なっ て行う こ と を 原則と する。

４ 公表する情報

(1) 公表する情報

個人情報保護を基本と し た上で、 氏名、 住所（ 大字まで）、 性別（ 住民基本

台帳記載の性別） と する。

年齢は原則と し て公表対象と せず、 可能の場合に限っ て公表する。
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（ 理由） 住民基本台帳等の生年月日から 年齢を 計算する場合、 業務の負担

が大き く 、 迅速な公表に支障を き たすおそれがあるこ と による。

(2) 公表しない場合

ア 行方不明者の捜索場所が特定さ れている など、 公表が人命救助活動に

資するこ と がないと 判断さ れる場合

イ ド メ スティ ッ ク バイ オレ ンスやスト ーカ ー、 児童虐待等の被害者など

の場合

ウ 本人の権利利益を 不当に侵害するおそれが認めら れる場合

エ 家族等が公表を 明ら かに拒んでいる場合

５ 公表した情報の活用

公表し た情報については、 対象者の捜索活動や救助活動などの応急対策に

活用する。

６ 公表の時期・期間

安否不明者と し て概ね１ 週間が経過する などの理由によ り 行方不明者と 判

断さ れた時点から 公表する。安否不明者と し ての公表がなかっ た場合は、行方

不明者と 特定し た時点で公表する。

所在が明ら かになっ た場合は行方不明者と し ての公表は終了する。

行方不明が長期に及んだ場合、 公表は、 原則と し て、 災害発生から ３ ヶ 月以

内と する。（ 状況によっ て延長も 可と する。）

７ 公表までの作業

安否不明者を 公表し た場合は、 市町と 協議の上、 安否不明者名簿の表題を

「 行方不明になら れた方」 に切り 替えて行方不明者名簿と し 、県のホームペー

ジで公表すると と も に、 報道機関に提供する。

安否不明者の公表がなかっ た場合、市町はその都度名簿を 作成し 、安否不明

者の公表作業に準じ て行う も のと する。こ の際、家族等の明確な拒否がないこ

と を確認する（ 災害対応等の業務負担が大き く 、優先すべき 災害対応事務に支

障をき たすため確認作業ができ ない場合を 除く ）。

市町は、 行方不明者の情報を県に提供し 、 県は、 その内容を 精査・ 確認し て

公表する。

-149-



3

市町を 経由せず、関係機関から 直接県に情報提供があっ た場合は、県は名簿

を 作成するなど、 対象者を 精査・ 確認し て公表する。

内容に変更があっ た場合は、 随時、 県は市町・ 関係機関から 連絡を 受け、 名

簿を 更新し てホームページ及び報道機関に資料提供する。

８ 公表方法

県及び市町が各ホームページで氏名等（ 複数の場合は名簿） を掲載すると と

も に、 記者会見や資料提供の方法により 報道機関に情報提供する。

追加があっ た場合は、 その都度、 同様の方法により 情報提供する。

９ 行方不明情報の収集・集約

行方不明者に関する情報の連絡先は、 県・ 市町・ 関係機関の安否情報受付用

電話番号等をそのまま活用する。

10 所在が明らかになった場合の公表の可否

無事が確認でき た者の情報は公表し ないが、死亡の場合は、死亡者の氏名等

（ 複数の場合は名簿） の公表の取扱いによるも のと する。
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【参考】

１ 関連法令等

(1) 防災基本計画（国）

第 2 編 第 2 章 第 2 節

１ 災害情報の収集・ 連絡

（ ３ ） 災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・ 連絡

「（ 抜粋） 人的被害の数（ 死者・ 行方不明者数をいう 。） について

は、都道府県が一元的に集約、調整を 行う も のと する。都道府県は、

関係機関と の連携のも と 、 整理・ 突合・ 精査を行い、 直ちに消防庁

へ報告するも のと する。 また、 人的被害の数について広報を 行う 際

には、 市町村等と 密接に連携し ながら 適切に行う も のと する。」

(2) 消防庁災害報告取扱要領（平成２４年３月消防応第４９号）

行方不明と は、「 当該災害が原因で所在不明と なり 、 かつ死亡の疑いの

あるも の」。 また、 次の場合で、 死体が見つから ないと き は「 行方不明者」

と し て計上する。

ア 戸籍法第 86 条に基づく 死亡届が提出さ れたも の

イ 戸籍法第 89 条に基づく 官公署から 市町村長に報告があっ たも の

ウ 民法第 30 条に基づく 家庭裁判所による失踪宣告がさ れたも の

エ 災害弔慰金支給法第４ 条に基づく 死亡推定

オ 警察において、当該災害で行方不明と の相談・受理を し ているも の

カ 住民から の情報提供等によ り 市町村等において行方不明と し て知り

得たも ののう ち、 死亡の疑いがあるも の

(3) 行方不明者発見活動に関する規則（平成 21 年 12 月国家公安委員会規則 13 号）

第 2 条 第 1 項

「 行方不明者と は、 生活の本拠を 離れ、 その行方が明ら かでない者であ

っ て、 第 6 条第 1 項の規定により 届け出がなさ れたも の」

(4) 戸籍法

第 89 条

「（ 抜粋） 水難、 火災その他の事変によっ て死亡し た者がある場合には、

その取調を し た官庁又は公署は、 死亡地の市町村長に死亡の報告を し なけ
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ればなら ない。」

(5) 災害弔慰金の支給等に関する法律（法律第 82 号）

第４ 条（ 災害による死亡の推定）

「 災害の際現にその場にいあわせた者につき 、当該災害のやんだ後三月

間その生死がわから ない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用につい

ては、 その者は、 当該災害によっ て死亡し たも のと 推定する。」

(6) 静岡県個人情報保護条例（条例第 58 号）

ア 本人以外の者から 個人情報を取得でき る場合

第 6 条（ 取得の制限） 第 2 項 第 3 号

「 人の生命、 身体又は財産の保護のために緊急に必要があると き 」

イ 実施機関が、 利用目的以外の目的のために個人情報を 利用、 提供でき

る場合

第 11 条（ 利用及び提供の制限） 第 2 項 第 4 号

「（ 抜粋） 本人以外の者に提供する こ と が明ら かに本人の利益になる

と き 、その他保有個人情報を 提供するこ と について特別の理由があると

き 」。 ただし 、 第 2 項では「（ 抜粋） 本人又は第三者の権利利益を 不当に

侵害するおそれがあると 認めら れると き は、 こ の限り ではない。」 と 規

定。
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令和３年 11月 12 日

静岡県（危機管理部）

災害による死亡者の氏名等の公表について（方針）

１ 趣旨

災害による死亡者の情報については、 国の防災基本計画において、 市町村・

関係機関が把握し ている人的被害の「 人数」 を都道府県が一元的に集約し 、調

整を 行う も のと さ れているが、死亡者の「 氏名等の公表」 に関する法令や基準

は存在し ない。

また、 個人情報保護条例については、 死者に適用さ れる規定がない。

こ のため、県は、災害時における死亡者の氏名等の公表について方針を 定め、

災害が発生し た場合は、こ の方針に基づき 、 市町等と 連携の上、災害による死

亡者の氏名等を 公表する。

２ 公表の目的

災害による住民の死亡情報は、 被災地域において、 自主防災活動や連帯感・

コ ミ ュ ニティ 維持の観点から 重要であり 、 公表によ り 地域住民の情報共有や

生活支援に資するこ と と する。

また、安否不明者や行方不明者の氏名等を 公表し た場合は、住民に広く 情報

提供を 求める中、 死亡者の氏名等についても 、 各不明者の情報と 一体的・ 継続

的に公表するこ と で、 効率的で円滑な捜索活動や救出救助活動につなげる。

さ ら に、 死亡者が多数の場合は、 公表により 死亡の事実を明確にし 、 情報管

理上の正確性を 確保する。

３ 死亡者の定義

死亡者と は、「 市町が、 災害が原因で死亡し たと 認定し た者」 と する。

災害関連死と し て認定し た者は、 公表の対象と はし ない。 ただし 、 時期や人

数、 原因等の状況によっ ては、 公表の対象と する場合も ある。

（ 参考） 消防庁災害報告取扱要領； 平成 24 年３ 月消防応第 49 号

当該災害が原因で死亡し 、 死体を確認し たも の又は死体は確認で

き ないが死亡し たこ と が確実な者
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４ 公表主体

死亡者の氏名等について、 市町・ 関係機関（ 自衛隊・ 海上保安庁・ 警察等）

から の情報に基づいて、 県が公表する。 または、 県と 市町が共同で公表する。

（ 注） 国の防災基本計画においては、 人的被害の人数については、 県が一元

的に集約するこ と と なっ ており 、氏名等公表についても 、こ れを準拠し 、

県が主体と なっ て行う こ と を 原則と する。

５ 公表する情報

（１）公表する情報

個人情報保護の考え方に準じ 、 かつ、 遺族が承諾し た範囲内で、 氏名、 住

所（ 大字まで）、 性別（ 住民基本台帳記載の性別）、 年齢を公表する。

なお、死亡確認日及び災害死亡認定日は名簿には掲載し ないが、公表し て

差し 支えない。

（２）公表しない場合

ア 災害の規模や該当者の被災状況、人数などにより 、明ら かに公表の趣

旨・ 目的に適さ ない場合

イ ド メ スティ ッ ク バイ オレ ン スやスト ーカ ー、 児童虐待等の被害者で

ある場合

ウ 本人の権利利益が不当に侵害さ れるおそれが認めら れる場合

エ 遺族が公表を 承諾し ない場合

なお、遺族がいない場合又は遺族と 連絡が取れない場合は、公表によ

っ て縁者が名乗り 出る可能性があるこ と を考慮し 、 公表する。

６ 公表した情報の活用

公表し た情報については、 安否不明者や行方不明者の把握・ 確認、 捜索活動

や救出救助活動、 被災者支援などの応急対策に活用する。

７ 公表の時期

市町が災害による死亡を認定し た場合、 その都度、 公表する。

なお、 公表は、 原則と し て、 災害発生から 3 ヶ 月以内と する。

災害発生から ３ ヶ 月経過後に死亡が認定さ れた場合は、 その認定によ る氏

名等の公表から ３ ヶ 月以内と する。
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８ 公表までの作業

心肺停止者が発見さ れた後、 医師による検案及び警察等による検視を 行う 。

その後、 災害が原因で死亡し たこ と を 市町が認定する。 なお、市町による災

害死亡認定の時点では、 遺体の状態から 死亡者が誰であるか特定でき ない場

合がある。

警察等によ る 鑑定作業によ り 死亡者の身元が判明し た場合は、 市町は遺族

に対し 、 氏名等の公表について承諾を得る。

市町は、死亡者の情報を県に提供（ 複数の場合は死亡者の名簿を 作成し て県

に送付） し 、 県は内容を 精査・ 確認する。

県、または、県と 市町が共同で死亡者を「 亡く なら れた方」 と し て公表する。

なお、安否不明者・ 行方不明者の氏名等を 公表し なかっ た場合、 死亡者の氏

名等の公表については、災害の状況等に応じ 、県と 市町等が調整し た上で個別

に検討し 、 是非を 判断する。

９ 公表方法

県及び市町が各ホームページで氏名等（ 複数の場合は名簿） を掲載すると と

も に、 記者会見や資料提供の方法により 報道機関に情報提供する。

追加があっ た場合は、 その都度、 同様の方法により 情報提供する。
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【参考】

１ 防災基本計画（国）

第 2 編 第 2 章 第 2 節

１ 災害情報の収集・ 連絡

（ ３ ） 災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・ 連絡

「（ 抜粋） 人的被害の数（ 死者・ 行方不明者数を いう 。） については、

都道府県が一元的に集約、調整を 行う も のと する。 都道府県は、関係

機関と の連携のも と 、 整理・ 突合・ 精査を 行い、 直ちに消防庁へ報告

するも のと する。また、人的被害の数について広報を 行う 際には、市

町村等と 密接に連携し ながら 適切に行う も のと する。」

２ 死者の個人情報保護

個人情報保護条例（ 条例第 58 号） による個人情報は、 死亡者には適用さ

れない。 ただし 、 遺族の個人情報は保護さ れなければなら ないこ と から 、 死

亡者の情報については、遺族の意思を 尊重する必要がある。（ 県法務文書課）

３ 戸籍法

第 89 条

「（ 抜粋） 水難、 火災その他の事変によっ て死亡し た者がある場合には、

その取調を し た官庁又は公署は、 死亡地の市町村長に死亡の報告を し なけ

ればなら ない。」
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Ⅰ－１６

令和４年４月１日時点

(1) 各局（課、室）共通事務

(2) 各局（課、室）別事務分掌
担当課（室） 事　　　　　　務　　　　　　分　　　　　　掌

知 事 直 轄 組 織 総 務 課 1　知事直轄組織内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　知事直轄組織内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　知事直轄組織内の所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関するこ

　と。

4　災害時等の知事直轄組織内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

5　知事直轄組織内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　知事直轄組織内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

7　災害時の知事直轄組織内職員の安否に関すること。

知事 戦略 局 秘 書 課 1　災害時等の本部長（知事）及び副本部長（副知事）の秘書に関すること。

知 事 戦 略 課

広 聴 広 報 課 1　災害時の広報の実施体制に関すること。

2　指令部広報班の運営体制の整備に関すること。

3　災害時等の報道機関との協力体制に関すること。

４　災害時等の電話案内業務に関すること。

政 策 推 進 局 総 合 政 策 課

財 政 課 1　災害対策の予算措置に関すること。

デジタル戦略局 デジタル戦略課 １　CATV施設の安全対策の推進に関すること。

電 子 県 庁 課 1　しずおかデジタルオフィス、インターネットのシステム安全対策及び災害時の復

　旧・運用体制に関すること。

2　県庁クラウド、データ通信システム等の安全対策及び災害時の復旧・運用体制に関

　すること。

データ活用推進課

統 計 調 査 課

地域 外交 局 地 域 外 交 課 1　在外邦人、海外機関との連絡調整に関すること。

2　海外メディア等からの問合せの対応に関すること。

総 務 課 1　部内の人事、予算及び経理の総括に関すること。

2　東部地域局、中部地域局、西部地域局、消防学校及び環境放射線監視センターに

　関すること。

3　部内各課の連絡調整及び部内他課の所掌に属しない事務に関すること。

危 機 政 策 課 1　静岡県地域防災計画（原子力災害対策編を除く。）に関すること。

2　静岡県地震対策推進条例（平成８年静岡県条例第１号）に関すること。

3　被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）の適用の決定に関すること。

危 機 情 報 課 1　地震対策その他の防災対策を推進するための調査及び研究に関すること。

2　地震・火山活動に関する調査、研究及び観測に関すること。

3　危機管理に係る情報発信に関すること。

4　県民の防災意識の高揚に関すること。

5　自主防災組織に関すること。

6　災害ボランティアに関すること。

7　企業における大規模地震対策特別措置法等に基づく応急計画などの策定支援に関す

　ること。

8　地震防災センターに関すること。

9　防災に係る人材育成及び防災研究機関との連携に関すること。

10　デジタル防災通信システムの利用調整に関すること。

11　ふじのくに防災情報共有システム（ＦＵＪＩＳＡＮ）の利用調整に関すること。

12　防災映像情報システムの利用調整に関すること。

危 機 対 策 課 1　災害対策本部及び地震災害警戒本部の組織及び運営に関すること。

2　防災訓練の企画及び実施に関すること。

3　気象等に係る予報及び警報の伝達に関すること。

4　災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用の決定に関すること。

5　自衛隊等との連携に関すること。

６　防災資機材の利用調整に関すること。

消 防 保 安 課 1　消防行政に関すること。

2　消防防災航空隊及び防災ヘリコプターに関すること。

3　高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）に基づく許認可等に関すること。

4　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149

　号）に基づく許認可等に関すること。

5　危険物等の規制に関すること。

6　火薬類の規制に関すること。

7　民間事業者等の保安活動の指導に関すること。

8　ライフライン関係機関等との連携に関すること。

原子力安全対策課 1　原子力発電所の安全対策に関すること。

2　原子力発電所の防災対策(静岡県地域防災計画(原子力災害対策編に限る。)に関する

　ことを含む。)に関すること。

平常時本庁部局各課（室）地震防災事務分掌

静岡県災害対策本部運営要領第41条、静岡県地震災害警戒本部運営要領第37条（関係）

区　　　分 事　　　　　　　　務　　　　　　　　分　　　　　　　　掌

1　災害時等の所属職員の連絡体制及び動員計画に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の安否に関すること。

5　災害時の所管する出先機関との連絡体制に関すること。

1　所管業務に係る地震災害予防対策に関すること。

2　所管業務に係る地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害応急対策用資機材の確保に関すること。

5　所管災害応急対策業務に係る他県等応援職員の受入れ体制に関すること。

部 局 名 等

危 機 管 理 部

　組織運営に係る事務

　事業執行に係る事務

　該当する事務の所管
　局（課、室）に共通

資料編Ⅰ
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担当課（室） 事　　　　　　務　　　　　　分　　　　　　掌部 局 名 等

経 営 管 理 部 総 務 局 総 務 課 １　部内各班の連絡調整に関すること。

２　災害時等の部内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

３　災害時等の部内職員の安否に関すること。

法 務 課 1　災害時の官報への掲載及び県公報の発行に関すること。

2　災害時の条例、規則等の審査に関すること。

3　災害関連法規等の調査及び助言に関すること。

４　災害時の情報公開（公文書開示）及び個人情報保護（開示、訂正及び利用停止請

　求）に関すること。

文 書 課 １　災害時の文書の収受、発送及び管理に関すること。

２　災害時の公印の管理に関すること。

行 政 経 営 局 行 政 経 営 課

人 事 課 1　災害時等の職員の服務に関すること。

2　災害応急対策のための職員配置等人的措置に関すること。

3　災害時等の職員の安否に関すること。

福 利 厚 生 課 1　被災職員の住宅確保の支援体制に関すること。

2　職員の災害補償体制に関すること。

3　職員厚生施設等の災害応急対策のための活用体制に関すること。

４　災害応急対策のための要請に係る職員互助会及び共済組合との連携体制に関するこ

　と。

健 康 指 導 課 1　本部及び方面本部職員の健康管理体制に関すること。

財 務 局 税 務 課 1　災害による県税の救済措置の実施体制及び県税関係システムの緊急時の機能確保体

　制に関すること。

資 産 経 営 課 1　本庁舎及び総合庁舎の耐震化等に関すること。

2　災害時の庁舎の機能維持に関すること。

3　県庁自衛消防隊の運営体制に関すること。

地 域 振 興 局 地 域 振 興 課 1　災害時の市町行政の応援体制に関すること。

市 町 行 財 政 課 1　災害時の市町行政及び財政の応援体制に関すること。
2　災害時等の各種選挙の執行管理体制に関すること。
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担当課（室） 事　　　　　　務　　　　　　分　　　　　　掌部 局 名 等

くらし・環境部 政策 管理 局 総 務 課 1　部内の地震災害予防対策の推進に関すること。

経 理 課 2　部内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

企 画 政 策 課 3　部内の所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害時等の部内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

5　部内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　部内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

7　災害時の部内職員の安否に関すること。

県民 生活 局 県 民 生 活 課 1　災害時等の生活関連物資の価格需給動向調査、情報提供体制に関すること。

2　災害時等の消費生活相談の体制の確保に関すること。

3　震災復興相談センター調整会議の運営体制に関すること。

4　NPO活動の推進及び支援に関すること。

5　ＮＰＯ活動支援センターの災害時の活用体制及び安全対策に関すること。

くらし交通安全課 1　被災時における防犯まちづくり対策の連絡調整に関すること

男女共同参画課 １　防災対策における男女共同参画の推進に関すること

２　男女共同参画センターの災害時の活用体制及び安全対策に関すること。

多 文 化 共 生 課 １　旅券事務の執行体制の確保に関すること。

２　外国人への情報提供等の支援に関すること。

建築 住宅 局 住まいづくり課 1　住宅被災者に対する災害融資、建築・入居相談等支援体制に関すること。

2　応急仮設住宅の確保に関すること。

建築安全推進課 1　住宅・建築物の耐震化等地震防災対策に関すること。

2　地震被災建築物応急危険度判定に関すること。

3　被災宅地危険度判定に関すること。

4　震災建築物の被災度区分判定に関すること。

5　宅地造成等規制法に基づく大規模盛土造成地対策に関すること。

6　災害危険区域の指定等によるがけ・急傾斜地における建築物の災害防止対策に関する

　こと。

7　建築物に係る軟弱地盤対策及び液状化対策に関すること。

8　建築物に係る落下対象物の落下防止対策及びブロック塀等の倒壊防止対策に関する

　こと。

公 営 住 宅 課 1　公営住宅等の地震防災対策に関すること。

2　応急住宅(公営住宅等）の確保体制に関すること。

3　災害復興公営住宅対策に関すること。

環 境 局 環 境 政 策 課 １　フロン回収の実施体制に関すること。

環境ふれあい課 1　県民の森施設等の自然ふれあい施設及び悠久の森の地震防災対策の促進及び被害対

　策に関すること。

自 然 保 護 課
廃棄物リサイクル

課
1　廃棄物処理施設の地震防災対策の促進に関すること。

2　災害時の廃棄物（し尿、ごみ、がれき）の処理体制に係る県民、事業者の協力

　啓発に関すること。

3　廃棄物処理施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害時の廃棄物の処理体制に関すること。

5　災害時の廃棄物の処理に係る広域支援体制に関すること。

6　災害等廃棄物処理事業の運用体制に関すること。

生 活 環 境 課 1　大気汚染に係る発生源監視体制に関すること。

2　水質汚濁に係る発生源監視体制に関すること。

水 資 源 課 1　水道施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策の促進に関すること。

2　水道施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

3　災害時の飲料水・生活用水の確保及び供給体制に関すること。

4　水道施設災害復旧に係る広域支援体制に関すること。

盛 土 対 策 課 1　盛土造成箇所の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

スポーツ・文化
観 光 部

政策 管理 局 総 務 課 1　部内の地震災害予防対策の推進に関すること。

経 理 課 2　部内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

企 画 政 策 課 3　部内の所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害時等の部内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

5　部内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　部内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

7　災害時の部内職員の安否に関すること。

スポ ーツ 局 スポーツ政策課 １　県立水泳場、県富士水泳場及び県武道館の災害応急対策支援に関すること

スポーツ振興課

文 化 局 文 化 政 策 課 １　グランシップの耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策の推進に関すること。

２　県立美術館の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策の推進に関すること。

３　舞台芸術公園の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策の推進に関すること。

４　ふじのくに地球環境史ミュージアムの耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策

　の推進に関すること。

5　災害時のグランシップの活用体制に関すること。

文 化 財 課 1　文化財の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策の促進に関すること。

2　文化財の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

3　災害時の埋蔵文化財の発掘調査体制に関すること。

富士山世界遺産課 1　富士山の世界文化遺産登録推薦に係る構成資産の被害調査の実施体制に関するこ

　と。

2　静岡県富士山世界遺産センターの防災関係計画の整備等地震防災対策の推進に関す

　ること。

総合 教育 局 総 合 教 育 課 1　災害時の大学施設との連携に関すること。

大 学 課

私 学 振 興 課 1　私立学校の校舎の耐震化、学校防災計画整備の指導等地震防災対策の促進に関する

　こと。

2　私立学校の被害状況調査体制及び応急教育体制に関すること。

3　教育委員会及び関係機関との連携に関すること。

観 光 政 策 課 1　観光客の避難その他の地震防災対策の促進に関すること。

観 光 振 興 課 2　県有観光施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

空港 振興 局 空 港 管 理 課 １　静岡空港の被害状況の把握に関すること。

空 港 振 興 課 ２　定期便・チャーター便等航空機の運航状況の把握に関すること。

観光 交流 局
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担当課（室） 事　　　　　　務　　　　　　分　　　　　　掌部 局 名 等

健 康 福 祉 部 政策 管理 局 総 務 課 1　災害時等の部内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

2　災害時の部内職員の安否に関すること。

経 理 課 1　部内の県有施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

企 画 政 策 課 1　部内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　部内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　部内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

4　部内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

5　地域における要配慮者支援体制に関すること。

6　被災者の生活再建対策に関すること。

7　災害救助法の施行体制に関すること。

8　災害弔慰金、災害障害見舞金に関すること。

9　災害援護資金に関すること。

10 災害救助基金に関すること。

福祉 長寿 局 地 域 福 祉 課 1　生活福祉資金に関すること。

２　保護施設との連絡体制に関すること。

３　保護施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震対策に関すること。

４　保護施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

福祉長寿政策課 １　社会福祉施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

２　県災害ボランティア本部・情報センターとの連携体制に関すること。

３　DWATの受入体制に関すること。

４　義援金品の取扱い体制に関すること。

1　高齢者福祉施設との連絡体制に関すること。

2　老人福祉施設等の耐震化等の地震防災対策に関すること。

3　老人福祉施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

４　り災老人の援護体制に関すること。

1　社会福祉施設の防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

2　老人福祉施設等の防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

3　介護保険施設及び有料老人ホームとの連絡体制に関すること。

こども未来局 こ ど も 未 来 課 1　保育所等関係機関との連絡体制に関すること。

2　保育所等の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

3　保育所等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

こ ど も 家 庭 課 1　児童福祉施設との連絡体制に関すること。

2　児童福祉施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

3　児童福祉施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害時の妊産婦、新生児の保健医療体制に関すること。

5　り災児童、母子世帯の援護体制に関すること。

障害者支援局 障 害 者 政 策 課 1　障害（児）者福祉施設との連絡体制に関すること。

2　障害（児）者福祉施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震対策に関すること。

3　障害（児）者福祉施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　り災障害（児）者の援護体制に関すること。

障 害 福 祉 課 1　障害（児）者福祉施設との連絡体制に関すること。

2　り災障害（児）者の心のケア援護体制に関すること。

3　精神科病院の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

4　精神科病院の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

5　り災者の精神保健対策に関すること。

医 療 局 医 療 政 策 課 1　災害時等の局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

2　災害時の局内職員の安否に関すること。

3　県立病院の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

4　県立病院施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

5　災害時の県立病院の機能維持に関すること。

地 域 医 療 課 1　医療救護計画に関すること。

2　医療救護施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

3　医療救護施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害時の遺体の検案医師の調整に関すること。

5　看護専門学校の防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

6　所管学校施設の災害時の活用に関すること。

疾 病 対 策 課 １　難病専門医との連絡体制に関すること。

感染症対策局 感 染 症 対 策 課
1　災害時の防疫体制に関すること。
2　感染症指定医療機関等防疫関係施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関す
　ること。

健 康 局 健 康 政 策 課 1　静岡社会健康医学大学院大学の地震防災対策の推進に関すること。

健 康 増 進 課 1　災害時健康支援活動の体制に関すること。

2　保健師等の受入の体制整備・連絡調整に関すること。

国民健康保険課 1　災害時の保険診療の取扱い特例の実施体制に関すること。

生活 衛生 局 衛 生 課 1　災害時の生活衛生の確保対策に関すること。

2　動物園等の防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

3　災害時の動物の保護管理体制に関すること。

4　火葬場等関係施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

5　災害時の死体の埋火葬等処理体制、広域火葬実施体制に関すること。

6　災害時の食品衛生の確保対策に関すること。

7　と畜場等関係施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

薬 事 課 1　災害時の医療救護に係る薬剤師の確保及び派遣体制に関すること。

2　災害時等の輸血用血液の確保及び供給体制に関すること。

3　災害時等の救急用医薬品、医療材料及び防疫用薬剤の確保及び供給体制に関するこ

　と。

4　毒物、劇物取扱施設の危害防止規定の策定等地震防災対策に関すること。

介 護 保 険 課

福 祉 指 導 課

新型コロナ対策企
画 課

１　新型コロナ患者受入病院の災害応急対策の実施体制に関すること。

新型コロナ対策推
進 課

２　新型コロナ患者宿泊療養施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。
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経 済 産 業 部 政策 管理 局 総 務 課 1　部内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　部内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　災害時等の部内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

4　災害時等の部内職員の安否に関すること

5　部内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　部内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

7  物資班の運営体制に関すること。

8　緊急物資（調理不要の食品）の調達及びあっせん体制に関すること。

経 理 課 1　中小企業関係、農林水産関係の激甚災害指定に係る施行体制に関すること。

産 業 政 策 課 1　産業関係全般の被害調査体制に関すること。

組 合 検 査 課

産業 革新 局
産業イノベーショ
ン推進課

新 産 業 集 積 課 1　静岡県医療健康産業研究開発センターの地震防災対策に関すること。

2　被災中小企業に対する技術相談体制に関すること。  

マーケティング課 1　緊急物資（副食）の調達及びあっせん体制に関すること。

エネルギー政策課

就業 支援 局 労働雇用政策課 1　災害時の労働相談の体制整備に関すること。

2　労働福祉関係施設の災害時の活用体制に関すること。

3   労政会館の災害時の安全対策に関すること。

４　災害時の就業相談の体制整備に関すること。

職業能力開発課 1　技術専門校、工科短期大学校及びあしたか職業訓練校の地震防災対策に関するこ　　　　　　　　　　

　と。

商 工 業 局 商 工 振 興 課 1　産業経済会館及びインキュベートセンターの地震防災対策に関すること。

2　中小企業の地震防災対策の促進に関すること。

3　工業技術研究所の地震防災対策に関すること。

4　計量検定所の地震防災対策に関すること。

企業立地推進課 1　浜松内陸コンテナ基地の地震防災対策の促進に関すること。

商 工 金 融 課 1　減災・防災強化資金及び地震リスク分散資金に関すること。

2　中小企業災害対策資金に関すること。

3　信用保証協会の地震防災対策の促進に関すること。

経 営 支 援 課 1　商工３団体の地震防災対策の促進に関すること。

2　中小企業の事業継続力強化支援事業に関すること。

地 域 産 業 課 1　緊急物資（生活必需品）及び復旧資材の協定に関すること。

2　鉱山の防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

3　所管する業種の被害調査体制に関すること。

農 業 局 農 業 戦 略 課 1　農作物・生産施設等の被害状況の調査体制に関すること。

2　農作物等被害軽減のための農業技術対策の支援体制に関すること。

3　農業団体の地震防災対策の促進に関すること。

4　AOI-PARCの地震防災対策に関すること。

5　農林技術研究所、畜産技術研究所の地震防災対策に関すること。

農業ビジネス課 1　地震災害における農業災害補償に関すること。

2　農業者の災害金融に関すること。

3   農林大学校、農林環境専門職大学及び農林環境専門職大学短期大学部の地震防災対

　策に関すること。

食と農の振興課 　

お 茶 振 興 課 1　農作物等被害軽減のための農業技術対策の支援体制に関すること。

2　農作物等の被害状況の調査の支援体制に関すること。

3   ふじのくに茶の都ミュージアムの地震防災対策に関すること。

農 芸 振 興 課 1　農作物等被害軽減のための農業技術対策の支援体制に関すること。

2　農作物等の被害状況の調査の支援体制に関すること。

3　緊急物資（主食）の調達及びあっせん体制に関すること。

畜 産 振 興 課 1　畜産関係の被害調査関係に関すること。

2　災害時の家畜飼料の確保体制に関すること。

3　災害時の家畜伝染病の予防及び防疫に関すること。

4　畜産関係被害軽減のための技術対策の支援体制に関すること。

農 地 局 農 地 計 画 課 1　災害時等の所属職員の連絡体制及び動員計画に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の安否に関すること。

農 地 整 備 課 1　県有土地改良施設（農地防災ダム）の点検及び保全管理に関すること。

2　県有土地改良施設（かんがい排水）の点検及び保全管理に関すること。

3　土地改良区等の地震防災対策の促進に関すること。

農 地 保 全 課 1　農地・農業用施設の被害調査及び災害復旧対策の実施体制に関すること。

2　県有土地改良施設（農道）の点検及び保全管理に関すること。

3　災害時の所管する出先機関との連絡体制に関すること。

農 地 利 用 課 1　国有農地等の管理に関すること。

森林・林業局 森 林 計 画 課 1　災害時等の所属職員の連絡体制及び動員計画に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の安否に関すること。

5　災害時の所管する出先機関との連絡体制に関すること。

6　森林の現況調査に関すること。

林 業 振 興 課 1　林産物及び林産施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

2　応急復旧製材品の調達及びあっせん体制に関すること。

3　林業団体の地震防災対策の促進に関すること。

４　共同利用施設の被害調査体制に関すること。

５　林業者の災害金融に関すること。

森 林 整 備 課 1　造林地の被害調査体制に関すること。

2　森林火災に係る初期消火機材の配備及び被害調査体制に関すること。

3　孤立防止、代替輸送機能に資する林道の整備に関すること。

4　林道関係の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

5　県営林等の被害調査体制に関すること。

森 林 保 全 課 1　治山関係の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

2　治山施設の整備等地震防災対策に関すること。

3　山地災害危険地区の周知、監視等に関すること。

水産・海洋局 水 産 振 興 課 1　地震災害における漁業災害補償に関すること。

2　漁業者の災害金融に関すること。

3　緊急物資（水産物）の調達及びあっせん体制に関すること。

4　水産関係の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

5   漁業高等学園の地震防災対策に関すること。

水 産 資 源 課 1　災害時の漁船の協力体制に関すること。

2　部所管取締船舶の災害時の活用体制に関すること。

3　水産・海洋技術研究所の地震防災対策に関すること。
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交 通 基 盤 部 政策 管理 局 総 務 課 1　応援計画に基づく部内職員の派遣に関すること。

2　災害時の部内職員の安否に関すること。

3　災害時等の部内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

経 理 課 1　部内の庁舎、公舎、設備の地震災害予防対策の推進に関すること。

建 設 政 策 課 1　部内の災害対策に係る広報の窓口に関すること。

建設 経済 局 建 設 業 課 1　「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づく建設業者の災害時出動態勢

　の把握に関すること。

公 共 用 地 課 1　廃川廃道敷の被害調査及び災害応急対策としての応急使用に関すること。

技 術 調 査 課 1　建設事務総合システムの安全対策に関すること。

2　建設事務総合システムの緊急時の運用及び復旧に関すること。

3　事務所の連絡窓口の確認に関すること。

4　被害想定による各事務所必要パソコン台数の想定、業者手配可能台数の調査に関す

　ること。

5　ガレキ・残骸物の仮置き用公共空間用地の調査に関すること。

工 事 検 査 課

建築 管理 局 建 築 企 画 課 1　被災建築物等の緊急解体の実施体制に関すること。

建 築 工 事 課 1　施工中の県有建築物に係る地震防災対策に関すること。

設 備 課 1　施工中の県有建築設備に係る地震防災対策に関すること。

2　建築設備の耐震化の促進及び被災設備の応急復旧の支援体制に関すること。

道 路 局 経 理 調 整 班 1　災害時等の所属職員の連絡体制及び動員計画に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の安否に関すること。

5　局所管施設に係る災害応急対策用資機材の確保に関すること。

6　局所管災害応急対策業務に係る他県等応援職員の受け入れ体制に関すること。

7　災害時の所管する出先機関との連絡体制に関すること。

道 路 企 画 課 1　道路に係る地震対策事業計画の取りまとめに関すること。

2　緊急輸送道路の指定に関すること。

3　県道路公社に係る地震防災対策計画の整備等地震防災対策の推進に関すること。

4　有料道路通行料金の減免措置に関すること。

道 路 整 備 課 1　国道に関する緊急輸送路その他道路の地震防災対策の推進に関すること。

2　県道に関する緊急輸送路その他道路の地震防災対策の推進に関すること。

3　市町道の耐震化等地震防災対策の指導に関すること。

道 路 保 全 課 1　緊急輸送路その他道路の地震防災対策の推進に関すること。

2　電線共同溝の整備に関すること。

3　緊急輸送路その他道路施設の被災情報の収集に関すること。
4　緊急輸送路その他道路施設の応急復旧、啓開等緊急輸送機能の確保体制に関するこ
と。
5　道路災害応急復旧用機材の備蓄に関すること。

6　災害時における有料道路等の一時無料開放に関する協定の実施に関すること。

河川 砂防 局 経 理 調 整 班 1　災害時等の所属職員の連絡体制及び動員計画に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の安否に関すること。

5　災害時の所管する出先機関との連絡体制に関すること。

河川砂防管理課 1　河川海岸、砂防設備等パトロールに関すること。

河 川 企 画 課 1　ダムの地震災害予防対策の推進に関すること。

2　ダムの被災情報収集体制に関すること。

3　ダムの地震防災応急対策の推進に関すること。

河川海岸整備課 1　河川管理及び海岸保全施設（河川砂防局所管）の地震災害予防対策の推進に関する

　こと。

2　河川管理及び海岸保全施設（河川砂防局所管）の被災情報収集体制の確立に関する

　こと。

3　河川管理及び海岸保全施設（河川砂防局所管）の地震防災応急対策の推進に関する

　こと。

土 木 防 災 課 1　災害時等の部内の連絡体制及び職員の非常招集計画の確立に関すること。

2　部所管公共土木施設の地震災害予防対策のとりまとめに関すること。

3　部内の地震防災応急対策の推進に関すること。

4　部内の地震防災に係る事務分掌の調整等に関すること。

5　土木防災総合情報システムの構築及び運営に関すること。

砂 防 課 1　砂防関係施設の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　砂防関係施設の地震防災応急対策の推進に関すること。

3　砂防関係施設及び土砂災害による被災情報収集体制の確立に関すること。

4　土砂災害警戒区域の周知、災害発生箇所や施設整備箇所の監視等に関すること。

5　土砂災害に対する警戒避難体制の整備促進に関すること。

港 湾 局 経 理 調 整 班 1　災害時等の所属職員の連絡体制及び動員計画に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の安否に関すること。

5　災害時の所管する出先機関との連絡体制に関すること。

港 湾 企 画 課 1　緊急物資集積場所等に供する港湾、漁港内の公共空地の確保に関すること。

港 湾 振 興 課 2　県内港湾関係出資団体との連絡体制の確立に関すること。

3　港湾、漁港における地震対策施設計画等の策定に関すること。

4　海岸保全の基本計画等、地震災害予防対策の推進に関すること。

港 湾 整 備 課 1　港湾施設（耐震岸壁等）及び港湾海岸保全施設の整備に関すること。

２　港湾の地震防災対策の推進に関すること。

漁 港 整 備 課 1　漁港施設（耐震岸壁等）及び漁港海岸保全施設の整備に関すること。

２　漁港の地震防災対策の推進に関すること。
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都 市 局 経 理 調 整 班 1　災害時等の所属職員の連絡体制及び動員計画に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の安否に関すること。

5　災害時の所管する出先機関との連絡体制に関すること。

都 市 計 画 課 1　大地震に備えた防災都市計画の策定・指導に関すること。

2　震災復興都市計画行動計画に関すること。

地 域 交 通 課 １　地域公共交通の地震防災対策に関すること。

２　地震防災対策にかかる国、他県、交通事業者等との連絡調整に関すること。

３　鉄道施設耐震対策事業に関すること。

土 地 対 策 課 1　土地利用事業の地震防災対策に関すること。

2　施行中の土地利用事業箇所の被害調査及び災害応急対策の体制整備に関すること。

3　開発行為に係る地震防災対策に関すること。

4　施工中の大規模な開発行為箇所の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関するこ

　と。

景観まちづくり課 1　市街地再開発事業による老朽住宅密集市街地の解消及び整備に関すること。

2　土地区画整理事業による避難地の整備に関すること。

3　施行中の土地区画整理事業地、市街地再開発事業地の地震防災対策に関すること。

4　土地区画整理事業による老朽住宅密集市街地の解消及び整備に関すること。

5　施行中の土地区画整理事業地の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関するこ

　と。

6　都市施設の被害の取りまとめ及び国への報告の体制に関すること。

7　屋外広告物の耐震化等地震防災対策の促進に関すること。

街 路 整 備 課 1　街路事業による避難路の整備に関すること。

2　施行中の都市施設（街路・鉄道高架）の地震防災対策に関すること。

3　施行中の都市施設（街路・鉄道高架）の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関

　すること。

生 活 排 水 課 1　下水道施設の耐震化等地震防災対策の推進に関すること。

2　下水道施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

3　下水道施設の応急対策用資機材の確保に関すること。

4　下水道施設の復旧に係る広域支援体制の確立に関すること。

5　静岡県下水道防災計画に関すること。

6　流域下水道施設の耐震化等地震防災対策の推進に関すること。

7　流域下水道施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

8　流域下水道施設の応急対策用資機材の確保に関すること。

公 園 緑 地 課 1　都市公園事業による避難地及び地震防災施設の整備に関すること。

2　都市公園施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

3　都市公園の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　県営都市公園施設の災害時の活用体制に関すること。

会 計 総 務 課 1　局内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　局内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　局内の所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制にすること。

4　災害時等の局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

5　局内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　局内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

7　災害時の局内職員の安否に関すること。

8　災害時における義援金の保管体制に関すること。

会 計 支 援 課 １　財務会計システムの緊急時の運用及び復旧体制に関すること。

２ 災害時における指定金融機関等の営業状況の情報収集体制に関すること。

３ 災害時における会計事務に関すること。

出 納 審 査 課 1　災害時における会計書類の保管に関すること。

集 中 化 推 進 課 1　給与・旅費等の支払に関すること。

用 度 課 1　災害時における本部必要物、燃料の緊急調達の支援に関すること。

2　災害時における集中管理車両（協定に基づく調達車両を含む）の配車体制に関する

　こと。

3　災害時におけるコピーセンターの機能確保に関すること。

経 営 課 1　局内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　局内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　局内の所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害時等の局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

5　局内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　局内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

7　災害時の局内職員の安否に関すること。

水 道 企 画 課 １　局所管の工業用水道及び水道施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策

　に関すること。

２　局所管の工業用水道及び水道施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関する

　こと。

３　局所管の被災工業用水道及び水道施設の復旧に係る広域支援体制に関すること。

地 域 整 備 課 1　施工中の事業用地の地震防災対策に関すること。

2　事業用地の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

出 納 局

企 業 局
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総 務 課 1　局内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　局内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　局内の所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　災害時等の局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

5　局内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　局内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

7　災害時の局内職員の安否に関すること。

秘 書 室 1　災害時等の議長及び副議長の秘書に関すること。

議 事 課 1　災害時の議会運営体制に関すること。

政 策 調 査 課 1　災害時の議員との連絡体制に関すること。

図 書 室

教 育 総 務 課 1　災害時における教職員の服務に関すること。

2　他県からの応援派遣の受入れに関すること。

3　義援金募集の協力体制に関すること。

4　災害時における電算システムの対応に関すること。

5　災害時における視察調査に関すること。

教 育 政 策 課 1　総合教育センター研修生の安全確保の支援に関すること。

教育ＤＸ推進課
１ 教育総合ネットワークシステム及びしずおかデジタルオフィスの機能確保の実施体制
に関すること。
２ 教育総合ネットワークシステム及びしずおかデジタルオフィスの機能復旧の実施体制
に関すること。

財 務 課 1　公立学校等施設の耐震化等地震防災対策に係る予算措置に関すること。

教 育 施 設 課 1　公立学校等施設の地震防災対策に関すること。

2　公立学校等施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

3　被災教職員の住宅確保の支援体制に関すること。

教 育 厚 生 課 1　教職員の健康管理・災害補償体制に関すること。

2　災害時における集中総務事務(給与、旅費、会計等)の対応に関すること。

義 務 教 育 課 １　公立小中学校（園）係る教科書及び学用品の調達及びあっせん体制に関すること。

２   公立小中学校（園）の人事管理に関すること。

３　公立小中学校（園）の教職員の確保体制及び支援体制に関すること。

４　心のケア等（相談体制）に関すること。

高 校 教 育 課 １　県立高校（中学校）に係る教科書及び学用品の調達及びあっせん体制に関するこ

　と。

２   県立高校（中学校）の人事管理及び学籍業務に関すること。

３　県立高校（中学校）の教職員の確保体制及び支援体制に関すること。

４　県立高校の学校再開における実施体制に関すること。

５　心のケア等（相談体制）に関すること。

６　所管船舶の災害時の活用体制に関すること。

特別支援教育課 １　県立特別支援学校に係る教科書及び学用品の調達及びあっせん体制に関すること。

２   県立特別支援学校の人事管理及び学籍業務に関すること。

３　県立特別支援学校の教職員の確保体制及び支援体制に関すること。

４　県立特別支援学校の学校再開における実施体制に関すること。

５　心のケア等（相談体制）に関すること。

健 康 体 育 課 1　局内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　局内の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　局内の所管施設等の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

4　局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

5　局内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

6　局内職員の安否のとりまとめに関すること。

７　県立学校の防災関係計画の整備等地震防災対策に関すること。

８　県立学校の学校再開における実施体制に関すること。

９　県立学校教職員の動員計画の調整に関すること。

10 県立学校施設の避難所運営支援等に関すること。

11 公立学校（園）の地震防災に係る研修、訓練に関すること。

12 公立学校（園）の児童生徒及び生徒に対する地震防災教育に関すること。

13 学校給食施設の災害時の活用体制に関すること。

社 会 教 育 課 1　社会教育を通じての地震防災に関する知識の普及啓発に関すること。

2　社会教育施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

3　社会教育施設の災害時の活用体制に関すること。

4　青少年教育施設の地震防災対策の推進に関すること。

5　青少年団体のボランティア活動に関すること。

6　青少年教育施設の災害時の活用体制に関すること。

総 務 課 1　人事委、監査委、労働委内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　人事委、監査委、労働委内の地震防災応急対策及び災害応急対策の実施体制に関す

　ること。

3　災害時の人事委、監査委、労働委内職員の安否に関すること。

4　人事委、監査委、労働委内の地震防災に係る事務分掌の調整に関すること。

5　人事委、監査委、労働委内職員の地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

6    災害時等の人事委員事務局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

７　災害時の人事委員会委員の安否に関すること。

給 与 審 査 課 １　災害時の給与分割支給に係る承認申請に関すること。

職 員 課 １　災害時の職員採用試験の実施等に関すること。

総 務 課 1   災害時等の監査委員事務局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

2　災害時の監査委員及び監査委員事務局職員の安否に関すること。

監 査 課 1　災害時の直接請求としての事務監査請求の受付、着手に関すること。

2　災害時の住民監査請求の受付、着手に関すること。

3　災害時の決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率審査の実施に関すること。

4　災害時の例月出納検査の実施に関すること。

総 務 課 1   災害時等の労働員会事務局内の連絡体制及び職員の動員計画に関すること。

2　災害時の労働委員会委員及び労働委員会事務局職員の安否に関すること。

調 整 審 査 課 １　災害時の審査事件申し立て等の受付に関すること。

２　災害時の労働組合の資格審査の受付に関すること。

３　災害時の審問等の期日の延期、再設定に関すること。

審 理 調 整 課 1　局内の地震災害予防対策の推進に関すること。

2　局内の地震防災応急対策及び災害応急対策の実施体制に関すること。

３　災害時の局内職員の安否に関すること。

４　災害時の収用委員会委員との連絡体制に関すること。

議 会 事 務 局

教 育 委 員 会 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

労 働 委 員 会 事 務 局

収 用 委 員 会
事 務 局
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Ⅰ－１７

令和４年４月１日時点

(1) 各所属共通事務
事　　　　務　　　　分　　　　掌

1　災害時等の所管業務に係る情報伝達体制の整備に関すること。

2　所属職員の地震防災に係る事務分掌の整備に関すること。

3　所属職員への地震防災に係る職務の習熟、訓練に関すること。

4　災害時の所属職員の所在及び安否の連絡体制に関すること。

5　災害時の所属職員の動員計画に関すること。

6　災害時における関係機関等との連絡体制に関すること。

7　班の設置及び運営体制に関すること。

1　所管業務に係る地震災害予防対策に関すること。

2　所管業務に係る地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　災害応急対策用資機材の確保に関すること。

4　所管災害応急対策業務に係る他県等応援職員の受入れ体制に関すること。

(2) 出先機関別事務分掌
所　属　名

財 務 事 務 所

地 域 局

県 民 生 活 セ ン タ ー

健 康 福 祉 セ ン タ ー

19 毒物劇物取扱施設の危害防止規定の策定等地震防災対策に関すること。

　 西部に限る。）

25 水道施設の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。（賀茂、東部、中部、西部

　 に限る。）

　 限る。）

平常時出先機関地震防災事務分掌

静岡県災害対策本部運営要領第41条、静岡県地震災害警戒本部運営要領第37条（関係）

区　　　分

　組織運営に係る事務

事　　務　　分　　掌

1　災害時等の庁舎の機能維持体制に関すること。

2　方面本部物資班及び広域物資拠点の設置・運営に関すること。（熱海財務事務所に限る。）

1　防災資機材の機能維持に関すること。

2　地震災害警戒本部方面本部・災害対策本部方面本部体制の整備に関すること。

3　防災訓練の企画・実施に関すること。

4　原子力発電所に関する情報収集等及び環境放射線監視センターとの連携に関すること。(中

　部・西部に限る。)

5　防災関係機関との連携強化に関すること。

6　地域防災力の強化及び防災教育に関すること。

7　市町の防災体制の強化・支援に関すること。

8　地震防災についての啓発に関すること。

1　震災復興相談センターの運営体制に関すること。

2　ギャラリーぷらざの災害時の安全対策に関すること。(東部に限る。)

1　管内被災者の生活再建対策に関すること。

2　災害救助関係法の施行体制に関すること。

3　り災低所得者、身体障害者、知的障害者、児童、老人、母子世帯等の援護体制に関すること。

4　生活福祉資金に関すること。

5　災害弔慰金、災害障害見舞金に関すること。

6　災害援護資金に関すること。

7　義援金の取扱い体制に関すること。

8　医療救護計画の整備等医療救護体制に関すること。

9　り災者の精神保健対策に関すること。

10 災害時の遺体の検案等処理体制に関すること。

11 災害時の防疫体制に関すること。

12 災害時の健康支援活動に関すること。

13 災害時の妊産婦、新生児の保健医療体制に関すること。

14 災害時の食品衛生及び生活衛生の確保対策に関すること。

15 災害時の動物の保護管理体制に関すること。

16 災害時の遺体の埋火葬等処理体制に関すること。

17 災害時等の医薬品、医療材料及び防疫用薬剤の確保及び供給体制に関すること。

18 災害時の医療救護に係る薬剤師の確保及び派遣体制に関すること。

20 災害時の廃棄物処理体制に関すること。（賀茂、東部、中部、西部に限る。）

21 災害時の廃棄物に係る広域支援体制に関すること。（賀茂、東部、中部、西部に限る。）

22 災害時の廃棄物の処理体制に係る県民、事業者の協力啓発に関すること。（賀茂、東部、中部、

23 災害等廃棄物処理事業の運用体制に関すること。（賀茂、東部、中部、西部に限る。）

24 水道施設の耐震化、防災関係計画の整備等地震防災対策の促進に関すること。　（賀茂、東部、

　中部、西部に限る。）

26 災害時の飲料水・生活用水の確保及び供給体制に関すること。（賀茂、東部、中部、西部に

27水道施設災害復旧に係る広域支援体制に関すること。（賀茂、東部、中部、西部に限る。）

28 ボランティア活動の支援体制に関すること。

　事業執行に係る事務

　　該当する事務の
　　所管所属に共通

資料編Ⅰ
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所　属　名 事　　務　　分　　掌

農 林 事 務 所

土 木 事 務 所

と。

こと。

出 納 室

企 業 局 事 務 所

そ の 他 の 事 務 所

1　農畜産物及び林産物の被害調査体制に関すること。

2　各方面本部物資班及び広域物資輸送拠点の設置・運営に関すること。

3　家畜飼料の確保対策に関すること。

4　家畜伝染病予防及び防疫対策に関すること。

5　農林産物の災害時における技術対策に関すること。

6　農薬卸売業者に対する農薬の安全管理指導に関すること。

7　農林業者に対する災害金融の周知に関すること。

8　土地改良区等の地震防災対策の促進に関すること。

9　地すべり防止区域、海岸保全区域の周知、監視に関すること。

10 治山関係の被害調査及び災害応急対策の実施体制に関すること。

11 森林の被害調査体制に関すること。

12 孤立防止、代替輸送機能に関する農林道の整備に関すること。

13 静岡県建設事務総合システムの安全対策及び災害時の連絡体制に関すること。

1　通信手段の運用及び維持管理に関すること。

2　所有車両の整備に関すること。

3　緊急輸送路の維持管理に関すること。

4　緊急通行車両に関すること。

5　港湾・漁港施設の維持管理に関すること。

6　港内のパトロールに関すること。

7　道路の交通規制に関すること。

8　土砂災害危険箇所の周知及び避難対策（市町に関する指導を含む）に関すること。

9　水防計画に関すること。

10 防災情報施設の整備に関すること。

11 津波防護施設の維持管理及び操作体制に関すること。

12 公有水面に関すること。

13 水面貯木場利用者に対する流出防止、係留索の強化等の指導に関すること。

14 所管公共施設の被害情報収集体制の整備に関すること。

15 工事箇所の地震防災安全対策の指導に関すること。

16 地震対策諸施設の整備事業の推進に関すること。

17 住宅・建築物の耐震対策、屋内安全対策の技術指導に関すること。

18 屋外広告物の地震防災対策の指導に関すること。

19 地震防災に配慮した都市計画策定に係る管内市町の指導に関すること。

20 建設業協会との協定の運用体制等協力体制の整備及び更新に関すること。

21 土木総合電算システムの安全対策及び災害時の連絡体制に関すること。

22 各種台帳の整備に関すること。

23 応急復旧資機材の備蓄並びに備蓄場の整備に関すること。

24 緊急物資集積場所等として使用可能な空地の調査協力に関すること。

25 斜面判定士の派遣要請体制に関すること。

26 地震被災建築物応急危険度判定の実施体制に関すること。

27 管内市町の公共土木施設に係る耐震対策推進の指導に関すること。

28 施工中の開発行為、土地区画整理、土地利用事業箇所等の地震防災対策の指導に関するこ

29 応急仮設住宅の建設可能地調査に関する技術的支援及び空き県営住宅等の確保体制に関する

30 流域下水道施設被災に係る関係機関との連絡体制及び広域応援体制に関すること。

1　災害時における指定金融機関等の営業状況の情報収集体制に関すること。

2　災害時における会計処理体制に関すること。

3　災害時における集中管理車両の配車体制に関すること。

4　災害時における方面本部必要物の緊急調達の支援に関すること。

1　所管の工業用水道及び水道施設の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

2　所管の事業用地の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

3　施工中の所管事業用地の地震防災応急対策の実施体制に関すること。

1　所管施設及び所管業務における固有の地震災害予防対策に関すること。

2　所管施設及び所管業務における固有の地震防災応急対策の実施体制に関すること。
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９Ｆ

本部員会議室

国本部長室

指令部
(一部)

指令部
(一部）

県警災害警備本部室

指令部
(一部)

６Ｆ

静岡県災害対策本部及び地震災害警戒本部配置図

－静岡県庁別館－

８Ｆ

自衛隊災害派遣現地本部室
海上保安庁連絡員室

７Ｆ

他 都 県
連絡員室

国現地災害対策本部室

防災関係
機 関 室

資料編Ⅰ
Ⅰ-１８
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静岡県危機管理

　　　センター

５Ｆ

２Ｆ

報道機関室 広報班室

４Ｆ

総務部理事室
総
務
監

指令部（一部）

指令部（一部）

災害時多言語
支援センター

広報班
予備室

記者会見室
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資料編Ⅰ

Ⅰ－19 静岡県復興対策の概要

復興計画の策定

・庁内組織の設置（復興対策本部）

・復興計画指針の策定 知事直轄組織 総合政策課

・住民の意見の収集 経営管理部 人事課

・被災市町、国との調整

・復興計画の策定

復興財源の確保

・予算編成、債券発行

・復興基金の創設 知事直轄組織 財政課

・宝くじによる財源の確保

市街地復興

・復興対象地区の設置 交通基盤部 都市計画課

・復興整備条例（仮称）の制定、施行 景観まちづくり課

・被災市街地復興推進地区の指定

・都市計画決定

都市基盤施設等の復興

・各事業の調整 交通基盤部 建設政策課

道路施設 道路企画課

河川施設 河川企画課

港湾施設 港湾企画課

鉄道施設 景観まちづくり課

公園緑地 公園緑地課

ライフライン施設 生活排水課

くらし・環境部 水資源課

生活再建支援

・税の減免 経営管理部 税務課

・相談窓口の設置 くらし・環境部 県民生活課

・多言語対応支援 多文化共生課

・応急仮設住宅 住まいづくり課

・住宅の供給及び再建支援 公営住宅課

・がれき処理 廃棄物リサイクル課

・被災者の経済的再建支援 健康福祉部 企画政策課

・義捐金の募集、配分 福祉長寿政策課

・雇用対策 経済産業部 労働雇用政策課

地域経済復興支援

・観光業の支援 スポーツ・文化観光部 観光政策課

・被災中小企業者の支援 経済産業部 産業政策課

・被災農林漁業者の支援 農芸振興課

・中期的産業振興 林業振興課

水産振興課

商工振興課

商工金融課
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資料編Ⅰ

Ⅰ－17

東海地震に係る地震防災対策強化地域
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資料編Ⅰ

東海地震に係る地震防災対策強化地域（市町村一覧）
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Ⅰ－１８

東海地震に関連する情報の発表基準等

注１） 異常なデータが観測された場合には「東海地震に関連する情報」を、各情報が意味する危険度に応じ

た「カラーレベル」を付し、お知らせする。

注２） 各情報発表後、ひずみ計で新たな変化を観測したときや、想定震源域あるいはその周辺で顕著な地震

が発生したときなどに、新たに得られた評価を発表する場合や、直前の情報発表から一定時間が経過

した場合に、同じレベルの情報名称で第２報、第３報、…と続報を発表することがある。

注３） 各情報発表後、東海地震発生のおそれがなくなったと判断された場合は、その旨が各情報で発表され

る。このとき、示されるカラーレベルは「青」に戻される。

注４） 前兆すべりが急激に進んだ場合や前兆すべりが小さい場合等には、直前予知ができない場合もある。

情報区分 発表基準

東海地震予知情報

[カラーレベル 赤]

東海地震が発生するおそれがあると認められ、「警戒宣言」が発せられた場合に

発表

○３カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、地震防災対策強化地域判定会（以

下、「判定会」）において、その変化が前兆すべり（プレスリップ）によるも

のであると判定された場合

○急激な変化が観測され「判定会」の開催が間に合わない場合。５カ所以上のひ

ずみ計で有意な変化を観測（或いはそれに相当する現象を観測）し、かつその

変化を基に推定した前兆すべり（プレスリップ）の発生場所が、東海地震の想

定震源域内に求まった場合

東海地震注意情報

[カラーレベル 黄]

観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高まったと認められた場合

に発表

○２カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、同時に他の観測点でもそれに関

係すると思われる変化を観測した場合であって、判定会において、その変化が

前兆すべり（プレスリップ）である可能性が高まったと判定された場合

○急激な変化が観測され「判定会」の開催が間に合わない場合。３カ所以上のひ

ずみ計で有意な変化を観測し、東海地震の発生のおそれについて検討が必要と

判断した場合

東海地震に関連する調査

情報

[カラーレベル 青]

臨

時

観測データに通常とは異なる変化が観測され、その変化の原因についての調査の

状況を発表

○１カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、同時に他の複数の観測点でもそ

れに関係すると思われる変化を観測している場合

○その他ひずみ計で東海地震との関連性の検討が必要と認められる変化

○マグニチュード 6.0 以上の（或いは震度５弱以上を観測した）地震が発生した

場合で、ひずみ計で当該地震に対応するステップ状の変化以外の特異な変化を

観測した場合

○ マグニチュード 5.0 以上の低角逆断層型の地震（ プレート境界の地震） が発

生した場合、マグニチュード 4.0 以上の（或いは震度４以上を観測した）地震

が短時間で複数発生した場合またはプレート境界のすべりによると考えられる

顕著な地震活動を観測した場合などにおいて、東海地震との関連性の検討が必

要と認められる場合

定

例

毎月の定例の「判定会」で調査した評価結果を発表

○定期的に開催される判定会において、観測成果と強化地域に係る大規模な地震

の前兆現象と直ちに結びつかないと評価された調査結果を発表する場合
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Ⅰ－１９

南海トラフ地震防災対策推進地域エラー! 参照先が見つかりません。

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域

-184-

Ⅰ－２２



資料編Ⅰ

南海トラフ地震防災対策推進地域（市町村一覧）

※ 平成２６年３月２８日現在 計 １都２府２６県７０７市町村

茨城県、千葉県、東京都

（市町村名 略）

神奈川県

横浜市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗

子市、三浦市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄

市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄上郡

中井町、同郡大井町、同郡松田町、同郡山北町、同郡開成町、足柄下郡

箱根町、同郡真鶴町、同郡湯河原町

山梨県

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、

北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、西八代郡市川三

郷町、南巨摩郡早川町、同郡身延町、同郡南部町、同郡富士川町、中巨

摩郡昭和町、南都留郡道志村、同郡西桂町、同郡忍野村、同郡山中湖村、

同郡鳴沢村、同郡富士河口湖町

長野県

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、南佐久郡川上村、

同郡南牧村、諏訪郡下諏訪町、同郡富士見町、同郡原村、上伊那郡辰野

町、同郡箕輪町、同郡飯島町、同郡南箕輪村、同郡中川村、同郡宮田村、

下伊那郡松川町、同郡高森町、同郡阿南町、同郡阿智村、同郡平谷村、

同郡根羽村、同郡下條村、同郡売木村、同郡天龍村、同郡泰阜村、同郡

喬木村、同郡豊丘村、同郡大鹿村、木曽郡上松町、同郡南木曽町、同郡

大桑村、同郡木曽町

岐阜県

岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、

恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本

巣市、郡上市、下呂市、海津市、羽島郡岐南町、同郡笠松町、養老郡養

老町、不破郡垂井町、同郡関ヶ原町、安八郡神戸町、同郡輪之内町、同

郡安八町、揖斐郡揖斐川町、同郡大野町、同郡池田町、本巣郡北方町、

加茂郡坂祝町、同郡富加町、同郡川辺町、同郡七宗町、同郡八百津町、

同郡白川町、同郡東白川村、可児郡御嵩町

静岡県

（全域）

静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、

富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、

裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、

賀茂郡東伊豆町、同郡河津町、同郡南伊豆町、同郡松崎町、同郡西伊豆

町、田方郡函南町、駿東郡清水町、同郡長泉町、同郡小山町、榛原郡吉

田町、同郡川根本町、周智郡森町

愛知県、三重県、滋賀県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、宮崎県

（全域）

京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県、

鹿児島県、大分県

（市町村名 略）
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南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域指定市町村一覧

※ 平成２６年３月２８日現在 計 １都１３県１３９市町村

千葉県 館山市、南房総市、安房郡鋸南町

東京都
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青

ヶ島村

神奈川県

横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、

三浦市、三浦郡葉山町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄下郡真鶴町、

同郡湯河原町

静岡県

静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、伊東市、富士市、磐田市、焼津市、

掛川市、袋井市、下田市、湖西市、伊豆市、御前崎市、牧之原市、賀

茂郡東伊豆町、同郡河津町、同郡南伊豆町、同郡松崎町、同郡西伊豆

町、榛原郡吉田町

愛知県 豊橋市、田原市、知多郡南知多町

三重県

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、

志摩市、三重郡川越町、多気郡明和町、度会郡大紀町、同郡南伊勢町、

北牟婁郡紀北町、南牟婁郡御浜町、同郡紀宝町

兵庫県 洲本市、南あわじ市

和歌山県

和歌山市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、有田郡湯浅町、

同郡広川町、日高郡美浜町、同郡日高町、同郡由良町、同郡印南町、

同郡みなべ町、西牟婁郡白浜町、同郡すさみ町、東牟婁郡那智勝浦町、

同郡太地町、同郡古座川町、同郡串本町

徳島県
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、海部郡牟岐町、同郡美波町、同

郡海陽町、板野郡松茂町

愛媛県 宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡伊方町、南宇和郡愛南町

高知県

高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清

水市、四万十市、香南市、安芸郡東洋町、同郡奈半利町、同郡田野町、

同郡安田町、同郡芸西村、高岡郡中土佐町、同郡四万十町、幡多郡大

月町、同郡黒潮町

大分県 大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市

宮崎県
宮崎市、延岡市、日南市、日向市、串間市、児湯郡高鍋町、同郡新富

町、同郡川南町、同郡都農町、東臼杵郡門川町

鹿児島県
西之表市、志布志市、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、同郡南大隅町、

同郡肝付町、熊毛郡中種子町、同郡南種子町
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Ⅰ－24 第４次地震被害想定の概要 （県危機政策課）

１ 地震被害想定実施の経緯と目的

昭和 51 年（1976 年）に東海地震説が発表されてから 35 年余が経過した。この間、本県では、東海地

震対策を県政の最重要課題の一つとして位置づけ、積極的に地震対策に取り組んできた。

効果的な地震対策を実施するためには、地震によって引き起こされる地震動や津波などの自然の外力

と、それらがもたらす被害の様相を事前に予測しておくことが必要不可欠となる。

そのため、本県では、社会環境の変化や地震災害に関する科学的な知見の蓄積などに応じて、昭和 53
年（1978 年）、平成５年（1993 年）、平成 13 年（2001 年）の３回にわたり、地震被害想定を実施し、

地震対策を効果的に進めるための基礎資料として活用してきた。

こうした中、平成 23 年３月 11 日に発生した、我が国地震観測史上最大となるマグニチュード９．０

の巨大地震「東北地方太平洋沖地震」は、それまでの想定を大幅に上回る巨大な津波などにより、東日

本の太平洋岸の広範な地域に甚大な被害をもたらし、岩手・宮城・福島の東北３県の沿岸部を中心に約

２万人の尊い命を奪う大災害「東日本大震災」となった。この大震災は、津波対策のあり方はもとより、

既往最大クラスの地震を想定対象としてきた地震被害想定のあり方に対しても、新たな課題を提起する

ものとなった。

第４次地震被害想定（以下、「本想定」という。）では、これまで本県が地震被害想定の対象としてき

た東海地震のように、発生頻度が比較的高く、発生すれば大きな被害をもたらす地震・津波を「レベル

１の地震・津波」と位置付け、さらに、東日本大震災から得られた教訓として、発生頻度は極めて低い

が、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を「レベル

２の地震・津波」とし、二つのレベルの地震・津波を想定の対象とすることとした。

２ 本想定の特徴

（１）二つのレベルの地震・津波を対象とする被害想定

本想定では表１に示すとおり、駿河トラフ・南海トラフ沿いと相模トラフ沿いのそれぞれで発生

する二つのレベルの地震・津波を想定対象とした。

表１ 想定の対象とした二つのレベルの地震・津波

区 分 内 容

レベル１の

地震・津波

本県がこれまで地震被害想定の対象としてきた東海地震のように、発生頻度が比

較的高く、発生すれば大きな被害をもたらす地震・津波

レベル２の

地震・津波

内閣府（2012）により示された南海トラフ巨大地震のように、発生頻度は極め

て低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大ク

ラスの地震・津波
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（２）原子力災害との複合災害や富士山噴火との連続災害の想定

原子力災害との複合災害や富士山噴火が地震の前後に発生する連続災害の可能性も考慮した被

害・対応シナリオ想定を行う。

（３）東日本大震災等の教訓や、社会環境の変化、最新の科学的知見の反映

東日本大震災や平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震など第３次地震被害想定（静岡県(2001)）
以降に発生した地震・津波災害の教訓や、社会環境の変化、最新の科学的知見の反映に努める。

３ 地震被害想定の対象とする地震・津波

本想定において対象とした地震・津波の設定等に関する考え方は、表２のとおりである。

表２ 本想定の対象とした地震・津波

４ 地震被害想定の前提条件

本想定における前提条件は表３のとおりである。

表３ 被害想定における前提条件等

また、想定項目は主として次のとおりである。

・自然現象（地震動、液状化、山・崖崩れ、津波など）

・物的被害（建築物被害、火災、屋外転倒・落下物など）

・人的被害

区 分
駿河トラフ・南海トラフ沿いで

発生する地震
相模トラフ沿いで発生する地震

レベル１の

地震・津波

東海地震

東海・東南海地震

東海・東南海・南海地震

大正型関東地震

レベル２の

地震・津波
南海トラフ巨大地震 元禄型関東地震

区分 前提条件等

建 物 数 約 142 万棟（うち住宅 約 118 万棟）

人 口 約 376.5 万人（平成 22 年国勢調査）

想 定 シ ー ン 「冬・深夜」、「夏・昼」、「冬・夕方」

風 速 平均風速よりやや強い風（5m／秒）

地 震 予 知
駿河・南海トラフ沿いで発生する地震については、「予

知なし」・「予知あり」

建物被害・人的被害 市町村単位で推計

津 波 避 難 行 動
早期避難率の相違を考慮

津波避難ビルの活用を考慮
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・ライフライン被害

・交通施設被害

・生活支障（避難者、物資、医療機能、住機能、し尿・ごみ・瓦礫など）

・経済被害

・被害・対応シナリオ

５ 想定結果の概要（駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震・津波）

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震・津波による被害の想定結果は次のとおりである。

（１）地震動

○県内全域で大きな地震動が発生し、埋立地の他、海岸線や勾配の緩やかな河川に沿って広がる沖

積平野の中の比較的地盤が軟弱な地域を中心に震度７～６強の強く大きな揺れとなる。この強く

大きな揺れとなる地域には市街地が形成されているケースが多い。

○山間部は比較的地盤が強固で、震度６弱～５弱となるケースが多い。

表４－１ レベル１の地震による震度区分別面積集計表（県計）

東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震（注）

（注）内閣府(2012)の南海トラフ巨大地震の基本ケースの強震断層モデルを用いて計算したもの。

表４－２ レベル２の地震による震度区分別面積集計表（県計）

南海トラフ巨大地震

推定震度 ７ 6 強 ６弱 5 強 5 弱 4 以下 合計

面積(ｋ㎡) 345.7 2,045.5 3,215.8 1,806.5 295.4 0.0 7,709.0
割合 (％) 4.5 26.5 41.7 23.4 3.8 0.0 100.0

推定震度 ７ 6 強 ６弱 5 強 5 弱 4 以下 合計

（基本ケース）

面積(ｋ㎡) 345.7 2,045.5 3,215.8 1,806.5 295.4 0.0 7,709.0
割合 (％) 4.5 26.5 41.7 23.4 3.8 0.0 100.0

（陸側ケース）

面積(ｋ㎡) 725.6 1,293.3 3,406.3 1,981.6 302.1 0.0 7,709.0
割合 (％) 9.4 16.8 44.2 25.7 3.9 0.0 100.0

（東側ケース）

面積(ｋ㎡) 641.1 1,952.8 3,524.6 1,504.7 85.8 0.0 7,709.0
割合 (％) 8.3 25.3 45.7 19.5 1.1 0.0 100.0
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（２）地盤の液状化

○液状化発生の可能性が高い（ランク大ないし中）地域は、基本、陸側、東側のいずれのケースも、

県土面積の５%程度であり、ケースによる相違はあまり見られない。

表５－１ レベル１の地震による液状化可能性ランク別面積集計表（県計）

東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震（注）

（注）内閣府(2012)の南海トラフ巨大地震の基本ケースの強震断層モデルを用いて計算したもの。

※評価対象外：微地形区分において山地、山麓地、丘陵地、火山地、火山山麓地、火山性丘陵、岩石台地、ローム台地、

砂礫質台地、礫・岩礁は液状化が発生しないとの判断から評価を行わない。また、推計震度が４以下の範囲も同様に

評価しない。

表５－２ レベル２の地震による液状化可能性ランク別面積集計表（県計）

南海トラフ巨大地震

※評価対象外：微地形区分において山地、山麓地、丘陵地、火山地、火山山麓地、火山性丘陵、岩石台地、ローム台地、

砂礫質台地、礫・岩礁は液状化が発生しないとの判断から評価を行わない。また、推計震度が４以下の範囲も同様に

評価しない。

可能性ﾗﾝｸ 大 中 小 なし
評価対象

外
合計

面積(ｋ㎡) 178.8 214.8 106.1 205.6 7,003.8 7,709.0
割合(％) 2.3 2.8 1.4 2.7 90.9 100.0

可能性ﾗﾝｸ 大 中 小 なし
評価対象

外
合計

（基本ケース）

面積(ｋ㎡) 178.8 214.8 106.1 205.6 7,003.8 7,709.0
割合(％) 2.3 2.8 1.4 2.7 90.9 100.0

（陸側ケース）

面積(ｋ㎡) 161.1 207.2 121.2 215.6 7,003.9 7,709.0
割合(％) 2.1 2.7 1.6 2.8 90.9 100.0

（東側ケース）

面積(ｋ㎡) 186.5 219.1 100.8 198.7 7,003.9 7,709.0
割合(％) 2.4 2.8 1.3 2.6 90.9 100.0

-322-



資料編Ⅰ

（３）津波

ア 津波の高さ

○レベル１の地震による最大津波高は駿河湾内で３ｍ～11ｍ程度、遠州灘で５ｍ～７ｍ程度、伊豆

半島南部で７ｍ～９ｍ程度、伊豆半島東部で２ｍ～４ｍ程度である。

○レベル２の地震による最大津波高は駿河湾内で３ｍ～11ｍ程度、遠州灘で６ｍ～９ｍ程度、伊豆

半島南部で 26ｍ～33ｍ程度、伊豆半島東部で５ｍ～14ｍ程度である。

○地震に伴う海底地すべり等の局所的な現象により、今回示した津波の高さを越える津波が発生す

ることもありうる。

イ 津波の到達時間

○レベル１の地震による津波では、海岸分での水位上昇が 50cm を越えるまでの時間は、駿河湾内で

地震発生直後～数分程度、遠州灘で数分～10 数分程度、伊豆半島南部の下田付近で 10 数分程度、

伊豆半島東部の伊東・熱海で 10数分～20 数分程度である。

○レベル２の地震による津波では、海岸部での水位上昇が 50cm を越えるまでの時間は、駿河湾内で

地震発生直後～数分程度、遠州灘で数分程度、伊豆半島南部の下田付近で 10数分程度、伊豆半島

東部の伊東・熱海で 10数分～20 数分程度である。

ウ 津波浸水域

レベル 1、レベル 2の津波による浸水深別浸水面積は、表６－１．表６－２のとおりである。

表６－１ レベル１の津波による浸水深別浸水面積（県計）

表６－２ レベル２の津波による浸水深別面積（県計）

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 28.6 15.2 9.0
県域に占める割合(%) 0.4 0.2 0.1

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

（ケース①）

県 内 合 計 158.0 105.6 68.9
県域に占める割合(%) 2.0 1.4 0.9

（ケース⑥）

県 内 合 計 157.1 104.3 68.9
県域に占める割合(%) 2.0 1.3 0.9

（ケース⑧）

県 内 合 計 137.2 90.7 59.3
県域に占める割合(%) 1.8 1.2 0.8
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（４）物的被害

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される建物被害は以下のとおり。

ア レベル１の地震・津波

表７－１ （東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震） 【棟】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

冬・深夜 夏・昼 冬・夕

全壊 約 171,000
半壊 約 165,000 約 163,000 約 156,000 約 169,000
全壊 約 1,800
半壊 約 6,400 約 6,300 約 6,100 約 6,500
全壊 約 17,000
半壊 約 51,000 約 51,000 約 51,000 約 51,000
全壊 約 2,400
半壊 約 4,900 約 4,900 約 4,900 約 5,000
全壊 約 2,500
半壊 約 5,800 約 5,800 約 5,800 約 5,800

火災 焼失 約 22,000 約 28,000 約 66,000 約 2,500
建物棟数

全壊及び焼失 約 217,000 約 223,000 約 260,000 約 197,000
半壊 約 233,000 約 232,000 約 224,000 約 237,000

全壊及び焼失 約 15% 約 16% 約 18% 約 14%
半壊 約 16% 約 16% 約 16% 約 17%

ブロック塀等転倒数 約 23,000 件
屋外落下物が発生する建物数 約 47,000 棟

項目 被害区分
予知なし

予知あり

地震動
約 171,000

液状化
約 1,800

人工造成地
約 17,000

建物被害総数

建物被害率

津波
約 2,400

山・崖崩れ
約 2,500

1,418,505
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イ レベル２の地震・津波（南海トラフ巨大地震）
表７－２ 南海トラフ巨大地震 地震動：基本ケース、津波：ケース① 【棟】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

表７－３ 南海トラフ巨大地震 地震動：陸側ケース、津波：ケース① 【棟】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

冬・深夜 夏・昼 冬・夕

全壊 約 171,000
半壊 約 161,000 約 160,000 約 152,000 約 165,000
全壊 約 1,800
半壊 約 5,900 約 5,800 約 5,600 約 6,000
全壊 約 17,000
半壊 約 51,000 約 51,000 約 51,000 約 51,000
全壊 約 28,000
半壊 約 31,000 約 31,000 約 29,000 約 32,000
全壊 約 2,500
半壊 約 5,800 約 5,800 約 5,800 約 5,800

火災 焼失 約 22,000 約 27,000 約 64,000 約 2,500
建物棟数

全壊及び焼失 約 242,000 約 248,000 約 285,000 約 223,000
半壊 約 255,000 約 253,000 約 244,000 約 260,000

全壊及び焼失 約 17% 約 17% 約 20% 約 16%
半壊 約 18% 約 18% 約 17% 約 18%建物被害率

津波
約 28,000

山・崖崩れ
約 2,500

1,418,505

液状化
約 1,800

人工造成地
約 17,000

建物被害総数

項目 被害区分
予知なし

予知あり

地震動
約 171,000

ブロック塀等転倒数 約 23,000 件
屋外落下物が発生する建物数 約 47,000 棟

冬・深夜 夏・昼 冬・夕

全壊 約 179,000
半壊 約 122,000 約 121,000 約 117,000 約 123,000
全壊 約 1,600
半壊 約 5,700 約 5,700 約 5,500 約 5,700
全壊 約 16,000
半壊 約 47,000 約 47,000 約 47,000 約 47,000
全壊 約 28,000
半壊 約 35,000 約 35,000 約 34,000 約 35,000
全壊 約 2,100
半壊 約 5,000 約 5,000 約 5,000 約 5,000

火災 焼失 約 11,000 約 14,000 約 35,000 約 4,500
建物棟数

全壊及び焼失 約 238,000 約 240,000 約 262,000 約 231,000
半壊 約 214,000 約 213,000 約 208,000 約 216,000

全壊及び焼失 約 17% 約 17% 約 18% 約 16%
半壊 約 15% 約 15% 約 15% 約 15%

ブロック塀等転倒数 約 20,000 件
屋外落下物が発生する建物数 約 71,000 棟

建物被害率

津波
約 28,000

山・崖崩れ
約 2,100

1,418,505

液状化
約 1,600

人工造成地
約 16,000

建物被害総数

項目 被害区分
予知なし

予知あり

地震動
約 179,000
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表７－４ 南海トラフ巨大地震 地震動：東側ケース、津波：ケース① 【棟】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

冬・深夜 夏・昼 冬・夕

全壊 約 191,000
半壊 約 178,000 約 177,000 約 168,000 約 181,000
全壊 約 1,800
半壊 約 5,900 約 5,800 約 5,600 約 6,000
全壊 約 17,000
半壊 約 50,000 約 50,000 約 50,000 約 50,000
全壊 約 26,000
半壊 約 30,000 約 29,000 約 27,000 約 31,000
全壊 約 2,700
半壊 約 6,300 約 6,300 約 6,300 約 6,300

火災 焼失 約 19,000 約 24,000 約 66,000 約 2,200
建物棟数

全壊及び焼失 約 257,000 約 262,000 約 304,000 約 240,000
半壊 約 270,000 約 268,000 約 257,000 約 274,000

全壊及び焼失 約 18% 約 18% 約 21% 約 17%
半壊 約 19% 約 19% 約 18% 約 19%

項目 被害区分
予知なし

予知あり

地震動
約 191,000

液状化
約 1,800

人工造成地
約 17,000

建物被害総数

建物被害率

津波
約 26,000

山・崖崩れ
約 2,700

1,418,505

ブロック塀等転倒数 約 25,000 件
屋外落下物が発生する建物数 約 58,000 棟
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（５）人的被害

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される人的被害は以下のとおり。

ア レベル１の地震・津波

表８－１ 東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震） 【人】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

※夏・昼発災（予知なし）の場合、海水浴客の津波による死者数の増分は、約 2,200 人（早期避
難率高＋呼びかけ）～約 9,200 人（早期避難率低）

※予知あり時における発災時の津波からの避難行動は、早期避難率低と同じとした。

冬・深夜 夏・昼 冬・夕 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

死者数 約 5,500 約 2,700 約 4,300 約 1,600 約 800 約 1,200
(約 700) (約 500) (約 500) (約 100) (約 100) (約 100)

重傷者数 約 19,000 約 30,000 約 19,000 約 5,300 約 8,700 約 5,500
(約 2,600) (約 2,100) (約 1,600) (約 600) (約 400) (約 400)

軽傷者数 約 49,000 約 52,000 約 42,000 約 14,000 約 15,000 約 12,000
(約 9,700) (約 7,800) (約 7,600) (約 2,100) (約 1,700) (約 1,700)

死者数 約 7,400 約 2,500 約 3,200 約 1,000 約 700 約 800
重傷者数 約 400 約 100 約 200 約 60 約 40 約 50
軽傷者数 約 800 約 300 約 400 約 100 約 80 約 100
死者数 約 9,000 約 5,700 約 7,300 約 1,000 約 700 約 800

重傷者数 約 500 約 400 約 400 約 60 約 40 約 50
軽傷者数 約 1,000 約 700 約 900 約 100 約 80 約 100
死者数 約 200 約 90 約 200 約 30 約 10 約 20

重傷者数 約 100 約 60 約 100 約 20 約 10 約 10
軽傷者数 約 100 約 60 約 100 約 20 約 10 約 10
死者数 約 800 約 500 約 2,100 約 30 約 10 約 20

重傷者数 約 600 約 600 約 1,400 約 20 約 50 約 50
軽傷者数 約 1,200 約 1,600 約 3,700 約 100 約 100 約 100
死者数 - 約 10 約 20 - - -

重傷者数 約 10 約 100 約 200 - 約 10 約 10
軽傷者数 約 10 約 200 約 400 - 約 10 約 20
死者数 約 14,000 約 5,900 約 9,900 約 2,700 約 1,500 約 2,100

重傷者数 約 20,000 約 31,000 約 21,000 約 5,400 約 8,800 約 5,600
軽傷者数 約 51,000 約 54,000 約 47,000 約 14,000 約 15,000 約 12,000
死者数 約 16,000 約 9,000 約 14,000 約 2,700 約 1,500 約 2,100

重傷者数 約 20,000 約 31,000 約 21,000 約 5,400 約 8,800 約 5,600
軽傷者数 約 51,000 約 54,000 約 47,000 約 14,000 約 15,000 約 12,000
地震動 約 32,000 約 27,000 約 29,000 約 9,100 約 7,900 約 8,300
津波 約 1,800 約 3,600 約 2,400 約 200 約 400 約 300

項目 被害区分
予知なし 予知あり

建物倒壊

（うち屋内転倒物・

屋内落下物）

津
波

早期避難率高
＋呼びかけ

早期避難率低

山・崖崩れ

死
傷
者
数
合
計

自力脱出困難者数・
要救助者数

早期避難率高
+呼びかけ

早期避難率低

火災

ブロック塀の転倒、
屋外落下物
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イ レベル２の地震・津波（南海トラフ巨大地震）

表８－２ 南海トラフ巨大地震 地震動：基本ケース、津波：ケース① 【人】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

※夏・昼発災（予知なし）の場合、海水浴客の津波による死者数の増分は、約 13,000 人（早期避

難率高＋呼びかけ）～約 29,000 人（早期避難率低）

※予知あり時における発災時の津波からの避難行動は、早期避難率低と同じとした。

冬・深夜 夏・昼 冬・夕 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

死者数 約 5,500 約 2,700 約 4,300 約 1,600 約 800 約 1,200
(約 700) (約 500) (約 500) (約 100) (約 100) (約 100)

重傷者数 約 19,000 約 30,000 約 19,000 約 5,300 約 8,700 約 5,500
(約 2,600) (約 2,100) (約 1,600) (約 600) (約 400) (約 400)

軽傷者数 約 49,000 約 52,000 約 42,000 約 14,000 約 15,000 約 12,000
(約 9,700) (約 7,800) (約 7,600) (約 2,100) (約 1,700) (約 1,700)

死者数 約 65,000 約 31,000 約 35,000 約 11,000 約 7,200 約 8,300
重傷者数 約 2,300 約 900 約 1,100 約 500 約 300 約 300
軽傷者数 約 4,500 約 1,800 約 2,000 約 900 約 600 約 600
死者数 約 95,000 約 62,000 約 72,000 約 11,000 約 7,200 約 8,300

重傷者数 約 4,000 約 2,500 約 2,900 約 500 約 300 約 300
軽傷者数 約 7,700 約 4,800 約 5,500 約 900 約 600 約 600
死者数 約 200 約 90 約 200 約 30 約 10 約 20

重傷者数 約 100 約 60 約 100 約 20 約 10 約 10
軽傷者数 約 100 約 60 約 100 約 20 約 10 約 10
死者数 約 800 約 500 約 2,000 約 30 約 10 約 20

重傷者数 約 400 約 600 約 1,300 約 50 約 50 約 50
軽傷者数 約 1,100 約 1,500 約 3,500 約 100 約 100 約 100
死者数 - 約 10 約 20 - - -

重傷者数 約 10 約 100 約 200 - 約 10 約 10
軽傷者数 約 10 約 200 約 400 - 約 10 約 20
死者数 約 72,000 約 34,000 約 42,000 約 13,000 約 8,000 約 9,600

重傷者数 約 21,000 約 32,000 約 22,000 約 5,900 約 9,000 約 5,900
軽傷者数 約 55,000 約 55,000 約 48,000 約 15,000 約 16,000 約 13,000
死者数 約 102,000 約 65,000 約 78,000 約 13,000 約 8,000 約 9,600

重傷者数 約 23,000 約 33,000 約 24,000 約 5,900 約 9,000 約 5,900
軽傷者数 約 58,000 約 58,000 約 52,000 約 15,000 約 16,000 約 13,000
地震動 約 32,000 約 27,000 約 29,000 約 9,100 約 7,900 約 8,300
津波 約 23,000 約 33,000 約 26,000 約 2,700 約 3,800 約 3,000

項目 被害区分
予知なし 予知あり

建物倒壊

（うち屋内転倒物・

屋内落下物）

津
波

早期避難率高
＋呼びかけ

早期避難率低

山・崖崩れ

死
傷
者
数
合
計

自力脱出困難者数・
要救助者数

早期避難率高
+呼びかけ

早期避難率低

火災

ブロック塀の転倒、
屋外落下物
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表８－３ 南海トラフ巨大地震 地震動：陸側ケース、津波：ケース① 【人】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

※夏・昼発災（予知なし）の場合、海水浴客の津波による死者数の増分は、約 13,000 人（早期避

難率高＋呼びかけ）～約 29,000 人（早期避難率低）

※予知あり時における発災時の津波からの避難行動は、早期避難率低と同じとした。

冬・深夜 夏・昼 冬・夕 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

死者数 約 7,800 約 4,100 約 6,200 約 2,200 約 1,200 約 1,800
(約 700) (約 500) (約 600) (約 200) (約 100) (約 100)

重傷者数 約 19,000 約 35,000 約 21,000 約 5,600 約 10,000 約 6,100
(約 2,500) (約 2,100) (約 1,700) (約 500) (約 500) (約 400)

軽傷者数 約 42,000 約 52,000 約 38,000 約 12,000 約 15,000 約 11,000
(約 9,700) (約 7,800) (約 7,600) (約 2,100) (約 1,700) (約 1,700)

死者数 約 66,000 約 31,000 約 36,000 約 11,000 約 7,200 約 8,400
重傷者数 約 2,300 約 900 約 1,100 約 500 約 300 約 300
軽傷者数 約 4,500 約 1,800 約 2,100 約 900 約 600 約 600
死者数 約 96,000 約 62,000 約 72,000 約 11,000 約 7,200 約 8,400

重傷者数 約 4,000 約 2,500 約 2,900 約 500 約 300 約 300
軽傷者数 約 7,700 約 4,800 約 5,500 約 900 約 600 約 600
死者数 約 200 約 80 約 100 約 20 約 10 約 20

重傷者数 約 100 約 50 約 90 約 10 約 10 約 10
軽傷者数 約 100 約 50 約 90 約 10 約 10 約 10
死者数 約 1,500 約 1,000 約 3,300 約 200 約 100 約 100

重傷者数 約 300 約 400 約 900 約 100 約 100 約 100
軽傷者数 約 700 約 900 約 2,200 約 300 約 300 約 300
死者数 - 約 10 約 10 - - -

重傷者数 - 約 70 約 100 - - 約 10
軽傷者数 約 10 約 200 約 300 - 約 10 約 20
死者数 約 75,000 約 36,000 約 46,000 約 14,000 約 8,500 約 10,000

重傷者数 約 22,000 約 36,000 約 23,000 約 6,200 約 11,000 約 6,600
軽傷者数 約 47,000 約 55,000 約 43,000 約 13,000 約 16,000 約 12,000
死者数 約 105,000 約 67,000 約 82,000 約 14,000 約 8,500 約 10,000

重傷者数 約 24,000 約 38,000 約 25,000 約 6,200 約 11,000 約 6,600
軽傷者数 約 50,000 約 58,000 約 46,000 約 13,000 約 16,000 約 12,000
地震動 約 50,000 約 49,000 約 48,000 約 14,000 約 14,000 約 14,000
津波 約 23,000 約 33,000 約 26,000 約 2,700 約 3,800 約 3,000

項目 被害区分
予知なし 予知あり

建物倒壊

（うち屋内転倒物・

屋内落下物）

津
波

早期避難率高
＋呼びかけ

早期避難率低

山・崖崩れ

死
傷
者
数
合
計

自力脱出困難者数・
要救助者数

早期避難率高
+呼びかけ

早期避難率低

火災

ブロック塀の転倒、
屋外落下物
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表８－４ 南海トラフ巨大地震 地震動：東側ケース、津波：ケース① 【人】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

※夏・昼発災（予知なし）の場合、海水浴客の津波による死者数の増分は、約 13,000 人（早期避

難率高＋呼びかけ）～約 30,000 人（早期避難率低）

※予知あり時における発災時の津波からの避難行動は、早期避難率低と同じとした。

冬・深夜 夏・昼 冬・夕 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

死者数 約 6,000 約 3,000 約 4,700 約 1,700 約 900 約 1,400
(約 700) (約 500) (約 500) (約 200) (約 100) (約 100)

重傷者数 約 21,000 約 34,000 約 21,000 約 5,900 約 9,700 約 6,100
(約 2,700) (約 2,200) (約 1,700) (約 600) (約 500) (約 400)

軽傷者数 約 53,000 約 55,000 約 45,000 約 15,000 約 16,000 約 13,000
(約 10,000) (約 8,300) (約 8,100) (約 2,200) (約 1,800) (約 1,800)

死者数 約 65,000 約 31,000 約 36,000 約 11,000 約 7,200 約 8,300
重傷者数 約 2,300 約 900 約 1,100 約 500 約 300 約 300
軽傷者数 約 4,500 約 1,800 約 2,100 約 900 約 600 約 600
死者数 約 95,000 約 62,000 約 72,000 約 11,000 約 7,200 約 8,300

重傷者数 約 4,000 約 2,500 約 2,900 約 500 約 300 約 300
軽傷者数 約 7,700 約 4,800 約 5,500 約 900 約 600 約 600
死者数 約 200 約 100 約 200 約 30 約 10 約 20

重傷者数 約 200 約 60 約 100 約 20 約 10 約 10
軽傷者数 約 200 約 60 約 100 約 20 約 10 約 10
死者数 約 600 約 400 約 1,600 約 40 約 20 約 30

重傷者数 約 400 約 500 約 1,300 約 50 約 50 約 50
軽傷者数 約 900 約 1,300 約 3,400 約 100 約 100 約 100
死者数 - 約 10 約 20 - - -

重傷者数 約 10 約 100 約 200 - 約 10 約 10
軽傷者数 約 20 約 200 約 400 - 約 10 約 20
死者数 約 72,000 約 34,000 約 42,000 約 13,000 約 8,100 約 9,700

重傷者数 約 23,000 約 35,000 約 24,000 約 6,400 約 10,000 約 6,500
軽傷者数 約 58,000 約 59,000 約 51,000 約 16,000 約 17,000 約 14,000
死者数 約 102,000 約 65,000 約 78,000 約 13,000 約 8,100 約 9,700

重傷者数 約 25,000 約 37,000 約 26,000 約 6,400 約 10,000 約 6,500
軽傷者数 約 62,000 約 62,000 約 55,000 約 16,000 約 17,000 約 14,000
地震動 約 33,000 約 29,000 約 30,000 約 9,500 約 8,400 約 8,800
津波 約 23,000 約 33,000 約 26,000 約 2,700 約 3,800 約 3,000

項目 被害区分
予知なし 予知あり

建物倒壊

（うち屋内転倒物・

屋内落下物）

津
波

早期避難率高
＋呼びかけ

早期避難率低

山・崖崩れ

死
傷
者
数
合
計

自力脱出困難者数・
要救助者数

早期避難率高
+呼びかけ

早期避難率低

火災

ブロック塀の転倒、
屋外落下物
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（６）ライフライン機能支障

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震・津波で想定されるライフラインの機能支障は以

下のとおり。

ア 上水道

表９－１ 上水道機能支障＜断水率・断水人口＞

イ 下水道

表９－２ 下水道機能支障＜機能支障率・機能支障人口＞

ウ 電力

表９－３ 電力機能支障＜停電率・停電軒数＞

エ 通信

表９－４ 固定電話機能支障＜不通回線率・不通回線数＞

表９－５ 携帯電話機能支障＜停波基地局数、不通ランク＞

※ 不通ランク 「Ａ」：停電による停波基地局率と固定電話不通回線率の少なくとも一方が５０％を超える。

「Ｂ」：停電による停波基地局率と固定電話不通回線率の少なくとも一方が４０％を超える。

「Ｃ」：停電による停波基地局率と固定電話不通回線率の少なくとも一方が３０％を超える。

「－」：上記ランクＡ、Ｂ、Ｃのいずれにも該当しない。

区 分
給水人口

（千人）

断 水 率 （％） 断 水 人 口 （千人）

直後 １日後 1 週 間 後 １ ヶ 月 後 直後 １日後 1 週 間 後 １ ヶ 月 後

レベル１

約３，７１６

９６ ９３ ５８ ２ 約 3,584 約 3,462 約 2,144 約 63

レベル２

（基本ケース）
９６ ９３ ５８ ７ 約 3,584 約 3.464 約 2,159 約 250

区 分
処理人口

（千人）

機能支障率 （％） 機能支障人口（千人）

直後 １日後 1 週 間 後 1 ヶ 月 後 直後 １日後 1 週 間 後 1 ヶ 月 後

レベル１

約２，２３６

１２ ５３ ７ ０ 約 257 約 1,176 約 153 約 9.6

レベル２

（基本ｹｰｽ）
５１ ６７ ４３ ６ 約 1,143 約 1,502 約 969 約 143

区 分
需要家数

（千軒）

停 電 率 （％） 停 電 軒 数（千軒）

直後 １日後 4 日後 1 週 間 後 直後 １日後 4 日後 1 週 間 後

レベル１

約２，２４７

８９ ７９ ６ ３ 約 1,996 約 1,786 約 129 約 77

レベル２

（基本ケース）
８９ ８０ ８ ５ 約 2,001 約 1,795 約 173 約 122

区 分
回線数

（千回線）

不通回線率（％） 不通回線数（千回線）

直後 １日後 1 週 間 後 1 ヶ 月 後 直後 １日後 1 週 間 後 1 ヶ 月 後

レベル１

約８３３

９０ ８１ ６ １ 約 748 約 677 約 54 約 4.7

レベル２

（基本ケース）
９０ ８２ １２ ６ 約 752 約 683 約 101 約 50

区 分
停波基地局率（％） 不通ランク

直後 １日後 ４日後 1 週 間 後 直後 １日後 ４日後 1 週 間 後

レベル１ ７ ８１ １１ ７ － Ａ － －

レベル２

（基本ケース）
１１ ８２ １６ １２ － Ａ － －
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オ ガス
表９－６ 都市ガス機能支障＜供給停止率、供給停止戸数＞

表９－７ LPガス機能支障＜機能支障率、要点検需要家数＞

表９－８ ライフライン復旧予測

（７） 交通機能支障

ア 道路施設（緊急輸送路）

①高速道路

・一部区間で液状化・津波浸水による軽微な被害が発生する。富士川河口断層帯が活動した

場合、道路構造物の被害が発生する。

・一般車両の誘導、放置車両の排除、応急復旧等車線の確保に 1～３日程度要する。

②東西幹線道路

・橋梁損傷、建物の道路閉塞、津波浸水、山・崖崩れ等の影響で不通となる区間が発生する。

③その他道路

・地震動による橋梁損傷、倒壊建物による道路閉塞、津波の影響のため不通となる区間が発

生する。

区 分
需要家数

(千戸)
供 給 停 止

戸数（千戸）

供給停止率

（％）

復旧対象戸数

(千戸)

レベル１ 約４９４ 約３８０ ７７ 約１８９

レベル２

（基本ケース）
約４９４ 約３９１ ７９ 約１８０

区 分
需要家数

（千戸）

機能支障率

（％）

要 点 検

需要家数（千戸）

レベル１

約８５５

３２ 約２７１

レベル２

（基本ケース）
３５ 約２９８

施設応急復旧日数(95％復旧)

備 考
レベル 1

レベル 2

（基本ケース）

上水道 4週間程度 ５週間程度

津波により被災した需要家は復旧対象から

除外している

下水道 ２週間程度 ５週間程度

電力 1週間程度 1週間程度

固定電話 1週間程度 1週間程度

携帯電話 1週間程度 ２週間程度

都市ガス 4週間程度 4週間程度
家屋被害の著しい需要家は復旧対象から除

外している
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イ 鉄道施設

・新幹線では大きな施設被害は発生しないが、点検・補修のため一時運行を停止することが

ある。

・在来線、私鉄線では地震動による鉄道構造物の被害、津波の浸水等により運行に支障が生

じる。

・富士川河口断層帯が活動した場合、鉄道施設の被害が発生する。

ウ 港湾・漁港施設

・港湾施設被害、船舶やコンテナの被害、航路障害等の被害が発生する。また海底地盤が隆

起する地域では、水深が不足することがある。

・発災初期は津波の危険及び復旧対応・航路啓開のため港湾が利用できないことが考えられ

る。

エ 飛行場、ヘリポート

①静岡空港

・震度６強の大きな揺れが発生するが、長期にわたり離着陸に影響を及ぼすような大きな被

害は発生しない。

②その他の主な飛行場・ヘリポート

・一部の防災拠点ヘリポートや市町防災ヘリポートでは震度６強以上の強い揺れを受ける可

能性や津波が浸水するおそれがあるほか、離着陸場内に住民等が避難していたり、アクセ

ス道路に被害が生じたりすること等により、輸送機能に支障が生じる可能性がある。

（８）生活支障

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される生活支障は以下のとおり。

ア 避難者

表１０－１ 避難者数（発災～１ヶ月後）【人】

イ 物資不足

表１０－２ 給水、食料、毛布の不足量（市町備蓄のみで対応した場合）

※家庭内備蓄を考慮して算出

区 分

１日後 １週間後 １ヶ月後

避難者数 避難者数 避難者数
避難所 避難所外 避難所 避難所外 避難所 避難所外

レベル１ 833,766 502,134 331,632 1,221,752 613,963 607,789 836,665 250,999 585,665

レベル２

(基本ｹｰｽ)
1,047,006 645,499 401,507 1,272,015 680,321 591,694 1,011,714 303,514 708,200

区 分
住 民 分 観光・出張客分を考慮した場合

１～３日目の計 ４～７日目の計 １～３日目の計

レ
ベ
ル
１

給 水 (ﾄﾝ) ３，０５２ １６４，１７１ ３，５８１

食 料 （食） ２，３９４，０７７ ６，０９２，９２７ ３，２３７，８０１

毛 布 （枚） ５６５，２４８ ８０８，６５４

（
基
本
ケ
ー
ス
）

レ
ベ
ル
２

給 水 (ﾄﾝ) ３，１５６ １６４，４２６ ３，６８５

食 料 （食） ２，８８７，８２３ ７，４７０，１５２ ３，７７４，１０６

毛 布 （枚） ６２７，７７９ ８７８，５６２
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ウ 医療機能支障

表１０－３ 医療対応力不足数【人】

エ 住機能（応急仮設住宅）

表１０－４ 中期的住機能支障（発災後約１ヶ月～２年間）【世帯】

※ アンケート結果に基づく推計（借り上げ型応急住宅、公営住宅及び民間賃貸住宅の入居上限を考慮）

※ 上段：自宅が全壊・焼失した世帯の需要、下段：自宅が全壊・焼失、半壊した世帯の需要

表１０－５ 長期的住機能障害（発災後約２年～数年以降）【世帯】

オ し尿・ごみ・がれき

表１０－６ 仮設トイレ不足量【基（仮設トイレ基数換算）】

区 分
医療対応力不足数

入院対応 外来対応

レベル１ 約３０，０００ 約２１，０００

レベル２

（基本ケース）
約３７，０００ 約２５，０００

区 分
応急仮設住宅等の需要 ※

応急仮設住宅 借上げ型応急住宅 公営住宅の一時使用

レベル１
３７，９２４

（５９，２１２）

６０，０４２

（６０，０４４）

６，４２０

（６，４２０）

レベル２

（基本ケース）

４３，６３６

（６７，６８０）

６０，０４４

（６０，０４４）

６，４２０

（６，４２０）

区 分

災害公営住宅の需要 ※

計 全壊世帯の需要 半壊世帯の需要
うち年収 400 万円未満

レベル１ ８５，３８６ ６１，７２５ ３８，１０５ ２３，６６２

レベル２

（基本ケース）
９２，２０２ ６６，１８３ ４１，３７１ ２６，０１９

区 分
市町の仮設トイレ等の備蓄のみで対応した場合

仮設・簡易トイレを活用 仮設・簡易・マンホールトイレを活用

レベル１ ３，１２３ ２，７１０

レベル２

（基本ケース）
４，４２９ ４，２５７
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表１０－７ 災害廃棄物、津波堆積物 【千トン】

表１０－８ 一般廃棄物（生活ごみ） 【トン／月】

（９）経済被害

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される経済被害は表１１のとおり。

表１１ 経済被害 単位：兆円

６ 想定結果の概要（相模トラフ沿いで発生する地震・津波）

相模トラフ沿いで発生する地震・津波による被害の想定結果は次のとおりである。

（１）地震動

○富士川より東側を中心に大きな地震動が発生し、震源に近い箱根西麓を中心に震度７～６

強の強く大きな揺れとなる。

○富士川より西側の地域や伊豆半島の南端部では、震度５弱以下となるケースが多い。

表１２－１ レベル１の地震による震度区分別面積集計表（県計）

大正型関東地震

区 分 合 計 災害廃棄物 津波堆積物

レベル１ ３０，７８６～３１，６７５ ２９，９９５ ７９１～１，６８０

レベル２

（基本ケース） ３６，８８３～４１，７６７ ３２，５３６ ４，３４７～９，２３１

区 分 発災～３ヶ月後 ３ヶ月後～半年後 半年後～１年後

家庭ごみ ９５，０００ ９４，０００ ９４，０００

粗大ごみ ２０，０００ ９，５００ ７，２００

区 分 直接的被害 間接的被害

予
知
な
し

レベル１ ２０．３０ ３．９０

レ
ベ
ル
２

基本ケース ２２．６３ ５．３４

陸側ケース ２１．３５ ６．８１

東側ケース ２３．７６ ５．４６

予
知
あ
り

レベル１ １７．３９ ２．９３

レ
ベ
ル
２

基本ケース １９．８５ ３．２０

陸側ケース ２０．０１ ４．３１

東側ケース ２０．９０ ４．３０

推定震度 ７ 6 強 ６弱 5 強 5 弱 4 以下 合計

面積(ｋ㎡) 42.4 347.6 755.5 744.9 1,055.3 4,763.3 7,709.0
割合 (％) 0.5 4.5 9.8 9.7 13.7 61.8 100.0
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表１２－２ レベル２の地震による震度区分別面積集計表（県計）

元禄型関東地震

（２）地盤の液状化

○液状化発生の可能性が高い（ランク大ないし中）地域は、駿河トラフ・南海トラフ沿いで発

生する地震に比べ、地震動自体があまり大きくないことから、かなり狭く、県土面積の１%

以下である。

表１３－１ レベル 1 の地震による液状化可能性ランク別面積集計表(県計)

大正型関東地震

表１３－２ レベル２の地震による液状化可能性ランク別面積集計表(県計)

元禄型関東地震

（３）津波

ア 津波の高さ

○レベル１の地震による最大津波高さは伊豆半島東部で４ｍ～７ｍ程度、伊豆半島南部で４

ｍ～５ｍ程度、駿河湾内で２ｍ～３ｍ程度、遠州灘で１ｍ～２ｍ程度である。

○レベル２の地震による最大津波高さは伊豆半島東部で６ｍ～９ｍ程度、伊豆半島南部で９

ｍ～10ｍ程度、駿河湾内で３ｍ～５ｍ程度、遠州灘で３ｍ～６ｍ程度である。

イ 津波の到達時間

○レベル１の地震による津波では、海岸での水位上昇が 50cm を越えるまでの時間は、伊豆半

島東部の伊東・熱海で数分～10 分程度、伊豆半島南部の下田あたりで 10 分程度、駿河湾

内で地震発生直 30～40 分程度、遠州灘で 40分以上である。

○レベル２の地震による津波では、海岸での水位上昇が 50cm を越えるまでの時間は、レベル

１の地震による津波とほぼ同等であるが、やや早く到達する傾向がある。

ウ 津波浸水域

○レベル 1、レベル 2 の津波による浸水深別浸水面積は、表１４－１．表１４－２のとおり

である。

表１４－１ レベル１の津波による浸水深別浸水面積（県計）

大正型関東地震

推定震度 ７ 6 強 ６弱 5 強 5 弱 4 以下 合計

面積(ｋ㎡) 110.2 454.0 878.3 693.0 1,046.5 4,526.9 7,709.0
割合 (％) 1.4 5.9 11.4 9.0 13.6 58.7 100.0

可能性ﾗﾝｸ 大 中 小 なし 評価対象外 合計

面積(ｋ㎡) 16.3 29.2 51.6 128.7 7,483.1 7,709.0
割合(％) 0.2 0.4 0.7 1.7 97.1 100.0

可能性ﾗﾝｸ 大 中 小 なし 評価対象外 合計

面積(ｋ㎡) 20.9 36.5 64.3 145.2 7,442.1 7,709.0
割合(％) 0.3 0.5 0.8 1.9 96.5 100.0

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 7.3 2.6 1.2
県域に占める割合(%) 0.1 0.1 未満 0.1 未満
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表１４－２ レベル２の津波による浸水深別浸水面積（県計）

元禄型関東地震

（４）建物被害

相模トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される建物被害は次のとおり。

ア レベル１の地震・津波（大正型関東地震）

表１５－１ 大正型関東地震 【棟】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

項目 被害区分 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

全壊

半壊 約 27,000 約 27,000 約 26,000
全壊

半壊 約 3,100 約 3,100 約 3,100
全壊

半壊 約 100 約 100 約 100
全壊

半壊 約 2,300 約 2,300 約 2,300
全壊

半壊 約 1,100 約 1,100 約 1,100
火災 焼失 約 200 約 300 約 1,600

建物棟数

全壊及び焼失 約 13,000 約 13,000 約 14,000
半壊 約 33,000 約 33,000 約 33,000

全壊及び焼失 約 1% 約 1% 約 1%
半壊 約 2% 約 2% 約 2%

液状化
約 800

人工造成地
約 40

建物被害総数

津波
約 900

山・崖崩れ
約 500

1,418,505

地震動
約 10,000

約 2,500 件
約 1,900 棟

建物被害率

ブロック塀等転倒数

屋外落下物が発生する建物数

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 22.3 10.0 4.7
県域に占める割合(%) 0.3 0.1 0.1
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イ レベル２の地震・津波

表１５－２ 元禄型関東地震 【棟】

「－」：被害わずか 注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

項目 被害区分 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

全壊

半壊 約 40,000 約 39,000 約 39,000
全壊

半壊 約 3,700 約 3,700 約 3,700
全壊

半壊 約 300 約 300 約 300
全壊

半壊 約 6,300 約 6,300 約 6,200
全壊

半壊 約 1,400 約 1,400 約 1,400
火災 焼失 約 400 約 600 約 3,700

建物棟数

全壊及び焼失 約 23,000 約 24,000 約 27,000
半壊 約 51,000 約 51,000 約 50,000

全壊及び焼失 約 2% 約 2% 約 2%
半壊 約 4% 約 4% 約 4%

ブロック塀等転倒数 約 3,600 件
屋外落下物が発生する建物数 約 4,000 棟

地震動
約 19,000

液状化
約 1,000

人工造成地
約 80

建物被害総数

建物被害率

津波
約 2,400

山・崖崩れ
約 600

1,418,505
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（５）人的被害

相模トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される人的被害は次のとおりである。

ア レベル１の地震・津波

表１６－１ 大正型関東地震 【人】

「－」：被害わずか

注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

※夏・昼発災の場合、海水浴客の津波による死者数の増分は、約 1,600 人（早

期避難率高＋呼びかけ）～約 4,600 人（早期避難率低）

被害区分 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

死者数 約 100 約 50 約 90
(約 40) (約 20) (約 30)

重傷者数 約 1,100 約 1,400 約 1,000
(約 200) (約 100) (約 100)

軽傷者数 約 5,100 約 4,600 約 4,200
(約 800) (約 700) (約 600)

死者数 約 2,300 約 600 約 900
重傷者数 約 100 約 50 約 70
軽傷者数 約 200 約 100 約 100
死者数 約 2,900 約 1,700 約 2,400

重傷者数 約 200 約 100 約 200
軽傷者数 約 400 約 300 約 400
死者数 約 40 約 20 約 30

重傷者数 約 30 約 10 約 20
軽傷者数 約 30 約 10 約 20
死者数 - - 約 10

重傷者数 - 約 10 約 30
軽傷者数 約 10 約 10 約 70
死者数 - - -

重傷者数 - 約 20 約 30
軽傷者数 - 約 30 約 50
死者数 約 2,500 約 700 約 1,000

重傷者数 約 1,200 約 1,500 約 1,200
軽傷者数 約 5,400 約 4,700 約 4,500
死者数 約 3,000 約 1,800 約 2,500

重傷者数 約 1,300 約 1,600 約 1,300
軽傷者数 約 5,600 約 4,900 約 4,700
地震動 約 600 約 400 約 500
津波 約 900 約 1,800 約 1,200

死
傷
者
数
合
計

自力脱出困難者数・
要救助者数

早期避難率高
+呼びかけ

早期避難率低

火災

ブロック塀の転倒、
屋外落下物

（うち屋内転倒物・

屋内落下物）

津
波

早期避難率高
＋呼びかけ

早期避難率低

山・崖崩れ

項目

建物倒壊
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イ レベル２の地震・津波（元禄型関東巨大地震）

表１６－２ 元禄型関東地震 【人】

「－」：被害わずか

注）端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。

※夏・昼発災の場合、海水浴客の津波による死者数の増分は、約 2,400 人（早

期避難率高＋呼びかけ）～約 6,500 人（早期避難率低）

被害区分 冬・深夜 夏・昼 冬・夕

死者数 約 200 約 100 約 200
(約 70) (約 40) (約 50)

重傷者数 約 1,900 約 2,300 約 1,800
(約 300) (約 200) (約 200)

軽傷者数 約 7,900 約 6,600 約 4,900
(約 1,300) (約 1,000) (約 1,000)

死者数 約 4,700 約 1,400 約 1,900
重傷者数 約 100 約 60 約 70
軽傷者数 約 300 約 100 約 100
死者数 約 5,700 約 3,500 約 4,700

重傷者数 約 300 約 200 約 300
軽傷者数 約 500 約 400 約 500
死者数 約 50 約 20 約 40

重傷者数 約 30 約 10 約 20
軽傷者数 約 30 約 10 約 20
死者数 約 10 - 約 20

重傷者数 - 約 10 約 60
軽傷者数 約 20 約 30 約 200
死者数 - - -

重傷者数 - 約 30 約 40
軽傷者数 - 約 40 約 90
死者数 約 5,000 約 1,500 約 2,100

重傷者数 約 2,100 約 2,400 約 2,000
軽傷者数 約 8,300 約 6,800 約 5,300
死者数 約 6,000 約 3,600 約 4,900

重傷者数 約 2,200 約 2,600 約 2,200
軽傷者数 約 8,500 約 7,200 約 5,700
地震動 約 1,100 約 800 約 1,000
津波 約 2,300 約 5,100 約 3,200

死
傷
者
数
合
計

自力脱出困難者数・
要救助者数

早期避難率高
+呼びかけ

早期避難率低

火災

ブロック塀の転倒、
屋外落下物

（うち屋内転倒物・

屋内落下物）

津
波

早期避難率高
＋呼びかけ

早期避難率低

山・崖崩れ

項目

建物倒壊
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（６）ライフライン被害

相模トラフ沿いで発生する地震・津波で想定されるライフライン被害は次のとおりである。

ア 上水道

表１７－１ 上水道機能支障＜断水率・断水人口＞

イ 下水道

表１７－２ 下水道機能支障＜機能支障率・機能支障人口＞

ウ 電力

表１７－３ 電力機能支障＜停電率・停電軒数＞

エ 通信

表１７－４ 固定電話機能支障＜不通回線率・不通回線数＞

表１７－５ 携帯電話機能支障＜停波基地局数、不通ランク＞

※ 不通ランク 「Ａ」：停電による停波基地局率と固定電話不通回線率の少なくとも一方が５０％を超える。

「Ｂ」：停電による停波基地局率と固定電話不通回線率の少なくとも一方が４０％を超える。

「Ｃ」：停電による停波基地局率と固定電話不通回線率の少なくとも一方が３０％を超える。

「－」：上記ランクＡ、Ｂ、Ｃのいずれにも該当しない。

区 分
給水人口

（千人）

断 水 率 （％） 断水人口（千人）

直後 １日後 1 週間後 １ヶ月後 直後 １日後 1 週間後 １ヶ月後

レベル１
約３，７１６

２１ ９ ６ ０ 約 793 約 337 約 207 ー

レベル２ ２５ １３ ８ ０ 約 923 約 477 約 295 ―

区 分
処理人口

（千人）

機能支障率 （％） 機能支障人口（千人）

直後 １日後 1 週間後 1 ヶ月後 直後 １日後 1 週間後 1 ヶ月後

レベル１
約２，２３６

２ ２ １ ０ 約 53 約 43 約 26 約 3.3

レベル２ １２ １２ １０ １ 約 271 約 262 約 215 約 32

区 分
需要家数

（千軒）

停 電 率 （％） 停 電 軒 数（千軒）

直後 １日後 ４日後 1 週間後 直後 １日後 ４日後 1 週間後

レベル１
約２，２４７

３３ ５ ０ ０ 約 735 約 117 約 4.9 約 4.9

レベル２ ３３ ５ ０ ０ 約 736 約 122 約 9.3 約 9.3

区 分
回線数

（千回線）

不通回線率（％） 不通回線数（千回線）

直後 １日後 1 週間後 1 ヶ月後 直後 １日後 1 週間後 1 ヶ月後

レベル１
約８３３

３４ ６ ０ ０ 約 279 約 48 約 3.5 約 3.1

レベル２ ３４ ６ １ １ 約 280 約 53 約 7.5 約 6.6

区 分
停波基地局率（％） 不通ランク

直後 １日後 ４日後 1 週間後 直後 １日後 ４日後 1 週間後

レベル１ ０ ６ ０ ０ － － － －

レベル２ １ ６ １ １ － － － －
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オ ガス

表１７－６ 都市ガス機能支障＜供給停止率、供給停止戸数＞

表１７－７ LP ガス機能支障＜機能支障率、要点検需要家数＞

表１７－８ ライフライン復旧予測

（７）交通機能支障

ア 道路施設（緊急輸送路）

①高速道路

・一部区間で液状化や津波浸水による軽微な被害が発生する。

②東西幹線道路

・橋梁損傷、建物の道路閉塞、津波浸水、山・崖崩れ等の影響で不通となる区間が発生する。

③その他道路

・地震動による橋梁損傷、倒壊建物による道路閉塞、津波の影響のため不通となる区間が発

生する。

イ 鉄道施設

・新幹線では大きな施設被害は発生しないが、点検・補修のため一時運行を停止することが

ある。

・在来線、私鉄線では地震動による鉄道構造物の被害、津波の浸水等により運行に支障が生

じる。

ウ 港湾・漁港施設

・港湾施設被害、船舶やコンテナの被害、航路障害等の被害が発生する。また海底地盤が隆

区 分
需要家数

(千戸)
供 給 停 止

戸数（千戸）

供給停止率

（％）

復旧対象戸数

(千戸)

レベル１
約４９４

約１９ ４ 約１２

レベル２ 約６１ １２ 約２８

区 分
需要家数

(千戸)

機能支障率

（％）

要点検需要家数

(千戸)

レベル１
約８５５

４ 約３２

レベル２ ６ 約５２

施設応急復旧日数(95％復旧)

備 考
レベル 1

レベル 2

（基本ケース）

上水道 １週間程度 ２週間程度

津波により被災した需要家は復旧対象から

除外している

下水道 数日間程度 ３週間程度

電力 数日間程度 数日間程度

固定電話 数日間程度 数日間程度

携帯電話 数日間程度 数日間程度

都市ガス 数日間程度 １週間程度
家屋被害の著しい需要家は復旧対象から除

外している
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起する地域では、水深が不足することがある。

・発災初期は津波の危険及び復旧対応・航路啓開のため港湾が利用できないことが考えられ

る。

エ 飛行場・ヘリポート

①静岡空港

・震度は４程度であり、被害は発生しないが、安全確保のため空港を閉鎖する。

②その他の主な飛行場・ヘリポート

・ごく一部の防災拠点ヘリポートや市町防災ヘリポートで震度 6 強以上の強い揺れを受ける

可能性や津波が浸水するおそれがあるほか、離着陸場内に住民等が避難していたり、アク

セス道路に被害が生じたりすること等により、輸送機能に支障が生じる可能性がある。

（８）生活支障

相模トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される生活支障は次のとおりである。

ア 避難者

表１８－１ 避難者数（発災～１ヶ月後）【人】

イ 物資不足

表１８－２ 給水、食料、毛布の不足量（市町備蓄のみで対応した場合）

※ 家庭内備蓄を考慮して算出している。

ウ 医療機能支障

表１８－３ 医療対応力不足数【人】

※ 市町単位では医療対応力不足数が算出されているが、県内の他市町に搬送して

対応できるため、県計としては不足数が算出されていない。

区分

１日後 １週間後 １ヵ月後

避難者数 避難者数 避難者数
避難所 避難所外 避難所 避難所外 避難所 避難所外

ﾚﾍﾞﾙ

１
56,964 34,848 22,116 96,146 48,387 47,760 47,457 14,237 33,220

ﾚﾍﾞﾙ

２
111,648 69,015 42,633 150,590 76,234 74,356 82,914 24,874 58,039

区 分
住 民 分 観光・出張客分を考慮した場合

１～３日目の計 １～３日目の計 ４～７日目の計

レ
ベ
ル
１

給 水 (ﾄﾝ) ２６２ １２，６１１ ３９1

食 料 （食） ６３，３２７ ３４１，１６８ ５４０，３５９

毛 布 （枚） ２４，６６３ ９９，２６１

レ
ベ
ル
２

給 水 (ﾄﾝ) ３６３ １９，３２４ ４９２

食 料 （食） １８２，７５４ ６３２，６５１ ６８６，１６４

毛 布 （枚） ３６，２９２ １２６，５９５

区 分
医療対応力不足数

入院対応 外来対応

レベル１ － －

レベル２ － －
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エ 住機能（応急仮設住宅等）

表１８－４ 中期的住機能支障（発災後約１ヶ月～２年間）＞【世帯】

※ アンケート結果に基づく推計（借り上げ型応急住宅、公営住宅及び民間賃貸住宅の入居上限を考慮）

※ 上段：自宅が全壊・焼失した世帯の需要、下段：自宅が全壊・焼失、半壊した世帯の需要

表１８－５ 長期的住機能障害（発災後約２年～数年以降）【世帯】

※ アンケート結果に基づく推計

オ し尿・ごみ・がれき

表１８－６ 仮設トイレ不足量【基（仮設トイレ基数換算）】

表１８－７ 災害廃棄物、津波堆積物 【千トン】

（９）経済被害

相模トラフ沿いで発生する地震・津波で想定される経済被害は表１９のとおりである。

表１９ 経済被害 単位：兆円

区 分
応急仮設住宅等の需要 ※

応急仮設住宅 借上げ型応急住宅 公営住宅の一時使用

レベル１
１，８０１

（２，９３８）

２，４８３

（４，４１３）

１，０５８

（１，８１２）

レベル２
３，３２８

（５，０３３）

４，５８８

（７，４８４）

１，９５６

（３，０８６）

区 分

災害公営住宅の需要 ※

計 全壊世帯の需要 半壊世帯の需要
うち年収 400 万円未満

レベル１ ６，５５０ ３，２１７ ２，１３０ ３，３３２

レベル２ １０，９４０ ５，９４６ ４，０４６ ４，９９４

区 分
市町の仮設トイレ等の備蓄のみで対応した場合

仮設・簡易トイレを活用 仮設・簡易・マンホールトイレを活用

レベル１ １７ ０

レベル２ ７６ ５２

区 分 合 計 災害廃棄物 津波堆積物

レベル１ １，６７２～１，９００ １，４６９ ２０３～ ４３１

レベル２ ３，３１６～３，９６８ ２，７３６ ５８０～１，２３２

区 分 直接的被害 間接的被害

レベル１ １．６５ ０．１４５

レベル２ ２．７０ ０．２５７
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Ⅰ-25 市町別地震被害想定結果一覧表 （県危機政策課）

表２０－１ 震度区分別面積集計表(東海・東南海・南海地震)

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５強 震度５弱 震度４以下

345.7 2045.5 3215.8 1806.5 295.4 0.0 7709.0

下田市 0.0 0.0 3.9 100.8 0.0 0.0 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 36.2 41.7 0.0 0.0 77.8

河津町 0.0 0.0 3.7 97.1 0.0 0.0 100.8

南伊豆町 0.0 0.0 7.8 102.7 0.1 0.0 110.6

松崎町 0.0 0.7 38.9 45.6 0.0 0.0 85.2

西伊豆町 0.0 0.2 44.0 61.4 0.0 0.0 105.5

（小計） 0.0 0.9 134.5 449.2 0.1 0.0 584.7

沼津市 0.0 5.8 157.0 24.2 0.1 0.0 187.1

熱海市 0.0 0.0 37.2 24.4 0.0 0.0 61.6

三島市 0.0 0.0 52.4 9.7 0.0 0.0 62.1

富士宮市 0.0 16.0 366.2 6.8 0.0 0.0 389.0

伊東市 0.0 0.0 62.8 61.2 0.1 0.0 124.1

富士市 0.0 23.7 217.3 4.0 0.0 0.0 245.0

御殿場市 0.0 0.0 192.1 2.7 0.0 0.0 194.9

裾野市 0.0 0.0 137.8 0.4 0.0 0.0 138.2

伊豆市 0.0 0.1 288.2 75.7 0.0 0.0 364.0

伊豆の国市 0.0 0.0 63.1 31.6 0.0 0.0 94.7

函南町 0.0 0.0 42.9 22.2 0.1 0.0 65.1

清水町 0.0 0.0 6.4 2.4 0.0 0.0 8.8

長泉町 0.0 0.0 26.1 0.5 0.0 0.0 26.5

小山町 0.0 0.0 67.4 68.7 0.0 0.0 136.1

（小計） 0.0 45.6 1717.9 333.5 0.3 0.0 2097.3

静岡市葵区 21.8 208.4 534.3 188.8 120.2 0.0 1073.4

静岡市駿河区 27.3 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9

静岡市清水区 2.0 245.4 18.2 0.0 0.0 0.0 265.5

島田市 4.1 234.5 77.3 0.0 0.0 0.0 315.9

焼津市 31.1 39.1 0.4 0.0 0.0 0.0 70.6

藤枝市 37.9 151.6 4.6 0.0 0.0 0.0 194.0

牧之原市 6.0 103.9 1.8 0.0 0.0 0.0 111.7

吉田町 0.5 19.8 0.6 0.0 0.0 0.0 20.8

川根本町 0.0 0.0 303.3 193.4 0.0 0.0 496.7

（小計） 130.5 1047.9 940.7 382.2 120.3 0.0 2621.6

浜松市中区 13.5 30.1 0.6 0.0 0.0 0.0 44.2

浜松市東区 2.8 43.1 0.4 0.0 0.0 0.0 46.3

浜松市西区 10.1 73.8 0.3 0.0 0.0 0.0 84.3

浜松市南区 17.9 27.2 1.9 0.0 0.0 0.0 47.0

浜松市北区 0.7 53.3 82.0 128.9 7.4 0.0 272.3

浜松市浜北区 0.0 35.4 29.7 1.4 0.0 0.0 66.5

浜松市天竜区 0.0 12.6 258.1 506.3 167.1 0.0 944.0

磐田市 45.4 109.0 9.8 0.0 0.0 0.0 164.1

掛川市 47.2 217.7 0.7 0.0 0.0 0.0 265.6

袋井市 67.0 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6

湖西市 1.4 51.6 10.7 4.9 0.0 0.0 68.6

御前崎市 2.7 55.2 8.0 0.0 0.0 0.0 65.9

菊川市 4.3 88.8 1.2 0.0 0.0 0.0 94.2

森町 2.0 110.1 21.7 0.0 0.0 0.0 133.8

（小計） 215.0 949.7 424.8 641.4 174.5 0.0 2405.4

市町村名
震度区分別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部

-345-
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資料編Ⅰ

表２０－２ 震度区分別面積集計表(南海トラフ巨大地震 基本ケース)

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５強 震度５弱 震度４以下

345.7 2045.5 3215.8 1806.5 295.4 0.0 7709.0

下田市 0.0 0.0 3.9 100.8 0.0 0.0 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 36.2 41.7 0.0 0.0 77.8

河津町 0.0 0.0 3.7 97.1 0.0 0.0 100.8

南伊豆町 0.0 0.0 7.8 102.7 0.1 0.0 110.6

松崎町 0.0 0.7 38.9 45.6 0.0 0.0 85.2

西伊豆町 0.0 0.2 44.0 61.4 0.0 0.0 105.5

（小計） 0.0 0.9 134.5 449.2 0.1 0.0 584.7

沼津市 0.0 5.8 157.0 24.2 0.1 0.0 187.1

熱海市 0.0 0.0 37.2 24.4 0.0 0.0 61.6

三島市 0.0 0.0 52.4 9.7 0.0 0.0 62.1

富士宮市 0.0 16.0 366.2 6.8 0.0 0.0 389.0

伊東市 0.0 0.0 62.8 61.2 0.1 0.0 124.1

富士市 0.0 23.7 217.3 4.0 0.0 0.0 245.0

御殿場市 0.0 0.0 192.1 2.7 0.0 0.0 194.9

裾野市 0.0 0.0 137.8 0.4 0.0 0.0 138.2

伊豆市 0.0 0.1 288.2 75.7 0.0 0.0 364.0

伊豆の国市 0.0 0.0 63.1 31.6 0.0 0.0 94.7

函南町 0.0 0.0 42.9 22.2 0.1 0.0 65.1

清水町 0.0 0.0 6.4 2.4 0.0 0.0 8.8

長泉町 0.0 0.0 26.1 0.5 0.0 0.0 26.5

小山町 0.0 0.0 67.4 68.7 0.0 0.0 136.1

（小計） 0.0 45.6 1717.9 333.5 0.3 0.0 2097.3

静岡市葵区 21.8 208.4 534.3 188.8 120.2 0.0 1073.4

静岡市駿河区 27.3 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9

静岡市清水区 2.0 245.4 18.2 0.0 0.0 0.0 265.5

島田市 4.1 234.5 77.3 0.0 0.0 0.0 315.9

焼津市 31.1 39.1 0.4 0.0 0.0 0.0 70.6

藤枝市 37.9 151.6 4.6 0.0 0.0 0.0 194.0

牧之原市 6.0 103.9 1.8 0.0 0.0 0.0 111.7

吉田町 0.5 19.8 0.6 0.0 0.0 0.0 20.8

川根本町 0.0 0.0 303.3 193.4 0.0 0.0 496.7

（小計） 130.5 1047.9 940.7 382.2 120.3 0.0 2621.6

浜松市中区 13.5 30.1 0.6 0.0 0.0 0.0 44.2

浜松市東区 2.8 43.1 0.4 0.0 0.0 0.0 46.3

浜松市西区 10.1 73.8 0.3 0.0 0.0 0.0 84.3

浜松市南区 17.9 27.2 1.9 0.0 0.0 0.0 47.0

浜松市北区 0.7 53.3 82.0 128.9 7.4 0.0 272.3

浜松市浜北区 0.0 35.4 29.7 1.4 0.0 0.0 66.5

浜松市天竜区 0.0 12.6 258.1 506.3 167.1 0.0 944.0

磐田市 45.4 109.0 9.8 0.0 0.0 0.0 164.1

掛川市 47.2 217.7 0.7 0.0 0.0 0.0 265.6

袋井市 67.0 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6

湖西市 1.4 51.6 10.7 4.9 0.0 0.0 68.6

御前崎市 2.7 55.2 8.0 0.0 0.0 0.0 65.9

菊川市 4.3 88.8 1.2 0.0 0.0 0.0 94.2

森町 2.0 110.1 21.7 0.0 0.0 0.0 133.8

（小計） 215.0 949.7 424.8 641.4 174.5 0.0 2405.4

市町村名
震度区分別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部
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資料編Ⅰ

表２０－３ 震度区分別面積集計表(南海トラフ巨大地震 陸側ケース)

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５強 震度５弱 震度４以下

725.6 1293.3 3406.3 1981.6 302.1 0.0 7709.0

下田市 0.0 0.0 0.0 14.7 90.0 0.0 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 0.0 75.1 2.7 0.0 77.8

河津町 0.0 0.0 0.0 43.6 57.2 0.0 100.8

南伊豆町 0.0 0.0 0.0 31.7 78.9 0.0 110.6

松崎町 0.0 0.0 3.0 43.8 38.5 0.0 85.2

西伊豆町 0.0 0.0 1.9 98.2 5.5 0.0 105.5

（小計） 0.0 0.0 4.9 307.1 272.6 0.0 584.7

沼津市 0.0 0.0 85.1 97.4 4.6 0.0 187.1

熱海市 0.0 0.0 0.0 59.1 2.5 0.0 61.6

三島市 0.0 0.0 0.1 58.9 3.2 0.0 62.1

富士宮市 0.0 0.0 191.2 197.8 0.0 0.0 389.0

伊東市 0.0 0.0 0.0 123.4 0.8 0.0 124.1

富士市 0.0 0.0 129.5 115.6 0.0 0.0 245.0

御殿場市 0.0 0.0 82.0 112.8 0.1 0.0 194.9

裾野市 0.0 0.0 11.4 126.8 0.0 0.0 138.2

伊豆市 0.0 0.0 26.3 336.7 1.0 0.0 364.0

伊豆の国市 0.0 0.0 1.5 90.5 2.7 0.0 94.7

函南町 0.0 0.0 0.0 61.4 3.8 0.0 65.1

清水町 0.0 0.0 0.1 8.0 0.8 0.0 8.8

長泉町 0.0 0.0 4.6 21.9 0.0 0.0 26.5

小山町 0.0 0.0 40.1 85.8 10.2 0.0 136.1

（小計） 0.0 0.0 571.5 1496.5 29.4 0.0 2097.3

静岡市葵区 0.0 17.6 898.3 157.5 0.0 0.0 1073.4

静岡市駿河区 0.0 8.5 64.3 0.0 0.0 0.0 72.9

静岡市清水区 0.0 2.6 244.4 18.5 0.0 0.0 265.5

島田市 0.1 125.5 190.3 0.0 0.0 0.0 315.9

焼津市 0.0 22.2 47.9 0.5 0.0 0.0 70.6

藤枝市 0.0 18.2 175.2 0.7 0.0 0.0 194.0

牧之原市 0.5 66.2 45.0 0.0 0.0 0.0 111.7

吉田町 0.0 2.1 18.7 0.0 0.0 0.0 20.8

川根本町 0.0 4.6 491.0 1.1 0.0 0.0 496.7

（小計） 0.6 267.3 2175.2 178.5 0.0 0.0 2621.6

浜松市中区 44.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2

浜松市東区 43.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3

浜松市西区 84.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 84.3

浜松市南区 30.0 14.9 2.1 0.0 0.0 0.0 47.0

浜松市北区 110.4 115.1 46.8 0.0 0.0 0.0 272.3

浜松市浜北区 44.7 21.2 0.6 0.0 0.0 0.0 66.5

浜松市天竜区 21.3 350.3 570.4 2.0 0.0 0.0 944.0

磐田市 139.0 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 164.1

掛川市 40.0 225.6 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6

袋井市 72.9 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6

湖西市 56.7 8.3 3.6 0.0 0.0 0.0 68.6

御前崎市 0.1 37.7 28.1 0.0 0.0 0.0 65.9

菊川市 7.3 84.4 2.6 0.0 0.0 0.0 94.2

森町 30.8 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 133.8

（小計） 724.4 1024.9 654.1 2.0 0.0 0.0 2405.4

市町村名
震度区分別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部
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資料編Ⅰ

表２０－４ 震度区分別面積集計表(南海トラフ巨大地震 東側ケース)

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５強 震度５弱 震度４以下

641.1 1952.8 3524.6 1504.7 85.8 0.0 7709.0

下田市 0.0 0.0 45.5 59.2 0.0 0.0 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 73.4 4.4 0.0 0.0 77.8

河津町 0.0 0.0 56.5 44.3 0.0 0.0 100.8

南伊豆町 0.0 0.2 32.2 78.2 0.0 0.0 110.6

松崎町 0.0 5.4 66.8 13.0 0.0 0.0 85.2

西伊豆町 0.0 8.6 96.9 0.0 0.0 0.0 105.5

（小計） 0.0 14.2 371.4 199.1 0.0 0.0 584.7

沼津市 0.0 71.6 111.4 4.0 0.1 0.0 187.1

熱海市 0.0 0.0 52.4 9.2 0.0 0.0 61.6

三島市 0.0 0.0 55.2 6.9 0.0 0.0 62.1

富士宮市 0.0 95.5 293.5 0.0 0.0 0.0 389.0

伊東市 0.0 0.0 105.9 18.2 0.0 0.0 124.1

富士市 0.0 99.9 145.2 0.0 0.0 0.0 245.0

御殿場市 0.0 3.4 190.4 1.0 0.0 0.0 194.9

裾野市 0.0 0.0 138.0 0.1 0.0 0.0 138.2

伊豆市 0.0 82.5 278.8 2.7 0.0 0.0 364.0

伊豆の国市 0.0 0.1 88.3 6.3 0.0 0.0 94.7

函南町 0.0 0.0 56.1 8.9 0.1 0.0 65.1

清水町 0.0 0.0 7.4 1.5 0.0 0.0 8.8

長泉町 0.0 0.2 26.0 0.3 0.0 0.0 26.5

小山町 0.0 0.0 105.9 30.2 0.0 0.0 136.1

（小計） 0.0 353.7 1654.8 88.7 0.1 0.0 2097.3

静岡市葵区 0.4 89.5 615.1 359.9 8.5 0.0 1073.4

静岡市駿河区 1.7 70.7 0.5 0.0 0.0 0.0 72.9

静岡市清水区 17.0 233.0 15.5 0.0 0.0 0.0 265.5

島田市 4.7 195.1 109.7 6.4 0.0 0.0 315.9

焼津市 1.1 68.3 1.2 0.0 0.0 0.0 70.6

藤枝市 1.2 79.0 113.8 0.1 0.0 0.0 194.0

牧之原市 54.2 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 111.7

吉田町 1.5 18.6 0.7 0.0 0.0 0.0 20.8

川根本町 0.0 3.0 231.4 262.3 0.0 0.0 496.7

（小計） 81.7 814.2 1088.3 628.9 8.5 0.0 2621.6

浜松市中区 7.8 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2

浜松市東区 4.2 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3

浜松市西区 45.8 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 84.3

浜松市南区 10.1 35.2 1.8 0.0 0.0 0.0 47.0

浜松市北区 14.7 104.5 96.6 56.3 0.2 0.0 272.3

浜松市浜北区 0.2 45.6 20.4 0.3 0.0 0.0 66.5

浜松市天竜区 0.0 47.2 289.2 530.7 76.9 0.0 944.0

磐田市 50.9 113.1 0.1 0.0 0.0 0.0 164.1

掛川市 132.5 133.2 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6

袋井市 93.5 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6

湖西市 55.1 10.0 3.5 0.0 0.0 0.0 68.6

御前崎市 61.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9

菊川市 68.5 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 94.2

森町 14.1 119.2 0.5 0.0 0.0 0.0 133.8

（小計） 558.8 770.2 412.0 587.3 77.1 0.0 2405.4

市町村名
震度区分別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部
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資料編Ⅰ

表２１－１ 震度区分別面積集計表（大正型関東地震）

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５強 震度５弱 震度４以下

42.4 347.6 755.5 744.9 1055.3 4763.3 7709.0

下田市 0.0 0.0 0.0 2.0 97.1 5.6 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 15.9 61.9 0.0 0.0 77.8

河津町 0.0 0.0 0.0 34.4 66.4 0.0 100.8

南伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 85.4 110.6

松崎町 0.0 0.0 0.0 2.0 74.2 9.0 85.2

西伊豆町 0.0 0.0 0.0 11.8 93.8 0.0 105.5

（小計） 0.0 0.0 15.9 112.1 356.7 100.0 584.7

沼津市 0.0 0.1 104.2 79.7 3.2 0.0 187.1

熱海市 0.0 51.9 9.7 0.0 0.0 0.0 61.6

三島市 0.0 28.1 27.7 5.6 0.7 0.0 62.1

富士宮市 0.0 0.0 0.2 138.7 239.8 10.2 389.0

伊東市 0.0 3.1 112.9 8.0 0.1 0.0 124.1

富士市 0.0 0.0 28.0 158.7 58.4 0.0 245.0

御殿場市 15.9 89.9 74.8 14.3 0.0 0.0 194.9

裾野市 0.0 49.9 79.9 8.3 0.0 0.0 138.2

伊豆市 0.0 8.7 139.2 193.1 23.0 0.0 364.0

伊豆の国市 0.0 19.1 61.1 14.5 0.0 0.0 94.7

函南町 0.0 35.1 25.1 4.8 0.1 0.0 65.1

清水町 0.0 0.0 6.4 2.0 0.4 0.0 8.8

長泉町 0.0 0.0 25.9 0.6 0.0 0.0 26.5

小山町 27.2 63.3 45.2 0.5 0.0 0.0 136.1

（小計） 42.4 348.2 740.9 629.8 325.7 10.2 2097.3

静岡市葵区 0.0 0.0 0.0 0.1 46.5 1026.8 1073.4

静岡市駿河区 0.0 0.0 0.0 1.0 59.9 12.0 72.9

静岡市清水区 0.0 0.0 0.0 1.6 224.1 39.8 265.5

島田市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 315.5 315.9

焼津市 0.0 0.0 0.0 1.3 23.1 46.3 70.6

藤枝市 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 187.7 194.0

牧之原市 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 107.1 111.7

吉田町 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 19.7 20.8

川根本町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 496.7 496.7

（小計） 0.0 0.0 0.0 4.0 365.8 2251.9 2621.6

浜松市中区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 44.2

浜松市東区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 46.3

浜松市西区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 84.1 84.3

浜松市南区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 47.0

浜松市北区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272.3 272.3

浜松市浜北区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 66.5

浜松市天竜区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 944.0 944.0

磐田市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.1 164.1

掛川市 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 259.5 265.6

袋井市 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 107.4 108.6

湖西市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 68.6

御前崎市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 65.9

菊川市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 94.2 94.2

森町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.8 133.8

（小計） 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 2397.9 2405.4

市町村名
震度区分別の面積

中
部

西
部

面積の合計

県計

賀
茂

東
部
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資料編Ⅰ

表２１－２ 震度区分別面積集計表（元禄型関東地震）

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５強 震度５弱 震度４以下

110.2 454.0 878.3 693.0 1046.5 4526.9 7709.0

下田市 0.0 0.0 0.0 3.9 100.7 0.1 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 43.9 33.9 0.1 0.0 77.8

河津町 0.0 0.0 4.2 57.6 39.1 0.0 100.8

南伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.8 48.9 60.9 110.6

松崎町 0.0 0.0 0.0 8.9 75.8 0.5 85.2

西伊豆町 0.0 0.0 0.1 47.3 58.2 0.0 105.5

（小計） 0.0 0.0 48.2 152.4 322.7 61.5 584.7

沼津市 0.0 4.6 156.8 25.6 0.1 0.0 187.1

熱海市 0.0 59.1 2.5 0.0 0.0 0.0 61.6

三島市 0.0 43.1 14.0 5.0 0.1 0.0 62.1

富士宮市 0.0 0.0 2.3 220.7 165.9 0.0 389.0

伊東市 0.0 49.1 74.4 0.5 0.0 0.0 124.1

富士市 0.0 0.0 71.9 142.4 30.7 0.0 245.0

御殿場市 52.0 69.5 72.1 1.2 0.0 0.0 194.9

裾野市 12.2 77.8 48.2 0.0 0.0 0.0 138.2

伊豆市 0.0 15.8 245.7 100.4 2.0 0.0 364.0

伊豆の国市 0.0 29.3 64.2 1.2 0.0 0.0 94.7

函南町 0.0 44.1 18.3 2.7 0.1 0.0 65.1

清水町 0.0 0.3 7.3 1.3 0.0 0.0 8.8

長泉町 0.0 6.0 20.5 0.0 0.0 0.0 26.5

小山町 47.2 56.6 32.3 0.1 0.0 0.0 136.1

（小計） 110.3 454.8 831.5 501.7 198.8 0.0 2097.3

静岡市葵区 0.0 0.0 0.0 11.7 104.2 957.5 1073.4

静岡市駿河区 0.0 0.0 0.0 4.4 68.5 0.1 72.9

静岡市清水区 0.0 0.0 0.0 21.9 229.3 14.3 265.5

島田市 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 312.9 315.9

焼津市 0.0 0.0 0.0 1.6 38.3 30.7 70.6

藤枝市 0.0 0.0 0.0 0.1 30.5 163.4 194.0

牧之原市 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 99.8 111.7

吉田町 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 19.3 20.8

川根本町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 496.7 496.7

（小計） 0.0 0.0 0.0 39.7 487.0 2094.9 2621.6

浜松市中区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 44.2

浜松市東区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 46.3

浜松市西区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 84.2 84.3

浜松市南区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 47.0

浜松市北区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272.3 272.3

浜松市浜北区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 66.5

浜松市天竜区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 944.0 944.0

磐田市 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 162.6 164.1

掛川市 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 253.5 265.6

袋井市 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 94.8 108.6

湖西市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 68.6

御前崎市 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 62.8 65.9

菊川市 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 86.9 94.2

森町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 133.7 133.8

（小計） 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 2367.3 2405.4

市町村名
震度区分別の面積

中
部

西
部

面積の合計

県計

賀
茂

東
部
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資料編Ⅰ

表２２－１ 液状化可能性区分別面積集計表(東海・東南海・南海地震)

(注)内閣府(2012)の南海トラフ巨大地震の基本ケースの強震断層モデルを用いて計算したもの。

大 中 小 なし 対象外

178.8 214.8 106.1 205.6 7003.8 7709.0

下田市 1.2 1.3 2.3 1.2 98.8 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 77.8

河津町 0.8 0.2 0.7 0.6 98.5 100.8

南伊豆町 0.7 1.7 1.2 2.4 104.5 110.6

松崎町 1.1 1.2 0.8 0.9 81.3 85.2

西伊豆町 0.8 0.9 1.4 0.9 101.4 105.5

（小計） 4.6 5.4 6.4 6.0 562.3 584.7

沼津市 3.7 6.4 6.6 8.4 161.9 187.1

熱海市 0.0 0.2 0.5 0.2 60.7 61.6

三島市 2.3 3.9 1.7 0.4 53.8 62.1

富士宮市 0.3 2.0 0.5 1.5 384.6 389.0

伊東市 0.8 0.6 1.2 1.6 119.9 124.1

富士市 5.8 7.5 5.6 12.3 213.7 245.0

御殿場市 0.1 0.0 0.0 0.0 194.8 194.9

裾野市 0.0 0.1 0.1 0.0 138.0 138.2

伊豆市 0.5 0.3 1.6 3.3 358.2 364.0

伊豆の国市 4.3 5.3 2.9 3.7 78.5 94.7

函南町 1.6 1.9 2.2 1.9 57.6 65.1

清水町 0.9 1.2 0.8 0.5 5.5 8.8

長泉町 0.1 0.0 0.0 0.1 26.2 26.5

小山町 0.3 0.3 0.4 1.4 133.7 136.1

（小計） 20.9 29.9 24.2 35.5 1986.9 2097.3

静岡市葵区 6.4 9.4 3.0 10.3 1044.3 1073.4

静岡市駿河区 6.3 7.2 2.0 4.9 52.5 72.9

静岡市清水区 14.9 12.0 3.5 8.5 226.6 265.5

島田市 1.0 4.0 1.7 7.4 301.8 315.9

焼津市 5.4 10.4 4.7 12.5 37.7 70.6

藤枝市 3.9 7.0 3.4 8.1 171.6 194.0

牧之原市 3.9 3.4 1.9 6.7 95.8 111.7

吉田町 2.1 3.9 2.0 3.7 9.2 20.8

川根本町 0.1 1.3 1.5 0.6 493.3 496.7

（小計） 44.0 58.4 23.8 62.5 2432.9 2621.6

浜松市中区 4.4 3.8 2.3 3.7 29.9 44.2

浜松市東区 3.4 11.9 6.9 9.7 14.4 46.3

浜松市西区 16.2 9.7 3.0 4.8 50.7 84.3

浜松市南区 18.6 15.2 4.1 5.8 3.3 47.0

浜松市北区 3.4 3.1 1.9 3.6 260.3 272.3

浜松市浜北区 2.2 3.1 1.9 11.5 47.8 66.5

浜松市天竜区 1.4 2.1 1.6 2.2 936.7 944.0

磐田市 18.5 22.8 10.9 26.3 85.6 164.1

掛川市 10.2 14.3 5.4 9.8 225.9 265.6

袋井市 11.2 18.3 5.4 8.2 65.5 108.6

湖西市 11.6 3.2 1.0 2.7 50.2 68.6

御前崎市 1.4 4.7 4.9 9.5 45.5 65.9

菊川市 4.7 6.2 1.1 1.6 80.6 94.2

森町 1.8 2.6 1.3 2.2 126.0 133.8

（小計） 109.1 121.0 51.7 101.5 2022.0 2405.4

市町村名
液状化可能性別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部
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表２２－２ 液状化可能性区分別面積集計表(南海トラフ巨大地震 基本ケース)

大 中 小 なし 対象外

178.8 214.8 106.1 205.6 7003.8 7709.0

下田市 1.2 1.3 2.3 1.2 98.8 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 77.8

河津町 0.8 0.2 0.7 0.6 98.5 100.8

南伊豆町 0.7 1.7 1.2 2.4 104.5 110.6

松崎町 1.1 1.2 0.8 0.9 81.3 85.2

西伊豆町 0.8 0.9 1.4 0.9 101.4 105.5

（小計） 4.6 5.4 6.4 6.0 562.3 584.7

沼津市 3.7 6.4 6.6 8.4 161.9 187.1

熱海市 0.0 0.2 0.5 0.2 60.7 61.6

三島市 2.3 3.9 1.7 0.4 53.8 62.1

富士宮市 0.3 2.0 0.5 1.5 384.6 389.0

伊東市 0.8 0.6 1.2 1.6 119.9 124.1

富士市 5.8 7.5 5.6 12.3 213.7 245.0

御殿場市 0.1 0.0 0.0 0.0 194.8 194.9

裾野市 0.0 0.1 0.1 0.0 138.0 138.2

伊豆市 0.5 0.3 1.6 3.3 358.2 364.0

伊豆の国市 4.3 5.3 2.9 3.7 78.5 94.7

函南町 1.6 1.9 2.2 1.9 57.6 65.1

清水町 0.9 1.2 0.8 0.5 5.5 8.8

長泉町 0.1 0.0 0.0 0.1 26.2 26.5

小山町 0.3 0.3 0.4 1.4 133.7 136.1

（小計） 20.9 29.9 24.2 35.5 1986.9 2097.3

静岡市葵区 6.4 9.4 3.0 10.3 1044.3 1073.4

静岡市駿河区 6.3 7.2 2.0 4.9 52.5 72.9

静岡市清水区 14.9 12.0 3.5 8.5 226.6 265.5

島田市 1.0 4.0 1.7 7.4 301.8 315.9

焼津市 5.4 10.4 4.7 12.5 37.7 70.6

藤枝市 3.9 7.0 3.4 8.1 171.6 194.0

牧之原市 3.9 3.4 1.9 6.7 95.8 111.7

吉田町 2.1 3.9 2.0 3.7 9.2 20.8

川根本町 0.1 1.3 1.5 0.6 493.3 496.7

（小計） 44.0 58.4 23.8 62.5 2432.9 2621.6

浜松市中区 4.4 3.8 2.3 3.7 29.9 44.2

浜松市東区 3.4 11.9 6.9 9.7 14.4 46.3

浜松市西区 16.2 9.7 3.0 4.8 50.7 84.3

浜松市南区 18.6 15.2 4.1 5.8 3.3 47.0

浜松市北区 3.4 3.1 1.9 3.6 260.3 272.3

浜松市浜北区 2.2 3.1 1.9 11.5 47.8 66.5

浜松市天竜区 1.4 2.1 1.6 2.2 936.7 944.0

磐田市 18.5 22.8 10.9 26.3 85.6 164.1

掛川市 10.2 14.3 5.4 9.8 225.9 265.6

袋井市 11.2 18.3 5.4 8.2 65.5 108.6

湖西市 11.6 3.2 1.0 2.7 50.2 68.6

御前崎市 1.4 4.7 4.9 9.5 45.5 65.9

菊川市 4.7 6.2 1.1 1.6 80.6 94.2

森町 1.8 2.6 1.3 2.2 126.0 133.8

（小計） 109.1 121.0 51.7 101.5 2022.0 2405.4

市町村名
液状化可能性別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部
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表２２－３ 液状化可能性区分別面積集計表(南海トラフ巨大地震 陸側ケース)

大 中 小 なし 対象外

161.1 207.2 121.2 215.6 7003.9 7709.0

下田市 0.6 0.8 2.5 1.9 98.8 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 77.8

河津町 0.3 0.5 0.6 0.9 98.5 100.8

南伊豆町 0.2 1.1 1.7 3.2 104.5 110.6

松崎町 0.9 0.5 1.5 1.0 81.3 85.2

西伊豆町 0.6 0.3 1.9 1.2 101.4 105.5

（小計） 2.6 3.2 8.3 8.3 562.3 584.7

沼津市 1.0 4.5 8.2 11.5 161.9 187.1

熱海市 0.0 0.0 0.5 0.4 60.7 61.6

三島市 0.5 2.4 4.1 1.3 53.8 62.1

富士宮市 0.3 1.2 1.1 1.8 384.6 389.0

伊東市 0.6 0.4 1.6 1.7 119.9 124.1

富士市 3.4 6.8 6.8 14.2 213.7 245.0

御殿場市 0.1 0.0 0.0 0.0 194.8 194.9

裾野市 0.0 0.1 0.1 0.0 138.0 138.2

伊豆市 0.5 0.2 0.9 4.2 358.2 364.0

伊豆の国市 2.4 5.4 4.1 4.3 78.5 94.7

函南町 0.5 1.9 2.9 2.3 57.6 65.1

清水町 0.4 0.9 1.3 0.7 5.5 8.8

長泉町 0.0 0.1 0.0 0.2 26.2 26.5

小山町 0.2 0.5 0.3 1.5 133.7 136.1

（小計） 10.0 24.4 32.0 44.0 1986.9 2097.3

静岡市葵区 5.0 9.3 4.3 10.5 1044.3 1073.4

静岡市駿河区 4.5 7.5 3.0 5.4 52.5 72.9

静岡市清水区 9.4 12.4 7.1 10.1 226.6 265.5

島田市 0.7 3.4 2.7 7.4 301.8 315.9

焼津市 4.0 8.4 7.8 12.8 37.7 70.6

藤枝市 2.1 7.0 4.3 9.0 171.6 194.0

牧之原市 3.1 3.8 2.1 7.0 95.8 111.7

吉田町 1.6 2.9 3.2 4.0 9.2 20.8

川根本町 0.1 1.4 1.5 0.5 493.3 496.7

（小計） 30.4 55.9 35.9 66.6 2432.9 2621.6

浜松市中区 4.7 3.9 2.4 3.3 29.9 44.2

浜松市東区 4.2 12.4 6.1 9.1 14.4 46.3

浜松市西区 18.6 8.9 2.1 3.8 50.8 84.3

浜松市南区 20.1 14.1 3.6 5.8 3.3 47.0

浜松市北区 4.4 3.9 0.9 2.8 260.3 272.3

浜松市浜北区 2.9 3.3 1.0 11.5 47.8 66.5

浜松市天竜区 3.3 1.7 0.7 1.5 936.7 944.0

磐田市 19.2 25.2 9.6 24.5 85.6 164.1

掛川市 9.7 14.5 5.6 9.8 225.9 265.6

袋井市 10.3 19.2 5.3 8.3 65.5 108.6

湖西市 12.9 2.6 0.6 2.3 50.2 68.6

御前崎市 0.9 4.3 4.8 10.4 45.5 65.9

菊川市 4.7 6.2 1.1 1.6 80.6 94.2

森町 1.8 2.9 1.3 1.8 126.0 133.8

（小計） 118.0 123.4 45.0 96.7 2022.1 2405.4

市町村名
液状化可能性別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部
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表２２－４ 液状化可能性区分別面積集計表(南海トラフ巨大地震 東側ケース)

大 中 小 なし 対象外

186.5 219.1 100.8 198.7 7003.9 7709.0

下田市 1.5 1.5 2.0 0.9 98.8 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 77.8

河津町 0.8 0.2 0.7 0.6 98.5 100.8

南伊豆町 1.3 1.7 0.9 2.2 104.5 110.6

松崎町 1.1 1.4 0.6 0.9 81.3 85.2

西伊豆町 0.9 1.2 1.3 0.7 101.4 105.5

（小計） 5.7 6.0 5.5 5.3 562.3 584.7

沼津市 4.6 7.3 5.8 7.5 161.9 187.1

熱海市 0.0 0.2 0.5 0.2 60.7 61.6

三島市 2.6 4.0 1.4 0.4 53.8 62.1

富士宮市 0.3 2.1 0.4 1.5 384.6 389.0

伊東市 0.9 0.7 1.2 1.5 119.9 124.1

富士市 6.4 7.9 4.9 12.1 213.7 245.0

御殿場市 0.1 0.0 0.0 0.0 194.8 194.9

裾野市 0.0 0.1 0.1 0.0 138.0 138.2

伊豆市 0.5 0.6 1.5 3.2 358.2 364.0

伊豆の国市 4.8 5.5 2.3 3.7 78.5 94.7

函南町 1.8 2.0 1.8 1.9 57.6 65.1

清水町 1.0 1.2 0.8 0.4 5.5 8.8

長泉町 0.1 0.0 0.0 0.1 26.2 26.5

小山町 0.5 0.2 0.7 1.1 133.7 136.1

（小計） 23.7 31.7 21.3 33.8 1986.9 2097.3

静岡市葵区 5.6 9.2 3.8 10.5 1044.3 1073.4

静岡市駿河区 5.8 7.4 2.3 4.9 52.5 72.9

静岡市清水区 16.3 11.5 3.0 8.1 226.6 265.5

島田市 1.0 3.8 1.9 7.4 301.8 315.9

焼津市 4.6 10.0 5.8 12.5 37.7 70.6

藤枝市 2.7 7.1 3.6 9.0 171.6 194.0

牧之原市 4.3 3.8 1.9 5.9 95.8 111.7

吉田町 2.1 3.9 2.0 3.6 9.2 20.8

川根本町 0.1 1.4 1.5 0.5 493.3 496.7

（小計） 42.5 58.1 25.8 62.3 2432.9 2621.6

浜松市中区 4.3 3.7 2.5 3.8 29.9 44.2

浜松市東区 3.6 11.7 7.4 9.3 14.4 46.3

浜松市西区 17.4 9.4 2.6 4.1 50.8 84.3

浜松市南区 17.4 15.8 4.4 6.1 3.3 47.0

浜松市北区 3.7 3.9 1.3 3.1 260.3 272.3

浜松市浜北区 2.3 3.2 1.7 11.5 47.8 66.5

浜松市天竜区 2.4 1.7 1.4 1.8 936.7 944.0

磐田市 18.3 23.6 10.5 26.1 85.6 164.1

掛川市 11.2 14.5 4.9 9.3 225.9 265.6

袋井市 11.7 18.1 4.9 8.2 65.5 108.6

湖西市 12.7 2.7 0.6 2.4 50.2 68.6

御前崎市 1.9 6.3 3.8 8.4 45.5 65.9

菊川市 5.4 5.8 0.8 1.6 80.6 94.2

森町 1.8 2.6 1.5 1.8 126.0 133.8

（小計） 114.5 123.2 48.2 97.2 2022.1 2405.4

市町村名
液状化可能性別の面積

面積の合計

県計

賀
茂

東
部

中
部

西
部

-354-



表２３－１ 液状化可能性区分別面積集計表(大正型関東地震)

大 中 小 なし 対象外

16.3 29.2 51.6 128.7 7483.1 7709.0

下田市 0.4 0.5 2.1 2.5 99.3 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 77.8

河津町 0.1 0.8 0.5 0.9 98.5 100.8

南伊豆町 0.0 0.0 1.1 1.8 107.7 110.6

松崎町 0.0 0.8 1.5 1.5 81.5 85.2

西伊豆町 0.0 0.1 0.9 3.1 101.4 105.5

（小計） 0.5 2.1 6.0 9.8 566.2 584.7

沼津市 2.3 5.5 7.4 10.1 161.9 187.1

熱海市 0.1 0.3 0.3 0.2 60.7 61.6

三島市 2.1 3.5 2.0 0.7 53.8 62.1

富士宮市 0.1 0.0 0.5 3.8 384.6 389.0

伊東市 1.0 0.6 1.0 1.5 119.9 124.1

富士市 2.5 4.1 8.7 16.1 213.7 245.0

御殿場市 0.1 0.0 0.0 0.0 194.8 194.9

裾野市 0.0 0.1 0.0 0.0 138.0 138.2

伊豆市 0.1 0.6 1.5 3.5 358.2 364.0

伊豆の国市 4.6 5.6 2.4 3.7 78.5 94.7

函南町 1.3 2.3 2.1 1.8 57.6 65.1

清水町 0.7 1.1 1.0 0.5 5.5 8.8

長泉町 0.1 0.0 0.0 0.1 26.2 26.5

小山町 0.7 0.5 0.2 1.1 133.7 136.1

（小計） 15.8 24.2 27.1 43.3 1986.9 2097.3

静岡市葵区 0.0 0.3 3.1 15.1 1055.0 1073.4

静岡市駿河区 0.0 0.2 4.5 15.6 52.6 72.9

静岡市清水区 0.0 1.0 7.7 29.9 227.0 265.5

島田市 0.0 0.0 0.0 0.4 315.5 315.9

焼津市 0.0 1.5 3.0 8.0 58.1 70.6

藤枝市 0.0 0.0 0.1 1.9 192.1 194.0

牧之原市 0.0 0.0 0.1 1.2 110.3 111.7

吉田町 0.0 0.0 0.0 0.7 20.1 20.8

川根本町 0.0 0.0 0.0 0.0 496.7 496.7

（小計） 0.0 2.9 18.4 72.8 2527.5 2621.6

浜松市中区 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 44.2

浜松市東区 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 46.3

浜松市西区 0.0 0.0 0.0 0.0 84.3 84.3

浜松市南区 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 47.0

浜松市北区 0.0 0.0 0.0 0.0 272.3 272.3

浜松市浜北区 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 66.5

浜松市天竜区 0.0 0.0 0.0 0.0 944.0 944.0

磐田市 0.0 0.0 0.0 0.0 164.1 164.1

掛川市 0.0 0.0 0.1 2.4 263.1 265.6

袋井市 0.0 0.0 0.0 0.4 108.2 108.6

湖西市 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 68.6

御前崎市 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 65.9

菊川市 0.0 0.0 0.0 0.0 94.2 94.2

森町 0.0 0.0 0.0 0.0 133.8 133.8

（小計） 0.0 0.0 0.1 2.8 2402.5 2405.4

市町村名
液状化可能性別の面積

中
部

西
部

面積の合計

県計

賀
茂

東
部
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表２３－２ 液状化可能性区分別面積集計表(元禄型関東地震)

大 中 小 なし 対象外

20.9 36.5 64.3 145.2 7442.1 7709.0

下田市 0.4 0.6 2.1 2.8 98.8 104.7

東伊豆町 0.0 0.0 0.0 0.0 77.7 77.8

河津町 0.0 0.7 0.6 1.0 98.5 100.8

南伊豆町 0.0 0.0 1.1 2.4 107.1 110.6

松崎町 0.0 0.9 1.7 1.5 81.3 85.2

西伊豆町 0.0 0.6 1.2 2.3 101.4 105.5

（小計） 0.4 2.8 6.6 10.0 564.9 584.7

沼津市 3.6 6.8 6.4 8.4 161.9 187.1

熱海市 0.2 0.3 0.2 0.2 60.7 61.6

三島市 3.0 3.7 1.2 0.5 53.8 62.1

富士宮市 0.1 0.1 0.5 3.6 384.6 389.0

伊東市 1.2 0.9 0.8 1.4 119.9 124.1

富士市 2.6 4.5 8.4 15.9 213.7 245.0

御殿場市 0.1 0.0 0.0 0.0 194.8 194.9

裾野市 0.0 0.1 0.0 0.0 138.0 138.2

伊豆市 0.3 0.7 1.5 3.3 358.2 364.0

伊豆の国市 5.3 5.4 2.0 3.5 78.5 94.7

函南町 1.8 2.6 1.4 1.7 57.6 65.1

清水町 1.1 0.9 0.9 0.5 5.5 8.8

長泉町 0.1 0.0 0.0 0.1 26.2 26.5

小山町 0.7 0.6 0.1 1.1 133.7 136.1

（小計） 20.1 26.5 23.5 40.3 1986.9 2097.3

静岡市葵区 0.2 2.0 8.0 13.6 1049.7 1073.4

静岡市駿河区 0.0 1.1 7.3 11.9 52.5 72.9

静岡市清水区 0.1 2.4 11.7 24.7 226.6 265.5

島田市 0.0 0.0 0.2 0.6 315.1 315.9

焼津市 0.1 1.6 3.3 14.2 51.4 70.6

藤枝市 0.0 0.1 1.1 7.8 185.0 194.0

牧之原市 0.0 0.0 0.2 3.4 108.0 111.7

吉田町 0.0 0.0 0.0 1.1 19.7 20.8

川根本町 0.0 0.0 0.0 0.0 496.7 496.7

（小計） 0.3 7.2 31.9 77.3 2504.8 2621.6

浜松市中区 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 44.2

浜松市東区 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 46.3

浜松市西区 0.0 0.0 0.0 0.0 84.3 84.3

浜松市南区 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 47.0

浜松市北区 0.0 0.0 0.0 0.0 272.3 272.3

浜松市浜北区 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 66.5

浜松市天竜区 0.0 0.0 0.0 0.0 944.0 944.0

磐田市 0.0 0.0 0.2 0.4 163.4 164.1

掛川市 0.0 0.0 0.1 3.8 261.7 265.6

袋井市 0.0 0.0 0.1 8.5 100.0 108.6

湖西市 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 68.6

御前崎市 0.0 0.0 0.3 1.5 64.1 65.9

菊川市 0.0 0.0 1.7 3.3 89.3 94.2

森町 0.0 0.0 0.0 0.2 133.7 133.8

（小計） 0.0 0.0 2.4 17.6 2385.4 2405.4

市町村名
液状化可能性別の面積

中
部

西
部

面積の合計

県計

賀
茂

東
部
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表２４－１ 山・崖崩れ危険度ランク別箇所数

（レベル１の地震（東海･東南海･南海地震）：市町別）

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ
6,548 2,427 653 51 107 210 2,570 510 183

下田市 50 201 51 0 0 0 51 13 8
東伊豆町 3 26 21 0 4 3 27 3 3
河津町 13 75 11 0 1 5 59 10 2
南伊豆町 22 149 58 0 0 3 49 19 16
松崎町 84 37 7 0 0 1 82 6 0
西伊豆町 52 45 12 0 0 2 74 19 10
沼津市 53 75 35 0 0 0 49 12 9
熱海市 63 79 14 0 0 1 26 4 0
三島市 34 35 11 0 0 0 3 8 1
富士宮市 195 36 0 0 0 1 89 3 0
伊東市 61 85 23 0 0 2 18 6 3
富士市 115 38 4 0 1 2 24 4 0
御殿場市 2 4 0 0 0 0
裾野市 19 15 1 0 0 0 7 5 0
伊豆市 182 115 25 0 2 12 139 31 4
伊豆の国市 58 78 15 0 1 1 22 21 12
函南町 34 22 12 0 0 1 11 7 2
清水町 11 3 1 0 0 0 3 3 2
長泉町 20 7 0 0 0 0 0 1 0
小山町 9 35 15 0 0 0 11 12 6
静岡市葵区 736 180 0 0 4 10 504 25 0
静岡市駿河区 148 26 0 0 0 0 34 0 0
静岡市清水区 407 91 0 4 12 10 182 5 0
島田市 359 70 0 14 15 17 189 22 1
焼津市 25 20 0 1 2 0 11 3 0
藤枝市 354 59 0 23 10 3 136 13 0
牧之原市 236 24 0 0 4 0 41 1 1
吉田町 4 2 0 0 0 0
川根本町 116 26 1 0 2 9 85 16 3
浜松市中区 131 12 0 0 0 0
浜松市東区 20 0 0 0 0 0
浜松市西区 168 33 0 0 0 0 2 1 0
浜松市南区 0 0 0 0 0 0
浜松市北区 189 274 126 0 3 17 34 25 10
浜松市浜北区 42 13 2 0 1 0 2 2 0
浜松市天竜区 340 328 207 0 29 90 349 196 88
磐田市 165 6 0 0 0 0 18 1 0
掛川市 774 30 0 6 9 9 67 5 0
袋井市 192 10 0 0 0 0 17 0 1
湖西市 141 10 1 0 0 0 9 1 0
御前崎市 244 18 0 0 0 0 28 1 0
菊川市 360 32 0 0 3 1 32 0 1
森町 317 3 0 3 4 10 86 6 0

山腹崩壊危険地区
市町名

県合計

賀
茂

東
部

急傾斜地危険箇所 地すべり危険箇所

中
部

西
部
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表２４－２ 山・崖崩れ危険度ランク別箇所数

（レベル２の地震（南海トラフ巨大地震基本ケース）：市町別）

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ
6,548 2,427 653 51 107 210 2,570 510 183

下田市 50 201 51 0 0 0 51 13 8
東伊豆町 3 26 21 0 4 3 27 3 3
河津町 13 75 11 0 1 5 59 10 2
南伊豆町 22 149 58 0 0 3 49 19 16
松崎町 84 37 7 0 0 1 82 6 0
西伊豆町 52 45 12 0 0 2 74 19 10
沼津市 53 75 35 0 0 0 49 12 9
熱海市 63 79 14 0 0 1 26 4 0
三島市 34 35 11 0 0 0 3 8 1
富士宮市 195 36 0 0 0 1 89 3 0
伊東市 61 85 23 0 0 2 18 6 3
富士市 115 38 4 0 1 2 24 4 0
御殿場市 2 4 0 0 0 0
裾野市 19 15 1 0 0 0 7 5 0
伊豆市 182 115 25 0 2 12 139 31 4
伊豆の国市 58 78 15 0 1 1 22 21 12
函南町 34 22 12 0 0 1 11 7 2
清水町 11 3 1 0 0 0 3 3 2
長泉町 20 7 0 0 0 0 0 1 0
小山町 9 35 15 0 0 0 11 12 6
静岡市葵区 736 180 0 0 4 10 504 25 0
静岡市駿河区 148 26 0 0 0 0 34 0 0
静岡市清水区 407 91 0 4 12 10 182 5 0
島田市 359 70 0 14 15 17 189 22 1
焼津市 25 20 0 1 2 0 11 3 0
藤枝市 354 59 0 23 10 3 136 13 0
牧之原市 236 24 0 0 4 0 41 1 1
吉田町 4 2 0 0 0 0
川根本町 116 26 1 0 2 9 85 16 3
浜松市中区 131 12 0 0 0 0
浜松市東区 20 0 0 0 0 0
浜松市西区 168 33 0 0 0 0 2 1 0
浜松市南区 0 0 0 0 0 0
浜松市北区 189 274 126 0 3 17 34 25 10
浜松市浜北区 42 13 2 0 1 0 2 2 0
浜松市天竜区 340 328 207 0 29 90 349 196 88
磐田市 165 6 0 0 0 0 18 1 0
掛川市 774 30 0 6 9 9 67 5 0
袋井市 192 10 0 0 0 0 17 0 1
湖西市 141 10 1 0 0 0 9 1 0
御前崎市 244 18 0 0 0 0 28 1 0
菊川市 360 32 0 0 3 1 32 0 1
森町 317 3 0 3 4 10 86 6 0

山腹崩壊危険地区
市町名

県合計

賀
茂

東
部

急傾斜地危険箇所 地すべり危険箇所

中
部

西
部
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表２４－３ 山・崖崩れ危険度ランク別箇所数

（レベル２の地震（南海トラフ巨大地震 陸側ケース））：市町別）

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ
6,546 2,121 961 36 128 204 2,504 556 203

下田市 11 85 206 0 0 0 10 42 20
東伊豆町 1 25 24 0 4 3 25 5 3
河津町 1 31 67 0 0 6 9 51 11
南伊豆町 6 45 178 0 0 3 13 42 29
松崎町 20 65 43 0 0 1 56 28 4
西伊豆町 21 62 26 0 0 2 59 27 17
沼津市 14 82 67 0 0 0 40 19 11
熱海市 6 119 31 0 0 1 23 3 4
三島市 3 33 44 0 0 0 0 3 9
富士宮市 78 129 24 0 0 1 81 8 3
伊東市 17 119 33 0 0 2 14 8 5
富士市 65 70 22 0 1 2 23 2 3
御殿場市 0 2 4 0 0 0
裾野市 0 23 12 0 0 0 3 4 5
伊豆市 56 201 65 0 2 12 123 32 19
伊豆の国市 28 89 34 0 1 1 16 16 23
函南町 13 36 19 0 0 1 10 6 4
清水町 1 13 1 0 0 0 3 3 2
長泉町 3 18 6 0 0 0 0 0 1
小山町 6 30 23 0 0 0 9 14 6
静岡市葵区 699 209 8 0 3 11 473 54 2
静岡市駿河区 143 31 0 0 0 0 30 4 0
静岡市清水区 384 97 17 0 6 20 155 27 5
島田市 356 73 0 10 14 22 176 31 5
焼津市 25 20 0 0 2 1 11 3 0
藤枝市 353 60 0 1 22 13 112 34 3
牧之原市 232 28 0 0 1 3 36 6 1
吉田町 4 2 0 0 0 0
川根本町 131 12 0 1 2 8 90 13 1
浜松市中区 131 12 0 0 0 0
浜松市東区 20 0 0 0 0 0
浜松市西区 168 33 0 0 0 0 3 0 0
浜松市南区 0 0 0 0 0 0
浜松市北区 512 77 0 1 5 14 65 4 0
浜松市浜北区 56 1 0 1 0 0 4 0 0
浜松市天竜区 790 83 2 11 51 57 571 57 5
磐田市 164 5 2 0 0 0 19 0 0
掛川市 772 29 3 6 9 9 68 4 0
袋井市 192 10 0 0 0 0 17 0 1
湖西市 143 9 0 0 0 0 10 0 0
御前崎市 244 18 0 0 0 0 28 1 0
菊川市 360 32 0 0 2 2 32 0 1
森町 317 3 0 5 3 9 87 5 0

中
部

西
部

市町名
急傾斜地危険箇所 地すべり危険箇所 山腹崩壊危険地区

県合計

賀
茂

東
部
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表２４－４ 山・崖崩れ危険度ランク別箇所数

（レベル２の地震（南海トラフ巨大地震 東側ケース））：市町別）

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ
7,100 2,190 338 39 118 211 2,660 498 105

下田市 140 132 30 0 0 0 54 15 3
東伊豆町 23 16 11 0 4 3 28 4 1
河津町 29 60 10 0 1 5 60 10 1
南伊豆町 54 128 47 0 0 3 52 21 11
松崎町 92 33 3 0 0 1 83 5 0
西伊豆町 85 22 2 0 0 2 85 17 1
沼津市 83 75 5 0 0 0 56 13 1
熱海市 108 44 4 0 0 1 26 4 0
三島市 34 43 3 0 0 0 3 9 0
富士宮市 202 29 0 0 0 1 89 3 0
伊東市 113 49 7 0 0 2 22 5 0
富士市 118 35 4 0 1 2 28 0 0
御殿場市 2 4 0 0 0 0
裾野市 21 13 1 0 0 0 7 5 0
伊豆市 242 75 5 0 3 11 155 17 2
伊豆の国市 100 47 4 0 1 1 29 22 4
函南町 47 15 6 0 0 1 15 5 0
清水町 13 2 0 0 0 0 6 2 0
長泉町 20 7 0 0 0 0 0 1 0
小山町 16 33 10 0 0 0 19 4 6
静岡市葵区 656 253 7 0 4 10 470 51 8
静岡市駿河区 148 26 0 0 0 0 34 0 0
静岡市清水区 408 90 0 6 10 10 185 2 0
島田市 358 71 0 14 14 18 179 32 1
焼津市 25 20 0 1 2 0 11 3 0
藤枝市 353 60 0 8 16 12 119 29 1
牧之原市 237 23 0 0 4 0 42 0 1
吉田町 4 2 0 0 0 0
川根本町 117 26 0 0 3 8 85 17 2
浜松市中区 131 12 0 0 0 0
浜松市東区 20 0 0 0 0 0
浜松市西区 168 33 0 0 0 0 2 1 0
浜松市南区 0 0 0 0 0 0
浜松市北区 287 225 77 0 3 17 40 23 6
浜松市浜北区 47 10 0 0 1 0 2 2 0
浜松市天竜区 398 375 102 0 35 84 412 167 54
磐田市 166 5 0 0 0 0 19 0 0
掛川市 779 25 0 6 9 9 68 4 0
袋井市 192 10 0 0 0 0 17 0 1
湖西市 143 9 0 0 0 0 10 0 0
御前崎市 244 18 0 0 0 0 29 0 0
菊川市 360 32 0 0 3 1 32 0 1
森町 317 3 0 4 4 9 87 5 0

市町名
地すべり危険箇所急傾斜地危険箇所

県合計

賀
茂

東
部

中
部

西
部

山腹崩壊危険地区
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表２５－１ 山・崖崩れ危険度ランク別箇所数

（レベル１の地震（大正型関東地震）：市町別）

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ
729 837 8,062 0 7 361 361 582 2,320

下田市 4 43 255 0 0 0 3 47 22
東伊豆町 2 27 21 0 4 3 26 4 3
河津町 2 22 75 0 0 6 8 53 10
南伊豆町 0 5 224 0 0 3 0 10 74
松崎町 2 24 102 0 0 1 2 70 16
西伊豆町 1 23 85 0 0 2 3 59 41
沼津市 42 74 47 0 0 0 48 16 6
熱海市 140 16 0 0 0 1 29 1 0
三島市 41 39 0 0 0 0 7 5 0
富士宮市 1 44 186 0 0 1 0 73 19
伊東市 121 45 3 0 0 2 22 5 0
富士市 8 72 77 0 0 3 2 20 6
御殿場市 6 0 0 0 0 0
裾野市 24 11 0 0 0 0 8 4 0
伊豆市 113 153 56 0 1 13 123 45 6
伊豆の国市 94 54 3 0 2 0 32 20 3
函南町 53 14 1 0 0 1 17 3 0
清水町 11 3 1 0 0 0 4 4 0
長泉町 20 7 0 0 0 0 0 1 0
小山町 38 21 0 0 0 0 27 2 0
静岡市葵区 0 9 907 0 0 14 0 20 509
静岡市駿河区 0 14 160 0 0 0 0 10 24
静岡市清水区 0 87 411 0 0 26 0 98 89
島田市 0 2 427 0 0 46 0 0 212
焼津市 0 9 36 0 0 3 0 9 5
藤枝市 0 8 405 0 0 36 0 3 146
牧之原市 0 0 260 0 0 4 0 0 43
吉田町 0 0 6 0 0 0
川根本町 0 0 143 0 0 11 0 0 104
浜松市中区 0 0 143 0 0 0
浜松市東区 0 0 20 0 0 0
浜松市西区 0 0 201 0 0 0 0 0 3
浜松市南区 0 0 0 0 0 0
浜松市北区 0 0 589 0 0 20 0 0 69
浜松市浜北区 0 0 57 0 0 1 0 0 4
浜松市天竜区 1 0 874 0 0 119 0 0 633
磐田市 0 2 169 0 0 0 0 0 19
掛川市 5 9 790 0 0 24 0 0 72
袋井市 0 0 202 0 0 0 0 0 18
湖西市 0 0 152 0 0 0 0 0 10
御前崎市 0 0 262 0 0 0 0 0 29
菊川市 0 0 392 0 0 4 0 0 33
森町 0 0 320 0 0 17 0 0 92

中
部

山腹崩壊危険地区
市町名

急傾斜地危険箇所 地すべり危険箇所

県合計

賀
茂

東
部

西
部
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表２５－２ 山・崖崩れ危険度ランク別箇所数

（レベル２の地震（元禄型関東地震）：市町別）

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ
927 911 7,790 0 9 359 460 638 2,165

下田市 7 49 246 0 0 0 2 49 21
東伊豆町 5 25 20 0 4 3 27 4 2
河津町 1 28 70 0 0 6 20 43 8
南伊豆町 0 10 219 0 0 3 0 25 59
松崎町 2 30 96 0 0 1 6 70 12
西伊豆町 7 26 76 0 0 2 14 52 37
沼津市 73 67 23 0 0 0 52 16 2
熱海市 143 13 0 0 0 1 30 0 0
三島市 53 27 0 0 0 0 11 1 0
富士宮市 2 62 167 0 0 1 2 77 13
伊東市 137 31 1 0 1 1 26 1 0
富士市 13 87 57 0 0 3 16 7 5
御殿場市 6 0 0 0 0 0
裾野市 29 6 0 0 0 0 12 0 0
伊豆市 184 102 36 0 2 12 144 27 3
伊豆の国市 118 31 2 0 1 1 36 19 0
函南町 54 13 1 0 0 1 18 2 0
清水町 14 1 0 0 0 0 6 2 0
長泉町 21 6 0 0 0 0 0 1 0
小山町 38 21 0 0 0 0 27 2 0
静岡市葵区 3 61 852 0 0 14 5 79 445
静岡市駿河区 2 31 141 0 0 0 0 22 12
静岡市清水区 6 127 365 0 1 25 6 114 67
島田市 0 7 422 0 0 46 0 1 211
焼津市 0 9 36 0 0 3 0 10 4
藤枝市 0 13 400 0 0 36 0 13 136
牧之原市 0 6 254 0 0 4 0 1 42
吉田町 0 0 6 0 0 0
川根本町 0 0 143 0 0 11 0 0 104
浜松市中区 0 0 143 0 0 0
浜松市東区 0 0 20 0 0 0
浜松市西区 0 0 201 0 0 0 0 0 3
浜松市南区 0 0 0 0 0 0
浜松市北区 0 0 589 0 0 20 0 0 69
浜松市浜北区 0 0 57 0 0 1 0 0 4
浜松市天竜区 1 0 874 0 0 119 0 0 633
磐田市 1 1 169 0 0 0 0 0 19
掛川市 7 14 783 0 0 24 0 0 72
袋井市 0 0 202 0 0 0 0 0 18
湖西市 0 0 152 0 0 0 0 0 10
御前崎市 0 0 262 0 0 0 0 0 29
菊川市 0 7 385 0 0 4 0 0 33
森町 0 0 320 0 0 17 0 0 92

市町名

中
部

西
部

急傾斜地危険箇所 地すべり危険箇所 山腹崩壊危険地区

県合計

賀
茂

東
部
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Ⅱ-45

表２６－１ 津波浸水面積表 (東海・東南海・南海地震)

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 28.6 15.2 9.0
県域に占める割合(%) 0.4 0.2 0.1

市区町名
浸 水 面 積（単位：km²）

1cm 以上 1m 以上 2m 以上 5m 以上 10m 以上

湖西市 2.2 1.5 1.2 0.1 -
浜松市北区 1.7 0.2 0.0 - -
浜松市西区 2.7 1.5 1.1 0.1 -
浜松市中区 0.0 - - - -
浜松市南区 1.9 1.2 0.9 0.1 -
浜松市東区 - - - - -
磐田市 1.3 0.8 0.4 0.0 -
袋井市 0.3 0.3 0.2 - -
掛川市 0.6 0.4 0.3 0.0 -
菊川市 - - - - -
御前崎市 2.6 1.4 0.9 0.1 -
牧之原市 2.1 1.3 0.6 0.1 -
吉田町 0.2 0.1 0.0 - -
焼津市 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0
静岡市駿河区 0.5 0.4 0.2 0.0 -
静岡市清水区 2.4 0.6 0.3 0.0 -
富士市 0.3 0.1 0.0 0.0 -
沼津市 2.7 1.9 1.1 0.0 -
伊豆市 0.8 0.6 0.3 0.0 -
西伊豆町 1.2 0.7 0.4 0.0 -
松崎町 0.8 0.4 0.2 0.0 -
南伊豆町 0.8 0.5 0.4 0.0 -
下田市 1.4 0.7 0.4 0.1 -
河津町 0.1 0.1 0.0 - -
東伊豆町 0.1 0.1 0.0 - -
伊東市 0.2 0.1 0.0 - -
熱海市 0.1 0.0 0.0 - -
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Ⅱ-46

表２６－２ 津波浸水面積表 (南海トラフ巨大地震 ケース①)

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 158.0 105.6 68.9
県域に占める割合(%) 2.0 1.4 0.9

市区町名
浸 水 面 積（単位：km²）

1cm 以上 1m 以上 2m 以上 5m 以上 10m 以上

湖西市 8.5 7.7 6.4 2.9 0.8
浜松市北区 1.9 0.4 0.0 - -
浜松市西区 14.8 9.3 6.2 1.8 0.7
浜松市中区 1.8 0.4 0.0 - -
浜松市南区 23.3 13.7 7.2 3.1 0.8
浜松市東区 0.0 - - - -
磐田市 16.0 7.8 4.8 1.3 0.0
袋井市 2.4 0.9 0.7 0.3 -
掛川市 5.5 3.1 1.6 0.6 0.1
菊川市 - - - - -
御前崎市 9.8 8.2 6.9 3.8 0.7
牧之原市 10.8 9.0 7.4 3.4 0.2
吉田町 6.5 4.8 2.6 0.2 -
焼津市 13.7 7.4 2.5 0.2 0.0
静岡市駿河区 3.9 1.7 0.9 0.3 0.0
静岡市清水区 13.2 10.1 5.3 0.3 0.0
富士市 2.1 0.7 0.3 0.0 -
沼津市 7.4 5.6 3.2 0.8 0.0
伊豆市 1.2 1.1 1.0 0.3 -
西伊豆町 2.5 2.3 2.1 0.9 0.0
松崎町 2.1 1.9 1.7 0.4 0.1
南伊豆町 3.3 2.9 2.5 1.9 0.6
下田市 4.8 4.4 4.0 3.1 1.1
河津町 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0
東伊豆町 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0
伊東市 0.7 0.5 0.3 0.0 -
熱海市 0.5 0.3 0.1 0.0 -
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Ⅱ-47

表２６－３ 津波浸水面積表 (南海トラフ巨大地震 ケース⑥)

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 157.1 104.3 68.9
県域に占める割合(%) 2.0 1.3 0.9

市区町名
浸 水 面 積（単位：km²）

1cm 以上 1m 以上 2m 以上 5m 以上 10m 以上

湖西市 8.6 7.8 6.8 3.1 0.9
浜松市北区 1.9 0.4 0.0 - -
浜松市西区 14.8 9.3 6.3 1.8 0.8
浜松市中区 1.7 0.3 0.0 - -
浜松市南区 22.6 12.6 6.7 3.0 0.7
浜松市東区 0.0 - - - -
磐田市 15.8 7.7 4.7 1.3 0.0
袋井市 2.5 0.9 0.7 0.3 -
掛川市 5.5 3.2 1.6 0.6 0.1
菊川市 - - - - -
御前崎市 9.8 8.2 7.0 3.8 0.8
牧之原市 10.8 9.0 7.4 3.4 0.2
吉田町 6.5 4.8 2.6 0.2 -
焼津市 13.7 7.5 2.6 0.2 0.0
静岡市駿河区 3.6 1.6 0.8 0.3 0.0
静岡市清水区 13.3 10.1 5.3 0.3 0.0
富士市 2.1 0.7 0.3 0.0 -
沼津市 7.4 5.6 3.2 0.8 0.0
伊豆市 1.2 1.1 1.0 0.3 -
西伊豆町 2.5 2.3 2.1 0.9 0.0
松崎町 2.1 1.9 1.6 0.4 0.1
南伊豆町 3.3 2.9 2.5 1.9 0.6
下田市 4.8 4.4 4.0 3.1 1.2
河津町 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0
東伊豆町 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0
伊東市 0.7 0.5 0.3 0.0 -
熱海市 0.5 0.3 0.1 0.0 -
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Ⅱ-48

表２６－４ 津波浸水面積表 (南海トラフ巨大地震 ケース⑧)

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 137.2 90.7 59.3
県域に占める割合(%) 1.8 1.2 0.8

市区町名
浸 水 面 積（単位：km²）

1cm 以上 1m 以上 2m 以上 5m 以上 10m 以上

湖西市 7.7 5.7 4.3 1.4 0.3
浜松市北区 1.7 0.1 0.0 - -
浜松市西区 11.7 6.4 3.1 1.6 0.1
浜松市中区 0.5 0.0 0.0 - -
浜松市南区 16.7 8.0 4.4 2.4 0.3
浜松市東区 - - - - -
磐田市 9.7 5.3 2.9 0.7 0.0
袋井市 1.6 0.7 0.6 0.3 -
掛川市 3.9 1.9 1.0 0.5 0.0
菊川市 - - - - -
御前崎市 8.9 7.6 6.7 3.8 0.7
牧之原市 10.7 8.9 7.4 3.3 0.1
吉田町 5.9 4.0 2.0 0.2 -
焼津市 14.2 8.2 2.8 0.2 0.0
静岡市駿河区 3.4 1.4 0.8 0.3 0.0
静岡市清水区 13.8 10.8 6.4 0.3 0.0
富士市 2.4 0.7 0.3 0.0 -
沼津市 7.6 5.9 3.5 0.9 0.0
伊豆市 1.2 1.1 1.0 0.3 0.0
西伊豆町 2.5 2.3 2.1 0.9 0.0
松崎町 2.0 1.8 1.5 0.4 0.1
南伊豆町 3.4 3.1 2.7 2.1 0.8
下田市 5.0 4.6 4.2 3.3 1.3
河津町 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0
東伊豆町 0.7 0.7 0.5 0.2 0.0
伊東市 0.8 0.5 0.4 0.1 -
熱海市 0.5 0.3 0.1 0.0 -
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表２７－１ 津波浸水深別浸水面積（大正型関東地震）（県計）

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 7.3 2.6 1.2
県域に占める割合(%) 0.1 0.1 未満 0.1 未満

市区町名
浸 水 面 積（単位：km²）

1cm 以上 1m 以上 2m 以上 5m 以上 10m 以上

熱海市 1.0 0.7 0.4 0.0 -
伊東市 1.1 0.7 0.4 0.0 -
東伊豆町 0.2 0.1 0.0 - -
河津町 0.1 0.1 0.0 - -
下田市 0.7 0.4 0.2 - -
南伊豆町 0.3 0.1 0.0 - -
松崎町 0.0 0.0 0.0 - -
西伊豆町 0.1 0.0 - - -
伊豆市 0.0 0.0 - - -
沼津市 0.2 0.1 0.0 - -
富士市 0.1 0.0 0.0 - -
静岡市清水区 0.7 0.0 0.0 - -
静岡市駿河区 0.2 0.0 - - -
焼津市 0.1 0.0 0.0 - -
吉田町 0.1 0.0 0.0 - -
牧之原市 0.4 0.1 0.0 - -
御前崎市 0.5 0.1 0.0 - -
菊川市 - - - - -
掛川市 0.1 0.0 0.0 - -
袋井市 0.0 0.0 - - -
磐田市 0.1 0.0 - - -
東区 - - - - -
南区 0.1 0.0 0.0 - -
中区 - - - - -
西区 0.4 0.0 0.0 - -
北区 0.2 0.0 0.0 - -
湖西市 0.5 0.1 0.0 - -
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表２７－２ 津波浸水深別浸水面積（元禄型関東地震）（県計）

浸水深 1cm 以上

の面積(km2) 浸水深 1m 以上 浸水深 2m 以上

県 内 合 計 22.3 10.0 4.7
県域に占める割合(%) 0.3 0.1 0.1

市区町名
浸 水 面 積（単位：km²）

1cm 以上 1m 以上 2m 以上 5m 以上 10m 以上

熱海市 1.2 1.0 0.7 0.1 -
伊東市 1.5 1.1 0.7 0.1 -
東伊豆町 0.3 0.2 0.1 0.0 -
河津町 0.3 0.2 0.1 0.0 -
下田市 1.7 1.0 0.6 0.1 -
南伊豆町 1.2 0.9 0.5 0.1 -
松崎町 0.2 0.1 0.0 - -
西伊豆町 0.2 0.1 0.0 - -
伊豆市 0.1 0.0 0.0 - -
沼津市 1.0 0.2 0.0 0.0 -
富士市 0.2 0.0 0.0 - -
静岡市清水区 4.1 0.6 0.1 0.0 -
静岡市駿河区 0.5 0.3 0.1 0.0 -
焼津市 0.6 0.1 0.0 0.0 -
吉田町 0.3 0.1 0.0 - -
牧之原市 1.4 0.7 0.4 0.0 -
御前崎市 2.2 1.2 0.5 0.0 -
菊川市 - - - - -
掛川市 0.5 0.3 0.1 - -
袋井市 0.3 0.2 0.0 - -
磐田市 0.5 0.2 0.0 0.0 -
東区 - - - - -
南区 0.4 0.2 0.0 - -
中区 0.0 - - - -
西区 1.3 0.4 0.1 0.0 -
北区 1.0 0.0 0.0 - -
湖西市 1.5 1.0 0.5 0.0 -
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